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はじめに 
 

国立大学法人愛知教育大学長   松 田 正 久   

 

2011年度の自己点検・評価報告書に基づき、2012年度、初めて外部委員４人の方による外部評価を受

審しました。そして、引き続き、2012年度の実績に基づく自己点検・評価報告書を出す運びとなりまし

た。 

本学の現況ですが、学士課程学生数は、約4,000人で、全国教育系11大学の４番目の規模となっていま

す。教員養成課程の入学定員は、643人で、東京学芸大学730人、北海道教育大学700人についで３番目、

現代学芸課程は学部全体と同じく４番目の規模です。 

さて、学士課程では、教員養成課程の2012年度卒業生683人の教員就職率（保育士含む）は、正規教

員で47.9%、臨時教員を含めた全体では73.9%（前年度比2.9ポイント増）、また現代学芸課程240人の

就職率は、78.8%（同4.6ポイント増）でした。進学者を除く就職率は、全体で92.5%（同1.9ポイント

増）でした。進学者は98人から79人に若干の減少でした。 

大学院課程は約300人で、修士課程が教員就職率で52.3％（前年度比2.5ポイント減）、全体就職率は

72.7%（同3.5ポイント減）、教職大学院は教員就職率100%（同2.8ポイント増）でした。共同大学院博

士課程は、2012年度4人の新入学生を迎え、2013年度も4人の新入学生を迎え、これは2014年度には新

しい博士が誕生する予定です。 

学生の就職状況に一喜一憂は禁物ですが、「教員養成を主軸に教養教育を重視する」ことをミッション

に掲げる愛知教育大学として、受け入れた学生を出口まできちんと責任を持って送り出すことは、国立大

学としての責務だと思います。このためには、キャリア支援センターに任すのではなく、まさに教職協働

で大学全体で取り組むべき課題だと思います。 

2014年度には7年に１回の認証評価（2回目）を受審することになっており、教育・研究面で11の項目

により評価されますが、この自己点検・評価報告書は、それに備えるためでもあります。 

2011年度との大きな違いは、2012年度から新教育組織として静岡大学との共同大学院として後期３年

博士課程共同教科開発学専攻が発足したことです。教育系大学での博士課程はこれまで東京学芸大学と兵

庫教育大学を基幹大学とした連合大学院だけでしたが、博士課程の設置されていない7大学の中で、本学

が先鞭をつけることができました。続いて未設置の6大学にも各地域における博士課程が設置されること

を期待します。 

2012年6月に、民主党政権下で出された大学改革実行プランや教員の質向上のための中教審答申

（2012.8.28）による教員養成の修士レベル化など、その内実は2012年12月の政権交代とともに、大き

く変容し、教育再生実行会議の提言が今年に入り矢継ぎ早に出されています。この提言に基づき、文部科

学省は先導の教員養成・医学・工学の三分野に対するミッションの再定義を実施、とりわけ教員養成分野

に対しては、大変厳しい要請がなされています。 

この「自己点検・評価報告書2012」が、「教員養成を主軸に教養教育を重視する」本学の教育・研究・

社会貢献などの一層の改善に役立つことを願っています。 



 

愛知教育大学の現状 

 

１ 現況 （2012年５月１日現在） 

(1) 大学名   愛知教育大学 

(2) 所在地   愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢１番地 

(3) 学部等の構成 

学 部  ： 教育学部 

研究科  ： 大学院教育学研究科（修士課程、後期３年博士課程） 

大学院教育実践研究科＜教職大学院＞（専門職学位課程） 

専攻科  ： 特別支援教育特別専攻科 

附置研究所： なし 

関連施設 ： 附属図書館 

教育創造開発機構 

  大学教育研究センター、教員養成高度化センター、教育臨床総合センター、 

国際交流センター、地域連携センター、科学・ものづくり教育推進センター 

センター 

保健環境センター、情報処理センター、キャリア支援センター 

附属学校 

   附属幼稚園、附属名古屋小学校、附属岡崎小学校、附属名古屋中学校、 

附属岡崎中学校、附属高等学校、附属特別支援学校 

その他 

アイソトープ実験施設、自然観察実習園、伊良湖臨海教育実験実習施設 

(4) 学生数及び教員数 

学生数  ： 教育学部        3,976人（うち、外国人留学生９人） 

大学院教育学研究科    288人（うち、外国人留学生37人）  

大学院教育実践研究科   83人 

特別支援教育特別専攻科  23人 

専任教員数： 250人（うち、休職者２人） 

助手数  ： １人 

 

２ 特徴 

本学は、1873年12月、愛知県によって設置された愛知県養成学校にその淵源を持ち、1949年５月、国立

学校設置法第３条に基づき、愛知第一師範学校、愛知第二師範学校、愛知青年師範学校の３校を包括して、愛

知学芸大学として設置された。 

愛知教育大学へと名称変更されたのは、1966年４月であり、設置以来、教員養成を目的とした教育学部の

みを持つ単科大学として、その教育課程に各種の教員養成課程を構成して成り立っていた。当初は前身校の旧

校地（岡崎市と名古屋市）に分かれていたが、1970年４月、愛知県刈谷市の現地に統合された。 

1978年６月、大学院教育学研究科修士課程（入学定員60人）が設置された。1987年４月、教育学部に教

員養成を目的としない総合科学課程が設置され、1993年４月、大学の目的も「学術の中心として広く知識を



 

授け、深く専門の学芸を教授研究して、教員をはじめとする有為な人材を養成し、もって文化の進展に寄与す

る」（学則第１条）ことに改められた。 

2000年４月、国の方針の下、教育学部教員養成課程の入学定員が640人から480人に変更されたことに伴

い、入学定員も1,035人から875人に減少した。同時に学部改組を行い、初等教育教員養成課程、中等教育教

員養成課程、障害児教育教員養成課程（現 特別支援学校教員養成課程）、養護教諭養成課程から成る教員養成

４課程（入学定員480人）、及び国際理解教育課程、生涯教育課程、情報教育課程、環境教育課程から成る学

芸４課程（入学定員395人）とした。 

なお、学芸４課程は、広く教育に関わる分野において現代社会の諸問題に適切に対応するため、総合科学課

程を改組したものである。 

2004年４月１日をもって「国立大学法人愛知教育大学」が発足し、その大学運営の基本は「愛知教育大学

は、学部及び大学院学生、大学教職員、附属学校教職員等を構成員とし、大学の自治の基本理念に基づき、大

学における自律的運営が保障される高等教育機関として、また国により設置された国立大学として、その使命

を果たす」（愛知教育大学憲章：2003年４月16日制定）こととしてきた。法人化に伴う学則では、「学術の中

心として、深く専門の学芸を教授研究するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間

性を涵養する学問の府として」「世界の平和と人類の福祉及び文化と学術の発展に努める。」ことを大学の目的

と定め、本学の主要な役割として、優れた資質能力を備えた義務教育諸学校を中心とする教員の養成を行うと

ともに、生涯教育社会の広範な需要に応え、社会の諸分野において活躍し得る人材の養成にも努めている。 

2006年度に「学芸４課程」の入学定員を395人から262人にして教員養成課程に133人を振り替え、翌

2007年４月には、「学芸４課程」を「現代学芸課程」に改組し、入学定員も262人から232人に変更し、結果

として163人を教員養成課程に振り替えた（教員養成課程入学定員643人）。 

2008年４月には、新たに入学定員50人から成る教育実践研究科（教職大学院）が発足し、学校教育に関わ

る理論と実践の融合を基本に実践的指導力を備えた教員及び確かな指導理論と実践力・応用力を備えた指導的

役割を果たし得る教員の養成に取り組んでいる。 

2012年４月に、教育学研究科共同大学院後期３年博士課程共同教科開発学専攻（本学の入学定員４人）が、

静岡大学との共同の下に発足した。本専攻は、社会が求める教員養成の高度化・修士レベル化に対応できる教

科専門と教科教育を融合した教科学に関する研究及び学校環境のみならず地域・社会・文化を含んだ幅広い視

点からの教育環境学に関する研究を一体化した教科開発学を通じて、教員養成大学・学部の教員を養成すると

ともに広く教育界に貢献する人材の育成を目的に設置準備を進めてきたものである。 

学士課程では教員養成課程にあっては、ここ数年、教員養成課程の正規教員就職者数は常に全国１位で、臨

時教員を含む教員就職者数・率は常にトップレベルにあり、本学の目的である優れた教員の養成に関わって、

十分に目的を達成している。一方で教員養成の質的強化に向け、教材構成力・生活指導構成力・学校運営構成

力の三つの力を教員の備えるべき資質と位置付け、カリキュラムの不断の見直しを含め改革を継続していると

ころである。また、現代学芸課程では、複雑化・多様化した社会に対処できる複眼的視野を育てることを目指

し、リベラルアーツ（自由学芸）教育の理念を取り入れた「全人教育」を目的に、文系から理系のコースの専

門基礎を学ぶことにより多様な進路を可能とする教育課程とした。本課程の卒業生は、その高い専門基礎能力

を生かして、目的課程である教員養成課程に対し、現代学芸課程を開放課程と位置付け開放制の下での中等教

員、専門を深める大学院進学、企業や官公庁への就職など多様な地域人材の養成に貢献している。 



 

 

 

「自己点検・評価報告書2012」について 
 

 

「自己点検・評価報告書2012」は、2011年度まで発行してきた「年次報告書」に替わるものです。 

2012年度より、本学評価委員会にて「年次報告書」の内容を見直し、以下の評価機関で用いられる評価基

準に基づき、本学の現状や当該年度の取組状況を検証することとしました。これにより、本学全体の現状を

明確な評価基準によって把握するとともに、教育研究活動の状況を主体とした自己点検・評価の実施を目指

しています。 

＜評価基準＞ 

「大学機関別認証評価」「大学機関別選択評価」（独立行政法人 大学評価・学位授与機構） 

「教職大学院認証評価」（一般財団法人 教員養成評価機構） 

 

記載上の留意点 

１ 各掲載項目は、これまで「年次報告書」に掲載されてきた内容を継承しつつ、上記の評価基準に対応で

きるよう掲載項目を追加して構成されています。 

２ 記載内容は、2012年度（2012.4.1 ～ 2013.3.31）の実施状況を基準に、現状を明らかにするもので

す。 

各事項について、上記の各評価基準に照らして、何ができていて、何ができていないのかを分析し、そ

の結果を、分かりやすい簡潔な文章で表現し、本学の基礎的な統計情報等を用い、根拠となる客観的な事

実を添えるようにしています。 

1) 本学の取組や現状を社会一般に広く説明・報告することを目指し、事実のみを端的に説明する箇所を

除き、原則、語尾を「です」「ます」調にしています。 

2) 本書のみで確認ができるよう別添資料での報告を避け、データ等についても本文中に記載するよう心

がけています。なお、ウェブサイトにて公開しているものについては、参考としてリンク先のURLを

記載しています。  

３ 本書は、本学ウェブサイトにて公表しますので、公表に支障がある箇所については、記載を省略するな

どの配慮を行っています。 

４ その他、文章表現を統一するため、以下を原則としています。 

1) 年度、年は、「平成○○年度 入学者選抜試験」などの固有名称を除き、西暦を使用しています。 

2) 見やすさを重視し、学内規程の名称は、冒頭に付く法人名、大学名を省略しています。 

例） 国立大学法人愛知教育大学○○○○○○規程 → ○○○○○○規程 

愛知教育大学○○○○○○規程 → ○○○○○○規程 

 

愛知教育大学規程集 https://www.aue-kitei.jp/doc/auekitei/index.html 
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第１章 大学の使命・目的 

１ 愛知教育大学憲章、中期目標・中期計画 

愛知教育大学は、大学の教育目標と研究目標、教育研究及び運営の在り方を定め、これを広く社会に明らかに

するため、2003年４月に愛知教育大学憲章を、2004年４月に学則を定めました。 

愛知教育大学憲章（抜粋） 

愛知教育大学の理念 

愛知教育大学は、学術の中心として、深く専門の学芸を教授研究するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培

い、豊かな人間性を涵養する学問の府として、日本国憲法、教育基本法、ユネスコの高等教育に関する宣言等の理念を踏ま

え、教育研究活動を通して世界の平和と人類の福祉及び文化と学術の発展に努めることが、普遍的使命であることを自覚し、

愛知教育大学憲章を定める。 

愛知教育大学は、学部及び大学院学生、大学教職員、附属学校教職員等を構成員とし、大学の自治の基本理念に基づき、

大学における自律的運営が保障される高等教育機関として、また国により設置された国立大学として、その使命を果たすた

め、本学の教育目標と研究目標、教育研究及び運営のあり方を定め、これを広く社会に明らかにするものである。 

愛知教育大学の教育目標 

愛知教育大学は、平和で豊かな世界の実現に寄与しうる人間の教育をめざす。 

学部教育においては教養教育を重視し、教員養成諸課程では多様な教員養成プログラムを通して、平和な未来を築く子ど

もたちの教育を担う優れた教員の養成をめざし、学芸諸課程では、社会の発展と文化の継承及び創造に貢献できる広い教養

と深い専門的能力を持った多様な社会人の育成をめざす。 

大学院教育においては学部教育を基礎に、学校教育に求められるさらに高度な能力を有する教員の養成をめざすとともに、

諸科学の専門分野及び教育実践分野における理論と応用能力を備えた教育の専門家の育成をめざす。また、大学院を教員の

再教育の場としても位置付け、教師教育の質的向上を図る。 

愛知教育大学の研究目標 

愛知教育大学は、教育諸科学をはじめ、人文、社会、自然、芸術、保健体育、家政、技術分野の諸科学及び教育実践分野

において、科学的で創造性に富む優れた研究成果を生み出し、学術と文化の創造及び発展に貢献する。さらに、その成果を

社会へ還元することを通して、人類の平和で豊かな未来の実現、自然と調和した持続可能な未来社会の実現に寄与する。 

 

(1) 大学の目的 

学則（抜粋） 

（大学の目的） 

第１８条 本学は、愛知教育大学憲章を踏まえ、学術の中心として、深く専門の学芸を教授研究するとともに、幅広く深い

教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養する学問の府として、大学の自治の基本理念に基づき、教育研究活

動を通して世界の平和と人類の福祉及び文化と学術の発展に努める。 

 



第１章 大学の使命・目的 

 

4 

(2) 中期目標・中期計画 

愛知教育大学憲章を踏まえ、独立行政法人通則法及び国立大学法人法の規定に基づく中期目標、中期計画及び

年度計画に従って、教育研究の質の向上、業務運営の改善及び効率化に向けて大学運営を行っています。 

 

○中期目標 http://www.aichi-edu.ac.jp/intro/files/H22_04_mokuhyou_100818.pdf 

国立大学法人法第30条の規定に従い、文部科学大臣が６年ごとに定め、国立大学法人に提示するとともに、

公表するものです。 

○中期計画 http://www.aichi-edu.ac.jp/intro/files/H25_03_keikaku_130405.pdf 

国立大学法人法第31条の規定に従い、国立大学法人が中期目標を達成するための計画として作成し、文部

科学大臣の認可を受け、公表するものです。 

○平成24年度 年度計画 http://www.aichi-edu.ac.jp/intro/files/H24_keikaku_120411.pdf 

独立行政法人通則法第31条の規定に従い、国立大学法人が中期計画に基づいて毎事業年度ごとに定め、文

部科学大臣に届け出るとともに、公表するものです。 
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２ 学部・大学院の教育目的 

教育学部、大学院教育学研究科、大学院教育実践研究科（教職大学院）、特別支援教育特別専攻科は、それぞれ

の教育課程ごとに、学則及び関係規程等の中で、以下のとおり明確に教育目的を定めています。 

また、これらの教育目的は、学校教育法に規定されている、大学一般に求められる目的に適合しています。 

 

教育学部の目的 

学則（抜粋） 

（目的） 

第６３条 学部は、教養教育を重視し、教員養成４課程では多様な教員養成プログラムを通して、平和な未来を築く子ども

たちの教育を担う優れた教員の養成をめざし、現代学芸課程では、社会の発展と文化の継承及び創造に貢献できる広い教

養と深い専門的能力を持った多様な社会人の育成をめざすことを目的とする。 

 

 

大学院（修士課程、教職大学院、後期３年博士課程）の目的 

学則（抜粋） 

（課程等の目的） 

第７４条 修士課程は、教科専門並びに教育実践に関わる研究能力を有する教員の育成を図ることを目的とする。併せて現

代的課題の探求に取り組む学芸諸分野の有為な人材の育成をめざす。また、現職教員及び社会人においては、修士課程を

専門性の更なる向上を図る場として位置付ける。 

２ 教職大学院の課程は、学校教育に関わる理論と実践の融合を基本とし、理論の応用並びに実践の理論化に関わる諸能力

の修得によって実践的指導力を備えた教員を養成するとともに、一定の教職経験を有する現職教員に対しては、確かな指

導理論と実践力・応用力を備え、指導的役割を果たし得る教員を養成することを目的とする。また、教職大学院の課程を

実践的なキャリアアップの場として位置づけ、学校・地域及び教育関係諸機関との連携を活かしつつ、教師教育の更なる

質的向上を図る。 

３ 後期３年博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に

従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

 

 

特別支援教育特別専攻科の目的 

特別支援教育特別専攻科規程（抜粋） 

（目的） 

第２条 特別専攻科は、特別支援教育の充実に資するため、大学教育の基礎の上に精深な程度において特別支援教育に関す

る専門の事項を教授し、特別支援教育の分野における資質の優れた教員を養成することを目的とする。 
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第２章 管理運営体制 

１ 組織運営機構 

(1) 法人運営組織 

国立大学法人愛知教育大学の役員は、国立大学法人法に基づき、その長である学長、学長を補佐して法人の業

務を掌理する理事４人及び法人の業務を監査する監事２人（非常勤）により構成されています。 

なお、2012年度は、監事１人の交代がありました。 

法人の運営組織として、法人の重要事項を決定する役員会、経営に関する重要事項を審議する経営協議会（構

成員の半数以上が外部有識者）、教育研究に関する重要事項を審議する教育研究評議会等を置いています。 

役員名簿              2012/5/1 現在 

学長 松田 正久 

理事（総務担当）    副学長 （兼） 折出 健二 

理事（教育担当）    副学長 （兼） 岩崎 公弥 

理事（学生・連携担当） 副学長 （兼） 都築 繁幸 

理事（財務・施設担当）副学長・事務局長（兼） 白石 薫二 

監事（非常勤） 村上 文男 

監事（非常勤） 澤崎 忠昭 

(2) 大学運営組織 

大学においては、学長、副学長（理事が兼務）に加え、2011年度に設置した学長補佐体制を有効に活用し、

大学運営の充実を図っています。また、組織運営の効率化や審議の継続性の観点から、各種委員会の在り方につ

いて適宜見直しを行い、専門委員会やワーキングの設置など、担当理事を中心とした効率的な運営により、委員

会審議の深化を図っています。 

機構図                                        2012/5/1 現在 

国立大学法人 愛知教育大学  愛  知  教  育  大  学  
  
 役 員 会  学 長  
 
         
 法人の長（学長）    副学長（常勤の理事）  教育組織  附属施設等  

 

  

  

 

 

  
教育学部 
 初等教育教員養成課程 12選修 
 中等教育教員養成課程 12専攻 
 特別支援学校教員養成課程 
 養護教諭養成課程 
 現代学芸課程 ６コース 
 

大学院 

 教育学研究科 
修士課程 13専攻/29領域 

  後期３年博士課程（１専攻） 
  
教育実践研究科（教職大学院） 
専門職学位課程 １専攻/２領域 

 

特別支援教育特別専攻科 
研究 

附属図書館 
センター 
 教育創造開発機構 

大学教育研究センター 
教員養成高度化センター 
教育臨床総合センター 
国際交流センター 
地域連携センター 
科学･ものづくり教育推進センター 

 保健環境センター 
 情報処理センター 
キャリア支援センター 

附属学校部 
 附属幼稚園 

附属名古屋小学校 
 附属岡崎小学校 
 附属名古屋中学校 
 附属岡崎中学校 
 附属高等学校 
 附属特別支援学校  

 学長補佐   理事（総務担当） 

 

 
  特別学長補佐（学外者）  理事（教育担当）  
   理事（学生・連携担当）   教授会  代議員会   理事（財務・施設担当）   
  

  役員部局長会議   
  

 
 教職員会議   

 監 事  監事監査室    
    職員会議  
   

  教育研究評議会 秘書広報課   各種委員会     
    

 大学改革推進委員会 
 教員人事委員会 
 財務委員会 
 教務企画委員会 
 入学試験委員会 
 学生支援委員会 
 評価委員会 等 

 

経営協議会  教育創造開発
機構運営課 

   
 

 
    
学長選考会議     

 

     

  

顧問会議   
  
   

  

   
       事務局長（理事）   学 系 長          研究組織 ４学系／20講座・１センター 
事務組織                       

教育科学系 
生活科教育、障害児教育、幼児教育、 
養護教育、学校教育、教育臨床学、教職実践  (監事監査室、秘書広報課、教育創造開発機構運営課） 

法人企画部 総務課、人事労務課  
人文社会科学系 

国語教育、日本語教育、社会科教育、 
地域社会システム、外国語教育 財務部 財務企画課、施設課  

教育研究支援部 教務課、学系運営課、情報図書課  自然科学系 数学教育、情報教育、理科教育 
学生支援部 学生支援課、キャリア支援課、入試課  

創造科学系 
音楽教育、美術教育、保健体育、技術教育、 
家政教育、保健環境センター (附属学校部) 附属学校課  
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(3) 役員会 

国立大学法人法第11条第２項の規定に基づき、法人の意思決定と執行に責任を持つ機関として役員会を置き、

学長及び理事４人の計５人で構成しています。 

月２回の開催を原則として、2012年度は、臨時開催を含め計36回開催し、法令に定められた審議事項につい

て、以下のとおり適切に審議を行いました。 

また、学内教職員に対しては、役員会の資料を学内専用の会議資料サーバ（ドキュメントサーバ）に掲載し、

周知しています。 

役員会（2012年度）36回開催 

審 議 事 項 （国立大学法人法第11条第２項） 審 議 報 告 

①中期目標についての意見に関する事項 ０ 件 ０ 件 

②年度計画に関する事項 3 件 ０ 件 

③法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項 4 件 ０ 件 

④予算の作成及び執行に関する事項 20 件 12 件 

⑤決算に関する事項 2 件 3 件 

⑥当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項 0 件 ０ 件 

⑦その他役員会が定める重要事項 62 件 36 件 

役員会規程  https://www.aue-kitei.jp/doc/auekitei/rule/10.html 

(4) 学長選考会議 

国立大学法人法第12条第２項の規定に基づき、学長選考会議規程を定め、学長選考会議を運営しています。 

学長の６年任期が2013年度末に終了するため、2012年度は、９月以降計４回開催し、学長選考に向けて規程

等の見直しなどを行いました。 

(5) 経営協議会 

経営に関する重要事項の審議機関である経営協議会は、学長、理事（４人）、学外委員（６人）の計11人で構

成されており、オブザーバーとして監事（２人）が出席しています。2012年度は、経営協議会を９回開催し、

法令に定められた審議事項等について、以下のとおり適切に審議しています。審議時間は概ね２時間程度とし、

学外委員に対して大学の現状をより深く理解してもらうため、本学の改革状況などを説明するとともに、審議事

項ごとに学外委員からの意見を取り入れる機会を設けています。 

また、学外委員からの意見は法人運営の改善に活用するとともに、その主な取組事例をウェブサイトで公開し

ています。 

経営協議会（2012年度）９回開催 

審 議 事 項 （国立大学法人法第20条第４項） 審 議 報 告 

①中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの ０ 件 ０ 件 

②中期計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの ２ 件 ０ 件 

③年度計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの １ 件 １ 件 
④経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項 

（学則、会計規程、役員報酬規程、職員の給与及び退職手当の支給基準など） 13 件 ０ 件 

⑤翌年度予算 ２ 件 ２ 件 

⑥前年度決算 １ 件 ２ 件 
⑦組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

（自己点検・評価のうち、組織及び運営の状況に関する事項など） ３ 件 ２ 件 

⑧その他国立大学法人の経営に関する重要事項 14 件 17 件 

経営協議会に関する情報（議事要録･取組事例）http://www.aichi-edu.ac.jp/intro/release/keiei_yoroku.html 

経営協議会規程 https://www.aue-kitei.jp/doc/auekitei/rule/29.html
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(6) 教育研究評議会 

国立大学法人法に基づき、大学の教育研究に関する重要事項を審議する組織として、教育研究評議会を設置し

ています。教育研究評議会は、学長を議長とし、理事４人、事務局長（理事が兼務）、学系長４人、附属学校部長

及び各学系４人ずつの専任教員16人（代議員であり、かつ半数以上が教授）の計26人で構成されています。 

毎月の開催を原則として、2012年度は11回開催し、審議事項については、以下のとおりとなっています。 

また、学内教職員に対しては、教育研究評議会の資料を学内専用の会議資料サーバ（ドキュメントサーバ）に

掲載し、周知しています。 

教育研究評議会（2012年度）11回開催 

審 議 事 項 （国立大学法人法第21条第３項） 審 議 報 告 

①中期目標についての意見に関する事項 （国立大学法人の経営に関する部分を除く） ０ 件 ０ 件 

②中期計画及び年度計画に関する事項 （国立大学法人の経営に関する部分を除く） ６ 件 ２ 件 
③学則（国立大学法人の経営に関する部分を除く。）その他の教育研究に係る重要な 

規則の制定又は改廃に関する事項 29 件 10 件 

④教員人事に関する事項 29 件 21 件 

⑤教育課程の編成に関する方針に係る事項 ４ 件 10 件 

⑥学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項 ０ 件 １ 件 
⑦学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に 

関する方針に関する事項 19 件 ３ 件 

⑧教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 ０ 件 ０ 件 

⑨その他国立大学の教育研究に関する重要事項 ７ 件 49 件 

教育研究評議会規程  https://www.aue-kitei.jp/doc/auekitei/rule/24.html 

(7) 教授会、代議員会 

学校教育法第93条の規定に基づき、大学運営に関する重要事項を審議するための教授会を設置し、また教授会

からの委任事項を審議する目的として、代議員会を設置しています。 

教授会は、学長、副学長、全大学教員及び事務局長 (理事が兼務) で構成し、2012年度は５回開催しています。 

代議員会は、学長を議長とし、副学長、事務局長（理事が兼務）、学系長、附属学校部長及び各学系から専任教

員８人（半数以上が教授）ずつの計42人の構成で、毎月の開催を原則として、2012年度は15回開催しています。 

教授会（2012年度）５回開催 

審 議 事 項 （教授会規程第３条） 審 議 報 告 

①教員の人事の基本並びに採用、昇進及び懲戒等人事に関する事項 ９ 件 ３ 件 

②教育研究に関わる予算及び決算に関する事項 ０ 件 ７ 件 

③大学改革等の将来構想に関する事項 ２ 件 ３ 件 

④教育課程の改編に関する事項 １ 件 １ 件 
⑤学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する事項及び学位の授与に 

関する事項 
０ 件 １ 件 

⑥役員会、教育研究評議会、経営協議会から付託された事項 ０ 件 ０ 件 

⑦その他の事項 ０ 件 19 件 

代議員会（2012年度）15回開催 

審 議 事 項 （代議員会規程第４条） 審 議 報 告 

①学生の入学に関する事項 20 件 ０ 件 

②学生の卒業又は課程の修了に関する事項及び学位の授与に関する事項 １ 件 １ 件 

③学生の退学、留学、休学、除籍その他学生の在籍に関する事項 １ 件 10 件 

④学生の懲戒に関する事項 ３ 件 ０ 件 

⑤その他教授会の議に基づき、教授会から委任された事項 ０ 件 ２ 件 

教授会規程   https://www.aue-kitei.jp/doc/auekitei/rule/16.html 

代議員会規程  https://www.aue-kitei.jp/doc/auekitei/rule/5.html 
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(8) 事務組織 

2011年10月、事務組織のスリム化や関係部署との連携強化を図るため、事務組織を再編し、グループ制の導

入や課長補佐を副課長、室長に変更し課長業務の分担権限を与えるなどの見直しを行いました。これらの見直し

の効果や改組後の組織が有効に機能しているかどうかについては、部課長会議において不断に検証しています。

2012年度は、事務組織及び業務分担を見直した結果、財務企画課内に新たに検収センターを設置しました。 

また、事務能率の増進を図るための改善等、本学の運営に貢献した事務職員・技術職員の「事務職員等職務貢

献表彰」の新設や職員の育成方針に基づく若手職員への研修の推進、専門的知識・能力を有する民間企業等の経

験者３人の採用など、事務職員の意欲や資質の向上にも取り組みました。 

2012年５月１日現在、事務組織は、学長直轄の監事監査室、秘書広報課、教育創造開発機構運営課及び４部

10課で構成される事務局と附属学校部により構成されています。 

事務組織図  〔2012/5/1 現在〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           G:グループを表す。 

(9) 学内者・学外者からの意見・ニーズを反映させる体制 

本学では、学内者・学外者からの意見・ニーズを把握して大学運営に生かすため、以下のような取組を行って

います。 

 1) 学生・保護者からの意見・ニーズを反映させる体制 

本学は、大学憲章において、学生の学修活動を支援し、教育改善への学生参画を保障しています。学生からの

声を真摯に受け止めるための「意見箱」を学内に常設するとともに、教職員と学生が、教育研究や大学生活の一

層の充実を図るための意見交換の場として、2011年度から、従来の「全学会議」を廃止して、学生自らが決め
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たテーマを全学で話し合う「キャンパストーク」を導入しました。ただし、2012年度は、学生からの開催希望

がなく開催されなかったことから、学生に対して引き続き「キャンパストーク」の積極的な活用を周知していく

必要があります。 

さらに、保護者の方々に対して、本学が置かれている状況や学生の進路・生活状況を説明するとともに、本学

への期待や要望について直接聴取する試みとして、2011年度から「保護者懇談会」を企画し、2012年度も刈谷

キャンパスにおいて開催しました。午前は、学長・各理事が全体説明を行い、午後からは、選修・専攻ごとに保

護者との個別面談を実施しており、参加された保護者の多くの方々から好評を得ています。 

 2) その他学外者からの意見・ニーズを反映させる体制 

学外の声を本学の運営に生かしていくため、経営協議会以外にも外部の有識者との懇談会等を積極的に行って

います。 

本学の学長経験者及び政界、財界、教育界等から、大学運営に関して深い見識と経験を有する方を本学の顧問

として迎え、「顧問会議」等を開催して意見交換の場を設け、経験者としての声を大学運営に反映しています。

2012年度は、「経営協議会」との合同会議の形式で、「顧問会議」を２回開催しました。 

また、地域との関係においては、「愛知県内教育関係者懇談会」等を開催し、地元の教育委員会や校長会等と相

互理解、連携協力を深め、地域の教育の充実に貢献するための本学の役割について意見交換を行っています。 
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２ 教育組織 

(1) 教育学部 

教員養成を主軸とする本学の教育組織として、教育学部は、初等教育教員養成課程、中等教育教員養成課程、

特別支援学校教員養成課程、養護教諭養成課程の教員養成４課程及び専門基礎教育を重視し、リベラル・アーツ

型教育を目指す現代学芸課程を設置しています。 

初等教育教員養成課程は12の選修、中等教育教員養成課程は12の専攻に分けられ、両課程は一部を除き教科

を通して有機的な連携が図られています。現代学芸課程は６つのコースに分けられ、各コースそれぞれの専門性

が展開されるとともに、自コース以外の学生に対しても基礎的専攻科目を学ぶことのできる仕組みとなっていま

す。 

(2) 大学院教育学研究科 

大学院教育学研究科の修士課程は、教科専門並びに教育実践に関わる研究能力を有する教員の養成及び現職教

員の教師教育の質的向上を図ること等を目的とし、13専攻を設置しています。さらに、教科に関わる専攻・分野

を教科教育学と教科内容学の２領域構成とし、教育実践分野と諸科学の専門分野の両方に対応した組織となって

います。 

大学院教育学研究科の後期３年博士課程については、学校教育が抱える複雑化した課題に対応しうる、高い資

質能力を備えた学校教育現場の教員を指導できる能力を持った大学教員の養成等を目的とし、2012年４月、本

学と静岡大学により、教員養成系大学・学部として初めてとなる共同大学院、共同教科開発学専攻を設置しまし

た。同専攻においては、教科開発学を構成する教育環境学及び教科学（人文社会系教科学、自然系教科学、創造

系教科学からなる）のうち一方を基軸としつつ、他方の専門分野の研究も進めることにより、専門性の高い教科

内容構成の研究（理論）とその教科内容構成を実践するための教育環境の研究（実践）を融合した教育を行う組

織となっています。 

(3) 大学院教育実践研究科（教職大学院）（専門職学位課程） 

大学院教育実践研究科は、教職大学院の課程である教職実践専攻のみの１専攻をもって構成された研究科で、

「指導理論と実践力・応用力を備えたミドル・リーダーとなる教師」及び「実践的指導力を備えた若手のリーダ

ーとなる新人教師」の養成を目指しています。こうした大学院教育学研究科との趣旨の違いを踏まえ、教職大学

院の目的達成に資するため、教育実践研究科は独自の組織運営、教育課程、指導体制による単独の研究科として

設置されています。 

(4) 特別支援教育特別専攻科 

特別支援教育特別専攻科は、本学唯一の１年の課程で、主に教員免許状を取得済みの学生や現職教員を対象に、

知的障害、肢体不自由、病弱に関する充実した専門教育を行い、子どもたちの能力や個性に応じた高度な教育的

支援が実践できる教員の育成を目指し、単独の専攻として設置されています。 

(5) 附属施設・センター 

附属施設・センターとして、附属図書館、教育創造開発機構、保健環境センター、情報処理センター、キャリ

ア支援センター及び附属学校などが設置されています。教育創造開発機構は、センター間の横の連絡を密にして

教育研究機構の創造的な発展に寄与することを目的として設置され、2012年５月１日現在、大学教育研究セン

ター、教員養成高度化センター、教育臨床総合センター、国際交流センター、地域連携センター、科学・ものづ

くり教育推進センターの６センターで構成されています。 

また、この他に、アイソトープ実験施設や自然観察実習園などの学内共同利用施設、実験実習及び課外活動等

を行う伊良湖臨海教育実験実習施設も設置されています。 

なお、各施設等の概要については、「第８章 附属施設の概要」「第９章 附属学校」に記載しています。 
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教育組織図                                     2012/5/1 現在 

 
愛知教育大学 

│ 
├教育学部 
│ │  
│ ├初等教育教員養成課程┬幼児教育選修 
│ │          ├教育科学選修 
│ │          ├情報選修 
│ │          ├国語選修 
│ │          ├社会選修 
│ │          ├数学選修 
│ │          ├理科選修 
│ │          ├音楽選修 
│ │          ├美術選修 
│ │          ├保健体育選修 
│ │          ├家庭選修 
│ │          └英語選修 
│ ├中等教育教員養成課程┬教育科学専攻 
│ │          ├情報専攻 
│ │          ├国語・書道専攻 
│ │          ├社会専攻 
│ │          ├数学専攻 
│ │          ├理科専攻 
│ │          ├音楽専攻 
│ │          ├美術専攻 
│ │          ├保健体育専攻 
│ │          ├技術専攻 
│ │          ├家庭専攻 
│ │          └英語専攻 
│ ├特別支援学校教員養成課程 
│ ├養護教諭養成課程 
│ └現代学芸課程────┬国際文化コース 
│            ├日本語教育コース 
│            ├臨床福祉心理コース 
│            ├造形文化コース 
│            ├情報科学コース 
│            └自然科学コース 
│              ├宇宙・物質科学専攻 
│              └分子機能・生命科学専攻
│ 
│ 
├大学院教育学研究科（修士課程） 
│ │ 
│ ├発達教育科学専攻───┬教育学領域 
│ │           ├教育心理学領域 
│ │           ├幼児教育領域 
│ │           ├生活科教育領域 
│ │           ├日本語教育領域 
│ │           └情報教育領域 
│ ├特別支援教育科学専攻──特別支援教育科学領域 
│ ├養護教育専攻──────養護教育学領域 
│ ├学校教育臨床専攻────学校教育臨床領域 
│ ├国語教育専攻─────┬国語科教育学領域 
│ │           └国語科内容学領域 
│ ├英語教育専攻─────┬英語科教育学領域 
│ │           └英語科内容学領域 
│ ├社会科教育専攻────┬社会科教育学領域 
│ │           └社会科内容学領域 
│ ├数学教育専攻─────┬数学科教育学領域 
│ │           └数学科内容学領域 
│ ├理科教育専攻─────┬理科教育学領域 
│ │           └理科内容学領域 
│ ├芸術教育専攻 
│ │     ├─音楽分野┬音楽科教育学領域 
│ │     │     └音楽科内容学領域 
│ │     └─美術分野┬美術科教育学領域 
│ │           └美術科内容学領域 
│ ├保健体育専攻─────┬保健体育科教育学領域 
│ │           └保健体育科内容学領域 
│ ├家政教育専攻─────┬家庭科教育学領域 
│ │           └家庭科内容学領域 
│ └技術教育専攻─────┬技術科教育学領域 
│             └技術科内容学領域 
│ 
▼ 

▼  
│ 
├大学院教育学研究科（後期３年博士課程） 
│ │ 
│ └共同教科開発学専攻 
│  
│ 
├大学院教育実践研究科 (専門職学位課程) 
│ │  (教職大学院) 
│ │ 
│ └教職実践専攻┬教職実践基礎領域 
│        └教職実践応用領域 
│  
│  
├特別支援教育特別専攻科 
│ │ 
│ └特別支援教育専攻 
│  
│  
├附属図書館 
│  
├センター 
│ │ ┌教育創造開発機構────────┐ 
│ │ │                │ 
│ ├─┼大学教育研究センター      │ 
│ │ │・リベラル・アーツ教育部門   │ 
│ │ │・ＦＤ・学習支援部門      │ 
│ │ │・教員免許更新支援部門     │ 
│ │ │・愛知教育大学史資料部門    │ 
│ │ │                │ 
│ ├─┼教員養成高度化センター     │  
│ │ │・教科教育学研究部門      │ 
│ │ │・教科学研究部門        │ 
│ │ │・教育実習研究部門       │ 
│ │ │・小中英語教育支援部門     │  
│ │ │                │ 
│ ├─┼教育臨床総合センター      │ 
│ │ │・教育臨床研究部門       │ 
│ │ │・発達支援研究部門       │ 
│ │ │                │ 
│ ├─┼国際交流センター        │ 
│ │ │・留学生支援部門        │ 
│ │ │・国際協力部門         │ 
│ │ │・協定校交流推進部門      │ 
│ │ │                │ 
│ ├─┼地域連携センター        │ 
│ │ │・地域連携部門         │ 
│ │ │・外国人児童生徒支援部門    │ 
│ │ │                │ 
│ ├─┼科学・ものづくり教育推進センター│ 
│ │ │・理系機器共同利用部門     │ 
│ │ │・科学・ものづくり教育推進部門 │ 
│ │ └────────────────┘ 
│ │ 
│ ├保健環境センター 
│ │ 
│ ├情報処理センター 
│ │ 
│ └キャリア支援センター 
│  
│  
└附属学校部 

│  
├附属幼稚園 
├附属名古屋小学校 
├附属岡崎小学校 
├附属名古屋中学校 
├附属岡崎中学校 
├附属高等学校 
└附属特別支援学校 
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３ 研究組織（教員組織） 

本学の研究組織は、2000年度より従来の教室等の制度から講座制へと変革しました。その趣旨は、21世紀の

教育課題に応える教員養成の在り方を探求し、高度な専門性を有する教員の養成、教育の現代的課題や社会のニ

ーズに十分に応える人材の育成を目指すことにあります。2008年度には教職大学院を創設し、その教員組織と

して教職実践講座を置き、20講座・１センターとしました。2009年10月には教育創造開発機構の創設の下、教

育臨床総合センターの統合が行われ、20講座・２センターとなり、翌2010年度には同センター所属の教員が各

講座へ配置されたことにより、現在は、20講座・１センターで構成されています。 

研究組織（教員組織）                                 2012/5/1 現在 

教育科学系 教育研究分野 

生活科教育講座 生活科教育 

障害児教育講座 
障害児教育学、障害児心理学、障害児病理、障害児保健、肢体不自由児教育、 
聴覚言語障害児教育、精神医学、発達・臨床心理学、社会福祉学、生涯教育、障害児治療教育学、
障害児臨床心理学、障害児臨床教育学 

幼児教育講座 幼児教育、幼児心理、保育内容の研究 

養護教育講座 
養護学、衛生学、公衆衛生学、学校保健学、栄養学、解剖生理学、微生物学、免疫学、精神保健
学、看護学 

学校教育講座 

教育方法学、教育課程、教育実践学、集団教育学、道徳教育、生活指導学、教育哲学、教育史、
教育社会学、教育制度学、教育経営学、学校図書館学、社会教育学、職業指導、進路指導、 
キャリアガイダンス、教育心理学、学習心理学、社会心理学、発達心理学、臨床心理学、人間関
係、生涯教育 

教育臨床学講座 教育臨床実践学、学校社会臨床学、学校心理学、臨床心理学、教育心理学 

教職実践講座 教職実践学 

人文社会科学系 教育研究分野 

国語教育講座 国語学、国文学、漢文学、書道、国語科教育、中国文学、中国哲学、東洋学、国際理解教育 

日本語教育講座 言語学、日本語学、日本語教育学、日本文化、国際理解教育 

社会科教育講座 歴史学、哲学、倫理学、宗教学、思想学、比較文化、社会科教育、環境教育、国際理解教育 

地域社会システム講座 地理学、地誌、法律学、政治学、社会学、経済学、社会科学、民俗学、環境教育、国際理解教育 

外国語教育講座 
英語学、英米文学、英語コミュニケーション、比較文化、言語学、社会学、ドイツ文学、 
フランス文学、英語科教育、国際理解教育 

自然科学系 教育研究分野 

数学教育講座 
代数学、幾何学、解析学、位相数学、応用数学、確率論、統計学、コンピュータ、情報数学、数
学科教育、情報教育 

情報教育講座 情報教育、情報工学、情報科学、情報社会学、認知科学、情報数学 

理科教育講座 
基礎物理学、応用物理学、無機物理化学、有機化学、分類形態学、生理生態学、 
天文・地球物理学、地質鉱物学、理科教育、環境教育、地球環境論 

創造科学系 教育研究分野 

音楽教育講座 声楽、器楽、作曲・指揮法、音楽理論、音楽史、音楽科教育 

美術教育講座 美術科教育、絵画、彫刻、デザイン、美術理論・美術史、総合造形 

保健体育講座 体育実技、体育学、運動学、衛生学・公衆衛生学、学校保健学、保健体育科教育 

技術教育講座 木材加工、金属加工、機械、電気、工学、栽培、情報基礎、工業科教育、技術科教育 

家政教育講座 生活経営、被服学、食物学、住居学、保育学、生活環境情報、家庭科教育、生涯教育 

保健環境センター 精神医学、労働衛生学 
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第３章 大学教員、教育支援者の構成 

１ 専任教員 

(1) 教育学部 

教育学部を担当する専任教員は、2012年５月１日現在、特別教授（定年退職の後、再任用制度により採用さ

れた教授をいう。以下同じ）11人、教授113人、准教授78人、講師20人、助教10人の計232人であり、大学設

置基準（課程認定基準上の必要専任教員数）を十分に満たしています。 

また、入学定員875人に対して教員一人当たりの学年ごとの学生数は全課程の平均で3.8人となっており、学部

学生への教育に責任を持つ教育体制がとられています。 

なお、初等教育教員養成課程及び中等教育教員養成課程においては、教員一人当たりの学年ごとの学生数に大

きな差がありますが、授業の運用及び学生指導において、両課程の専任教員が両課程の学生を担当する、という

形態になっているため、実質的には全課程の平均値との差はほとんどなく、十分な専任教員を確保しているとい

えます。 

教育学部専任教員                               2012/5/1 現在（単位：人） 

課 程 
大学設置 
基準上の 

必要教員数 

専任教員数  
入学 
定員 

教員１人 
当たり 
学生数 

特別 
教授 教授 准教授 講師 助教 計 

初等教育教員養成課程 33 4 18 17 3 1 43 392 9.1 
中等教育教員養成課程 45 4 63 34 9 8 118 186 1.6 
特別支援学校教員養成課程 5 0 4 3 1 0 8 25 3.1 
養護教諭養成課程 3 0 4 2 2 0 8 40 5.0 
現代学芸課程 25 3 24 22 5 1 55 232 4.2 
全収容定員に応じた教員数 33 － － － － － － － － 

合 計 144 11 113 78 20 10 232 875 3.8 

※ 特別支援教育特別専攻科担当教員を含む。 

 

(2) 大学院教育学研究科 

教育学研究科（修士課程）を担当する専任教員は、2012年５月１日現在、研究指導教員118人、研究指導補助

教員85人の計203人であり、大学院設置基準を満たしています。また、入学定員100人に対して、研究指導教員

一人当たりの学年ごとの学生数は0.4～4.0人となっており、各専攻によってばらつきはあるものの、修士課程の

学生の教育に必要な専任教員を十分に確保しています。 

しかし、このばらつきは、教員の適正配置の観点から、今後改善を要する課題であるといえます。 

2012年４月１日より開設した教育学研究科（後期３年博士課程）においては、専任教員は、2012年５月１日

現在、研究指導教員６人、研究指導補助教員１人の計７人であり、大学院設置基準を満たしています。また、入

学定員４人に対して、研究指導教員１人当たりの学生数は、0.7人となっており、後期３年博士課程の学生の教

育に必要な専任教員を十分に確保しています。 
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大学院教育学研究科専任教員（大学院設置基準）                2012/5/1 現在（単位：人） 

専 攻 

大学院設置基準上の必要教員数 専任教員配置状況 
入学 
定員 

研究指導 
教員１人 
当たり 
学生数 

 研究指導 
 教員 

研究指導 
補助教員 基準計  研究指導 

 教員 
研究指導 
補助教員 計 

発達教育科学専攻 6 4 10 14 22 36 20 1.4 
特別支援教育科学専攻 3 2 5 4 4 8 5 1.3 
養護教育専攻 （設置審査申請時の人数） 9 4 3 7 3 0.8 
学校教育臨床専攻 （設置審査申請時の人数） 7 2 2 4 8 4.0 
国語教育専攻 4 3 7 10 1 11 5 0.5 
英語教育専攻 3 2 5 7 4 11 4 0.6 
社会科教育専攻 6 6 12 15 7 22 9 0.6 
数学教育専攻 4 3 7 8 9 17 7 0.9 
理科教育専攻 6 6 12 18 13 31 13 0.7 
芸術教育専攻 8 6 14 15 8 23 14 0.9 
保健体育専攻 4 3 7 11 6 17 6 0.5 
家政教育専攻 4 3 7 7 3 10 3 0.4 
技術教育専攻 3 2 5 3 3 6 3 1.0 

修士課程 小 計 51 40 107 118 85 203 100 0.8 

共同教科開発学専攻 
(後期３年博士課程) 3 3 6 6 1 7 4 0.7 

博士課程 小 計 3 3 6 6 1 7 4 0.7 
合 計 54 43 113 124 86 210 104 0.8 

 

(3) 大学院教育実践研究科（教職大学院） 

教育実践研究科（教職大学院）を担当する専任教員は、2012年５月１日現在、専任教員17人（うち教授７人、

実務家教員９人）であり、専門職大学院設置基準を満たしています。入学定員は50人で、教員１人当たりの学生

数は2.9人となっており、専門職学位課程の学生の教育に必要な専任教員を十分に確保しています。 

大学院教育実践研究科（教職大学院）専任教員（専門職大学院設置基準）     2012/5/1 現在（単位：人） 

専 攻 
専門職大学院設置基準上の 
必要教員数 

専任教員数  
入学 
定員 

教員１人 
当たり 
学生数 

特別 
教授 教授 准教授 

みなし 
専任 計 

うち 

実務家 

教職実践専攻 

教 授 ６人以上 
実務家 ５人以上 
(うちみなし専任３人以内) 

11 1 6 5 5 17 9 50 2.9 

うち他学部等専任算入教員３人以内  1   1    
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２ 本務教員 

2012年５月１日現在の本務教員は、特別教授13人、教授119人、准教授84人、講師23人、助教10人、助手１

人の計250人であり、講座別及び教育組織別の人数は、以下のとおりとなっています。 

なお、本務教員は、正規・常勤の大学教員（休職者・長期研修者含む）を一つの主たる所属先に計上したもの

であり、兼任等の場合も複数の所属先へは計上していませんので、大学教員の実人数を示すものとなります。 

(1) 講座別 

本務教員講座別                                2012/5/1 現在（単位：人） 

 合計 特別教授 教授 准教授 講師 助教 助手 

 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

研究組織 206 44 250 11 2 13 105 14 119 67 17 84 15 8 23 7 3 10 1 0 1 
教育科学系 46 16 62 1 1 2 20 5 25 16 7 23 8 3 11 1 0 1 0 0 0 
生活科教育講座 3  3    2  2 1  1          
障害児教育講座 8 1 9    4  4 3 1 4 1  1       
幼児教育講座 1 4 5  1 1 1 1 2  1 1  1 1       
養護教育講座 5 3 8    2 2 4 1 1 2 2  2       
学校教育講座 15 7 22    6 1 7 5 4 9 3 2 5 1  1    
教育臨床学講座 4  4    1  1 1  1 2  2       
教職実践講座 10 1 11 1  1 4 1 5 5  5          
人文社会科学系 53 9 62 1 0 1 34 2 36 14 4 18 3 2 5 1 1 2 0 0 0 
国語教育講座 13 1 14    11  11 2  2  1 1       
日本語教育講座 3 3 6    1 1 2 2 1 3     1 1    
社会科教育講座 10 2 12    7  7 2 1 3 1 1 2       
地域社会システム講座 10 1 11 1  1 7  7 2 1 3          
外国語教育講座 17 2 19    8 1 9 6 1 7 2  2 1  1    
自然科学系 61 3 64 4 0 4 26 0 26 24 2 26 3 0 3 4 1 5 0 0 0 
数学教育講座 16  16    6  6 7  7 1  1 2  2    
情報教育講座 12 2 14    4  4 7 2 9 1  1       
理科教育講座 33 1 34 4  4 16  16 10  10 1  1 2 1 3    
創造科学系 46 16 62 5 1 6 25 7 32 13 4 17 1 3 4 1 1 2 1 0 1 
音楽教育講座 3 4 7    2 2 4 1 2 3          
美術教育講座 15 1 16 2  2 9  9 4 1 5          
保健体育講座 15 3 18 1 1 2 8 1 9 4  4 1  1 1 1 2    
技術教育講座 7  7    3  3 3  3       1  1 
家政教育講座 5 7 12 1  1 3 4 7 1 1 2  2 2       
保健環境センター 1 1 2 1  1        1 1       

(2) 教育組織別 

本務教員教育組織別                              2012/5/1 現在（単位：人） 

 合計 特別教授 教授 准教授 講師 助教 助手 

 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

教育組織 206 44 250 11 2 13 105 14 119 67 17 84 15 8 23 7 3 10 1 0 1 
教育学部 191 42 233 9 2 11 100 13 113 61 17 78 13 7 20 7 3 10 1  1 
大学院教育学研究科 4  4    1  1 1  1 2  2       
大学院教育実践研究科 10 1 11 1  1 4 1 5 5  5          
保健環境センター 1 1 2 1  1        1 1       
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(3) 年齢構成・男女構成 

本学における教員の男女別年齢構成は、以下の図のとおりです。 

年齢構成についてみると、60代が全体の13.6％、50代が38％、40代が29.2％、30代が18.4％、20代が0.8％

で、平均年齢が48.87歳となっております。 

男女構成についてみると、男性が206人、女性が44人で、教員に占める女性の割合は17.6％と、国立大学法人

協会のアクションプランの達成目標（2015年度までに17％以上に引き上げる）をクリアしていますが、2010

（平成22）年12月に閣議決定された「第３次男女共同参画基本計画」で提言された「2020年 30％」の目標の

達成に向けて、今後計画的任用に取り組んでいく必要があり、教員公募の際は、「男女共同参画社会基本法の趣旨

に基づき、業績が同等と認められた場合には女性を積極的に採用する」と表記しています。 

大学教員 男女別 年齢分布      （単位：人） 

男性206人（82.4%）    女性44人（17.6%） 
 

2  65以上  
                     5  64 

5  63  2 
                       4  62  1 

6  61  
8  60  1 

11  59  
               7  58  

8  57 
5  56   1 

9  55   4 
6  54  1 

8  53  2 
 12  52  2 
               7  51  2 

7  50  3 
6  49  3 

5  48  1 
 8  47  

                 6  46  1 
           8     45  

5  44  2 
               7               43  1 

6  42  1 
6    41  2 

4  40  1 
3  39  2 

                  6  38  4 
5  37  1 

                            3  36  3 
6  35  1 

3  34 
2  33  

1  32  
1  31  

5  30  

 

29  
28  1 
27 
26  1 
25  

24以下 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大学教員男女・年齢別     （単位：人） 

現員数：2012/5/1現在 年齢：2012/5/1現在 

年齢 男 女 計 比率 

65 以上 2  2 0.8 %  

64～60 28 4 32 12.8 %  

59～55 40 5 45 18.0 %  

54～50 40 10 50 20.0 %  

49～45 33 5 38 15.2 %  

44～40 28 7 35 14.0 %  

39～35 23 11 34 13.6 %  

34～30 12  12 4.8 %  

29～25 0 2 2 0.8 %  

24 以下 0 0 0 0.0 %  

合計 206 44 250  

(4) 取得学位構成 

本学教員の取得学位は、以下のとおりです。 

2012年５月１日現在で、博士の学位取得率47.6％、修士47.2％、学士5.2％となっています。 

大学教員取得学位                              2012/5/1 現在（単位：人） 

取得学位（最上位） 特別教授 教授 准教授 講師 助教 助手 合計 
学 士  2  3 (3) 7  0  0 (1) 1 (4) 13 
修 士  5 (5) 66 (3) 34 (2) 10  3  0 (10) 118 
博 士  6  50  43  13  7  0  119 
専門職学位（修士）  0  0  0  0  0  0  0 

合 計  13 (5) 119 (6) 84 (2) 23  10 (1) 1 (14) 250 

* １人につき最上位の学位を計上。外国の学位の場合は最も該当する学位とする。 
* (  ) は本学で取得した人数で内数。 



第３章 大学教員、教育支援者の構成 

23 

(5) 専門分野構成 

「愛知教育大学憲章」は、本学の「研究目標」として「教育諸科学をはじめ、人文、社会、自然、芸術、保健

体育、家政、技術分野の諸科学及び教育実践分野において、科学的で創造性に富む優れた研究成果を生み出し、

学術と文化の創造及び発展に貢献する」ことを掲げています。 

また、この目標を追究する本学の教育研究活動の在り方を「教員養成を主軸に教養教育を重視する」大学づく

り（『大学案内 2013』の「学長あいさつ」）として広く提示し、その実現に努めています。 

本学の本務教員は、これらの「研究目標」「大学づくり」の専門的担い手として知的・創造的活動に従事する責

務を負う者であり、この見地から以下の各専門分野を構成し、各教員が研究・教育に取り組んでいます。 

大学教員専門分野                              2012/5/1 現在（単位：人） 

専門分野 * 
合計 特別教授 教授 准教授 講師 助教 助手 

男 女 計 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 
206 44 250 11 2 105 14 67 17 15 8 7 3 1 0 

文学関係 20 2 22   15  4 1 1 1     
史学関係 5  5   4    1      
哲学関係 5  5   3  1  1      
人文科学その他 7 2 9   2  3  1 1 1 1   
法学・政治学関係 4  4 1  3          
商学・経済学関係 2  2   1  1        
社会学関係 2 3 5   1 1 1 2       
社会科学その他 1  1       1      
数学関係 13  13   5  6  1  1    
物理学関係 10  10 1  6  2    1    
化学関係 6  6   4  2        
生物関係 6  6 1  3  1    1    
地学関係 5  5   2  3        
原子力理学関係  1 1          1   
理学その他  1 1        1     
電気通信工学関係 8  8   3  5        
応用化学関係 1  1       1      
工学その他 5 2 7   1  3 2 1      
農学関係 2  2 1  1          
医学 3  3 1  1    1      
保健その他 1 3 4   1 1  2       
家政学関係  1 1      1       
食物学関係 2 1 3   2     1     
被服学関係 1 1 2 1   1         
住居学関係 1  1   1          
家政その他 1 1 2    1 1        
教育学関係 29 7 36 1  11 2 13 4 3 1 1    
教員養成関係 38 12 50 2 1 19 5 14 4 1 2 1  1  
体育学関係 13 3 16 1 1 7 1 2  2  1 1   
教育その他 1 1 2   1     1     
美術関係 9 1 10 1  5  3 1       
デザイン関係 2  2   1  1        
音楽関係 3 2 5   2 2 1        

* 専門分野は、「学校教員統計調査」で使用されるコードの「中分類」で集計。 
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(6) 採用・昇進の手続き・基準・公平性 

採用・昇進手続について 

本学教員の採用及び昇進に関しては、教員選考基準に基づき、教員選考委員会、教員人事委員会の議を経て、

教授会において候補者を選考しています。 

採用については、公募により広く人材を募っており、また、公平性を確保するため、教授会への付議資料とし

て順位第２位の候補者（氏名は伏せて）の業績等についても公表しています。 

昇進候補者の選考にあっては、本人が提出した「研究、教育、管理運営及び社会的活動等に係る業績一覧」等

に基づいて、採用職種毎の研究業績点の基準を設定し、教育実績及び研究業績等の総合的な評価を行っています。 

また、これらの業績評価のための「研究、教育、管理運営及び社会的活動等に係る業績一覧」の評価資料につ

いては、研究業績の点数化及び教育評価の方法等について、評価の公平性、客観性確保の観点から、教員人事委

員会にて検討を行いました。 

本学の教員選考基準 

大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）で規定している、教授、准教授及び講師の資格に関し、教育上の

能力の重視、外国の大学における教育歴の評価等を行っています。 

教員選考基準（全文） 
２００４年５月１２日制定 

（趣旨） 
第１条 大学の教育職員の採用及び昇進は、以下の基準に基づき、選考により行うものとする。 

（教授） 
第２条 教授の選考は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有

すると認められる者について行う。 
一 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、研究上の業績を有する者 
二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 
三 学位規則（昭和２８年文部省第９号）第５条の２に規定する専門職学位（外国において授与されたこれに相当する学

位を含む。）を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者 
四 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。）のあ

る者 
五 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者 
六 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 
（准教授） 

第３条 准教授の選考は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を
有すると認められる者について行う。 
一 前条各号のいずれかに該当する者 
二 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴（外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。）

のある者 
三 修士の学位又は学位規則第５条の２に規定する専門職学位（外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。）

を有する者 
四 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者 
五 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 
（講師） 

第４条 講師の選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。 
一 第２条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者 
二 その他特殊な専攻分野について、本学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者 
（助教） 

第５条 助教の選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。 
一 第２条から前条までに規定する教授、准教授又は講師となることのできる者 
二 修士の学位（医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培う

ことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については学士の学位）又は学位規則第５条の２
に規定する専門職学位（外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。）を有する者 

三 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者 
 

附 記 
この基準は、２００４年５月１２日から実施し、２００４年４月１日から適用する。 

附 記 
この基準は、２００７年４月１１日から実施し、２００７年４月１日から適用する。 
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(7) 教育研究活動等に関する教員評価の実施状況 

教員評価については、「個人の教育研究活動等について自己点検・自己評価することにより、自己の諸活動の改

善と向上に努め、もって大学全体の発展に役立てるとともに、社会に対する説明責任を果たすこと」を目的とし

て定められた実施基準に基づき、教育、研究、管理運営、社会貢献の４つの領域において、教員個人の自己点検・

評価により実施しています。 

教育、管理運営については前年度１年間の活動内容を、研究、社会貢献については過去５年間の活動内容をそ

れぞれ評価の対象としており、2012年度においても、基準に基づき実施しました。 

 

(8) 教員の兼職の状況 

兼業にあたっては、就業規則及び職員兼業規程で定められており、件数及び時間数については、教授会におい

て週２件４時間以内とすることが了承されています。 

職員兼業規程で定められている兼業の種類及び内容は、次のとおりです。 

１．営利企業の役員等を兼ねる場合 
２．営利企業の役員等以外の兼業 

主に、①国立大学法人、国立高等専門学校法人、公私立学校、専修学校、各種学校等の非常勤講師に従事する場合、
②公私立病院、診療所等の非常勤医師に従事する場合、③国、地方公共団体の審議会委員等に従事する場合など。 

３．自ら営利を目的とした事業を行う場合 
主に、①大規模な農業等営む場合、②アパート等の賃貸の場合、③駐車場や土地の賃貸の場合など。 

職員は、上記の兼業を行おうとする場合は、事前に兼業承認申請書を提出し、学長の承認を得る必要がありま

す。ただし、上記１．の営利企業の役員等を兼ねる場合については、教育研究評議会の議を経ることとなってい

ます。 

なお、2012年度における本学教員の学外での兼業は、下表のとおりです。 

2012年度学外兼業の状況 

兼業先又は内容等 件 数 

国立大学法人 43 

公私立大学（短大含む） 114 

専修学校・専門学校 11 

審議会委員等（教育委員会） 47 

〃   （地方公共団体） 44 

〃   （その他） 17 

国の機関 24 

講習会・研修会講師 4 

病院・診療所等 5 

その他 2 

計 311 
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(9) 長期研修制度の実施状況 

サバティカル制度は2005年９月から、長期研究・長期研修制度は2011年４月から規程を定め実施しています。 

なお、大学教員、附属学校教員、事務職員の全ての教職員が両研修制度の対象となっています。 

2012年度は、サバティカル制度については希望者（１人）があり承認されましたが、長期研究・長期研修制

度についての希望者はありませんでした。 

長期研修の実施状況                                   （単位：人） 

年 度 
サバティカル制度 長期研究・長期研修制度 

大学教員 附属教員 事務職員 合計 大学教員 附属教員 事務職員 合計 

2010 1 0 0 1 － － － － 

2011 3 0 1 4 0 0 0 0 

2012 1 0 0 1 0 0 0 0 
 
 

関係規程 職員サバティカル制度規程 長期研究・長期研修制度規程 

実施開始年度 2005年度より実施 2011年度より実施 

定 義 
本学の教育・研究・管理運営の向上に寄与する目的
で職務を免除され、自己研修に専念する 

派遣先からの通知又は要請等により、職務を免除さ
れ、教育研究機関等において研究・研修に従事する 
単なる知識の習得又は資格の取得を目的としない 

対象者の要件 

次のいずれにも該当する者 
・本学に７年以上勤務している者 
・職務復帰後、原則３年以上本学に勤務すること 

ただし、定年退職時までに２年の者は２年間本学
に勤務すること 

次のいずれにも該当する者 
・本学に３年以上勤務している者 
・職務復帰後、原則３年以上本学に勤務すること 

期 間 
本学に10年以上勤務： 最長１年 
本学に07年以上勤務： 最長６か月 
延長： あり（通算２年まで） 

原則： ３か月から１年以内 
 
延長： あり（通算２年まで） 

選 考 

・勤務成績を考慮し、学長が大学運営に支障をきた
さない範囲において選考する 

・大学教員は、基準定員の５％程度を上限 
・附属教員及び事務職員は、基準定員の３％を上限 

・勤務成績を考慮し、学長が大学運営に支障をきた
さない範囲において選考する 

・大学教員、附属教員、事務職員とも基準定員の３％
を上限 
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３ 兼務教員（非常勤講師） 

教育学部、教育学研究科、教育実践研究科においては、それぞれの課程、専攻の学生の教育に責任を持つため、

必要な専任教員を置いていますが、開講科目との関係で教員の補充が必要な場合は、時数配分については教務企

画委員会で、資格審査については教育研究評議会で審議され、その後、教育組織に対して非常勤講師が措置され

ます。例年、教務企画委員会において次年度の授業時間割表を作成する際に、授業科目、開講時数等を総合的に

勘案して専任教員と非常勤講師の授業担当を決定しています。その他、６年一貫教員養成コース、教育実習等、

本学が重点的に取り組んでいる教育プログラム支援のため、非常勤講師を配置しています。 

2012年度非常勤講師のべ採用数                      2013/3/31 現在（単位：人） 

 男性 女性 計   男性 女性 計 

教育学部 249 118 367  大学院教育学研究科 29 7 36 

幼児教育 6 9 15  発達教育科学 8 4 12 
教育科学 25 13 38  特別支援教育科学 1 1 2 
特別支援教育 5 3 8  養護教育 2 0 2 
養護 3 2 5  学校教育臨床 3 2 5 
生活科教育 3 3 6  国語教育 3 0 3 
臨床福祉心理 10 3 13  英語教育 2 0 2 
国語 15 13 28  社会科教育 1 0 1 
社会 32 11 43  数学教育 0 0 0 
英語 6 11 17  理科教育 2 0 2 
国際文化 26 10 36  芸術教育 2 0 2 
日本語教育 4 4 8  保健体育 2 0 2 
数学 14 0 14  家政教育 0 0 0 
理科 20 2 22  技術教育 3 0 3 
情報教育 7 1 8  大学院教育実践研究科 1 0 1 

情報科学 7 3 10  特別支援教育特別専攻科 6 0 6 

自然科学 6 2 8  その他 23 10 33 

音楽 1 8 9  教育実習 15 3 18 

美術 13 1 14  ６年一貫教員養成コース 1 0 1 

保健体育 26 6 32  国際交流センター 0 3 3 

技術 10  10  免許状更新講習 7 4 11 

家政 3 12 15  合 計 308 135 443 

造形文化 7 1 8      

 

４ ティーチングアシスタント（TA） 

主として大学院２年生をTAとして活用することにより、学部授業の演習や実験・実習の補助者として教育支援

に当たっています。2012年度も大学院教育学研究科の学生25人をTAとして採用し、教育補助者としての活用を

継続的に行っています。 

ティーチングアシスタント（TA）活用状況                当該年度 年間累計 

年 度 所 属 
実 人 数 （人） 

従事時間数 
男 女 合 計 

2008 教育学研究科（修士課程） 12 17 29 1149.0  h 
2009 〃 14 17 31 1213.5  h 
2010 〃 11 8 19 707.0  h 
2011 〃 13 18 31 1242.0  h 
2012 〃 11 14 25 1072.0  h 
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５ 事務職員 

(1) 現員数 

2012年５月１日現在の現員数は、正規・常勤の事務職員143人、研究員5人、非常勤職員126人です。 

2012年度は、専門的知識・能力を有する者（社会保険労務士有資格者、民間企業経験者、中国語・英語堪能

者）３人を公募により採用しました。 

事務職員・研究員・非常勤職員現員数                    2012/5/1 現在 （単位：人） 

部 課 名 

事 務 職 員 合 計 研 究 員  非常勤職員 

事 
務 
局 
長 

部 
長 

課 
長 

副 
課 
長 
・ 
室
長 

係 
長 
 

主 
任 

係 
員 

そ 
の 
他 男 女 計 男 女 計  男 女 計 

合 計  4 12 17 57 10 41 2 100 43 143 1 4 5  25 101 126 
事務局長 (1)        (1)  (1)        

秘書広報課   1 1 2    2 2 4     2 5 7 
教育創造開発機構運営課   1 2 3 1 3  6 4 10     6 13 19 
法人運営部  1 2 2 8 1 5  13 6 19     1 3 4 
部長  1       1  1        
総務課   1 1 4  1  4 3 7      2 2 
人事労務課   1 1 4 1 4  8 3 11     1 1 2 
財務部  1 1 4 11 3 10  26 4 30      6 6 
部長  1       1  1        
財務企画課    2 6 3 6  15 2 17      5 5 
施設課   1 2 5  4  10 2 12      1 1 
教育研究支援部  1 3 6 17 1 15  30 13 43     4 24 28 
部長  1       1  1        
教務課   1 2 8  6  12 5 17      4 4 
学系運営課   1 2   1  4  4     2 1 3 

教育系担当     1 1   2  2     2 2 
人文社会系担当     1  1  1 1 2     3 3 
自然系担当     1    1  1     3 3 
創造系担当     1    1  1    2 3 5 

情報図書課   1 2 5  7  8 7 15      8 8 
学生支援部  1 3 2 9  5 1 16 5 21     1 6 7 
部長  1       1  1        
学生支援課   1 1 5  2 1 6 4 10     1 4 5 
キャリア支援課   1  2  1  4  4      1 1 
入試課   1 1 2  2  5 1 6      1 1 
教育学部・教育実践研究科            1 4 5  3 13 16 
附属学校部   1  7 4 3 1 7 9 16     8 31 39 
附属学校課   1  2 2   3 2 5        

附属幼稚園                1 2 3 
附属名古屋小学校     1  1  2  2     1 7 8 
附属岡崎小学校       1   1 1     1 9 10 
附属名古屋中学校     1  1   2 2     1 2 3 
附属岡崎中学校     1 1   1 1 2     1 7 8 
附属高等学校     1     1 1     2 1 3 
附属特別支援学校     1 1  1 1 2 3     1 3 4 

* 事務職員・研究員は正規・常勤の人数で、休職者を含み代替職員は含まない。 
* 役職を兼務していても一つの主たる所属・役職のみに計上。ただし、理事が兼務している事務局長は（  ）で示す。 
* 人事交流者（他大学等に出向中の者、他大学等から受入れている者）は、本学に籍がある場合のみ計上。 
* 非常勤職員も一つの主たる所属先のみに計上し、休職者等は含まない。 



第３章 大学教員、教育支援者の構成 

29 

業務別の事務職員の配置状況は、下表のとおりであり、そのうち、教育支援・研究支援を担当する職員の割合

は常勤職員41.2%、非常勤職員49.2%、図書館職員の割合は、常勤職員10.5%、非常勤職員6.3%となってお

り、両者を合わせた割合では、常勤職員、非常勤職員とも半数以上の事務職員が、教育研究支援に携わっていま

す。 

事務職員配置状況                                   2012/5/1 現在 

業 務 担当部署 常勤職員 非常勤職員 合 計 

管理運営 秘書広報課、総務課、人事労務課、 
財務企画課、施設課 

53人 37.1 % 17人 13.5 % 70人 26.0 % 

教育支援 
研究支援 

教務課 
学生支援課、キャリア支援課、入試課、 
学系運営課、教育創造開発機構運営課 

59人 41.2 % 62人 49.2 % 121人 45.0 % 

図書館職員 情報図書課 15人 10.5 % 8人 6.3 % 23人 8.6 % 

附属学校支援 附属学校課 16人 11.2 % 39人 31.0 % 55人 20.4 % 

合 計 143人  126人  269人  

* 図書館職員は、情報図書課に所属する職員数を計上し、情報システム担当者等を含んだ人数。 

 

(2) 研修等の状況 

事務職員の研修については、中期計画に基づき、積極的な研修参加を促しています。研修には、主に東海地区

国立大学法人で実施する研修、人事院中部事務局で実施する研修及び本学で実施する研修等があります。 

2012年度に実施した東海地区国立大学法人による合同研修には、職員基礎研修、中堅職員研修、リーダーシ

ップ研修及び係長研修等があり、人事院中部事務局による研修には、係長研修等があります。 

また、本学で実施した研修には「新採用職員研修」、「広報セミナー」及び「職員メンタルヘルス研修」があり

ます。 

これらへの参加を含め、2012年度における事務職員の研修参加は143人中77人（延べ129人）となり、2011

年度を若干下回りました（2011年度実績：140人中91人（延べ185人））。今後も、職員の資質向上のため、研

修機会を広げ、一層の研修参加を促していくこととしています。 

本学が実施した「新採用職員研修」「広報セミナー」及び「職員メンタルヘルス研修」の内容については、以下

のとおりです。 

新採用職員研修会 

期日： 2012年４月２日（月） 13:00～17:00 

 2012年４月３日（火） 15:20～17:00 

会場： 愛知教育大学本部棟 第五会議室 

目的： 新採用職員に対し、大学等における教育研究の在り方、本学の諸課題等について説明し、職務の遂

行に必要な基本的事項を修得させ、大学運営の理解を深めさせることを目的とする。 

対象： ①2011年４月２日～2012年４月１日の間に採用された学部・大学院等の教育職員及び事務職員等 

②2012年４月１日に採用された附属学校の教育職員 

③その他希望する職員 

参加： 新採用教育職員・事務職員 34人 

内容： ①愛知教育大学の目指すもの、②本学のカリキュラムと授業運営、③2012年度予算について、④

附属学校について、⑤本学の学生支援、⑥大学運営について、⑦法人化後の大学に期待すること、

⑧社会連携と本学の役割、⑨事務組織及び就業規則、⑩附属図書館及び情報処理センターについて 
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広報セミナー 

期日： 2012年５月23日（水） 15:00～16:30 

会場： 愛知教育大学本部棟 第五会議室 

目的： 大学運営において益々大切になる広報について教職員や学生に知ってもらうことを目的とする。 

対象： 教育職員及び事務職員 

参加： 役員・事務職員 20人 

演題： 教員・職員・学生―広報における３者のコラボ 

講演： 青木 清（南山大学副学長、教学担当役員） 

 

教職員メンタルヘルス研修 

期日： 2013年１月16日（水） 12:45～13:30 

会場： 愛知教育大学本部棟 第一会議室 

目的： 職場メンタルヘルス教育向上を目的とする。 

対象： 教育職員及び事務職員 

参加： 役員・事務職員 18人 

演題： 教職員のメンタルヘルス 

講演： 田中生雅（本学産業医、保健環境センター教授） 
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第４章 教育活動 

第１節 教育学部 
 

１ 学生の受入 

(1) アドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

愛知教育大学憲章では「平和で豊かな世界の実現に寄与しうる人間の教育をめざす」ことを教育目標とし、さ

らに「学部教育においては教養教育を重視し、教員養成諸課程では多様な教員養成プログラムを通して、平和な

未来を築く子どもたちの教育を担う優れた教員の養成をめざし、学芸諸課程では、社会の発展と文化の継承及び

創造に貢献できる広い教養と深い専門的能力を持った多様な社会人の育成をめざす」ことを目標としています。 

これを実現するため、大学の基本方針を加えた「アドミッション・ポリシー」及び「入学を望む学生像」を、

学生募集要項及び本学ウェブサイトに掲載し、公表・周知に努めています。 

また、「本学に入学するまでに高等学校において学習しておくべき教科・科目等（基礎学力）」については、

特定の教科に偏らず、すべての教科において基礎的な学習をしておくことを望むため、各教科の具体的な学習内

容を平成25年度学生募集要項に明示しています。 

本学のアドミッション・ポリシー（全文） 

本学では、平和で豊かな世界の実現に寄与し、幅広く深い教養、人間性及び総合的な判断力を身につけた教員・社会人を育成す
る責務を負っています。とりわけ今日、教員あるいは社会でリーダーシップをとれる市民の育成にあたっては、基礎的な学力とモ
ラルはもちろんですが、教育や職務への使命感・責任感、人間や社会への理解と愛情、自ら研鑽に努める姿勢が重視されます。こ
のような認識を基底にして、教員養成課程では、子どもを深く理解し、専門的知識や技能と実践的な指導力を併せ持った教員の育
成をめざしています。また、現代学芸課程では、専門基礎教育を重視し、文化の創造・発展に貢献し、幅広く社会で活躍できる人
材の育成をめざしています。 

入学を望む学生像（全文） 

・人間としての基本的モラルを身につけている人 
・教育についての関心を持ち、教職への強い使命感･志を持つ人 
・子どもや教育実践の場と積極的に触れ合い、教職への理解を深めようとする人 
・社会の変化に関心を持ち、自分の問題として考えることのできる人 
・専門的知識や技術を身につけるため自ら進んで学ぼうとする人 
・職務に対する使命感を持って研鑽に努めることができる人 
・創造的な活動や考えを展開できる人 

高等学校において学習しておくべき教科・科目等（全文） 

本学では、教員や社会人の育成にあたり幅広い教養と基礎学力等を身につけていることを求めております。このため、本
学に入学するまでに高等学校において学習しておくべき教科・科目等につきましては、特定の教科に偏らず、すべての教科
において基礎的な学習をしておくことが望まれます。具体的には次のとおりです。 
・国 語：現代文、古典における基礎的な知識と理解 
・社 会（地理歴史･公民）：世界史、日本史、地理、現代社会、倫理、政治・経済における知識と理解 
・数 学：数Ⅰ、数Ａ、数Ⅱ、数Ｂ、数学Ⅲ、数学Ｃにおける基礎的な知識と理解 
・理 科：物理、化学、生物、地学の各分野における基礎的な知識と理解 
・外国語：外国の文化や思想を学ぶ上で基礎となる、全般的な英語力、また、相手の言うことを正確に理解し、自分の言い

たいことを適切に表現するための、基礎的な英語運用能力 
・情 報：情報化社会に対応するため、情報処理における基礎的な知識と技能 
・家 庭：家庭生活に対応するための知識・理解・技能 
・音 楽：音楽の基礎的な知識および読譜力 
・美 術：創造力の基となる美術に関する基礎的な知識・理解と造形表現力 
・保健体育：保健および体育並びにスポーツに関する知識・理解と運動技能 
なお、高等学校での教科にはありませんが、技術の教科については、技術科教育を受けるために必要な基礎的な知識と技能
を身に付けていることも望まれます。 



第４章 教育活動  第１節 教育学部 

34 

(2) 入学者選抜の種類と目的、入試日程 

教育学部の入学者選抜においては、一般入試の前期日程と後期日程、特別入試として推薦入試、帰国子女入試、

外国人留学生入試、編入学試験を行っており、特別入試の各募集要項には一般入試とは異なる入試を行う趣旨（目

的）を明示、公表しています。また、推薦入試は大学入試センター試験を課さない「推薦Ａ」と大学入試センタ

ー試験を課す「推薦Ｂ」を実施しています。 

平成25 年度教育学部入学者選抜試験種類と日程 

入試の種類 出 願 試 験 発 表 

一般入試 
前 期 2013/1/28(月) － 2/6(水) 2013/2/25(月) － 2/26(火) 2013/3/8(金) 

後 期 2013/1/28(月) － 2/6(水) 2013/3/12(火) 2013/3/23(土) 

特別入試 

推薦Ａ 2012/11/1(木) － 11/7(水) 2012/12/1(土) － 12/2(日) 2012/12/14(金) 

推薦Ｂ 2013/1/21(月) － 1/25(金) 2013/2/2(土) 2013/2/13(水) 

帰国子女 2012/10/15(月)－ 10/18(木) 2012/11/14(水) 2012/12/14(金) 

外国人留学生 2013/1/21(月) － 1/24(木) 2013/2/26(火) 2013/3/8(金) 

編入学 2012/10/15(月)－ 10/18(木) 2012/11/14(水) 2012/12/14(金) 

特別入試の趣旨・目的 

種 類 趣 旨 ・ 目 的 

推薦Ａ 出身高等学校長又は中等教育学校長の推薦を中心として、大学入試センター試験及び個別学力検査以外
の多様な選抜方法により、多様な適性・能力を持ち、本学各課程・選修・専攻・コースに明確な志望の意
思のある学生を選抜し、本学の教育研究の一層の活性化を図るため推薦入試を実施しています。 

推薦Ｂ 出身高等学校長又は中等教育学校長の推薦を中心として、多様な選抜方法により、多様な適性・能力
を持ち、本学各課程・選修・専攻・コースに明確な志望の意思のある学生を選抜し、本学の教育研究の一
層の活性化を図るため推薦入試を実施しています。 

帰国子女 近年、我が国の政治・経済・文化・技術その他あらゆる方面にわたる国際的活動の拡大に伴い、海外に
在留する者及びその家族が飛躍的に増加し、外国の教育機関で学校教育を受ける日本人子女が多くなって
います。この傾向は、なお一層加速されるものと考えられます。 

こうした状況を踏まえ、大学教育も国際化をはかる必要があります。そのためには、諸外国で多様な文
化に接し、それぞれに歴史と伝統を有する社会で教育を受けた者を、一般の入学者選抜方法とは別の選抜
を行い、国際的に活躍しうる有為な人材を養成することが適当と考えられます。よって、本学では、いわ
ゆる帰国子女のための特別入試を実施しています。 

外国人留学生 近年における、我が国の政治・経済・文化・技術その他あらゆる方面にわたる国際的活動の拡大、世界
における我が国の地位や全世界的規模で推進されている国際的交流の拡大にかんがみ、国際理解・国際協
調の観点から大学教育においても国際交流の推進に積極的に取り組む必要があります。そのためには、諸
外国の多様な文化に接し、それぞれの歴史と伝統を有する社会で教育を受けた者を、一般の入学者選抜方
法とは別の選抜を行い、国際的に活躍しうる有為な人材を養成することが適当と考えられます。よって、
本学では、外国人留学生のための特別入試を実施しています。 

編入学 本学は、小学校・中学校等の教員養成と国際化、情報化、環境問題、生涯教育等の現代社会の新たな教
育的諸問題の解決に指導的役割を果たす人材の育成を目的とするものであります。 
３年次編入学の実施は、他大学や短期大学・高等専門学校等で学んだ者や卒業して社会人となった者で、

再度大学に入学して、更なる勉学を望む者に対して受験の機会を提供することによって「開かれた大学」
という社会的要請に応えるとともに、旺盛な勉学意欲と多様な教育的背景や社会的経験を持つ編入学生を
受け入れることによって、他の学生にとって良い刺激となり、本学の一層の活性化が図られるものと期待
し、３年次編入学を実施しています。 
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(3) 入学者選抜の実施状況 

本学の入学者選抜に関する実施体制は、学生・連携担当理事（副学長）が実施責任者となり、入学試験委員会

及び各教育組織から選出された委員を中心に構成される学部入学試験部会を設置し、試験を実施しています。入

学者選抜方法等の改善・合理化等、及び合否判定原案作成については入学試験委員会において審議・検討を行い、

募集要項の原案作成など入学試験実施に係る具体的、実務的な業務を学部入学試験部会が担当しています。入学

試験を実施する準備として、学部入学試験部会委員を中心に試験問題の出題者、点検者を定め、問題の点検・確

認作業を複数回行うなど、出題ミスのないようチェックするとともに、作業実施に当たっては、部屋の入退出を

厳重にし、点検者には署名を義務付けるなど厳正を期し秘密保持に努めています。 

また、入学試験委員会の主催で出題者・点検者以外の複数の第三者による問題・解答の確認点検を実施してお

り、点検者は、入試単位ごとに選出された作問には携わらない者（部会委員でも可能）を原則とし、入学試験委

員会委員長が指名した学系長も参加し行っています。 

入学試験当日の実施組織として、学長を中心とした試験本部を置き、さらに、試験実施班、警備班、救護班等

の班を構成し、試験の円滑な実施と各種トラブルにも対応できる体制をとっています。 

また、試験監督者や各種要員を適切に配置し、公正で静穏な試験環境の確保にも努めています。 

入学試験実施後は、複数の採点者による採点と点検者の確認を経て、各教育組織での判定資料を基に合否判定

原案が作成され、入学試験委員会及び代議員会の議を経て、合格者の決定を行います。入学試験委員会では、「入

学者受入方針」「入学を望む学生像」に沿った学生の受入についての検証及び改善を適切に行っています。 

なお、「平成25年度入学者選抜」の実施状況は、次頁のとおりです。 

(4) 広報活動の取組 

2004年度から、学長をはじめ教育研究評議会構成員と事務職員がチームを組み、毎年９月から10月にかけて、

県内高等学校を対象に「高校訪問プロジェクト」（2006年度からは、岐阜、三重県を含む）を実施しており、

本学に対する多くの意見・要望を集約し、入学試験委員会における入学者選抜方法等の検討に活用しています。 

また、各受験産業又は各高等学校が主催する進学説明会、大学説明会に積極的に参加し、約50件、のべ1,200

人の高校生に「大学案内」「入学者選抜要項」等を用いて大学の概要、入試方法、就職状況などについて広報を

行ったほか、各募集要項、入学者選抜要項を愛知県内及び近隣他県の高等学校等に一斉送付し、受験生確保（増

加）に努めています。
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平成25年度教育学部入学者選抜実施状況 ＜2012年度実施＞                 （単位：人） 

 
入学 
定員 

志願者 
 

合格者 入学者 
 

倍率 男 女 充足率 

教育学部 875 (8) 3010 3.44 (1) 1000 (1) 956 (1) 423  533 109.4 % 

教員養成課程 643  2138 3.33  722  699  322  377 108.7 % 

初等教育教員養成課程 392  1242 3.17  433  423  189  234 107.9 % 

幼児教育選修 18  91 5.06  21  21  1  20 116.7 % 

教育科学選修 22  103 4.68  26  25  5  20 113.6 % 

情報選修 10  19 1.90  11  11  8  3 110.0 % 

国語選修 53  153 2.89  59  57  14  43 107.5 % 

社会選修 60  184 3.07  69  67  52  15 111.7 % 

数学選修 51  160 3.14  55  54  42  12 105.9 % 

理科選修 57  124 2.18  62  61  36  25 107.0 % 

音楽選修 25  91 3.64  27  26  7  19 104.0 % 

美術選修 25  79 3.16  28  28  5  23 112.0 % 

保健体育選修 36  142 3.94  37  36  16  20 100.0 % 

家庭選修 29  88 3.03  31  31  2  29 106.9 % 

英語選修 6  8 1.33  7  6  1  5 100.0 % 

中等教育教員養成課程 186  683 3.67  216  204  128  76 109.7 % 

教育科学専攻 6  31 5.17  7  6  4  2 100.0 % 

情報専攻 10  35 3.50  11  11  7  4 110.0 % 

国語･書道専攻 19  53 2.79  22  20  5  15 105.3 % 

社会専攻 16  84 5.25  21  18  14  4 112.5 % 

数学専攻 30  178 5.93  34  30  24  6 100.0 % 

理科専攻 32  93 2.91  36  35  29  6 109.4 % 

音楽専攻 6  17 2.83  6  6  3  3 100.0 % 

美術専攻 6  14 2.33  7  7  1  6 116.7 % 

保健体育専攻 26  82 3.15  28  27  19  8 103.8 % 

技術専攻 10  53 5.30  13  13  12  1 130.0 % 

家庭専攻 10  14 1.40  13  13    13 130.0 % 

英語専攻 15  29 1.93  18  18  10  8 120.0 % 

特別支援学校教員養成課程 25  97 3.88  30  29  5  24 116.0 % 

養護教諭養成課程 40  116 2.90  43  43    43 107.5 & 

現代学芸課程 232 (8) 872 3.76 (1) 278 (1) 257 (1) 101  156 111.2 % 

国際文化コース 72 (5) 308 4.28 (1) 89 (1) 81 (1) 33  48 113.9 % 

日本語教育コース 20 (1) 99 4.95  23  21  3  18 105.0 % 

臨床福祉心理コース 20 (2) 78 3.90  25  23  4  19 115.0 % 

造形文化コース 30  59 1.97  34  33  4  29 110.0 % 

情報科学コース 40  110 2.75  46  44  29  15 110.0 % 

自然科学（宇宙・物質） 25  113 4.52  31  27  18  9 108.0 % 

自然科学（分子・生命） 25  105 4.20  30  28  10  18 112.0 % 

* 本表には、編入学試験を含まない。 
* ( )は外国人留学生を示し、外数。 
* 志願者倍率 (倍)   ＝ 志願者 ÷ 入学定員（志願者に外国人留学生を含まない。） 
* 入学定員充足率(%) ＝ 入学者 ÷ 入学定員（入学者に外国人留学生を含む。） 
* 自然科学（宇宙・物質）は、自然科学コース 宇宙・物質科学専攻の略。 
* 自然科学（分子・生命）は、自然科学コース 分子機能・生命科学専攻の略。 
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２ 学生数 

(1) 入学定員、収容定員 

2012年度の入学定員は、875人（教員養成課程643人、現代学芸課程232人）、収容定員は、3,500人（教員

養成課程2,572人、現代学芸課程928人）です。 

教育学部は、教員採用のニーズを踏まえ、2006年度と2007年度の両年度にわたり入学定員の振替を行い、現

在の入学定員としました。さらに、2007年度には、国際理解教育課程をはじめとする学芸４課程を現代学芸課

程として再編しました。 

教育学部入学定員・収容定員                               （単位：人） 

 
入学定員 収容定員 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

教育学部 875 875 875 875 875 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

教員養成課程 643 643 643 643 643 2,379 2,572 2,572 2,572 2,572 

初等教育教員養成課程 392 392 392 392 392 1,470 1,552 1,568 1,568 1,568 

中等教育教員養成課程 186 186 186 186 186 649 730 744 744 744 

特別支援学校教員養成課程 25 25 25 25 25 25 50 75 100 100 

障害児教育教員養成課程 － － － － － 75 50 25 － － 

養護教諭養成課程 40 40 40 40 40 160 160 160 160 160 

現代学芸課程（新課程） 232 232 232 232 232 1,121 958 928 928 928 

現代学芸課程 232 232 232 232 232 464 696 928 928 928 

国際理解教育課程 － － － － － 222 92 － － － 

生涯教育課程 － － － － － 155 60 － － － 

情報教育課程 － － － － － 150 60 － － － 

環境教育課程 － － － － － 130 50 － － － 

(2) 在籍者数 

 1) 全学集計表 

2012年度の在籍者は、3,976人（教員養成課程2,916人、現代学芸課程1,060人）で、過去５年間では、最も

多い人数となっています。 

また、教育学部全体の男女比は、男子 44.4％、女子 55.6％となっています。 

教育学部在籍者数                             各年度 5/1 現在（単位：人） 

 
2008 2009 2010 2011 2012 内 訳 

     １年 ２年 ３年 ４年 男 女 

教育学部 3,883 3,904 3,892 3,949 3,976 955 989 949 1,083 1,767 2,209 

教員養成課程 2,621 2,818 2,836 2,885 2,916 706 734 691 785 1,379 1,537 

初等教育教員養成課程 1,587 1,686 1,706 1,736 1,751 427 442 423 459 795 956 

中等教育教員養成課程 737 836 844 858 869 212 219 195 243 557 312 

特別支援学校教員養成課程 28 55 81 109 111 25 28 27 31 26 85 

障害児教育教員養成課程  87 58 26  3 2 － － － 2 － 2 

養護教諭養成課程 182 183 179 179 183 42 45 46 50 1 182 

現代学芸課程（新課程） 1,262 1,086 1,056 1,064 1,060 249 255 258 298 388 672 

現代学芸課程 499  750 1,006 1,046 1,051 249 255 258 289 381 670 

国際理解教育課程 262 125  14  5 4 － － － 4 3 1 

生涯教育課程 172  67  8 6 2 － － － 2 1 1 

情報教育課程 182  87 17  6 3 － － － 3 3 0 

環境教育課程 147 57  11 1 -- － － － － － 0 
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 2) 外国人留学生数 

2012年度、教育学部に在籍した外国人留学生は、教員養成課程１人、現代学芸課程８人の計９人でした。 

本学では、一般の入学者選抜方法とは別の選抜を行い、国際的に活躍し得る人材を養成することが適当である

との判断から、全課程・選修・専攻・コースを募集対象として、外国人留学生のための特別選抜を実施していま

す。ただし、教員養成課程については、将来教員になるためのカリキュラム（具体的には、教育実習）が中心に

組まれていることもあり、多様な職業人の養成を目指す現代学芸課程のコースに志願者が集中するのが現状です。 

教育学部外国人留学生在籍者数                        2012/5/1 現在（単位：人） 

 １ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 
合 計 

男 女  

教育学部 (0) 4 (0) 2 (0) 2 (0) 1 (0) 1 (0) 8 (0) 9 

教員養成課程 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 

初等教育教員養成課程      1      1  1 

中等教育教員養成課程               

特別支援学校教員養成課程               

養護教諭養成課程               

現代学芸課程 (0) 4 (0) 2 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 7 (0) 8 

現代学芸課程  4  2  1  1  1  7  8 
 
* ( )は国費留学生を内数で示す。 

 

(3) 定員未充足 

入学定員充足率、収容定員充足率とも110％前後を維持しています。 

また、2012度の収容定員充足率は113.6％であり、国立大学法人評価で用いられる基準の90％以上を満たし

ています。 

教育学部定員充足率                             各年度 5/1 現在（単位：％） 

 
入学定員充足率（過去５年間） 

収容定員 
充足率 

2008 2009 2010 2011 2012 平均 2012 

教育学部 106.6 110.1 109.0 113.0 109.1 109.6 113.6 

教員養成課程 105.9 110.3 108.2 114.2 109.8 109.7 113.4 

初等教育教員養成課程 104.6 107.7 108.4 112.8 108.9 108.5 111.7 

中等教育教員養成課程 108.1 115.6 107.5 117.7 114.0 112.6 116.8 

特別支援学校教員養成課程 112.0 108.0 108.0 112.0 100.0 108.0 111.0 

養護教諭養成課程 105.0 112.5 110.0 112.5 105.0 109.0 114.4 

現代学芸課程（新課程） 108.6 109.5 111.2 109.9 107.3 109.3 114.2 

現代学芸課程 108.6 109.5 111.2 109.9 107.3 109.3 114.2 

* 入学定員充足率（%） = 入学者 ÷ 入学定員 
* 収容定員充足率（%） = 在籍者 ÷ 収容定員 
* 平均入学定員充足率（%） = 各年度の入学定員充足率の計 ÷ ５年 
* 特別支援学校教員養成課程に、改組前の障害児教育教員養成課程（2007年度）の数値を含む。 
 

(4) 定員超過 

収容定員3,500人のところ在籍者数は3,976人であり、平成20年２月14日19文科高第715号通知「国立大学の

学部における定員超過の抑制について(通知)」に基づき算出した教育学部の収容定員超過率は、109.9％となっ

ており、同通知の基準定員超過率110％、国立大学法人評価の定員超過率の上限値130％を、いずれも下回るも

のとなっています。 



第４章 教育活動  第１節 教育学部 

39 

教育学部定員超過率                             各年度 5/1 現在（単位：人） 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

収容定員 
 
 

在学者数 
 
 

長期履修 
算定人数 

 

外国人 
留学生 

(国費等) 

休学者 
 
 

留年者 
２年以内 

 

超過率 
算定人数 

 

収容定員 
超過率 
（％） 

2011 教育学部 3,500 3,949 3,949 0 48 82 3,819 109.1 % 

教員養成課程 2,572 2,885 2,885.00 0 38 55 2,792 108.6 % 

現代学芸課程 928 1,064 1,064.00 0 10 27 1,027 110.7 % 

2012 教育学部 3,500 3,976 3976 0 63 68 3,845 109.9 % 

教員養成課程 2,572 2,916 2,916.00 0 40 38 2,838 110.3 % 

現代学芸課程 928 1,060 1,060.00 0 23 30 1,007 108.5 % 

* ③長期履修算定人数は、教育学部では長期履修制度を行っていないため、②在学者数と同じ人数。 
* ④外国人留学生（国費等）は、国費留学生、外国人政府派遣留学生、大学間交流協定等に基づく私費留学生の合計人数。 
* ⑥留年生２年以内は、単位不足による履修年限超過者のうち、修業年限を超える在籍期間が２年以内の者の人数。 
* ⑦超過率算定人数は、③長期履修算定人数 -（④外国人＋⑤休学者＋⑥留年者）の人数。 
* ⑧収容定員超過率は、⑦超過率算定人数 ÷ ①収容定員。 
 
 

(5) 休学者数、退学者数、除籍者数、留年者数 

2012年度の休学、退学、除籍については、その理由も含め、2011年度とほぼ同じ傾向にありますが、留年者

については２人増加しており、その内訳は、在学期間不足43人、単位不足87人（履修年限超過２年以内68人、

３年以上19人）で、2011年度比で、在学期間不足９人増、単位不足８人減（履修年限超過２年以内14人減、３

年以上６人増）となっています。 

教育学部休学者・退学者・除籍者・留年者及び その理由                   （単位：人） 

 

当該年度 5/1 現在 当該年度 4/1 ～ 3/31 累計 

在学者 留年者 休学者 休学者 退学者 除籍者 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
教育学部 3949 3976 129 130 48 53 68 92 15 21 5 5 
教員養成課程 2885 2,916 78 79 38 36 50 59 10 10 2 3 

１年 734 706   0 2 2 4 0 0 0 0 

２年 691 734   5 1 6 5 1 3 1 1 

３年 707 691   1 11 1 16 2 2 0 0 

４年 753 785 78 79 32 22 41 34 7 5 1 2 

現代学芸課程 1064 1,060 51 51 10 17 18 33 5 11 3 2 

１年 255 249   0 0 0 0 0 0 0 0 

２年 258 255   0 6 0 11 0 0 0 0 

３年 250 258   1 5 5 14 1 2 1 1 

４年 301 298 51 51 9 6 13 8 4 9 2 1 

休学・退学・除籍の理由 経済事情 2 3 3 5   

   家庭の事情 4 8     

   一身上の都合 35 41  3   

   私費留学 17 36     

   傷病 10 4 3 6   

   方針変更   9 7   

   授業料未納     5 5 

   死亡又は行方不明       

   その他       

* 留年者は４年を超えて在籍している者を単に計上し、在学期間不足（休学等）と単位不足の両方を含んだ人数。 
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(6) 卒業者数 

2012年度の卒業者数は923人で、過去５年の推移は、以下のとおりです。 

なお、2012年度の卒業延期者は、休学による在学期間不足を含め、計156人で、2011年度より19人増加して

います。 

教育学部卒業者・卒業延期者                                 （単位：人） 

 2008 2009 2010 2011 2012 

  

卒業月 延期者 (卒業判定時) 

９月 ３月 
期間 
不足 

単位 
不足 合計 

教育学部 918 951 903 910 923 15 908 39 117 156 

教員養成課程 509 671 669 666 683 10 673 31 69 100 

初等教育教員養成課程 322 399 406 406 406 7 399 18 34 52 

中等教育教員養成課程 113 191 194 196 205 2 203 10 27 37 

特別支援学校教員養成課程 － － － 23 28 0 28 0 3 3 

障害児教育教員養成課程 28 32 23 1 1 1 0 0 1 1 

養護教諭養成課程 46 49 46 40 43 0 43 3 4 7 

現代学芸課程（新課程） 409 280 234 244 240 5 235 8 48 56 

現代学芸課程 － － 208 236 236 3 233 8 43 51 

国際理解教育課程 133 110 8 1 1 1 0 0 3 3 

生涯教育課程 101 59 2 3 1 0 1 0 1 1 

情報教育課程 88 66 8 3 2 1 1 0 1 1 

環境教育課程 87 45 8 1 － － － － － － 
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３ 教育課程 

(1) カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針） 

教育学部の教育課程は、各課程等の教育上の目標を達成するために必要な授業科目を開設し、各課程等の専攻

に係る専門の学芸を教授するとともに、全課程において幅広く深い教養及び総合的判断力を培い、豊かな人間性

を涵養するよう配慮し、各学年に体系的に教育課程を編成しています。 

本学教育学部では、これらの教育課程の編成や実施方針、授業科目の開設に必要となる事項を「教育学部教育

課程に関する規程」として定め、その基準を明確にしています。 

教育学部教育課程に関する規程  https://www.aue-kitei.jp/doc/auekitei/rule/267.html 

(2) カリキュラムの編成と内容 

 1) 授業科目の開設状況、履修モデル 

教育学部の教育課程は、教養科目、情報教育入門、外国語科目、スポーツ科目及び専門教育科目にわたり、そ

れぞれを必修科目、選択科目に分け、これをバランスよく専門性等を考慮して各学年に配当しています。 

詳細な選修・専攻・コース別履修基準表及び学年別履修基準表は「履修の手引」に掲載されています。 

また「履修の手引」には、開設されている授業科目や卒業に必要な単位数、教員免許状や各種資格取得に必要

な科目・単位数のほか、授業を履修する際に必要な手続きや学内諸規程などが掲載されており、これを学生の入

学時に配付して、履修に関する内容の周知を図っています。 

なお、それぞれの授業科目の内容は、本学ウェブサイトの「カリキュラム」及び「シラバス検索」に掲載し、

学生・教職員をはじめ社会一般に対して公表・周知を行っています。 

カリキュラム  http://www.aichi-edu.ac.jp/edu/gakubu/curriculum.html 

シラバス検索  http://syllabus.aichi-edu.ac.jp/ 

教育学部履修基準（課程別）                              （数値：単位数） 

 
教員養成課程 現代学芸課程 

初等教育教員 
養成課程 

中等教育教員 
養成課程 

特別支援学校 
教員養成課程 

養護教諭 
養成課程 

 

共 
通 
科 
目 

教養科目 
日本国憲法 2 2 2 2 2 
基礎科目 6 6 6 6 6 
主題科目 8 8 8 8 8 

情報教育入門 2 2 2 2 2 
外国語科目 8 8 8 8 8 
スポーツ科目 3 3 3 3 3 

専 
門 
教 
育 
科 
目 

教科研究科目 6 ～ 13 0 ～ 2 10 － － 
共通基礎専門科目 － － － － 6 
専攻科目 

教科専攻科目 
教育科学専攻科目 
幼児教育選修科目 
情報専攻科目 
特別支援教育専攻科目 
養護教育専攻科目 

14 ～ 21 34 ～ 44 26 48 62 ～ 66 

教職科目 
教科教育科目 
保育内容研究科目 
教育科目 

36 ～ 45 33 43 25 － 

教科又は教職に関する科目 5 4 8 － － 
養護又は教職に関する科目 － － － 4 － 
卒業研究 6 6 6 6 10 

 自由科目 16 ～ 25 12 ～ 20 6 16 17 ～ 21 

合 計 128 128 128 128 128 
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2) 授業形態の組合せ・バランス 

授業形態は、講義、演習、実験・実習・実技からなり、専門教育科目においては、講義だけでなく、演習や実

験・実習・実技の割合を増やすなど、各課程等におけるそれぞれの教育目的に応じた構成となっています。一例

として、初等教育教員養成課程における専攻科目の選修別授業形態の割合を示します。一部の選修・専攻等によ

っては、授業形態のバランスに偏りがありますが、これは教科の特性を考慮に入れた結果であり、全体では、講

義44.2％、演習38.4％、実験・実技・実習17.4％となっています。 

また、それぞれの授業形態別の授業科目当たり学生数を定め、少人数教育に配慮しています。 

教育学部教育課程に関する規程（抜粋） 

（授業科目当たり学生数）  
第２３条 一つの授業科目の学生数は、講義50人、演習、実験、実習及び実技各30人を原則とする。 

3) シラバス 

シラバスは教育課程の編成の趣旨を踏まえた上で、「授業目標」「授業計画（内容・方法）」「使用する教科書・

参考書」「評価基準・方法」等について記載しています。特に15回分の授業の内容・方法と授業外学習指示を示

して、予習復習を含め単位取得に必要な学修を実施しやすくしています。 

また、「備考」として履修条件等の特殊要件やオフィスアワーの設定時間など、より分かりやすく、見やすくす

ることに留意し作成しています。 

シラバス検索  http://syllabus.aichi-edu.ac.jp/ 

参照『第10章 施設・設備／２ 学生・留学生支援のための施設・設備／6) シラバス閲覧』 

 4) 初年次教育、教養教育 

本学の教養教育は、広い教養の形成とともに、専門の学芸と調和を図り、総合的及び自主的判断力を育成する

ことを目標にしています。 

教養教育の運営等に関しては、教務企画委員会の下に共通科目専門委員会を設け、教養科目を含む共通科目の

教育課程に関する事項を審議しています。 

教務企画委員会規程（抜粋） 

（専門委員会） 
第８条 委員会の下に、共通科目に関する改善･点検･円滑な開講等を目的として共通科目専門委員会を置く。なお、この専

門委員会に関する規程は別に定める。 

共通科目専門委員会規程（抜粋） 

（設置） 
第１条 愛知教育大学教務企画委員会規程第８条の規定に基づき、本学に共通科目専門委員会（以下「専門委員会」という。）

を置く。 
（目的） 

第２条 専門委員会は、本学における教養科目、情報教育入門、外国語科目及びスポーツ科目（以下「共通科目」という。）
の教育課程に関する事項を審議し、教育課程の円滑な運営及びその改善・充実を図ることを目的とする。 

なお、愛知教育大学教育学部教育課程に関する規程及び愛知教育大学教育学部教育課程実施要領に基づく共通科目の各
科目における教育目標を達成するため、教育研究の責任単位としてグループを設置する。グループの運営等については、
別途グループ設置要項で定めるものとする。 
（所掌事項） 

第３条 専門委員会は、次の事項を審議する。 
(1) 共通科目の運営方針に関する事項 
(2) 共通科目の教育課程に関する事項 
(3) 共通科目の授業運営に関する事項 
(4) 共通科目の教育研究のための予算に関する事項 
(5) 共通科目の授業担当教員（非常勤講師を含む。）に関する事項 
(6) その他共通科目に関する事項 
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5) 教育実地研究（教育実習）の実施状況 

教職科目の教育科目として位置づけられている教育実地研究は、教育全般にわたる基本的な理解、技術、態度

を習得し、教育者としての自覚と教育精神の確立を目標に実際の教育の場において具体的実践的な教育活動を行

うものです。 

本学の教育実地研究の内容及び2012度の実施状況は以下のとおりであり、教育職員免許状取得のための必修

科目に加え、さらに、実践的指導力の育成を図っていくために基礎実習及び応用実習を選択科目として実施して

います。 

教育実地研究（教育実習）一覧 

実習の種類 

教員養成課程 現 
代 
学 
芸 
課 
程 

実習校 実施時期・期間 

実習の目的 
初 
等 
教 
育 

中 
等 
教 
育 

特 
別 
支 
援 

養 
護 
教 
諭 

幼 
稚 
園 
 

小 
学 
校 
 

中 
学 
校 
 

高 
等 
学 
校 

特 
別 
支 
援 

１ 
年 
次 

３ 
年 
次 

４ 
年 
次 

基礎実習 ○ ○ ○ ○  ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 

９月 
３日間 

又は 
１週間 

  
学校・教師・子ども理解のための観察

実習 

主免実習 ◎ ◎    □ □ □ ◇   10月 
４週間  

教師の仕事や使命の理解、指導実務能

力の獲得、教職適正確認のための実習 

基礎免実習   ◎    □     10月 
４週間  〃 

養護実習    ◎   □     10月 
４週間  

養護教諭としての役割理解、教師の仕

事や使命の理解、指導実務能力の獲得、

教職適正確認のための実習 

隣接校種実習 ○ ○     □ □ □    ６月 
２週間 

隣接校種の理解、主免実習の深化･拡充

の実習 

副免実習    ○    □ □    ６月 
４週間 〃 

特別支援教育実習   ◎       □   ６月 
４週間 障害児の理解と指導資質向上の実習 

応用実習 ○ ○ ○   ◇ ◇ ◇ ◇    
11月

～ 
１週間 

学級経営や指導実務能力の深化に向け

た実習 

導入実習     ○   ◇ ◇   

９月 
１日間 

又は 
１週間 

 
学校・教師・子ども理解のための観察

実習 

教育実習     ○   □ □   

６月 
２週間 

又は 
３週間 

教師の仕事や使命の理解、指導実務能

力の獲得、教職適正確認のための実習 

* ◎ 必修科目 ○ 選択科目 □ 附属学校＆協力校 ◇ 附属学校 
* １つの実習で複数の実習期間が設定されているのは、所属する教育課程や取得する教員免許状の種類等の違いによるもの。 
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2012年度教育実地研究（教育実習）実施状況集計表 

実習の種類 

実 習 生 数（のべ人数）  実 習 校 数  

教員養成課程 現 
代 
学 
芸 
課 
程 

専 
攻 
科 
 
 
 

 
 
 
 
 

合計 

学校種  
 
 
 

合計 

初 
等 
教 
育 

中 
等 
教 
育 

特 
別 
支 
援 

養 
護 
教 
諭 

幼 
稚 
園 
 

小 
学 
校 
 

中 
学 
校 
 

高 
等 
学 
校 

特 
別 
支 
援 

主免実習 * 442 193 － － － － 635       

基礎免実習 － － 27 － － － 27 4 243 83 1 － 331 

養護実習 － － － 47 － － 47       

隣接校種実習 357 184 － － － － 541       

副免実習 － － － 30 － － 30 － 19 199 13 － 231 

教育実習 0 0 0 0 112 － 112       

特別支援教育実習 － － 29 － － 23 52 － － － － 23 23 

小計 799 377 56 77 112 23 1,444 4 262 282 14 23 585 

基礎実習 420 204 25 42 － － 691 1 2 2 1 1 7 

応用実習 9 5 0 0 － － 14 1 2 2 1 － 6 

導入実習 0 0 0 0 94 － 94 － － 2 1 － 3 

小計 429 209 25 42 94 0 799 2 4 6 3 1 16 

合計 1,228 586 81 119 206 23 2,243 6 266 288 17 24 601 

* 主免実習に参加した初等教育教員養成課程 442人には、小学校教員免許取得コースに在籍する大学院生24人を含む。 

 

① 主免実習・基礎免実習・養護実習 

主免実習、基礎免実習、養護実習は、卒業要件となる校種の教育実習で、３年次に教員養成４課程の学生が履

修する必修科目です。 

教師の仕事や使命の理解、指導実務能力の獲得、教職適正確認を目的としています。 

実習校種 実習校数 

実 習 生 数  

主免実習 基礎免実習 養護実習 

合計 ４週間 ４週間 ４週間 

初等教育 中等教育 特別支援 養護教諭 

幼稚園 4 18    18 

愛知県内協力園 3 6    6 
附属幼稚園 1 12    12 

小学校 243 (24)  422  27 47 (24)  496 

愛知県協力学校 217 ( 8)  256  20 38 ( 8)  314 
名古屋市協力学校 24 54   2 3 59 
附属名古屋小学校 1 (10)   58   5 3 (10)   66 
附属岡崎小学校 1 ( 6)   54  0 3 ( 6)   57 

中学校 83  185   185 

愛知県協力学校 81  108   108 
附属名古屋中学校 1   39   39 
附属岡崎中学校 1  38   38 

高等学校 1  8   8 

附属高等学校 1  8   8 

合計 331 (24)  440    193 27 47 (24)  707 

* 実施期間４週間： 2012. 10.1(月) ～ 10.26(金) 
* ( )は小免取得コースに在籍する大学院生24人（教育学研究科16人、教育実践研究科８人）を示し内数。 
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② 隣接校種実習・副免実習・教育実習 

隣接校種実習、副免実習、教育実習は、隣接校種の理解、主免実習の深化・拡充を目的として、４年次に履修

する選択科目です。 

隣接校種実習は初等教育教員養成課程及び中等教育教員養成課程の学生が、副免実習は養護教諭養成課程の学

生が、それぞれ副免許状を取得するために履修します。教育実習は現代学芸課程の学生のうち、中学校及び高等

学校の１種免許状の取得希望者が３週間の実習を履修し、高等学校１種免許状のみの取得希望者は２週間の実習

を行います。 

実習校種 実習校数 

実 習 生 数  
隣接校種実習 副免実習 教育実習 

合計 ２週間 
初等教育 

２週間 
中等教育 

４週間 
養護教諭 

３週間 
現代学芸 

２週間 
現代学芸 

小学校 19  148    148 

愛知県協力学校 5   5    5 

名古屋市協力学校 12   15    15 

附属名古屋小学校 1  69    69 

附属岡崎小学校 1  59    59 

中学校 199 357  2 30 77  466 

愛知県協力学校 189 249 2 26 59  336 

名古屋市協力学校 8 50  0 0  50 

附属名古屋中学校 1 28  2 10  40 

附属岡崎中学校 1 30  2 8  40 

高等学校 13  34 0 24 11 69 

愛知県協力学校 9   0 5 4 9 

名古屋市協力学校 1   0 1  1 

私立協力学校 2   0 2  2 

附属高等学校 1  34 0 16 7 57 

合計 231 357 184 30 101 11 683 

* 実施期間４週間： 2012. 5.28(月) ～  6.22(金) 
* 実施期間３週間： 2012. 5.28(月) ～  6.15(金) 
* 実施期間２週間： 2012. 5.28(月) ～  6.8(金) 

③ 特別支援教育実習 

特別支援教育実習は、特別支援学校教員養成課程の学生が４年次の６月に４週間、特別支援教育特別専攻科の

学生は10月に２週間の実習を履修する必修科目です。 

障害児の理解と指導資質向上を目的としています。 

実習校種 実習校数 
実 習 生 数 

合計 ４週間 
特別支援 

２週間 
専攻科 

養護学校 7 20  20 

愛知県協力学校 6 8  8 

附属特別支援学校 1 12  12 

聾学校 5 9  9 

愛知県協力学校 5 9  9 

養護学校 11  23 23 

愛知県協力学校 8  12 12 

名古屋市協力学校 2  4 4 

附属特別支援学校 1  7 7 

合計 23 29 23 52 

* 実施期間４週間： 2012. 5.28(月) ～  6.22(金) 
* 実施期間２週間： 2012. 10. 1(月) ～ 10.12(金) 
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④ 基礎実習 

基礎実習は、教員養成４課程の学生が１年次に履修する選択科目です。 

「観察・参加」を主とした教育実習であり、本学の附属学校で実施しています。 

（単位：人） 

実習校種 

実 習 生 数  

３日間 
初等教育 

３日間 
中等教育 

１週間 
特別支援 

３日間 
養護教諭 

合計 

附属幼稚園 21    21 

附属名古屋小学校 231   16 247 

附属岡崎小学校 168  25 10 203 

附属名古屋中学校  60  10 70 

附属岡崎中学校  62  6 68 

附属高等学校  82   82 

附属特別支援学校   （25）  （25） 

合計 420 204 25 42 691 

在籍者数 427 212 25 42 706 

参加率 (%) 98.4 96.2 100.0 100.0 97.9 

* 実施期間： 2012.9.6(木) ～ 9.18(火)のうち３日間又は１週間。なお、特別支援学校実習は 9.11(火) ～ 9.12(水)。 
* ( ) は、特別支援学校教員養成課程の学生で附属岡崎小学校の実習参加者として計上した者を再掲。 

 

⑤ 応用実習 

応用実習は、卒業後に教職に就く意志のある教員養成４課程の学生を対象に、本学の附属学校で実施する選択

科目です。 

教員とのTT（ティーム・ティーチング）やTA等を行うことにより、教材研究、児童（生徒）理解、指導能力、

学級運営等に関する実務能力を高めることを目的とした実習です。 

（単位：人） 

実習校種 

実 習 生 数  

１週間 
初等教育 

１週間 
中等教育 

１週間 
特別支援 

１週間 
養護教諭 

合計 

附属幼稚園 3    3 

附属名古屋小学校 3    3 

附属岡崎小学校 2    2 

附属名古屋中学校  1   1 

附属岡崎中学校  2   2 

附属高等学校 1 2   3 

附属特別支援学校      

合計 9 5   14 

* 実施期間： 2012.11.5(月) ～ 2012.11.16(金)のうち１週間 
 

⑥ 導入実習 

導入実習は、現代学芸課程の学生のうち教育職員免許状の取得希望者を対象に、本学附属学校で１週間の実習

を行う選択科目です。ただし、高等学校１種免許状のみの取得希望者は１日の実習を行います。 

この実習は、「観察」的な実習を中心に「教師の使命・仕事」及び「生徒理解・授業づくり」を省察し、教育と

いう営みをとらえ直し、教育者としての自覚やその資質の向上を図る土台を築くことを目標としています。 
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（単位：人） 

実習校種 

実 習 生 数  

１週間 
現代学芸 

１日 
現代学芸 

合計 

附属名古屋中学校 31  31 

附属岡崎中学校 23  23 

附属高等学校 40 5 45 

合計 94 5 99 

* 実施期間１週間： 2012. 9.18(火) ～ 9.26(水) 
* 実施期間１日 ： 2012. 9.18(火) 

 

 6) 介護等体験活動の実施状況 

1998年４月１日より、小・中学校教員免許状を取得するためには介護等体験を行うことが義務付けられてい

ます。介護等体験は、これから教員を目指す学生が、障害のある児童や生徒が学ぶ学校で介護や介助、交流等を

自らの体験として持つとともに、この体験を今後の教育活動に生かすことを期待して行われるものです。 

介護等体験の内容としては、障害者、高齢者等に対する直接的な介護、介助のほか、話し相手、散歩の付き添

い、行事の補助、掃除、洗濯など、交流体験をはじめとする幅広い活動内容となっています。 

本学の介護等体験は、教員養成課程（特別支援学校教員養成課程を除く。）の学生が、１年次に附属特別支援学

校で２日間実施し、２年次に県内の社会福祉施設で５日間実施しています。 

また、現代学芸課程の学生には、３年次に県内の公立特別支援学校で２日間、県内の社会福祉施設で５日間の

体験を実施しています。 

なお、2012 年度の実施状況は、次のとおりです。 

2012年度 介護等体験実施状況 

受入機関等 受入機関数 参加人数 

本学附属特別支援学校 1 688  

県内公立特別支援学校 5 98  

県内社会福祉施設 76 783  

特別養護老人ホーム 12 104   
養護老人ホーム 4 30   
老人デイサービスセンター 19 179   
身体障害者サービスセンター 0 0   
知的障害者更生施設 4 52   
知的障害者授産施設 17 194   
知的障害児通園施設 7 76   
身体障害者療護施設 1 9   
身体障害者授産施設 2 30   
児童養護施設 1 10   
肢体不自由児施設 3 40   
児童福祉施設 0 0   
老人福祉施設 2 24   
生活保護授産施設 0 0   
母子生活支援施設 3 23   
乳児院 1 12    
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(3) 多様なニーズ、社会的動向等への取組 

 1) 取得可能な免許・資格 

教員養成４課程においては、卒業要件単位を修得することで取得可能な教員免許状（主免）のほか、履修カリ

キュラムを通して複数校種の教員免許状（副免）の取得が可能となるようカリキュラムが編成されており、学生

のニーズ及び教育現場の要請に応えるための配慮がなされています。 

また、現代学芸課程においても教員免許状取得を要望する学生に応えるための教育課程が編成されています。

その他、教員免許状以外にも各種資格の取得が可能なカリキュラム編成となっています。 

取得できる教員免許状・資格                            ◎ 主免 ○ 副免 

教育学部 

教育職員免許状 

取得可能な資格 小学校 中学校 高校 幼稚園 特別 
支援 

養護 
教諭 

１種 ２種 １種 ２種 １種 １種 ２種 １種 １種 

教
員
養
成
課
程 

初 
等 

幼児教育選修 ○     ◎    

学校図書館司書教諭 
社会教育主事 
学芸員 
社会福祉主事 
保育士 

教育科学選修 ◎   ○○   ○   

情報選修 ◎   ○   ○   

上記以外の選修 ◎  ○  ○  ○   

中 
等 

教育科学専攻  ○ ◎○  ○○     

情報専攻   ○  ◎○     

上記以外の専攻 ○  ◎  ○     

特別支援学校教員養成課程 ◎   ○   ○ ◎  

養護教諭養成課程   ○  ○    ◎ 

現
代
学
芸
課
程 

国際文化コース 
日本語教育コース 
造形文化コース 
自然科学コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

    

学校図書館司書教諭 
社会教育主事 
学芸員 
社会福祉主事 
社会福祉士受験資格 

臨床福祉心理コース 
情報科学コース     

○ 

○ 
    

 

2) ６年一貫教員養成コース 

現在、教員に求められる資質・能力は多岐にわたっています。そのため、2006年４月に全国初の試みとして、

４年間の学部教育で培う教員としての資質に加えて、実践力・企画力・コミュニケーション能力・研究能力・組

織力等の高度な教職専門能力を養成することを目的とし、学部と大学院（修士課程）を通した６年間で教員養成

を完成させる「６年一貫教員養成コース」を設置しました。 

また、2010年度コース進学者からは、教職大学院への進学がコースの進路に加わり、更なるコース進学者の

活躍が期待されています。 

６年一貫教員養成コースの概要 

特色 

・大学院修了６年次までの一貫した研究指導が受けられ、計画的な実践研究、理論研究が受けられます。 

・学校現場で実践活動を行う６年一貫ゼミナールⅠ～Ⅲや、海外や企業・NPOで研修する総合実習Ⅰ、Ⅱをはじめとす

る本コース独自の授業が予定されています。 

目指す能力の育成 

・教育実践活動における実践力・コミュニケーション能力（実践力） 

・総合的・長期的な視点に立つ単元の企画・開発能力（企画力） 

・教育実践に関する高度な研究能力（研究能力） 

・以上の能力を踏まえたリーダーシップ（組織力） 
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本コースの編成 

・本コースは、教員養成課程の２年次生を対象に15人程度を募集し、３年次から本コースに所属となります。 

・教育課程は、それぞれの所属課程・専攻等の教育課程に基づき履修し、３年次及び４年次で６年一貫ゼミナール、教職

実践演習等を履修しながら大学院へとつないでいく６年間を通したプログラムが設定されています。 

・４年次に、教員養成課程学生は卒業研究として卒業論文等を作成しますが、本コースでは、学士課程教育の基礎的・基

本的な学力・資質形成の集大成を目的とした「課題研究」を作成することとなっています。 

コース進学状況 

募集定員15人のところ、2012年度のコース進学者は７人でした。 

学内全体に広く本コースの募集案内や説明会を複数回実施しているも

のの、過去５年間の推移からも年度単位でばらつきがあり、コース進学

希望者が想定した人数に達していない現状が伺えます。原因としては、

学生側が、学部卒業後の大学院２年間に時間的、経済的な負担を感じて

いるためではないかと考えられます。 

3) 単位認定の実施状況 

海外に留学して履修した授業科目や他大学等において履修した授業科目については、60単位を超えない範囲で

本学において履修したものとみなしています。特に、「英語コミュニケーション」及び「外国語科目」については、

大学以外の教育施設等における学修の単位認定を認めており、毎年度数十人の学生が単位の修得を認定されてい

ます。なお、2012年度に行った単位認定は下表のとおりです。 

① 入学前の既修得単位の認定                         （単位：人） 

年 度 認定者数 1～4単位 5～9単位 10～14単位 15～19単位 20単位以上 

2011 3 1 1 0 0 1 

2012 1 0 0 1 0 0 

② 大学以外の教育施設等における学修の単位認定                      （単位：人） 

年 度 認定者数 1単位 2単位 3単位 4単位 英 検 
トフル 

(TOEFL) 
トーイック 

(TOEIC) 

2011 40 12 28 0 0 0 1 39 

2012 64 17 46 1 0 0 0 64 

③ 海外留学中に修得した単位の認定                      （単位：人） 

年 度 認定者数 1～4単位 5～9単位 10～14単位 15～19単位 20単位以上 

2011 2 1 0 1 0 0 

2012 1 0 0 1 0 0 

④ 単位互換に関する包括協定により修得した単位の認定             （単位：人） 

年 度 認定者数 1単位 2単位 3単位 4単位 5単位以上 

2011 3 0 2 0 0 １ 

2012 4 0 3 0 1 0 
 

学則（抜粋） 

（他大学等における授業科目の履修等） 
第６９条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学における授業科目の履修を許可することができる。 
２ 前項により履修した授業科目について、６０単位を超えない範囲内で本学において修得したものとみなすことができる。 
３ 前２項の規定は、第４９条の規定による留学の場合に準用する。  
４ 前３項に定めるもののほか、他の大学又は短期大学における授業科目の履修等に関し、必要な事項は、別に定める。 
５ 単位互換制度に基づく授業科目の履修単位は、本学において修得したものとみなす。 

コース進学年度 コース進学者数 

2008 9人 

2009 5人 

2010 14人 

2011 9人 

2012 7人 
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（入学前の既修得単位等の認定） 
第７０条 大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）を卒業又は中途退学し、新たに本学の第１年次に入学し

た学生の既修得単位を教育上有益と認めるときは、本学において修得したものとして認定することができる。ただし、修
業年限を短縮することはできない。  

２ 前項の規定により単位を認定する場合は、教養科目、外国語科目及びスポーツ科目の単位について、合計６０単位を超
えない範囲内で行うものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、単位認定等に関し、必要な事項は、別に定める。 
（大学以外の教育施設等における学修の単位認定） 

第７１条 大学設置基準第２９条第１項の規定に基づき文部科学大臣が定める大学以外の教育施設等における学修について、
教育上有益と認めるときは、本学において修得した単位として認定することができる。 

２ 前項の規定により単位を認定する場合は、第６９条第１項及び第３項並びに前条第１項により本学において修得したも
のとみなす単位数と合わせて６０単位を超えない範囲で行うものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、大学以外の教育施設等における学修の単位認定に関し、必要な事項は、別に定める。 

教育課程に関する規程（抜粋） 

（他大学等における授業科目の履修等） 
第２９条 学則第６９条に基づき、学生が他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。以下同じ。）において

履修した授業科目の単位は、60単位以内を卒業要件の単位とすることができる。 
２ 学則第７０条に基づき、学生が本学入学前に、大学又は短期大学において既に修得した単位は、前項の単位と合わせて

60 単位以内を共通科目の卒業要件の単位とすることができる。 
３ 学則第７１条に基づき、学生が本学入学前及び在学中に取得した大学以外の教育施設等における学修の成果については、
前２項の単位と合わせて60単位以内を卒業要件の単位とすることができる。 

4) 編入学の実施状況  

養護教諭養成課程において、若干名の３年次編入学生を毎年度受け入れています。編入学は、様々な出身大学、

学部から毎年度入学があり、養護教諭養成課程への入学希望が強いことが伺えます。 

また、受入側も、残り２年間で学生が卒業できるよう時間割編成等の配慮を行っています。 

３年次編入学（養護教諭養成課程）入学状況 

入学年度 入学者数 出身大学 内訳 

2010 2 人 国立大学 1  私立大学 1 

2011 2 人 国立大学 1   私立短大 1 

2012 2 人 国立大学 0  私立大学 2 

5) インターンシップの実施状況 

2012年度のインターンシップ参加者数は、2011年度比１人減の13人でした。これを課程別で見ると、教員養

成課程の学生が2011年度比４人減の２人と３分の１に減少する一方、現代学芸課程学生は11人と３人増加して

います。 

また、就業体験先別に見ると、2009年度以降一貫して増加してきた官公庁への参加が減少しました。しかし、

現代学芸課程では2011年度比４人増の７人に増えており、このことは近年、現代学芸課程の学生の官公庁への

就職が2010年度以降２年連続して９％を超え、2012年度卒業生にあっては13％に達するなど、官公庁へ就職す

る者の大幅な増加傾向にあるという進路結果に反映されています。インターンシップ事前説明会に約70人の学生

が参加したにも関わらず、実際の参加者が10人台前半にとどまっていることは、企業側の受入人数が若干増加し

たとはいえ、依然として低調である等の問題もありますが、参加希望先に偏りがあることやインターンシップの

趣旨について学生の理解を促す等学生側の問題を解決する必要があると考えます。 

なお、2007年度から2008年度にかけて、教務企画委員会でインターンシップの単位化に向けた検討を行いま

したが、専門教育との結びつきの必要性、キャップ制との関連性等、いくつかの問題点が指摘され、単位化が見

送られました。これらが整備されるまでは、現状の制度を存続し、広く学生に呼びかけること、既存の授業にイ

ンターンシップ制度を積極的に組み入れてシラバスとして公表すること等で対応していくこととなります。 
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2012年度インターンシップ実施状況                           参加人数 13人 

所 属 学年 
性
別 

体験先 受入期間 実働 参加動機 

初等教員養成課程       

国語選修 ３ 男 
岡崎市役所 
市民スポーツ課 

８月25日～９月3日 5日 個人応募（HP） 

中等教員養成課程       

技術専攻 2 男 
独立行政法人 
物質・材料研究機構 

８月20日～9月4日 15日 個人応募（HP、教授推薦） 

現代学芸課程       

国際文化コース ３ 女 
(株) 名古屋銀行 
人事部人材開発グループ 

８月27日～９月31日 5日 大学の募集案内 

国際文化コース ３ 女 刈谷市役所都市交通課 9月24日～9月28日 5日 大学の募集案内 

国際文化コース ３ 女 刈谷市役所税務課 9月4日～９月7日 4日 大学の募集案内 

国際文化コース ３ 女 損保ジャパン 9月3日～９月7日 5日 個人応募（HP） 

日本語教育コース ３ 女 静岡市役所文化財課 ８月22日～８月24日 3日 個人応募（HP） 

日本語教育コース ３ 女 
文部科学省 
文化庁文化部国語課 

2013年2月12日 

  ～2月22日 
9日 大学の募集案内 

臨床心理福祉コース ３ 男 刈谷市役所生涯学習課 ９月14、18、21日 3日 大学の募集案内 

臨床心理福祉コース ３ 女 刈谷市役所社会福祉課 ８月24日～８月28日 5日 大学の募集案内 

造形文化コース 3 女 福井市立桜木図書館  5日 福井県・ふくいジョブカフェ 

情報科学コース 3 女 
(株)エスワイシステム 
オープンシステム部 

9月3日～9月10日 10日 
東海地域インターンシップ 
推進協議会 

情報科学コース 3 女 (株)エイチーム 9月18日～9月28日 9日 就職情報サイト 

インターンシップ参加者推移状況                              （単位：人） 

年 度 参加者数 

 

課 程 別 業 種 別 

教員養成課程 現代学芸課程 官 公 庁 企 業 

2008 18 4 14 5 13 

2009 10 3 7 4 6 

2010 12 4 8 8 4 

2011 14 6 8 10 4 

2012 13 2 11 8 5 
 

6) ダブル・ディグリー制度の検討状況 

ダブル・ディグリー制度について、他大学の状況調査を実施した結果、教員養成系大学での実績はほとんどな

く、わずかに制度を設けている大学においても、留学先大学での認定の事例はあるものの、日本側での実績がな

いのが現状です。 

本学でも国際交流センター部会において検討していますが、国の教育制度等の違いもあり、進んでおりません。 

(4) 単位の実質化への配慮 

 1) 授業期間の確保、年間授業スケジュール 

本学では、１年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを定めており、学期を前

期（４月１日～９月30日）、後期（10月１日～翌年３月31日）の２学期に区分（セメスター制）し、「学部授業

予定」のとおり各授業科目の授業は原則として15週にわたる期間（試験日を除く）を単位としています。 

また、短期に集中して開講する集中講義でも授業を実施しています。各学期の授業期間は概ね次のとおりです。 

前期：４月10日～７月31日  後期：10月１日～翌年２月10日 
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 2) 履修登録単位数の制限（キャップ制） 

学生の主体的な学習を促し、単位の実質化を図るため、各学期における履修登録単位数の上限を20単位と定め、

入学時及び各学年の始まりにおいて、単位履修についてのガイダンスを行っています。 

なお、現在は、選択科目及び自由科目の選択幅の拡大を考慮して24単位で運用しています。 

教育学部教育課程に関する規程（抜粋） 

（単位の基準） 
第１９条 各授業科目の単位数は、教室内及び教室外を合わせて、45時間の履修をもって１単位と計算する。 
２ 各授業科目の授業方法による教室内の履修時間及び単位数は、次の各号に定める基準により計算する。 

(1) 講義          45分15週１単位 
(2) 演習Ａ         90分15週１単位 

演習Ｂ         90分15週２単位 
(3) 実験、実習及び実技Ａ 135分15週１単位 

実験、実習及び実技Ｂ  90分15週１単位 
（１年間の授業期間） 

第２０条 １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。 
（各授業科目の授業期間） 

第２２条 各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行う。 
２ 前項に定めるほか、特別の場合は、期間を集中して行うことができる。 

（履修科目の登録制限） 
第２５条 第１９条の趣旨を踏まえ、学生の主体的学習を促し教室における授業と学生の教室外学習を合わせた充実した授

業展開を実現するため、履修科目の登録制限を行う。 

愛知教育大学教育学部教育課程実施要領（抜粋） 

（履修科目登録の制限） 
第１０ 規程第25条に定める履修科目登録の制限は、次のとおりとする。 

(1) 各学期の履修登録単位数の上限は20単位とする。ただし、卒業研究を履修する学年においては、教員養成４課程は17
単位、現代学芸課程は15単位とし、卒業研究の単位は含まないものとする。 

(2) 前号の単位数から、集中講義の単位数を除くことができる。 
(3) 前２号に定めるほか、履修科目登録の制限について必要な事項は、委員会が別に定める。 

愛知教育大学「履修の手引」より抜粋 

履修登録単位数の制限（キャップ制） 

本学では、学生の主体的な学習を促し、充実した授業展開（教室における授業だけでなく教室外学習も必要）を実現する
ために、履修登録単位数の制限（キャップ制）が導入されています。各学期の履修登録単位数は、各学期20単位を上限とし
ます（なお、平成19年度入学生から選択科目及び自由科目の選択幅の拡大を考慮して24単位として運用しています。）。 

 

3) 授業時間外の学習を促す工夫 

キャップ制や予習・復習を促す授業方法など、引き続き授業時間外の学習を促す工夫を行っています。 

また、そのための方策の一つとして、学務ネット上にeラーニング英語学習サイトを導入しており、授業時間

外に自主学習することによって、英語能力の向上が図れるようにしています。 

 (5) 教育活動に係る管理運営 

 1) 教務企画委員会 

大学の学部、大学院及び専攻科の教育内容、実施体制及び教育課程に関する企画立案を行う組織として、教務

企画委員会を設置しています。委員会は、教育担当理事を委員長として、学長が指名した学系長、各学系選出の

教育研究評議会評議員、代議員会代議員、各センターから選出された教員、教務課職員で構成しています。さら

に、その下に、共通科目、教育実習の改善・点検・円滑な運営に関する事項、時間割編成・シラバスの作成等授

業運営に関する事項及びカリキュラムの立案・検討・評価・改善等に関する専門的事項を検討するため、各種の

専門委員会を設置しており、教育における本学の取組を不断に点検するとともに、その具体化を図っています。 
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２０１２年度（平成24年度） 学部授業予定

月 週 日 摘 要

４年生……３月28日（水）
在学生ガイダンス ３年生……３月29日（木） （休日）

２年生……３月30日（金）
入 学 式 ……………………４月４日（水）

４月 新入生ガイダンス ………………４月４日（水 ・５日（木））
１ 6 授 業 開 始 ………………４月６日（金）
２ 9～13

４月30日（月）振替休日３ 16～20
４ 23～27 ５月３日（木）憲法記念日

５月 ５ 30～4 ５月４日（金）みどりの日
６ 7～11 大学祭（全学休講）………５月16日（水） ～ ５月18日（金）
７ 14～18
８ 21～25 隣接校種実習（小･中･高）…５月28日（月）～６月８日（金）

６月 ９ 28～ 1 教育実地研究 特別支援教育実習……………５月28日（月）～６月22日（金）
10 4～ 8 副免実習（養護教諭課程）…５月28日（月）～６月22日（金）
11 11～15 教育実習（現代学芸課程）…５月28日（月）～６月15日（金）
12 18～22
13 25～29

７月 14 2～ 6 ７月16日（月）海の日
15 9～13
16 16～20
17 23～27

８月 18 30～3
19 6 ○ 夏 季 休 業………８月７日（火）～９月28日（金）

→夏季休業中の行事

月３日(月）～９月１４日（金）①第４学年の授業日数不足による授業日…９

②９月卒業予定者卒業研究
研究業績提出期間………８月１日（水）～８月20日（月）正午

③教育実習事前指導日……………８月23日（木 ・24日（金））
④教育実地研究（基礎実習）……………９月10日（月）～９月13日（木 ［名小･岡小･岡中･特別支援］）

９月６日（木 ・７日(金)・10日(月)・11日(火)［名中］）
９月10日（月 ・11日(火)・12日(水)・18日(火)［高校］）
９月６日（木）～９月７日（金 ［幼稚園］）

⑤導入実習（現代学芸課程）……………９月18日（火）～９月25日（火）

前期分成績報告期限 4年生分……９月21日（金)，１～３年生分……８月24日（金）

９月 前期成績公開 …………… 月24日（月）９

後 期 授 業 開 始………… 月１日（月）１０
20 1～ 5

10月 21 8～12
22 15～19 10月８日（月）体育の日
23 22～26 主免実習（小･中･高･幼） …10月１日（月）～10月26日（金）
24 29～ 2 教育実地研究
25 5～9 基礎免実習（小）……………10月１日（月）～10月26日（金）

11月 26 12～16
27 19～23 養護実習………………………10月１日（月）～10月26日（金） 11月23日（金）勤労感謝の日
28 26～30
29 3～ 7

12月 30 10～14 卒業研究 文科系………12月10日（月）～１月10日（木）正午
31 17～21 研究業績提出期間 12月24日（月）振替休日
32 24～27

理科系………１月７日（月）～１月31日（木）正午

○ 冬 季 休 業 …… 12月28日（金）～１月４日（金） １月14日（月）成人の日

平25 33 7～11 ○ 臨 時 休 講 …… １月17日（木）～１月21日（月）
１月 34 14～18

注意：12月25日(火）は月曜日，26日(水)は金曜日の授業日35 21～25
36 28～ 1 ２月11日（月）建国記念の日

２月 37 4～ 8
38 11～15 ○ 学 期 末 休 業………２月７日（木）～３月29日（金）

→学期末休業中の行事39 18～22
40 25～1 ①教員養成４課程第３学年の授業日数不足による授業日……２月７日（木）～３月15日（金）

【1/8(火）は月曜日,1/9(水)は金曜日,2/7(木)は月曜日,2/8(金)は火曜日,2/14(木)は水曜日の各々３月 41 4～8
授業日。 ただし，2/22（金）～2/27(水）及び3/11(月)～13(水)は臨時休講とする】42 11～15

※卒業研究成績提出期限 ……………………………２月20日（水）
後期分成績報告期限 ４年生分………………２月15日（金）

１・２・３年生分……３月22日（金）
卒 業 式 …………………………３月22日（金）

（注）補講日は，休業中又は第５限に適宜実施する。
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４ 学位授与 

(1) ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

学位の種類や授与の要件が明記されている学位規程に基づいて授与を行っています。授与の要件として、所定

の課程を修めること又は所定の単位を修得することに加え、卒業論文、学位論文又は修了報告書の審査を行った

うえ授与されます。 

(2) 成績評価 

 1) 成績評価基準、成績評価方法 

成績評価基準について、授業の出欠状況、レポート、中間テスト最終試験の組み合わせにより、成績（Ｓ、Ａ、

Ｂ、Ｃ、D）を判定しています。 

 2) GPA制度 

本学は、教育改善・学びの支援システムの充実の一環として、学生の履修した授業の成績評点の平均値をデー

タ化して、学生の履修・学習・進路等の指導・支援活動に活用するGPA（Grade Point Average）制度を導入し

ています。本学のGPA値は、以下の計算によって求められた数値です。 

GPA値 ＝ 
成績に応じた指標値（S=４、A=3、B=2、C=1、D=0）× その科目の単位数 の合計 

指定した期間に履修した単位数の合計 

2008年度入学生より順次GPA制度を適用し、2011年度には全学年とも本格実施となりました。 

また、2009年度からGPA値が1.5以下の学生については、指導教員による修学指導が実施され、その指導内容

の報告を修学支援に活用しています。 

なお、2012年度のGPAによる指導対象者は222人でした。 

 3) 成績評価基準の学生への周知方法 

学生に対しては、履修の手引き、シラバスへの掲載等の方法により周知を図っています。 

 4) 成績評価分布による検証 

同一名称で複数開講されている科目について、成績評価分布を授業担当責任母体教育組織に情報提供し、科目

毎の成績状況について授業担当教員間で情報の共有をし、科目別FDを実施しています。 

 5) 学生からの成績評価の申立て手続き 

授業履修成績取扱要領において、成績の内容に疑義がある場合は成績公開日から10日以内に授業担当教員へ

学生自身が直接申し出ることを規定しています。ただし、担当教員との連絡が困難である場合は、教務課へ学生

自身が「成績確認依頼書（様式１）」を用いて申し出ることができます。 

なお、申立て件数は、2010年度21件、2011年度40件、2012年度57件と年々増加傾向となっています。 

授業履修成績取扱要領（抜粋） 

（成績報告） 
５ 授業担当教員は、成績報告を学期毎に定められた提出期日までに教務課へ提出するものとする。また、前項の受講学生

確定の後に受講学生の異動があった場合は、「追加・修正用成績報告書」を用いて署名押印のうえ教務課へ報告すること
とする。なお、成績報告の方法については次の各号のいずれかの方法とする。 
(1) 本学の授業担当教員は、Webシステムにより採点を入力後、入力内容を印刷したものに署名のうえ教務課へ提出する。 
(2) 非常勤講師等Webシステムの利用が困難な授業担当教員については、教務課から送付された成績報告書の用紙へ必要

事項を記入し、印字された氏名の横に押印のうえ教務課へ提出する。 
（成績通知） 

６ 前項により授業担当教員から報告された成績は、各学期に指定された成績公開日に、WebシステムによりGPAの数値も
併せて公開することをもって受講学生への通知とする。受講学生は成績公開日以降速やかに各自でWebシステムによりそ
の内容を確認しなければならない。ただし、事情により成績通知表の提供を受けたい場合は教務課へその旨を申し出るこ
ととする。なお、事情により成績公開日に公開できなかった成績については、成績公開日以降に公開した旨を受講学生に
通知し、当該授業の成績はその日を成績公開日とする。 
（成績の疑義） 

７ 前項により確認した成績について、成績の内容に疑義がある場合は成績公開日から10日以内に授業担当教員へ学生自身
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が直接申し出ることとする。ただし、担当教員との連絡が困難である場合は、教務課へ学生自身が「成績確認依頼書（様
式１）」（以下「様式１」という。）を用いて申し出ることができる。 
（疑義の確認） 

８ 前項により確認の申し出を受けた授業担当教員は、当該申し出の内容を確認し、申し出た学生に対し評価の経緯につい
て説明をするものとする。また、様式１を用いて確認の申し出があったものについては、授業担当教員は速やかに評価の
経緯を様式１の回答欄に記載して教務課へ回答し、回答を得た教務課は当該学生へその内容を報告するものとする。なお、
授業担当教員は、確認した結果、評価変更の必要がある場合は、「追加・修正用成績報告書」を用いて署名押印のうえ教務
課へ成績報告することとする。 

 

(3) 卒業認定 

1) 卒業認定基準と実施方法 

本学の卒業要件は、教育学部教育課程に関する規程第27条及び第28条で以下のとおり規定しており、卒業予

定者については、卒業を予定する学期ごとに各教育組織の教務担当者（時間割編成専門委員会委員）による単位

修得状況の確認を経て教務企画委員会で原案が承認されます。その後、代議員会で卒業者の認定及び卒業延期者

の確定が行われます。 

教育学部教育課程に関する規程（抜粋） 

第４章 卒業要件 
（教員養成４課程の卒業要件） 

第２７条 教員養成４課程の卒業要件は、本学に４年以上在学し、次の各号に定める単位を含め、128 単位以上を修得する
こととする。 
(1) 教養科目     16単位 
(2) 情報教育入門    2単位 
(3) 外国語科目     8単位 
(4) スポーツ科目    3単位 
(5) 専門教育科目 

初等教育教員養成課程教科選修    81単位 
初等教育教員養成課程教育科学選修  81単位 
初等教育教員養成課程幼児教育選修  74単位 
初等教育教員養成課程英語選修    81単位 
初等教育教員養成課程情報選修    81単位 
中等教育教員養成課程教科専攻    79単位 
中等教育教員養成課程教育科学専攻  79単位 
中等教育教員養成課程情報専攻    87単位 
特別支援学校教員養成課程      93単位 
養護教諭養成課程          83単位 

（現代学芸課程の卒業要件） 
第２８条 現代学芸課程の卒業要件は、本学に４年以上在学し、次の各号に定める単位を含め、128単位以上を修得するこ

ととする。 
(1) 教養科目     16単位 
(2) 情報教育入門    2単位 
(3) 外国語科目     8単位 
(4) スポーツ科目    3単位 
(5) 専門教育科目 

国際文化コース       82 単位 
日本語教育コース      82 単位 
臨床福祉心理コース     78 単位 
造形文化コース       78 単位 
情報科学コース       82 単位 
自然科学コース 

宇宙・物質科学専攻   82 単位 
分子機能・生命科学専攻 82 単位 

 
2) 学生への周知方法  

卒業研究を提出した学生に対して、各専攻等の担当教員が学修状況を確認のうえ、代議員会で卒業判定の承認

の可否を提案します。その結果が出され次第、学務ネットにより卒業式の通知、免許状申請に必要な書類連絡等

を行っています。 



第４章 教育活動  第１節 教育学部 

56 

５ 各選修・専攻・コース 取組状況 

(1) 初等教育教員養成課程 

(2) 中等教育教員養成課程 

1) 初等教育教員養成課程 幼児教育選修 

① 教育目標 

幼児教育選修は、「体系的な教育体制と実践の場を通して幼児の理解を深める」ことを教育目標としています。 

そのために、幼児教育学、幼児心理学、保育内容学の３つの学修領域を基幹とし、その周辺領域として障害児

保育、児童文化、小児保健などの学修領域を体系的に設定し、幼児教育に必要な知識・技能を多岐にわたって学

修・習得します。 

② 履修モデル 

 初等教育教員養成課程 幼児教育選修  

  

<主な学修領域> ■幼児教育学 ■幼児心理学 ■保育内容学 ■保育士養成関連科目 

 

■幼児教育学 

幼稚園・保育所における幼児教育や保育の基本的な考え方、すなわち「幼児教育で大切にすべきことは何か」

について学びます。具体的には、近代教育思想家たちが幼児教育に与えた影響、現代の子ども・子育てに関する

問題、保育者の役割、幼児教育の方法などを学びます。養護の観点としては、広い視野を持ち、家庭養護を代替

し補う社会的養護の現状と課題を学びます。幼児教育の現場で対応できる力量の養成を目指しています。 

■幼児心理学 

乳幼児期は、人の一生の中で最も著しい発達をとげる時期です。幼児心理学領域では、特に乳幼児期の子ども

の発達（認知・自我の発達、情緒の発達、社会性の発達）の様相を理解することを目的としています。幼児教育・

保育において欠かすことのできない基礎的な知識を学びます。 

■保育内容学 

乳幼児は日々成長しています。生活の様々な場面で、乳幼児はどう感じ、どんなふうに遊んだり行動したりし

ているのか、幼児の行動の心身の発達の側面に則り、「保育内容」（環境、言葉、人間関係、健康、表現）につい

て学びます。発達を支え促す学びの内容や活動、指導援助の在り方について考え、様々な活動場面や保育場面の

事例に基づいて学修します。保育に必要な基礎的技能も習得します。 

■保育士養成関連科目 

「障害児保育」「児童家庭福祉」「社会的養護」「子どもの保健」「食と栄養」「乳児保育」などを学び、保育士に

必要とされる基礎的な知識や基本的な保育技能を習得します。 

③ 指導体制 

専任教員によって、きめ細かな指導をしているところに特徴があります。個々に応じた指導体制ができている

といっても過言ではないと思われます。３年次後期から始まるゼミ指導では、学生の研究への関心をふまえて、

それぞれの教員の専門性が発揮されます。４年次になると、卒業研究の中間発表、最終発表に結実するように各

研究室ではかなりの時間を費やして指導がなされていきます。１年次や２年次にも、幼児教育の基礎が学べるよ

うに、授業の中で、幼稚園、保育所、施設などを見学に行き工夫して指導しています。 

また、幼稚園教諭１種免許、保育士、小学校教諭１種免許が取得できるようにカリキュラムが編成されていて、

いくつかの実習とリンクさせて授業が展開されているのも大きな点です。就職指導にも力を入れています。 
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2) 初等教育教員養成課程 教育科学選修 ／ 中等教育教員養成課程 教育科学専攻 

① 教育目標 

教育科学選修・専攻では、子ども・青年や教育そのものについて、より深く学べる点が大きな特徴となってい

ます。日本の教育は今、子ども・青年を取りまく社会の急激な変化の中で、いじめや不登校、家庭や地域の教育

力の低下、格差問題など、多岐にわたる問題に直面しています。本選修・専攻は、このような複雑な状況の中で、

様々な問題に直面している子ども・青年に対して、心身の発達を専門的に支援できる教員の養成並びに教育に関

する幅広い分野で活躍できる人材の育成を目指しています。これらの目的を達成していくために、本選修・専攻

には多様な分野の専門性を持ったスタッフが教育と研究に携わっています。 

② 履修モデル 

初等教育教員養成課程 教育科学選修  中等教育教員養成課程 教育科学専攻 

      
      

■教育学履修モデル  ■進路指導履修モデル  ■心理学履修モデル 

 

■教育学履修モデル 

教育の本質的意味や社会との関係の在り方について探求しつつ、授業・生徒指導に関する実践的力量を形成す

ることを目標に、教育哲学・教育史・教育社会学・社会教育学・教育制度学・教育方法学・集団教育学の７分野

を網羅したカリキュラムを構成しています。 

まず１年次、２年次で「教育学基礎実習」と２年次の「教育学概論」で各分野の基礎を学びます。次いで２年

次、３年次の「教育学特別研究」と３年次、４年次の「演習」で複数の分野を選択して理解を深めます。最終的

には４年次の「教育総合演習」で知見を一層深めつつ、自らの課題意識に応じて卒業論文を執筆します。 

■進路指導履修モデル 

「進路指導原論」「進路指導の評価」「進路指導の組織運営」などの授業を通して、学校における進路指導の基

本的な考え方や在り方の理解を深めます。 

また「職業指導概論」「産業・職業情報分析」「職業選択と適性」「キャリアカウンセリング基礎演習」などの授

業を通して、免許教科である「職業指導」の理論と方法技術を修得し、進路指導主事に必要な専門的知識や指導

力を養います。そして、小・中学校において児童生徒の将来の生活設計や人間としての生き方・進路選択に関す

る適切な指導支援のできる教員の養成を目指します。 

■心理学履修モデル 

心理学の専門知識と方法論を、講義だけでなく体験的に学習します。１年次では、心理学の基礎知識を学びま

す。２年次からは、発達・学習に関わる心理検査の実施方法や心理学の研究方法を、実際にデータを収集しなが

ら習得します。具体的には、２年次で検査法と調査法、３年次で心理学実験の方法や観察法の習得を目指します。

また、収集したデータはコンピュータで分析し、報告書にまとめます。以上の集大成として、卒業論文に取り組

みます。こうした経験を通して学んだ論理的な考え方や実践的な問題解決の能力は、教職や企業において、大い

に役立つものです。 

③ 指導体制 

履修モデルごとの指導の様子は次のようになります。 

教育学履修モデルでは、教育に関する広範な知識をもとに、自らの興味関心に基づいて特定分野の深い掘り下

げを行うようカリキュラムを設定しています。具体的には２年次の「教育学概論」で各専門分野の基礎を学んだ

うえ、３年次、４年次に「演習」を複数履修します。また、座学のみならず「教育学特別研究」で３つの領域（史

哲系、実践系、社会系）の少なくとも一つについて、実地見学に出かけることが必須です。こうした学習をもと



第４章 教育活動  第１節 教育学部 

58 

に、４年次には研究室に配属されて卒業論文に取り組みます。 

進路指導履修モデルでは、職業指導の免許状取得を目指すと同時に、１年次から系統的に職業指導・学校進路

指導・キャリア教育に関わる知識・技能が習得できるようなカリキュラムを組んで指導を行っています。具体的

には、２年次の「職業指導概論」や「進路指導原論」でそれぞれの活動の基礎や概略を学び、３年次からはそれ

らの活動を具体的に実践できるよう、領域ごとに演習や実習を受講しながら理解を深めていきます。また、少人

数の良さを生かして、全学年一緒にキャリア教育や就労支援などをテーマに関係する諸団体を毎年一団体見学に

行ったり、集中講義を２学年合同で受講したりするなど、縦のつながりも生かしながら、一人一人の進路に合わ

せた指導もきめ細かく行っています。 

心理学履修モデルでは、３年次の夏に学生と教員による合宿を行い親睦を深める一方で、３年次の後期から卒

論指導を中心とするゼミ制に向けて準備を始めます。具体的には、「教育心理学総合演習」という講義の中で、３

年次生全員が、卒論の趣旨と目的を始めとして、学校現場での心理学的視点を持つことの重要性を説明すると同

時に、心理学に関する課題を絞り込んでいきます。その中で、心理学担当教員の専門領域などの説明をし、学生

の希望する指導教員を絞り込んで、学生生活の学習のまとめに向けていきます。そして、３年次後期の１月頃に

担当教員と相談の上、指導教員を決めていきます。その後は、少人数体制での卒論指導を始めとして、学生一人

一人に教員採用試験に向けての心構えや指導を継続して行い、場合によっては学生の悩みなどの相談にも応じ、

最終的には卒論を仕上げていきます。卒論作成の過程の中で、共同演習として年数回、教員全員出席のもと発表

会を開き、いろいろとアドバイスを受けながら内容を深めていますが、個々の学生に手の行き届いた大変きめ細

かな指導を行い、学生と教員は非常に和やかな雰囲気の中で作業を進めているのが特徴です。 

 

3) 初等教育教員養成課程 情報選修 ／ 中等教育教員養成課程 情報専攻 

① 教育目標 

現在そして未来において情報社会の進展は避けられないものとなっています。もちろん小学校や中学校におい

ても同様です。情報選修・専攻では学校全体の情報化を担い推進する情報分野を得意とする教員を養成すること

を目標にしています。 

② 履修モデル 

初等教育教員養成課程 情報選修  中等教育教員養成課程 情報専攻 

   
＜主な学修領域＞ 

■ICTを活用した授業の実践 
■情報活用能力や情報モラルを育成するため

の授業の実践 
■学校全体の情報化への対応 

 

＜主な学修領域＞ 
■情報科学の基礎から応用 
■普通教科情報および専門教科情報を指導す

るための教科教育法 
■教育におけるICTの活用 

 

＜初等教育教員養成課程 情報選修＞ 

情報化のセンスを持った小学校及び中学校（希望教科）の教員になるための専門教育科目を開設しており、更

に高度な専門領域について学びます。 

■ICTを活用した授業の実践 

「教授学習論」「コンピュータ利用教育」「授業デザイン論」などの授業を通じ、教育の情報化についての基礎

理論を学び、ICTを活用した授業をどのように構成するか、新しい技術をどのように取り入れていくかなどの考

え方を身に付けます。さらに、模擬授業や授業研究により実践的な能力を高めていきます。 
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■情報活用能力や情報モラルを育成するための授業の実践 

全学必修の「情報教育入門」では、本選修・専攻の学生に対して、他選修・専攻より高い情報活用能力を身に

付けさせます。その上で「初等情報研究」や「初等情報教育」などの授業で、情報に関する倫理観を涵養すると

ともに、情報の活用能力を育成するための授業方法について実践的に学びます。 

■学校全体の情報化への対応 

学校、ことに小学校においては情報や情報機器、校内ネットワークに関する専門知識を有し、率先して情報化

を推進する教員が不可欠です。そうした学校内情報化のキーパーソンを育成するため、上記のメディア系授業に

加え「コンピュータ通論」「情報通信ネットワーク」などから情報科学に関する基礎を学びます。 

＜中等教育教員養成課程 情報専攻＞ 

高等学校「情報」の教員になるための専門的な教育だけでなく、「数学」（中・高）もしくは「技術」（中）、「工

業」（高）を取得するための専門領域について学びます。 

■情報科学の基礎から応用 

情報の専門家には「どのようにコンピュータが動くか」という仕組みを理解した上での応用が欠かせません。

本専攻では、充実した「プログラミング」カリキュラムと「システム設計論」でソフトウェアの重要点を学びま

す。加えて「情報通信ネットワーク」や「情報数学」の授業において基礎的な理論を習得します。 

■普通教科「情報」及び専門教科「情報」を指導するための教科教育法 

「情報科教育法」において情報に特有の授業・演習の教授法について学び、模擬授業や教育実習を通じて実践

します。 

また、「情報と職業」「コンピュータ社会論」「教授学習論」「授業デザイン論」などとともに専門的な知識を基

礎から応用まで幅広く身に付け、中学では情報化を推進する教員、高校では「情報」も教えられる教員を育成し

ます。 

■教育におけるICTの活用 

全学必修の「情報教育入門」では、本選修・専攻の学生に対して、他選修・専攻より高い情報活用能力を身に

付けさせます。その上で上記のような授業を通じ、ICTを活用した授業をどのように構成するか、新しい技術を

どのように取り入れていくかなどの考え方を身に付けます。さらに、模擬授業や授業研究により実践的な能力を

高めていきます。 

③ 指導体制 

初等教育教員養成課程情報選修（入学定員10人）及び中等教育教員養成課程情報専攻（入学定員10人）の学

生に対して、情報教育講座の４人の教員（現代学芸課程・情報科学コースと重複しない）が指導教員となってい

ます。各学年とも指導教員１人が学生５～６人の教学及び免許取得、生活上の指導を行っています。 

また、2009年度から「初年次教育」の試行を行っており、１年次には問題発見、資料の収集・分析、文の書

き方、レポートのまとめ方など学術的な発表の予稿体裁のレポートを作成する指導も行っています。 

なお、卒業論文指導や成績不振者の指導には、情報教育講座の教員全員が情報を共有し指導にあたっています。 

4) 初等教育教員養成課程 国語選修 ／ 中等教育教員養成課程 国語・書道専攻 

① 教育目標 

国語教育は、思考と認識、想像力と創造力等の根幹を成す言語能力に関わるという意味で、小・中学校及び高

等学校における全教科の基礎・基本ともいうべき学問領域です。 

また、今日学校教育に求められている「生きる力」を培うための必須領域であり、コミュニケーション能力の

育成や言語文化の継承発展といった、すべての人々の日々の活動においても中核的役割を担うべき性格を有して
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います。そのため、本選修・専攻は、国語科教育学・国文学・国語学・中国思想・中国文学・書写書道・国際理

解教育等の各学問分野における研究を推進するとともに、これらを基盤として、国語科教育・国際理解教育に関

わる歴史と理論とを究明し、教育実践の在り方の検討を深めることを教育目標としています。 

② 履修モデル 

初等教育教員養成課程 国語選修  中等教育教員養成課程 国語・書道専攻 

   

＜主な学修領域＞ ■国語学  ■国文学  ■漢文学  ■国語科教育学  ■書道 

 

■国語学 

国語学では、日本語がどのように形成されてきたのか、また日本語はどのような構造を持っているのかを、書

物の記述、あるいは実際の言語使用を分析していくことで科学的に解明していきます。高等学校までの国語の認

識とは全く違う側面から、ことばの世界の奥の深さを知ることができます。卒業研究の領域としては、本選修・

専攻の両学生ともに学ぶことができます。 

■国文学 

国文学は、古典・近現代の文学を対象とします。先行研究を論理的に検討した上で、自分なりの読みを示す、

あるいは作者の意図や時代背景を考究するなどして、文学理解の深化を目指します。特に近代文学（児童文学を

含む）は小学校国語教材の中心であり、表現の味わいを深く学ぶことができます。卒業研究の領域としては、本

選修・専攻の両学生ともに学ぶことができます。 

■漢文学 

漢文の基礎的な読解力を養い、高校では味わえなかった漢文の魅力を探っていきます。内容的には中国思想と

中国文学の両面がありますが、いずれも日本人の考え方や文学に大きな影響を与え、親しまれてきたものです。

卒業研究の領域としては、本選修・専攻の両学生ともに選ぶことができます。 

■国語科教育学 

国語科の授業は「言語の教育」「思考と表現に関わる根幹の教科」として、学校教育の重要な役割を担っていま

す。国語科教育学は、その授業を支える「授業論」「教材論」などを学習します。特に１年次で学ぶ国語科研究は

実際の小学校教材を研究し、２年次からはじまる国語科教育Ｂ・Ｃではそれぞれの分野に応じた教材・授業研究

を行い、４年次には教職実践演習によって小学校・中学校国語教員に必要な資質を高めていきます。多面的な角

度から国語教育を考察する教育学部ならではの領域で、卒業研究の領域としては、本選修・専攻の両学生ともに

学ぶことができます。 

■書道 

書道は楷書・行書を始めとする漢字の書及び仮名の書の基本的な書法を学び、その上に立って多様な書表現の

向上を図ります。 

また、書の歴史や書写書道に関する理論的な面も合わせて研究します。卒業研究の領域としては、本選修・専

攻の両学生ともに選ぶことができます。 

③ 指導体制 

本選修・専攻では、主に国文学（古典・近代）・国語学と、それらを基礎とした国語科教育学（書写を含む）等

についての専門的な内容を主体に、「講義」と「演習」という二つの学習形態で学びます。特に、自分で問題を発

見し、解明していく研究的な能力、論理的に報告発表し、まとめる能力を養うため、１年次から専門科目の演習

を設定し、２年次には卒業論文を作成するための研究室（指導教員）を決定します。所属研究室決定後は、論文

作成のための指導や読書会、研究合宿等のゼミ活動が各研究室単位や合同で展開されます。 

なお、本選修・専攻を担当する国語教育講座は、国語科教育学・国文学・国語学・中国思想・中国文学・書写
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書道・国際理解教育等の多様な教育研究分野の教員16人によって構成されています。講座の所属教員は、教員養

成課程と現代学芸課程の２課程にまたがっていますが、それぞれの課程に所属する学生に対する教育については、

協力体制で対処することを原則としています。当然のことながら、普段の研究・教育においてはそれぞれの課程

でその特色が生かされていますが、希望する卒業研究の内容に対応して学生が課程を超えて指導が受けられるよ

うにするなど、柔軟性を持った対応の仕方で講座全体での努力を重ねています。 

5) 初等教育教員養成課程 社会選修 ／ 中等教育教員養成課程 社会専攻 

① 教育目標 

現代の日本は、国際化や環境問題などの地球規模の問題と少子・高齢化など深刻な国内の問題に直面し、新た

に進む道を模索しています。このような現状をふまえて、社会科という教科を構成する哲学、歴史学、地理学、

社会科学、社会科教育などの多方面にわたる研究領域の教育を通して、現代日本の諸問題を真摯に受け止め、自

ら考え活動する子どもたちを育てられる教員の養成を目指しています。 

② 履修モデル 

初等教育教員養成課程 社会選修  中等教育教員養成課程 社会専攻 

           
           
           

■哲学履修モデル  ■史学履修モデル  ■地理学履修モデル  ■法経社履修モデル 

■哲学履修モデル（哲学、倫理学、生活科教育学、社会科教育学） 

西洋を中心とする哲学・倫理学、日本の思想史、ドイツやアメリカの教育学、生活科教育学といった分野から

構成されています。授業では、テキストの読解とそれに基づくディスカッションを重視します。 

■史学履修モデル（日本史、東洋史、西洋史、民俗学、社会科教育学） 

日本史、東洋史、西洋史、民俗学、社会科教育学といった領域から構成されています。授業では、史資料や研

究書・論文をテキストとして報告・討論を行う演習形式の授業を重視します。そして、自ら課題を考え、自ら調

査・研究し判断して、その結果を説得力ある形で示す能力の養成を目指しています。 

■地理学履修モデル（地理学、地誌学、社会科教育学） 

地理学、地誌学、社会科教育学といった領域から構成されています。授業では、地理学論文を発表形式で報告・

討議する演習や事象の地図化・分析を行う地理学実験、さらに、野外において数日かけて行う野外実験（巡検）

を通して、物事を空間的にとらえる地理的な見方や考え方の学修を重視しています。 

■法経社履修モデル（法学、政治学、経済学、社会学、社会科教育学） 

法学、政治学、経済学、社会学、社会科教育学といった領域から構成されています。授業では、それぞれの領

域において基本となる考え方の習得を重視するとともに、根本的な問いの提出が行えるような社会科学的な思考

力の習得を目指しています。 

③ 指導体制 

本選修・専攻の指導体制は、社会科教育講座と地域社会システム講座の教員組織に属する教員によってとられ

ています（その他の教員組織からの協力も得ています。）。この両講座が担当している教育組織には現代学芸課程

の国際文化コースもあり、本選修・専攻は、この国際文化コースを担当する教員との密接な協力体制のもと、学

生の教育指導に当たっています。学生は２年次から上記の履修モデル（各モデル１学年約20人）に分かれ、学修

を進めます。４年次には指導教員のもとに、それまでの勉学の総決算として卒業研究に取り組みます。 

また、各学生に生活指導上の担当教員を割り当て、生活面の助言・指導にも当たっています。その他、教員採

用試験等、キャリア支援のための指導にも力を入れています。 
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6) 初等教育教員養成課程 数学選修 ／ 中等教育教員養成課程 数学専攻 

① 教育目標 

 本選修・専攻の教育目標は、数学に対する興味に加え、将来を担う子どもたちに算数・数学の面白さを伝える

ことができる教員を育てることです。そのために、数学の専門的な基礎知識や能力をつけるとともに、数学の本

質にせまる自由な思考や知的探究心を育てるように指導します。 

また、教育実践の中に、それらを生かせるように算数・数学教育の基本的視座や見識を身に付けるようにします。 

② 主な学習領域 

初等教育教員養成課程 数学選修、中等教育教員養成課程 数学専攻 

  

＜主な学習領域＞ ■代数学 ■幾何学 ■解析学 ■確率論・統計学 

■コンピュータ ■数学教育学 

 

■代数学 

代数学は数や式の計算の性質を調べる数学です。数や式については、小学校から高等学校まで十分に学習して

きました。大学では観点を変えることによって、多くの新しい発見をすることができます。 

■幾何学 

 幾何学は図形の性質を調べる数学です。小・中学校では三角形や円などを、高等学校では、楕円・放物線・双

曲線などを勉強します。大学では、より複雑な図形を考えたり、いろいろな方法で図形を調べたりします。 

■解析学 

 解析学は高校で勉強した微分積分の延長線上にある数学です。小・中学校で勉強した面積や体積、速さや接線

なども解析学で取り扱います。世の中のさまざまな現象を調べることに使われることが多い数学です。 

■確率論・統計学 

 確率論は偶然に左右される現象を調べる数学です。統計学では多くのデータからその傾向を読み取る方法を学

びます。確率論・統計学は世の中のさまざまな出来事を題材に考えることができることが面白いところです。 

■コンピュータ 

数学選修・専攻では、いくつかのコンピュータ実習の授業が設定されています。「プログラミング」ではソフト

ウェアを自分で作る方法、「統計とコンピュータ」では表計算ソフトを使ってデータを処理する方法を学びます。 

■数学教育学 

数学教育学は、単に算数・数学の教え方だけでなく、算数・数学教育という文化的・社会的活動について幅広

く研究する学問です。数学教育学の各教員の専門性を活かした内容を含め、算数・数学教育について幅広く学ぶ

ことができます。 

③ 指導体制 

本選修・専攻は、数学選修を２クラスに分割し、数学専攻の１クラスと合わせ３クラスで授業運営しています。

１年次～３年次の前期は各クラスに担任を１人ずつ配置して、原則として２年半、同じ教員が生活指導・就学指

導等を担当しています。３年次の後期からは卒業論文指導のためのゼミに配属し、各ゼミの指導教員が生活指導

等も担当しています。１学年80数人の学生を15～17人の教員のゼミに分けるため、教員１人当たり５～６人の

学生を指導していることになります。 

教科専門の授業等では、本選修・専攻のほかに他専攻の学生約20人が加わり、１学年100人超の学生に対して

授業を行っています。数学は順序正しく学習しなければ理解するのが難しい学問ですので、他専攻の学生にも順

序正しく履修できるよう時間割作成で配慮しています。最近では、これがなかなか困難な作業になっています。 
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7) 初等教育教員養成課程 理科選修 ／ 中等教育教員養成課程 理科専攻 

① 教育目標 

日本の将来は、自然科学と科学技術の発展が不可欠とされ、理科への深い知識と経験を持つ教員への期待に

は大きいものがあります。本選修・専攻では、理科が好きであることに加えて、将来を担う子どもたちに、

自然を理解する感性と科学的な能力を伝えていくことに情熱を注ぐ教員、自然への理解促進を前提に、時代

の求める心豊かな理科に強い教員の養成を目指しています。 

② 履修モデル 

初等教育教員養成課程 理科選修  中等教育教員養成課程 理科専攻 

              
              
              

■物理学 
履修モデル 

 
■化学 

履修モデル 
 

■生物学 
履修モデル 

 
■地学 

履修モデル 
 

■理科教育学 
履修モデル 

 

■物理学履修モデル 

力学、電磁気学、量子物理学、熱統計物理学、物性物理学などの諸分野について講義・演習・実験を通して体

系的に学修します。その他、科学技術を駆使した最先端の実験や物理に関する教材開発の授業もあります。 

■化学履修モデル 

物理化学、無機化学、有機化学、分析化学、生化学などの分野の講義や実験を通して化学を体系的に学修しま

す。その他、理科教師としての能力を高めるための実践的な授業も開設されています。 

■生物学履修モデル 

分子レベルから細飽、個体、集団に至るまで広範囲にわたって教員養成にふさわしい講義と実験が数多く用意

されています。実験実習では実験室だけではなく、野外における実習にも力を入れています。 

■地学履修モデル 

気象学、地球物理学、地質学、岩石学、古生物学など地学の諸分野について幅広く学修します。地球と宇宙の

探究に必要な力を身に付けるために講義・演習・実験がバランスよく開設されます。大自然の中で実施する野外

実習（地層観察、化石採取を含む）にも力を入れています。 

■理科教育学履修モデル 

理科教育力の育成を図る履修モデルです。理科の目的・目標、科学の本性、児童・生徒の自然認識、理科授業

の方法などを学びます。また、希望者はこの分野を卒業研究として選択することができます。 

③ 指導体制 

教員養成課程では、小・中学校及び高等学校の教員になるための専門教育科目が開設されていますが、本選修・

専攻では、更に上記の分野に関する専攻科目を学びます。本選修・専攻では、主に学んでいきたい「理科」の各

分野（物理・化学・生物・地学）について、入試の時点で分けて募集し、四つの履修モデルに所属して学修を進

めます。専攻科目は、２年次までは各履修モデルの専攻科目とともに理科全般の専攻科目、３年次からは主に各

履修モデルの専攻科目を学修します。四つの履修モデルから、３年次の12月までに理科教育学履修モデルでの学

修希望者が配属されます。４年次の卒業研究は、各教員の研究室に分かれて所属し、個別に研究指導が行われま

す。３年次までの学修及び４年次の卒業研究を通し、教育界はもとより産業界、他大学を含む大学院への進学な

ど有為な人材育成を実現しています。 
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8) 初等教育教員養成課程 音楽選修 ／ 中等教育教員養成課程 音楽専攻 

① 教育目標 

本選修・専攻では、音楽のみならず深い教養もバックボーンとして、優秀な教員を育てることを目標としてい

ますが、教育科目、教養科目を幅広く学ぶことにより「音楽と人間、人間と社会」との関わりを深く研究してい

くことも重要であるとして教育目標に掲げています。 

② 履修モデル 

初等教育教員養成課程 音楽選修  中等教育教員養成課程 音楽専攻 

   
＜主な学修領域＞  ■器楽（ピアノ、管打楽器）  ■声楽  ■作曲  ■音楽科教育学 

 

■器楽（ピアノ、管打楽器） 

ピアノのレッスンでは、バロックからドイツ古典派、ロマン派、さらに、フランス、ロシア、そして日本等の

近・現代の作曲家による作品を通して演奏技術を高め幅広い表現力を身につけることを目指し、管打楽器では、

吹奏楽やオーケストラで用いられる楽器の中から一つを選択し、その楽器の基礎的な演奏技術や表現技法の習得

を目指しています。 

■声楽 

声楽のレッスンでは、イタリア歌曲、ドイツ歌曲、日本歌曲、そしてオペラのアリア等を教材として取り上げ、

教育現場での生徒への発声及び歌唱指導を常に考えながら、発声法や演奏表現の方法を習得することを目指し、

合唱、合唱指導法の授業では、教育現場で取り上げられる教材を中心に、生徒への指導方法等を習得することを

目指しています。 

■作曲 

作曲では、パソコンソフトを駆使して自由な曲作りを試みたのち、楽曲の骨子をなす和声について、古典から

ジャズに至るまでの変遷を学び、多様な楽器の奏法を研究し、また、それまでに修得した知識を総合し、様式を

問わず、可能な限りの編成で作曲して試演し、創作表現することを目指しています。 

■音楽科教育学 

音楽教育学では、主としてゼミにおいて音楽教育に関する様々なトピックの中から各個人のテーマを策定し、

実験的な研究、分析的な研究、教授法や指導法に関する研究、音楽科の授業分析等を研究論文の作成に必要な知

識や技術を身に付けながら研究を進めて行くことが出来ることを目指しています。 

③ 指導体制 

学生の入学定員は、初等教育教員養成課程音楽選修25人、中等教育教員養成課程音楽専攻６人であり、これら

の学生に対して音楽教育講座の各教員が中心となり、専門分野からの適切な指導はもとより、教員相互の連携を

心がけ、授業外時間及びオフィスアワーなどを通じて個々の学生の大学生活が実りあるものとなるよう努めてい

ます。 

音楽分野の授業においては、実技・実習及び講議等の運営を工夫し、教員になることを目指している学生に対

して幅広い音楽観が育まれるよう努めるとともに、選修・専攻の枠をこえて教員養成を主目的とする本学全体の

教育活動を音楽分野から支援しています。その一つとして、附属図書館多目的利用スペース「アイ♥スペース」

において、授業の成果発表を主としたランチコンサートを、2012年度は４回行いました。 

また、５月の「大学祭」や12月の「学内演奏会」において、学生が中心となって行った自主企画による演奏会

では、学外からも多数の来聴者が集まりました。こうした演奏会は、日頃の学習成果を披露する場であるととも

に、教員と一緒に演奏することで、学生にとっては日常の授業だけでは経験できない貴重な機会になっています。

年度末には、音楽教育講座主催による「卒業演奏会」を名古屋電気文化会館ザ・コンサートホールで行いました。
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この演奏会は、学部卒業生の中から選ばれた成績優秀者によるもので、在学生の学習目標になっています。さら

に、学外での活動として、２年次生が中心となってミュージカルを公演し、多数の来場者を迎え、好評を博しま

した。学生にとって、この経験は大変貴重なものとなっています。 

なお、この公演は学生の自主企画によるものですが、その演奏及び曲のアレンジ等において教員がアドバイス

や指導を行なっています。 

9) 初等教育教員養成課程 美術選修 ／ 中等教育教員養成課程 美術専攻 

① 教育目標 

美術は人が豊かに生きていくための文化的活動であり、より良いものに憧れ、敬意を抱く心情を育んできたと

思います。美術に関わる教育の使命は、この内容を社会生活の中に幅広く生かしていくことに他なりません。 

本選修・専攻では、美術に関する豊富な知識と「つくり出す喜び」を知る美術教師にふさわしい人材の育成に

努めています。 

② 履修モデル 

初等教育教員養成課程 美術選修  中等教育教員養成課程 美術専攻 

   
＜主な学修領域＞  ■絵画（絵画・版画）  ■彫刻  ■デザイン 

■工芸  ■美術史  ■美術科教育学 

■絵画（絵画・版画） 

表現というものは、どんな分野であっても中身がきちんと相手に伝わることが重要だと考えます。自己満足的

な表現を進めるなら学校は必要ありません。本選修・専攻では、いろいろな「モノの見方」と「描き方」が理解

できるような基礎固めを重視しています。 

■彫刻 

粘土によるレリーフ、頭像の制作を始めとして、木彫、石彫、彫金・鍛金の基礎的な表現を学修し、用具等の

扱い方、材料の特性等の習得を目指しています。そしてその発展として、人体表現の研究や現代美術の現況、市

中のパブリックアート、野外彫刻について考察しています。 

■デザイン 

デザインとは、生活の各場面での問題解決のマネージメントと考えています。その問題解決はFeelingではなく

Thinkingを基底とします。本選修・専攻のデザイン教育ではそのプロセスである市場観察力・課題発見力・企画

力・編集力の鍛錬を行い、プレゼンテーション能力の養成を図っています。 

■工芸 

工芸領域は、立体造形に関する幅広い内容を含んでいます。工芸の授業では木工芸・紙工芸・陶芸・染織など

の内容を中心に展開しています。４年次の卒業研究では学生各自がテーマを決め、家具・玩具・照明器具・衣服

などの内容を制作研究しています。 

■美術史 

美術史は視覚イメージの歴史を考える学問、単に歴史年表を作る学問ではありません。誰かが「何か」を伝え

ようとして残した作品から、その「何か」をつかみ取る、というような学問です。対象は高松塚古墳の壁画から、

キャラメルのパッケージまで、見られるために作られたすべての作品です。 

■美術科教育学 

美術科教育に関する内容や課題について、理論的かつ実践的な研究・教育を行っています。小学校・図画工作

科、中学校・美術科に関することを中心に、美術教育の理念や歴史、教科書、外国の事例、メディア教育、美術

館でのワークショップなど、多様な視点から美術教育の課題を探求しています。 
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③ 指導体制 

教員養成課程は、入学定員が31人（初等教育教員養成課程25人、中等教育教員養成課程６人）で、常勤の担

当教員は９人です。将来、教員を目指す教員養成課程の学生に対し、図画工作科・美術科教育を柱として、絵画

（版画を含む）・彫刻・デザイン・工芸等の美術実技及び美学や美術史の講義を通して、幅広いものの見方や考え

方、表現に必要な技能を身に付けさせることを目標として教育活動を行っています。 

10) 初等教育教員養成課程 保健体育選修 ／ 中等教育教員養成課程 保健体育専攻 

① 教育目標 

保健体育選修・専攻では、保健体育に関する高い専門的技能と知識をもった教員の養成を目標としています。

そのため、各領域の授業は、基礎的内容から複合的、応用的内容を考えて学年配当を行い、講義、実技、実験、

演習を通して、保健体育に関する内容を総合的に学んでいきます。３年次からは、専門的に深く学びたい領域を

学生が選び、指導教員のもとで研究したいテーマを設定し、４年間の集大成として卒業研究を進めます。文武両

道と豊かな人間性を備えた教員の養成を目指しています。 

② 履修モデル 

初等教育教員養成課程 保健体育選修  中等教育教員養成課程 保健体育専攻 

   
＜主な学修領域＞  ■体育学  ■学校保健  ■体育実技 

■運動学  ■保健体育科教育学 

 

■体育学 

この領域では、体育やスポーツを、体育やスポーツにはどのような歴史があるのか、運動場面における心と体

の関係はどうなっているのか、あるいはそもそも体育やスポーツとは何なのか、という歴史学、心理学、社会学、

あるいは哲学といった視点から学んでいきます。 

■学校保健 

この領域では、学校保健の目的や役割について理解を深めながら、児童・生徒の健康や病気の問題を考えると

ともに、広く人間社会全般にわたる衛生の諸問題についても検討していきます。 

また、救急処置やテーピングの実際的方法も学びます。 

■体育実技 

陸上運動、水泳、器械運動、舞踊、バスケットボール、サッカー、バレーボール、テニス、ハンドボール、柔

道、剣道、卓球、バトミントン、野外生活実習、スキー実習などの実技科目を履修して、児童・生徒の発育発達

段階に応じた最適な指導法を学修します。 

■運動学 

身体運動の速さ、強さ、正確さ、美しさ、巧みさについて、力学、解剖学、生理学などの基礎知識を活用して

理解を深め、一定の法則性を学修します。さらに、技術トレーニング、体力トレーニング、コーチングなどにつ

いて基本的理論、実践的方法、情報処理の方法も学修します。 

■保健体育科教育学 

小学校や中学校において、体育の授業をどのように設計し、展開していけばよいのか、体育科教育の目標や内

容を学び、実際の授業事例と照らし合わせ追求していきます。将来、体育授業に携わる教員として必要となる基

礎的実践力を培っていきます。 

③ 指導体制 
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体育学領域４人、運動学領域５人、学校保健領域１人、保健体育科教育学領域５人の教員を配置し、学生には、

教員１人につき最大６人までの指導教員制をとり、手厚く親切な指導を行っています。 

11) 初等教育教員養成課程 家庭選修 ／ 中等教育教員養成課程 家庭専攻 

① 教育目標 

家庭選修・専攻の教育目標は、「生活」を科学的に見つめる力をもち、子どもたちとともに消費社会、少子・高

齢社会における生活の在り方や、人・環境と共生する生活を追究していくことのできる教員の養成にあります。

このような社会的にも期待される重要な課題に対し、生活に関連した諸科学の知識や実践的能力を身に付け、考

えることに重きを置いて教育を行っています。 

② 履修モデル 

初等教育教員養成課程 家庭選修  中等教育教員養成課程 家庭専攻 

   

＜主な学修領域＞ ■食物学  ■被服学  ■家庭管理学  ■保育学  ■家庭科教育学 

 

■食物学 

食品栄養学では主に実験を通して、食物に含まれる栄養素を把握して、体の健康を維持し、成長を促すのに適

した生活を考えます。調理学では調理実習を通して、季節や産地の特色ある食材を生かした調理技術を身に付け

ることを目的としています。 

■被服学 

衣生活論では布、糸、繊維の成り立ちと種類を実験を交えて調べ、また、品質表示を通し、目的にあった材料

を選ぶ力を身に付けることを目的としています。被服構成では手縫いの基礎から始め、ミシン縫いを習得し、正

確な採寸、縫製ができるようにします。 

■家庭管理学 

家族論では現代の家庭に生じている問題を統計や調査結果を使いながら、法律、社会制度と関連させて検討し

ます。住居学では家族の生活や近所付き合いを、住居の間取りや住宅地の形に反映させる方法と制度について学

びます。家庭経営では生活時間や家計などの資料を通じて生活問題を分析し、解決方法についても検討を行いま

す。 

■保育学 

乳幼児の成長と生活の実態を学び、健やかに成長するために必要な環境や人的援助について考えます。保育園

の見学・調査を行い、遊びの内容を分析して遊びに適したおもちゃを作成したり、育児用品などについても取り

上げています。 

■家庭科教育学 

家庭科は実習を基に日常生活を地球環境問題や人権などの視点から批判的に検討する教科です。まず、家庭科

が形成され、発展してきた過程を検討し、その教科としての特徴を考えます。そして、家庭科の授業を計画した

り、観察・記録・分析を通して授業をどのようにするのか考えます。 

③ 指導体制 

３年次には研究室の配属を決めて、より専門的な指導を行います。また学年ごとの担当教員を２人ずつ置き、

総合的かつきめ細かな指導を目指しています。 
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12) 初等教育教員養成課程 英語選修 ／ 中等教育教員養成課程 英語専攻 

① 教育目標 

外国語を学ぶことは、その国の人々のものの見方・考え方・感じ方を知るとともに、もう一つの文化圏を通し

て、自国の文化を再発見することにほかなりません。本選修・専攻では、教員養成機関として英語教育を軸足に

しながら、実践的な高い英語能力を身に付けることを目標とします。 

② 履修モデル 

初等教育教員養成課程 英語選修  中等教育教員養成課程 英語専攻 

   

＜主な学修領域＞ ■英米文学  ■英語学  ■英語科教育学 

 

■英米文学 

一口に「英語で書かれた文学」といっても、時代と地域によって大きく異なります。イギリス文学、アメリカ

文学、アイルランド文学を中心に、様々な英語の韻文と散文を読み、時間的・空間的に異なる英語を研究するこ

とは、読む力を格段に向上させるだけでなく、言葉に対する想像力を高め、多様な文化についての理解力を養う

ことでもあります。様々な地域の文化・歴史・思想について文学を通して多角的に研究すること、これが英米文

学が目指しているものです。 

■英語学 

英語とはどのような言語なのか、その起源と歴史的変遷を学ぶ英語史、音声上の特質について学ぶ音声学、そ

して、言語の創造的な使用を背後で支える仕組みについて学ぶ英文法、これらの観点から英語という言語につい

て歴史的・共時的両面から考察し、英語学全般について深く学ぶことを目的とします。 

■英語科教育学 

さまざまな外国語指導法の中でも、特にコミュニカティブな指導法を十分に修得してから、授業案の立て方を

学び、模擬授業を実施して教育実習に備えます。その後、実習での疑問点や課題を解決し、不足している知識や

指導法の補完に学修の焦点が当てられます。音声、文法、語彙等の言語項目の習得理論に基づいた指導法、認知

処理理論に従った指導法、学習者を生かす指導法、英語能力を正しく捉える評価法を身に付けることで、堂々と

教壇に立てる自信も得られます。 

③ 指導体制 

教育面については、英語選修・専攻ともに、上記の主な３分野における専門科目を通じて、実践的で高い語学

力と指導力を持ち、現代社会が直面している諸課題に対応できる柔軟な思考力と創造性を持った質の高い英語教

員の育成を目指しています。同時に、卒業論文に対する取組として、上記の主な３分野それぞれに個別の教員の

ゼミによって指導が行われます。 

また、外国語教育講座に所属の担当教員は、全学的には、共通科目の教育において、外国語科目及び英語コミ

ュニケーションの授業を通じて、外国語運用能力、異文化理解、学問の基礎力の育成を図っています。 

 

13) 中等教育教員養成課程 技術専攻  

①教育目標  

本専攻で行われる技術教育の目標は、技術科教員として不可欠な木材加工・金属加工・電気・機械・栽培・情

報及び技術科教育法に関する専門的教育研究能力の修得とともに、技術的課題解決力（合理的な手法によっても

のを作り上げる力などの実践的能力や技能）を育成すること、それらに基づく、教育的指導力量の形成及びそう

した活動に基づいた社会的に有為な人間形成にあります。  
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② 履修モデル 

中等教育教員養成課程 技術専攻 

   
＜主な学修領域＞  ■木材加工  ■金属加工  ■機械  ■電気 

■栽培  ■情報  ■技術科教育学 

 

■木材加工  

まず、木材の特性を理解し、活用するための知識を習得します。次に、木工具を使って、目的の製作品を作り

あげる技術力を養成します。さらに、木材を通して自然との共生、生産社会における生き方を考えます。  

■金属加工  

「ものづくり」の基本的な考え方と、様々な金属加工（手工板金、機械加工等）技能を講義と実習を通して習

得します。 

■機械  

現代の人間生活を支える「ものづくり」は、エネルギー利用やごみ処理等に関わる多様な課題を私たちに投げ

かけています。本領域では、これらの課題を科学的・工学的な視点から解決し、「ものづくり」に臨むための知識

や技術を習得します。 

■電気  

現代の人間、生活、社会にとって必要不可欠な電気を「エネルギー」「制御」「情報伝達」という三つの視点に

立って、講義・演習・実習を通して学びます。 

■栽培  

実習で作物栽培・生物育成の基本技術を実践的に習得し、講義で栽培についての理論を学び、栽培技術を体系

的に理解し、身に付けます。その上で、演習の授業で、実験的な栽培も行い、その結果を考察することによって、 

栽培技術の工夫と研究的な姿勢について習得します。 

■情報  

コンピュータ技術の基礎となる知識の講義や情報活用の基礎となる表計算ソフトウェア・ウェブなどの活用に

ついての実践的な課題による演習のほか、プログラミングの応用として自作のロボットをコンピュータ制御しま

す。  

■技術科教育学  

将来、技術科教員になるための基礎教育を行っています。教科の目的・目標論を始めとして授業の編成や方法、 

生徒や授業の評価等について、また、世界の技術教育について学びます。 

③ 指導体制  

技術教育講座は、学部における技術専攻及び大学院教育学研究科における技術教育専攻の各分野の担当教員で

構成されています。技術教育は、木材加工、金属加工、電気、機械、栽培、情報及び技術科教育法と広範囲にわ

たるものづくりに関連する領域から構成されており、各領域は、それぞれに対応する専門的学問分野を基礎にし

て、それぞれの立場から教育研究を担当する教員が、幅広く実践的な教育と研究を統一して遂行する体制をとっ

ています。2012年度は、金属加工を直接担当する教員は不在であり、授業は非常勤講師により行われました。  
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(3) 特別支援学校教員養成課程 

① 教育目標 

本課程では、特別支援学校の教員あるいは特別支援学級の担当教員として、子どもの特性に対応した配慮を工

夫していける発達支援能力を磨きます。本課程には、知的障害教育、肢体不自由教育、聴覚言語障害教育の３領

域がありますが、その基盤として小学校の教育に関するカリキュラムも位置付けています。 

② 履修モデル 

特別支援学校教員養成課程 

  

■小学校の教育に関する学修 

 
■知的障害教育領域 

 
■肢体不自由教育領域 

 
■聴覚言語障害教育領域 

 

    

 

■知的障害教育領域 

特別支援学校教諭免許（知的障害者に関する教育の領域）の取得に必要なカリキュラムを学修していきます。

特に、自閉症児など知的障害養護学校に在籍する児童の教育を中心にしています。主なカリキュラムとして「知

的障害者教育概論」「知的障害者心理・生理概論」「知的障害者教育演習」などがあります。 

■肢体不自由教育領域 

特別支援学校教諭免許（肢体不自由者に関する教育の領域）の取得に必要なカリキュラムを学修していきます。

特に、脳性まひ児など肢体不自由養護学校に在籍する児童の教育を中心にしています。主なカリキュラムとして

「肢体不自由者教育概論」「肢体不自由者心理・生理概論」「肢体不自由者教育演習」などがあります。 

■聴覚言語障害教育領域 

特別支援学校教諭免許（聴覚障害者に関する教育の領域）の取得に必要なカリキュラムを学修していきます。

手話の実習や言語指導などについても学ぶことができます。主なカリキュラムとして「聴覚障害者教育概論」「聴

覚障害者心理・生理概論」「聴覚障害者教育演習」などがあります。 

③ 指導体制 

特別支援学校教員養成課程の学生指導にあたる教員は、特別支援教育とその近隣の学術分野（臨床心理学、発

達臨床心理学など）を専門としています。学生達の多くは特別支援教育に携わる教員を希望しますので、当然の

ことながら、幅広い知識と実践力を養成することが求められています。教育課程、指導法、心理学、生理・病理

学など障害種別に多岐にわたる学修を通して、高度な専門性を有する教員を育成しています。 

また、これに関連して、教員の研究活動も教育現場に出ていく学生達のキャリアアップを視野に入れたものが

多くなされています。具体的には、特別支援学校における自立活動の指導に有効な援助技法の研究、知的障害児

や聴覚障害児の学習指導、発達障害児のプレイセラピーやグループ療育などの研究が挙げられます。これらは教

員の研究活動でありながら、学生の専門的スキルの向上に大きく貢献しており、つまり研究活動を通して、社会

に有為な人材を育成するための指導体制となっているといえます。 

 

 



第４章 教育活動  第１節 教育学部 

71 

(4) 養護教諭養成課程 

① 教育目標 

養護教諭養成課程は、「ヘルスプロモーションの理念に基づく健康教育と健康管理によって、子どもの発育・発

達を支援できる人材を育成する」ことを教育目標としています。そのために、本学は全国に先駆けて、1975年

に養護教諭養成課程、1993年に大学院教育学研究科養護教育専攻を設置し、常に養護教諭養成の先頭を走って

きました。専門教育のスタッフは教育系、医学系、看護系で構成されており、各授業は、講義、演習、実験、実

習によって具体的に学ぶことができるよう工夫されています。 

② 履修モデル 

養護教諭養成課程 

  

養護教諭として必要な医科学、看護学、精神保健学など学校保健の全般にわたる学修 

 ＜主な学修領域＞ ■学校保健に関する科目  ■養護の実践に関する科目 
■健康相談活動に関する科目  ■看護・救急処置に関する科目 
■医科学に関する科目 

 

  

■学校保健に関する科目 

学校生活が楽しく健康に送れるように、また、生涯にわたって健康に過ごせるように、学校では健康管理・健

康教育に関する様々な活動を行っています。これには教職員や児童生徒、保護者の一人ひとりが主体的に、積極

的に関わっていくことが大切なポイントになります。保健学習、保健指導、健康観察や健康診断などの活動をど

のように行うのかを具体的に学びます。 

■養護の実践に関する科目 

養護教諭には、①子どもや学校の健康状態の把握、②個人への保健指導、③集団への保健指導、④健康に関す

る授業の実施、⑤家庭･地域も含めた健康づくり活動、⑥ケガ等の手当て、⑦心身両面の健康問題の解決、⑧健康

診断の実施、⑨学校内外の衛生状態の把握、⑩他教師の保健活動への協力、⑪感染症等の予防、⑫保健室の整備

などの多様な役割があり、その役割や専門性の基本について学び、更に実践へと発展させていきます。また、学

生たちが作り出した仮想学校や小学校をイメージした模擬保健室の中で、養護教諭の日々の仕事を実践的に学ん

でいきます。 

■健康相談活動に関する科目 

養護教諭の行う健康相談活動は、子どもの様々な訴えに対して、心的な要因や背景を考えながら「こころとか

らだの両面」に対応するものです。そこで、心身の健康観察、ヘルスアセスメント、カウンセリング的な対応、

関係者との連携等が適切に行える技能の体得を目指して、学校でよく見かける事例をもとに、保健室や養護教諭

の特性を生かした対応の仕方を実習を通じて学びます。 

■看護・救急処置に関する科目 

二つの柱で看護・救急処置を学びます。一つは、大ケガや重病で放置すれば生命に関わる場合に、フィジカル

アセスメントによって何を優先すべきかを判断し、病院に運ぶまでの間に適切な応急・救命処置を行うことです。

もう一つは、日常にありふれたケガや病気について、重症か軽症かを判断し適切にケアすることです。判断に基

づき学校現場で適切なケアを行い、時にはケガや病気の子どもを病院へ移送したり、帰宅させたりします。これ

らを習得するために、講義で理論を学び、シミュレータで実技を行います。 

■医科学に関する科目 

医科学には体の構造や仕組み、衛生環境などについて学ぶ基礎医学と、実際の疾病について学ぶ臨床医学があ

ります。児童・生徒の心身に起こっていることを理論的に理解したり、疾病の発症メカニズムを理解したりする

ことにより、どうしたらより健康になれるかを学びます。 

③ 指導体制 

複数担任制によって、きめ細かな指導をしています。１年次や２年次には、養護教育の基礎が学べるように、
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講義だけではなく、適宜保健室訪問など現場の見学を取り入れ、工夫して指導しています。３年次での研究室配

属決定後は、個々に応じた指導体制ができるとともに、それぞれの教員が専門性を発揮して、学生の専門研究へ

の関心を高めます。４年次には、卒業研究指導だけでなく採用試験対策にもかなりの時間を費やして指導してい

ます。 
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(5) 現代学芸課程 

1) 現代学芸課程 国際文化コース 

① 教育目標 

国際化の進展する現代社会においては、国際的なコミュニケーション能力の養成とともに、異文化に対する深

い理解と国際社会の経済的・政治的システムの的確な理解が求められています。そこで、本コースでは、国際共

通言語としての英語を中心に言語コミュニケーション能力の向上を図るとともに、欧米及びアジアの歴史・社会・

文化についての理解を深めることにより「世界の中の日本」を多角的・複眼的に認識する能力を育成し、併せて

環境問題・食糧問題・宗教問題・民族問題・平和問題等のグローバルな現代的課題を実践的に解決する能力を養

うことを教育目標としています。こうした教育を通して、豊かな言語コミュニケーション能力と異文化や国際社

会のシステムについての高度な専門知識とを備えた人材の育成を目指します。 

② 履修モデル 

現代学芸課程 国際文化コース 

      
      

■アジア文化履修モデル  ■欧米文化履修モデル  ■国際社会履修モデル 

 

■アジア文化履修モデル 

今日の日本は、貿易相手国としては中国が第１位を占めながら、歴史認識問題に象徴されるように隣国のアジ

アとの相互理解と友好関係の促進という課題に直面しています。本モデルでは、中国語を習得しながら、歴史・

文化・社会に独自の視点を持てる能力を身に付けることを目的にしています。 

■欧米文化履修モデル 

各国の持つ独自の文化と超国家的統合という狭間で多くの課題を抱えるヨーロッパ、それとは異なる文化的特

徴を持つアメリカ、双方の構造的な本質に迫り、的確に把握していくことが本モデルの目的です。 

■国際社会履修モデル 

ますます加速するダイナミックな変動の現状と行方、そして日本の在り方を社会科学の視点から多角的に追究

し、把握する能力を養うことが本モデルの狙いです。１年次、２年次では社会科学の基礎である「法学」「政治学」

「経済学」「社会学」「人類学」を学び、３年次からは、これらのうち、一つを選択して専門的に学びます。 

③ 指導体制 

１年次では文化研究や社会科学における研究の基礎となる科目を学びます。２年次からは「アジア文化履修モ

デル」「欧米文化履修モデル」「国際社会履修モデル」のうちのいずれかに配属され、それぞれ独自のカリキュラ

ムの下で専門的な内容を学んでいきます。 

 アジア文化履修モデルでは、２年次に週２コマの中国語の授業を担任教員が行い、中国語の基礎をしっかりと

学びます。３年次には現代から古典に至る中国の政治・文化・社会について幅広く学び、また、並行して中国語

資料を取り扱うのに必要な能力を養成します。３年次の終わりには学生の希望に沿って卒業研究の指導教員を決

定し、４年次の前期終了時に卒業研究の構想発表会を行っています。 

 欧米文化履修モデルでは、欧米の歴史・地理・思想・文学を始めとする多様な科目を学生の関心に応じて履修

することができます。また、英語・ドイツ語・フランス語の実用的運用能力をネイティブ・スピーカーの指導の

下で高めることができます。３年次の秋には希望調査を行って卒業研究の指導教員を決定し、４年次の秋に卒業

研究の中間発表会を開催しています。 

 国際社会履修モデルでは、２年次に社会科学について広く多様な分野について学び、その後でそれぞれ法学、

政治学等の専攻別に分かれて、各学問領域の方法論について実践的に習得し、卒業研究に取り組みます。 
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2) 現代学芸課程 日本語教育コース 

① 教育目標 

海外で日本語を学ぶ人々は年々増加の傾向にあり、また、国内でも外国人児童生徒への日本語教育の必要性が

高まっています。本コースでは、下記の四つの学修領域の知識を有機的に活用しながら、様々な環境の中で日本

語教育を実践できる有為な人材の育成を目標にしています。現在、本コースの卒業生は広く国内外で日本語を教

える職に就いて活躍していますが、今後も更にこれを発展させ世界の日本語教育に貢献できるようにするため、

海外の日本語教育機関との交流、連携を推進したいと考えます。 

② 主な学修領域 

 本コースで学ぶ専攻科目は、次の４つの学修領域に分けられます。 

 

現代学芸課程 日本語教育コース 

  
＜主な学修領域＞ ■日本語学  ■言語学  ■日本文化・異文化理解  ■日本語教育学 

 

■日本語学 

音声・音韻、文法、語彙・意味、表記など日本語の構造を体系的に学んだ上で、例えば「は」と「が」の用法

の違いや指示詞（コ・ソ・ア）の体系、外来語の表記など個別のテーマに沿った問題を詳しく分析します。「日本

語学概説」「日本語学演習」「日本語学研究」「日本語史」などがあります。 

■言語学 

世界の言語にはどのようなタイプがあり、どのような共通点が見られるのか、また、言語は社会の構造や文化

とどのように関わっているのかなど、こうした問題を考察することによって、日本語や外国語の特質や、その背

景にある文化（発想法）の把握を目指します。「言語学入門」「音声学」「対照言語学」「社会言語学概論」「心理言

語学概論」「歴史言語学」などがあります。 

■日本文化・異文化理解 

日本を始め、東アジアや欧米の文化及び異文化理解について学びます。「国文学概説」「中国文学史」「英文学概

説」「米文学概説」「英米事情」「ことばとジェンダー」などがあります。 

■日本語教育学 

人間はどのようなプロセスを経て外国語を身に付けるのか、様々なタイプの学習場面で有効な教材とは何か、

学習の成果を正しく評価するにはどんな方法があるのかなど、こうした日本語教育に直接関わる問題を学び、そ

れらを実習を通して確かなものにします。「異文化理解教育論」「第二言語習得論」「日本語教育教材研究」「日本

語教育評価法」「日本語教授法」「日本語教育実習」「外国人児童生徒教育概説」などがあります。 

③ 指導体制 

 以下の課題に対処するべく努力しています。 

A．日本語の教育実習の場を拡大する 

現在、日本語の教育実習は、正規の授業としては学内の留学生を対象としたものが中心ですが、一部の学生は

夏休み、春休み等を利用して、タイやアメリカの国際学術交流協定締結校や日本語教育機関の実習に参加してお

り、2012年度は、タイで11人の学生が実習を行いました。 

また、2009年度より「国際交流基金海外日本語インターン制度」がスタートしました。その趣旨は、「日本語

教師養成課程をもつ大学の学生が海外の協定先の大学にインターンとして出かけて行って海外日本語教育現場を

経験するための費用（旅費＋滞在費）を国際基金が負担する（派遣期間は１ヶ月～４ヶ月）。また、海外における

インターン受け入れ大学の日本語学習者に訪日研修の機会を与える。」というものです。上記のタイでの実習に参
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加した学生のうち５人がこの制度を利用できました。今後はこれをさらに多くの国で実施できるように交渉を進

めます。 

なお、海外での実習に対しては2005年度から単位認定がされています。 

B．地域との連携を深める 

日本語教育コースの多くの学生が、この地域に住む外国人やその子弟に対する日本語教育にボランティアとし

て関わっています。一つは、大学周辺の小中学校における外国人児童生徒への日本語教育であり、2012年度は

近隣の29の学校に21人の本コース学生が支援に参加しました（本学全体では91人）。もう一つは、地域在住の外

国人のための日本語教室（土曜親子日本語教室）で、本コースの学生が中心となって自主的に運営しています。

2012年度のこの日本語教室に関わった本コースの学生は37人でした（本学全体では44人）。2009年度より文部

科学省の委託によりスタートした「定住外国人の子どもの就学支援事業」（虹の架け橋教室）に関わっている学生

もおり、2012年も引き続き活動しています。今後、特に小・中学校における外国籍児童生徒の日本語教育につ

いて、地域との連携の上で緊急の課題として取り組む必要があると考えます。 

これらの活動についても2005年度から単位認定がされています。 

C．学生の「英語によるプレゼンテーション能力の向上」を図るためのプロジェクト 

外国語教育講座の協力も得て、全学の日本人学生と外国人留学生との間に多様なコミュニケーションの場を提

供し、本学学生の英語発信力を向上させることを目的に、2009年７月に「キャンパス英語イマージョン・ルー

ム」を開設しました。2012年度も引き続き、学生の自主的な学びの場、及び留学生と日本人学生の交流の場と

して活用されています。2012年度には国際学術交流協定締結校からの招へい研究者（中国、台湾、インドネシ

ア計４人）及び教員研修留学生（インドネシア１人）、特別聴講学生（ドイツ１人）が英語及び日本語による異文

化紹介のプレゼンテーションを行い、全学に公開しました。参加者からは活発な質問意見が出されました。 

D．日本、世界に向けての情報発信 

ウェブページの充実などにより、日本語教育コースの特色、目的を広く世界に紹介し、この分野への理解を深

めるとともに、優秀な人材の確保に努めています。 

 

3) 現代学芸課程 臨床福祉心理コース 

① 教育目標 

本コースでは、臨床心理学と社会福祉学をともに理解できる人材を教育や臨床の分野に輩出していくこ

とを目標としています。そのために、両分野を統合化させた形での教育・研究を進展させ、それらの知見

と臨床的実践の両面から学際的教育を行います。 

② 履修モデル 

現代学芸課程 臨床福祉心理コース 

  

＜主な学修領域＞ ■社会福祉学  ■臨床心理学 

 

■社会福祉学 

人々が生活していく上で生じてくる様々な心理・社会的な課題を解決するために、いかに問題状況を理

解し、そのような制度・政策を立案し運用するのか、そして多様な社会資源をどのように利用者のために

活用するのか、ということなどについて研究、学修を行います。 

■臨床心理学 

人間の「こころの問題」について研究・実践していく心理学の一分野であり、例えば、人間関係でのストレス、
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更には不登校やいじめなど、現代の社会では、様々な心に関わる問題が指摘されています。このような「こころ

の問題」をどのように理解していけばよいか研究し、その解決のための支援を行うことを学びます。 

③ 指導体制 

本コースの教育の特長は、「臨床心理学」と「社会福祉学」とのコラボレーションを通して「こころと身体とス

ピリット」をとらえ、人に向き合う「臨床」の学を追究することにあります。両分野を一つのコースで同時に学

べるカリキュラムは、他の大学に類を見ません。１年次、２年次においては「臨床心理学」と「社会福祉学」の

両分野の基礎を身につけることを目指してカリキュラムが組まれています。２年次から徐々に専門的学びが進め

られていき、それを基にして３年次では実習（社会福祉実習・精神保健福祉実習）が組まれ、臨床の学びに結び

つけています。３年次から始まるゼミ（社会福祉研究、臨床心理学研究）は４年次まで続き、各自のテーマを研

究することとなります。 

本コースで教育を行う教員は６人おり、それぞれ学校教育講座と障害児教育講座に所属しています。主な研究

領域は、臨床心理学、社会福祉学、特別支援教育です。学生の教育にあたっては、講義・演習のみならず、福祉・

心理臨床の現場との連携を重視し、施設実習等に力を入れたものとなっています。社会福祉実習と精神保健福祉

実習では、それぞれ15人を超える履修生がおり、教員全員で協力しながら実習施設でのスーパービジョンを行っ

ています。卒業研究指導においては、３年次に１回の研究発表会、４年次に２回の中間発表会を行い、卒業論文

提出後の発表会を含めると総計４回の発表会を行っています。このように、卒業研究に関しては教員全員が関わ

る体制をとっています。 

本コースの入学定員は20人であり、高等学校福祉科の教員免許、社会福祉士の受験資格、社会福祉主事任用資

格を取得することができます。これらの資格は、３年次に選択する専門分野に関わらず全ての学生が取得するこ

とができます。 

また、本コースでは、社会福祉士養成課程としての認可を受けており、毎年３分の２を超える学生が、社会福

祉士受験資格を得るための履修を行っています。社会福祉士国家試験では、2010年度では11人全員が合格（合

格率100%、全国１位）、2013年度では24人中16人が合格（合格率66.7%、全国６位）し、高い評価を受けま

した。また、臨床心理士を目指す学生も多く、例年３分の１を超える学生が大学院に合格しています。こうした

傾向も踏まえ、臨床家としての基礎を築くことに重点を置いた教育を行うと同時に、研究者養成も視野に入れて

います。 

 

4) 現代学芸課程 造形文化コース 

① 教育目標 

造形文化コースでは、ものを最初から最後まで一人で作り上げることができます。今日、こうした総合的な仕

事は貴重な経験になっています。 

また、手を使ってものを作ることは心と体の発達に深い関わりがあり、作品の完成によって喜びと達成感を得

ることができると考えています。こうした作り上げる経験の蓄積は、社会人としての問題解決力の養成に資する

ものであると確信しています。 

② 履修モデル 

現代学芸課程 造形文化コース 

  
＜主な学修領域＞ ■陶芸  ■染織  ■ガラス  ■金工 

■プロダクトデザイン  ■西洋美術史  ■日本美術史 

 

■陶芸 
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陶芸にかかわる素材の研究や、陶磁器製造技術・技法の習得をします。土練りから本焼成までのプロセスの体

験を通して、陶芸造形の特質を探求しています。 

■染織 

織りの三原組織（平織り・綾織り・朱子織り）と総合複合粗織を学び、北欧の合理的な織り機の使用法をマス

ターします。 

また、化学染めと藍染めの実習も取り入れ、テキスタイルデザインの表現域を広げています。 

■ガラス 

ホットワーク・キルンワーク・コールドワークの三つの技法の基礎を学んだ後、学生各自に適した技術と表現

力を深め、ガラス工芸の造形表現について探求しています。 

■金工 

多くの作業工程を必要とする鍛造技法を基礎から学び、彫刻、工芸、クラフト、ジュエリーといった作品づく

りを通して、鍛造の素材における可能性を探求しています。 

■プロダクトデザイン 

プロダクト（生産）デザインとしての考え方に基づき、製品・商品という概念でモノ・コトを探求しています。 

また、デザインが単なる色・形だけではなく、思想の表現であることを学んでいます。 

■西洋美術史 

古代ギリシャから近現代までの講義を通して、ヨーロッパの社会とそれが生み出した美術・建築について学ん

でいます。３年次、４年次では研究発表の授業もあり、問題意識やプレゼンテーション能力を磨きます。 

■日本美術史 

日本の絵画作品の特色を理解するとともに、その文化状況との関連性を考察していく領域です。講義としては、

室町時代以降をテーマにしています。 

③ 指導体制 

造形文化コースは、入学定員が30人で、常勤の担当教員は７人です。幅広い人間性を養い、社会と向き合いな

がら現代の「ものづくり」を考える力を育て、知識を豊かにし、技術を高めることを目指しています。学生は１

年次、２年次に基礎を学び、３年次より専門（金工・陶芸・ガラス・染織・デザイン・美術史）に分かれ研究・

制作を行っています。 

 

5) 現代学芸課程 情報科学コース 

① 教育目標 

人間に役立つ情報システムの在り方や構築をソフトウェアの観点から多面的に学びます。コンピュータやイン

ターネットは「機械」であり「難しいもの」という捉え方が多いのは「人間を見ずしてソフトウェアの設計をし

ている」のに他なりません。そのような技術偏重に陥らないように、情報科学コースでは、人と人、人とソフト

ウェアの関わりに重点を置き、コンピュータ・サイエンスの基礎理論を学び、技術の変化に素早く対応するため

の情報収集力、発想力、表現力を身に付け、更に革新的なイノベーションを可能にする主体的・創造的な人材の

育成を目標にしています。 

② 履修モデル 

現代学芸課程 情報科学コース 

  
＜主な学修領域＞ ■情報システム  ■情報通信ネットワーク  ■プログラミング 

■情報メディア  ■教育工学  ■認知科学 
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初年次は情報科学の基礎理論に加え、初年次教育（「初年次演習」「レポートライティング」「プレゼンテーショ

ン」）を通じて論理的思考と学問の基礎を学びます。その後、以下の領域について、講義・演習を通じて様々な能

力を身に付け、３年次からは学生が個別に学びたい領域についてゼミ形式で学び探求していきます。 

■情報システム 

「プログラミング」の段階から情報システム構築を意識した教育を行っています。その上で「コンピュータ通

論」「システム設計論」「情報産業論」などを通じて情報システムの不可欠性・重要性を学び、「オペレーティング

システム」や「データベース」の講義・実習を通して応用システムの開発方法について学びます。 

■情報通信ネットワーク 

情報システムには相互の通信（現代では主にインターネット）が欠かせません。「情報通信ネットワーク」の講

義・演習や「ネットワークアプリケーション」などの授業を通して、ネットワーク・システムの仕組みを学び、

ネットワークを利用したアプリケーション構築の基礎技術を学びます。 

■プログラミング 

プログラミングはコンピュータの仕組みを知り、情報システムを構築する上で最も重要な技術です。プログラ

ミングの授業では、人との関わりを考えたプログラムを漸進的に作成し、更に厳しいレビューによって、よりよ

いプログラム、生産性の高いプログラムの開発能力を身に付けます。 

■情報メディア 

「メディア表現入門」「メディア表現実習」などの授業では、「情報」メディアを使っていかに伝達するかを講

義と演習を通じて学びます。 

また、「コンピュータグラフィックス」などの授業では仮想的な画像を表現するため、実際の画像を処理するた

めの基礎理論について学びます。 

■教育工学 

情報システムの開発現場においても人材育成のための「教育」は欠かせません。初等教育・中等教育そして高

等教育においても「教育の情報化」は喫緊の課題です。「教育工学研究」や「教育統計」などの講義・演習を通し

て、教育の情報化や、教育や学習の効果を評価分析する方法を学び、広い意味での教育への応用を学びます。 

■認知科学 

認知科学は、人の心や意識、思考など「人間の情報処理プロセス」について探求します。これは「人とコンピ

ュータの関わり」を考える上で欠かせない学問です。「認知科学」や「インタフェースデザイン」の授業を通じて、

人にやさしいシステムやインターフェースについて学びます。 

③ 指導体制 

現代学芸課程情報科学コース（入学定員40人）の学生に対して、情報教育講座の９人の教員（教員養成課程初

等中等教育教員養成課程の本選修・専攻と重複しない）が指導教員となっています。各学年とも指導教員１人が、

学生４～５人の教学及び免許取得、生活上の指導を行っています。 

また、初年次教育に力点を置いた授業（「初年次演習」「レポートライティング」「プレゼンテーション」）を展

開し、１年次には問題発見、資料の収集・分析、文章の書き方、レポートのまとめ方など、学術的な発表の予稿

体裁のレポートを作成する指導を行っています。卒業論文指導や成績不振者の指導には、情報教育講座の教員全

員が情報を共有し指導にあたっています。就職指導も充実させており、優良企業からの推薦を多数いただき、高

い就職率を保っています。 

 

6) 現代学芸課程 自然科学コース 宇宙・物質科学専攻 

① 教育目標 

宇宙・物質科学専攻は、「宇宙を知りたい」あるいは「物質とは何か」をより深く学び、研究したいという学生
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のためにあります。本専攻では、物理学と天文学をしっかりと基礎から学ぶために、「物性物理学」「素粒子物理

学」「天文学」を専門とする教員によって１年次から専門的授業が行われます。 

② 履修モデル 

現代学芸課程 自然科学コース 宇宙・物質科学専攻 

  

＜主な学修領域＞ ■物性物理  ■素粒子物理  ■天文学 

 

■物性物理 

科学技術の発展の主要な部分を支えてきた基礎科学の中で、物性物理学は重要な寄与をしてきました。本専攻

の物性物理分野では、超伝導や超流動等の特異な現象の起源や物質のミクロのレベルでの構造を解明していくた

めの基礎となる法則を学修し、探求しています。 

■素粒子物理 

物質を構成する原子や分子よりも更に小さな素粒子の性質を理解することで、我々の世界（宇宙）がどのよう

な原理・原則によって成り立っているかを解明するのが素粒子物理学です。この分野では、自然界に生じる様々

な物理現象を素粒子の性質から理論的に予測し、実験事実から明らかにするための基礎を学び、研究します。 

■天文学 

宇宙には、地球上ではとうてい実現できない超高温、超真空、超高密度や超低温といった極限状態がごく普通

に生じ、様々な現象が起きています。これらの現象を、自然科学の知識を総動員して解明していくのが天文学で

す。時には理論的に、時にはコンピュータを用いた数値シミュレーションを行うことで、宇宙の様々な現象を明

らかにしていこうとする分野です。宇宙の神秘を探る魅力がいっぱいです。 

③ 指導体制 

１年次から３年次までは、力学、電磁気学、量子力学及び物理数学について、講義と実験の授業を中心に学び

ます。その上で、更に３年次からの研究室の配属によってより深く専門的に学んでいきます。４年次では、中間

発表会や卒論発表会を通じてより専門性の高い卒業論文の完成を目指した指導を行います。 

 

7) 現代学芸課程 自然科学コース 分子機能・生命科学専攻 

① 教育目標 

生命科学では、ヒト、イネなど多くの生物種のゲノム全塩基配列が解明され、化学分野では、高選択的合成法

や単分子レベルでの分子観測、分子操作が実用化されつつあり、それぞれの分野は日々目覚ましく進歩していま

す。分子機能・生命科学専攻では、生命科学の系統的な学修と先端化学の基礎の学修を通じ、生物・化学分野で

活躍できる人材の養成を目指しています。 

② 履修モデル 

現代学芸課程 自然科学コース 分子機能・生命科学専攻 

  
＜主な学修領域＞ ■微細繁殖学  ■植物分子生理学  ■遺伝学  ■有機化学 

■生物有機化学  ■生物物理化学 

 

■微細繁殖学 

愛知県は日本の花生産量が最大の地域です。花など有用植物の増殖には、近年、無菌条件を利用したクロン増

殖が行われています。この領域では植物の効率的な増殖法と生産について学びます。 

■植物分子生理学 
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分子生物学の発達に伴い、植物の生理現象を分子レベルで解明することが可能になりました。分子生物学を基

礎に、分子レベルで植物の生理現象を探究する知識と実験技術を学びます。 

■遺伝学 

遺伝学は、植物の品種開発に関係する生命科学です。植物の品種改良に関わる様々な生命現象について、基礎

遺伝学、細胞遺伝学もしくは分子遺伝学による解明と品種改良への応用を学びます。 

■有機化学 

有機化合物を自在に合成することや、特徴・性質を理解し利用することにより、次々に新しい学問分野が開拓

されています。本領域では、有機化合物を本質的に理解することを学びます。 

■生物有機化学 

分子機能・生命科学の基本である有機化学の理解を深め、生命現象にかかわる糖質・タンパク質・遺伝子など

について有機化学的な視点（構造・性質・反応・合成など）から学びます。 

■生物物理化学 

生物物理化学は、生体内の現象を分子やその集合体（クラスター）の反応として物理化学的にとらえる学問で

す。水素結合やプロトン移動、電子移動などの相互作用を、モデル系を用いて解明する知識と実験技術を学びま

す。 

③ 指導体制 

学修は、１年次で科学全般及び分子機能・生命科学の基礎を学び、２年次、３年次で６分野の専門的な学修を

行います。４年次には、各自がテーマを選択し、卒業研究に取り組みます。 

なお、１年次前期に、自然科学研究機構岡崎共通研究施設及び愛知豊明花き地方卸売市場の見学を行い、将来

の進路を早い時期より考える機会を設けています。学部教育では、授業による知識・実験技術の学修後、卒業研

究を通したテーマ毎の実験手法の習得や実験データからの図表作成などの指導を行い、更にそれぞれの学修領域

で卒業論文執筆、理系プレゼンテーション技術の指導を行っています。卒業研究における研究指導を通して、教

育界（中学校・高等学校理科教員）、産業界、他大学を含む大学院への進学など有意な人材育成を実現していま

す。 
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６ 学習成果 

(1) 教育職員免許状及び保育士の資格取得状況 

2012 年度卒業者（９月卒業者を含む）の教育職員免許状及び保育士資格取得状況は下表のとおりです。 

2012年度 教育職員免許状・保育士資格 取得状況                     （単位：人） 

 
卒 
業 
者 

取 
得 
者 

教育職員免許状 取得状況 
保 
育 
士 

小学校 中学校 高校 幼稚園 特別 
支援 

養護 
教諭 

１種 ２種 計 １種 ２種 計 １種 １種 ２種 計 １種 １種 

教育学部       (%)     64.0   79.8 71.1   13.3 2.9 4.7 2.1 

 923 789 587 4 591 696 41 737 656 19 104 123 27 43 19 

教員養成課程     (%)     86.5   93.7 81.1   18.0 4.0 6.3 2.8 

 683 681 587 4 591 599 41 640 554 19 104 123 27 43 19 

初等教育教員養成課程 406 406 405 1 406 366 12 378 325 19 86 105   19 

中等教育教員養成課程 205 205 155 3 158 204 2 206 201       

特別支援学校教員養成課程 29 27 27  27  27 27   18 18 27   

養護教諭養成課程 43 43    29  29 28     43  

現代学芸課程     (%)     0   40.4 42.5   0 0 0 0 

 240 108 0 0 0 97 0 97 102 0 0 0 0 0 0 

現代学芸課程 240 108    97  97 102       

* 取得者は、小・中・高・幼・特支・養護のいずれかの教育職員免許状取得者の実人数を示す（保育士は除く）。 
* 障害児教育教員養成課程（旧）卒業者は特別支援学校教員養成課程に、学芸４課程（旧）卒業者は、現代学芸課程に集計。 

 

(2) 休学者、退学者、除籍者、留年者による分析 

 学部学生の休学者、退学者等の人数は、本節２(5)で示したとおりですが、ここ数年大きな数値の変動はありま

せん。休学等の理由については、休学－一身上の理由、私費留学、退学－進路変更、除籍－授業料未納、留年－

成績不良が主な理由です。ただし、数値の多い「一身上の理由」は、具体的に何を示しているのか不明な点があ

り、可能な範囲で分析していく必要があります。 

 

(3) 学生授業アンケートによる分析 

 授業アンケートについては、本学の教育改善の一環として、学生への授業アンケートを実施してきました。各

授業のアンケート結果については、教員個々に知らせ、それを受けての自己評価書を各教員が作成することによ

り、授業改善に生かせるよう取り組んでおり、これまでの集計結果については、各科目の全体の集計結果を本学

のウェブサイトに掲載するとともに、教授会への報告を行い、教員への周知を図ってきました。 

 授業アンケートは、年ごとに １）教職関係科目、２）専門科目、３）共通科目の順に、分析の年を含めて４年

サイクルで行っています。これまでに、授業アンケート結果についての詳細な分析については、研究員による教

職関係科目の2005年と2009年の結果の比較分析を行っています。 

また、教員の自己評価書の結果については、多様な授業改善の取組を類型別にとりまとめたTIPS集を作成・配

布し、更なる改善につなげる取組を進めてきました。 

 2012年度は、前年度に行われた共通科目について、４年前の結果との比較のグラフを作成し、教授会への報

告を行い、授業改善の取組についての現状認識を共有しました。具体的には、アンケートのほとんどの項目にお

いて改善の傾向が示されており、これまでのアンケートを含めた改善の取組が効果を上げていることが確認され

る結果となっています（資料参照）。ただし、自習時間が短いことなど、以前から指摘されている学生の主体的

な学びに関わる課題が引き続き存在していることが示されています。  
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 併せて、これまでに行われた各科目の４年前の結果の比較グラフを資料として作成し、科目ごとの違いを含め

た検討を行い、授業改善の今後の取組に向けての検討を進めました。詳細な分析については、上記の報告等をご

参照ください。全体を通じて確認された主な内容としては、いずれの科目の各年度とも、アンケート項目のほと

んどにおいて、肯定的な評価は５0％～８0％あり、全体に授業が順調に行われてきたことが確認される結果でし

た。４年ごとの比較においては、上記のように共通科目で改善の傾向が顕著であったことや、専門科目・教職科

目では、多少の評価の低下や上昇がみられる項目もあるが、誤差範囲程度であることなど、トータルとして、授

業改善の取組の成果が共通科目を中心に確認されました。特に課題となる項目としては、「授業のための週当た

りの学習時間」（問11）の学習時間「なし」が30％～50％あり、１時間以内も含めると60％～80％にのぼって

おり、改善が求められる課題となっています。しかし、４年ごとの比較で見ると、すべての科目で、学習時間の

増加傾向が明らかに示されており（「なし」が５～12%減少）、授業アンケートやFDを含む授業改善の取組の

成果であると考えられます。 

 今後に向けては、2013年度から教養科目と初年次教育科目が改定されたことから、それらの実施状況の確認

等を含めた授業アンケートを行うこととし、従来のアンケートについては、より実質的な改善につなげられるよ

うなアンケート項目の検討を含めて、抜本的な検討を進める予定としています。 

（資料） 

大学教育研究センターのFD・学習支援部門 http://www.aichi-edu.ac.jp/fd-manabi/report/index.html 

教職関係科目の2005年と2009年の結果の比較分析 

http://www.aichi-edu.ac.jp/fd-manabi/report/files/jugyoubunnseki.pdf 

学生による授業改善アンケート結果 http://www.aichi-edu.ac.jp/fd-manabi/report/index.html 

設問 

問１ この授業で新しい考え方や知識・技能が身についた 

問２ 授業に触発されて自分で考えたり調べたりしている 

問３ この授業を意欲的に受講したか 

問４ 教員の話し方は聞き取りやすい 

問５ 教員の説明はわかりやすい 

問６ 板書、プロジェクター、配布資料はわかりやすい（板書や補助資料を使わない場合は無記入） 

問７ 教員とのコミュニケーション（質疑、討論コメント用紙、ネットなどで）はうまくとれている 

問８ この授業の教育目標を達成できたか 

問１～問８回答（共通）  
□強くそう思う □ややそう思う □どちらともいえない □あまりそう思わない □全くそう思わない □無回答 

 
問９ 授業の難易度 

□易しすぎる □易しい □ちょうどいい □難しい □難しすぎる □無回答 
 

問10 一回あたりで扱われる授業内容の量 

□少なすぎる □少ない □ちょうどいい □多い □多すぎる □無回答 
 

問11 この授業のための週あたりの学習時間（課題・レポートに費やす時間も含む） 

□３時間以上 □２～３時間 □１～２時間 □１時間以内 □なし □無回答 
 

問12 教員の授業時間の使い方（複数回答可） 

□ほぼ定刻通り □開始時間が遅い □終了時間よりかなり早く終わる □終了時間を超過する □休講が多い □無回答 
 

問13 この授業に毎回出席したか（複数回答可） 

□全回出席した □ほとんど出席した □３、4回休んだ □よく休んだ □２、３回遅刻した □無回答 □よく遅刻した 
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各科目の4年前との比較グラフ 

   (1) 共通科目          (2) 専門科目         (3) 教職関係科目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 卒業後の追跡調査による分析 

2012年度は、３年間の計画で運営費交付金（特別経費）として採択された「教員養成キャリアと教員の資質

能力の関係に関する調査研究」の１年目を迎え、本学専任教員のスタッフを特定するとともに研究員１人を採用

し、2011年度までの予備的な調査を経て、プロジェクトとしての活動を本格的に開始しました。 

本調査研究のねらいは、教師の資質能力形成について、教員養成キャリアの違いによる特色や差異と、その関

係性を明らかにしようというものです。具体的には、①学部卒教員と修士修了教員との資質能力形成における違

いはどこにあるのか、②教員の養成期間を長期化することによってどのような資質能力が形成されるのか、の２

点に焦点をあて、インタビュー調査とアンケート調査の手法を通して分析を行っています。インタビュー調査及

びアンケート調査における2012年度の活動概要は次のとおりです。 

1) インタビュー調査 

 本学における経験や学びが、教師の力量にどのように影響しているのか、その関係を調査することを目的に本

学を卒業・修了した教職３年目までの若手教師のうち全国の小・中学校に勤務するものを対象者としてインタビ

ューを実施しました。対象者はプロジェクトのねらいに迫るため四つの類型に分類しました。 

  類型Ⅰ：教育学部を卒業した教師 

  類型Ⅱ：教育学研究科を修了した教師 

  類型Ⅲ：教育実践研究科を修了した教師 

  類型Ⅳ：６年一貫教員養成コースに所属し、教育学研究科及び教育実践研究科を修了した教師 

 2012年度は35人を対象に１人あたり１時間から２時間のインタビューを実施し、作成した逐語録を基に、類

型Ⅰの17人及び類型Ⅲの８人について「教師が語るⅠ」として生の声を報告書にまとめました。これは本学の教

員全員に配付され、今後の教育課程の改革や学校現場の理解等につながる基礎資料として期待されています。類

型Ⅱ及び類型Ⅳについては今後取りまとめを行う予定です。 

問１ 

問２ 

問３ 

問４ 

問５ 

問６ 

問７ 

問８ 

問９ 

問10 

問11 

問12 

問13 

上段2007年度・下段2011年度 上段2006年度・下段2010年度 上段2005年度・下段2009年度 

比較なし 

比較なし 比較なし 
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2) アンケート調査 

 本学を卒業・修了した教職６年目までの小・中学校に勤務する若手教師を対象として、2012年度末（３月）

に「教師の成長に関するアンケート」を、卒業者・修了者合わせて2,268人に対して郵送にて実施しました。調

査項目は学部・大学院での学びと現在の教育実践に関する設問と、進学動機及び学部・大学院での経験に関する

設問を中心に設定しました。集計・分析は2013年度に手がけることになっています。 
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第２節 大学院教育学研究科 
 

１ 学生の受入 

(1) アドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

愛知教育大学憲章では「平和で豊かな世界の実現に寄与しうる人間の教育をめざす」ことを教育目標として掲

げており、学部教育では幅広く深い教養、人間性及び総合的な判断力を身に付けた教員・社会人を育成すること

を目的としています。 

大学院教育学研究科は、その基盤の上に、学校教育に関わる理論的、実践的な研究と教育及び人間・社会・自

然に関する基礎的な研究と教育を行うことにより、実践力と専門的能力を備えた人、教育に関する様々な分野で

の発展に寄与できる人、社会の様々な分野における教育に携わる仕事のできる人の養成を目指しています。さら

に、目的達成のために専攻、領域ごとに「入学者受入方針」「求める学生像」を定め、学生募集要項及び本学ウ

ェブサイトに掲載し、公表・周知に努めています。 

 

大学院教育学研究科（修士課程）アドミッションポリシー（全文） 
 
本学のアドミッションポリシーでは、平和で豊かな世界の実現に寄与し、幅広く深い教養、人間性及び総合的な判断力

を身につけた教員・社会人を育成することを目的としています。 
大学院教育学研究科は、その基盤の上に、学校教育に関わる理論的、実践的な研究と教育及び人間・社会・自然に関す

る基礎的な研究と教育を行うことにより、実践力と専門的能力を備えた人、教育に関するさまざまな分野での発展に寄与
できる人、社会のさまざまな分野における教育に携わる仕事のできる人の養成をめざしています。 
 
発達教育科学専攻 

教育学領域 
教育学領域では、教育学諸分野の基礎知識を有し、それを一層深化させることで、以下のような将来の目標につなげ

ることを希望する人物を求めています。 
① 教育現場において、主体的に課題を設定して改善に取り組む意欲・能力を有する教員 
② 教育行政・マスコミなど教育をとりまく分野において、得られた学識を活用して働く人 
③ 研究者としてのディシプリンを修得して、大学院博士後期課程へ進学する人 

教育心理学領域 
教育心理学領域は、教授・学習心理学、発達心理学、教育社会心理学、臨床心理学等の心理学の視点から、教育とい

う多面的で重層的な活動や実態を、実験や調査に基づき実証的に捉えることのできる学生を育成することを目標として
います。 

大学院での研究活動としては、院生各自が抱いている心理学にかかわる関心をもとに、観察、実験、調査、事例研究
などを通して修士論文の作成をめざしていきます。 
幼児教育領域 

幼児教育領域では、以下のような学生を求めています。 
・幼児教育や幼児心理などの基礎となる知識や実践的能力を有し、それらについてさらに深く学び研究する意欲をも

っている人 
・現職としての経験による実践的な課題を省察し、幼稚園、保育所、施設などの実践現場でさらに中核的（管理職

的）立場で活躍したい人 
・幼児教育に関する自己の研究を深めながら、保育者養成校で幼稚園教諭や保育士の育成に携わりたい人 

生活科教育領域 
生活科教育領域は、生活科・総合的学習の理論と実践についての研究を深め、理論に裏付けられた実践的指導力を身

に付けることを目指しています。大学内での講義、演習のほかに、県内外の先進校や研究指定校の視察あるいは近隣の
学校でボランティアとしてかかわりながら研究を進めることをベースにおいています。また、修士論文の作成において
は、生活科・総合的学習に関連する学会での研究発表を義務付け、広く外部からのコメントを求めることも重視してい
ます。 
日本語教育領域 

・日本語教育領域では、次のような学生を求めています。 
・日本語や日本文化をはじめとして、広く世界の諸言語・諸文化をめぐる問題に関心を持てる人 
・外国人への日本語教育などを通じて、国際的な相互理解のあり方を考えることができる人 
・高度な専門知識を獲得し、学界、教育界や社会で求められている責任を果たし、言語や文化に関わる教育・研究の
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推進にかかわっていく意志と、職業人としての強い倫理を持てる人 
情報教育領域 

基本理念・目標 
情報教育のあり方を含め、学校における情報教育に関する諸問題の研究をおこなうとともに、情報技術を活用した教

育支援のあり方、新しい指導法を開発できる人材の養成をめざす。 
求める学生像 
・情報教育に興味のある人 
・分かりやすい授業を実践するための教材開発、情報機器を利用した授業実践・授業カリキュラムの開発に興味のあ

る人 
・教育に有用なシステム開発に興味のある人 

特別支援教育科学専攻 
特別支援教育科学専攻は、主として聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者についての教育、障害者の生涯に

わたる支援という視点に立つ福祉という２つの大きな柱によって構成されている。ゆえに、これらに関する基本的知識を
有し、障害者の個々のニーズに応じた教育・福祉の研究ならびに実践に強い意欲を示し、将来これらについての研究・実
践における指導的立場を目指す者を望みます。 
養護教育専攻 

養護教育専攻は、学校における全ての教育活動を通して児童・生徒等の健康の保持増進のために、健康に関連した諸科
学の研究成果を総合的に活用して、多様な課題に対応できる高度な専門的知識および能力と実践力を持ち、ヘルスプロモ
ーションの中核となって活躍できる養護教諭および研究者等を養成し、もって養護教育学および関連諸科学の進展に寄与
することを目的とする。 
学校教育臨床専攻 

本専攻では、教育臨床心理学の探究を通して、子どもたちを巡る心理的な諸問題ならびにそれらを取り巻く家庭・地
域・社会の諸問題について適切に対応することのできる臨床心理学の専門家を志す人を求めています。特に臨床心理学コ
ースでは、臨床心理士等の資格やその専門的知識を生かしてスクールカウンセラーをはじめとする学校臨床の専門家を志
す人物ならびに医療、福祉、司法、産業、その他の領域における臨床家を志す人物を求めています。 
国語教育専攻 

国語教育専攻では、日本の言語・文学・思想・書道の諸分野で、教育の実践力の向上をはかるとともに、その基盤とな
る学問分野の研究能力も併せて高めていきます。国語科教育学・国語科内容学に対し、積極的かつ創造的な態度で研鑽を
積む意欲のある人、および、将来国語教育の現場に立ち、優れた実践力・研究能力で多様な問題に対応する熱意をもった
人を求めます。また、意欲的な現職教員の方々も、積極的に受け入れます。 
英語教育専攻 

本専攻では、英語教育の分野で指導的な役割が果たせるような人材の育成をめざし、次のような学生を求めています。 
① 高い英語力、英語分析力、言語分析力を有し、それを教育現場に応用できる人 
② 外国語教育に関する高度な専門知識を構築し、教育や研究の分野に貢献できる人 
③ 広く世界に目を向け、高いグローバルリテラシーを有する人 
④ 国際交流に積極的に関わり、外国との相互理解を進める上での社会的な役割を果たせる人 

社会科教育専攻 
社会科教育専攻は社会科教育学と社会科内容学（哲学・倫理学、歴史学、地理学、社会科学、国際文化）の教育・研究

活動を通して、広い視野に立って、現代社会の諸問題を多面的多角的にとらえ、世界平和と持続的な社会に寄与する教員
と研究者の育成を目標としている。将来、公民を育成する学校教育の現場で、地域や保護者と協同して中核的に活躍す
る、高度な実践能力と専門知識を有する教員を目指す意欲的な人を求めている。 
数学教育専攻 

数学教育に関する高い専門性を持つ教員の育成や、数学をはじめとする諸科学の基礎を身につけること等を通して、社
会・文化の発展に寄与できる人材を育成する。数学科教育学領域においては、カリキュラム・教材・授業の開発やデザイ
ンなどの実践的研究に加え、数学の教授・学習に関わる認識論や心理学等の基礎的研究など、幅広い教育研究活動を目的
とする。数学科内容学領域では、数学並びにコンピュータ科学の基礎力・応用力の涵養を目的とする。 
理科教育専攻 

基本理念・目標 
本専攻は、理科教育学領域ならびに理科内容学領域の教育研究活動を基盤として、高度な能力を持った教員の養成と、

理科の内容や理科教育に関する諸問題についての深い知識や高い研究能力を持った人材を育成することを目的とする。 
求める学生像 
＜理科教育学領域＞ 

初等・中等教育に関する基礎的な知識・技能や教育実践力を獲得した人で、理科教育に関する高度な専門的知識・技
能と教育実践研究力を持った学校教員やその育成に寄与する研究者を主に志す人 
＜理科内容学領域＞ 

自然科学への興味と探究心を持ち、自然科学の知識と十分な行動力を有した人で、理科の内容研究の進展に寄与する
学校教員や研究者、専門的職業人などを志す人 

芸術教育専攻 
音楽分野 

「音楽科教育学領域」と「音楽科内容学領域」の２領域からなります。内容学（器楽・声楽・作曲）及び、基礎から
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応用へと展開してゆく音楽教育、相互の関連に基づく実践的研究を深めることにより、将来様々な教育現場において求
められる高度な能力を有する音楽教育の専門家を目指します。本分野が理念としている教育は「包括的音楽性を育て
る」です。包括的音楽性とは、多様な音楽に柔軟に対応でき、感性を研ぎ澄まして得られる総合能力を意味します。 
美術分野 

芸術教育専攻美術分野は、美術教育を通して、子どもたちの心豊かで健やかな成長と幸せな未来の実現に取り組む姿
勢を大切にしながら、美術に関する専門的な知識と技能並びに実践的な指導力を備えた学校教員や生涯教育の指導者の
養成を目指している。美術分野の教育は、教科教育学領域と教科内容学領域の教育・研究が相互に連携・補完しながら
進められており、美術教育・美学・美術史・絵画・彫刻・デザイン・工芸の各専門分野においても互いに関係を保持し
ながら教育・研究を行っている。目的に適った知識と技能を習得するために、学外の機関とも連携しながら、美術を通
した実践的な教育力を養うとともに、美術における創造性及びそれらの教育的な意味と価値について、幅広い作品制作
と思索の積み重ねを通じて総合的に探究することを目指している。 

保健体育専攻 
基本理念・目標 
保健体育分野に存在する複雑で多様な課題に対して、積極的に貢献できる高度な専門能力に加えて、幅広い学識を体系

的に修得し、保健体育科教育に求められる教科専門並びに教育実践に関わる研究能力を有する教員および研究者の養成を
目指しています。 

求める学生像 
1）将来、教員および研究者を目指すための基本的学識を有し、保健体育科の教育を中心に理論と実践についての研究能

力を高め、教育研究を推進しうる能力を深める強い意欲のある者 
2）教職をはじめ社会人としての経験をもとに、専門的能力の向上を目指し、教育研究能力の研鑽に意欲を持つ者 

家政教育専攻 
家政教育専攻は、生活を科学的に見つめ、子どもたちとともに消費社会、少子・高齢社会における生活のあり方や、

人・環境と共生する生活を追及していくことのできる教員の養成を目的としています。広く教育に関心を持つとともに、
最新の研究成果を生かした研究手法により、現代生活の諸課題の問題解決に向かうことのできる人材の育成をめざし、以
下の学生を求めています。 

・高度の専門的知識と実践力を持った小・中・高校の教員を志す人 
・家庭科の教員を志し、現代生活の諸課題を探究し、教育方法を開発することを志す人 
・家庭科に関するより高度な専門的知識と研究手法を身につけることを目指す人 

技術教育専攻 
現代社会を主体的に、健全に生きるためには国民の一人ひとりが、ものづくりに関する実践的な理解と技術的素養を身

につけることが必要不可欠です。本専攻はこのような観点に立ち、製品の設計・加工技術、エネルギーの制御・利用技
術、作物等の生物育成技術、及びコンピュータ・情報通信技術など、生活及びものづくり＝生産活動の基盤となる技術
を、教育・研究の対象とするとともに、成長期にある子どもの全人格的な発達を促す上で有効な技術教育のあり方や展開
法等を重要な教育・研究課題としています。したがって、上記した観点からのより高度な理論的・教育的基盤を修得し、
豊かな研究能力と教育実践力を身につけたい人、そうした能力を有した有為な教員や研究者、技術者を志す人を求めま
す。 

静岡大学との共同大学院として2012年４月に開設した共同教科開発学専攻（後期３年博士課程）については、

「教科開発学」の究明を通じて、教科内容の構成原理等を明らかにしながら「教科学」と「教育環境学」の研究

に熱意を持って寄与する大学教員を養成していくこと、また、「教科開発学」を専門とする大学教員を養成し、

その教員が「教科開発学」に関する教育研究に基づいた教員養成カリキュラムを編成して学部、あるいは修士課

程等で指導を行うことによって、優れた学校教育現場の教員を輩出するということを目的としていることを踏ま

え、以下のとおりアドミッション・ポリシーを定め、学生募集要項及び本学ウェブサイトに掲載して公表・周知

を行っています。 

 

大学院教育学研究科（後期３年博士課程）共同教科開発学専攻アドミッション・ポリシー（全文） 

共同教科開発学専攻は、愛知教育大学と静岡大学が共同して教育課程を構成している後期３年のみの博士課程であり、教科
専門と教科教育を融合・発展させた教科学と、教職専門を発展させた教育環境学とを有機的に融合させた教科開発学を独自の
学問分野として確立することを目指し、子どもたちを取り巻く環境を視野に入れ、教科との関わりの中で学校教育が抱える複
雑・多様化した諸課題に対応した研究を行います。 

本共同専攻は、教科学と教育環境学について高度・専門的な研究を行い、教科開発学の分野において自立して研究・実践で
き、広く教育界に貢献し、大学教員を志向する人材を求めています。 
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(2) 入学者選抜の種類と目的、入試日程 

大学院教育学研究科（修士課程）の入学者選抜においては、一般選抜と特例措置選抜、外国人特別選抜を行っ

ており、受験者及び受験科目を区分しています。特例措置選抜は、さらに、Ⅰ．現職教員等、Ⅱ．教育委員会派

遣現職教員等、Ⅲ．社会人と区分しており、入学者選抜の種類を問わず、「入学者受入方針」「求める学生像」を

満たす者を選抜する目的は同一ですが、入学の際の必要な基礎学力及び入学後に推し進めようとする研究計画の

内容を具体的に図るため、学部直進者（一般選抜受験者）とは異なる受験科目を課すことにより、多様な経歴等

を有する人材の受入れが可能となっています。 

平成25年度大学院教育学研究科（修士課程）入学者選抜試験種類と日程 

入試の種類 出 願 試 験 発 表 

一般選抜・特例措置選抜 
第１次 2012/8/16(木) － 8/23(木) 2012/9/22(土) － 9/23(日) 2012/10/12(金) 

第２次 2012/12/13(木)－12/19(水) 2013/2/9(土) － 2/10(日) 2013/2/22(金) 

外国人特別選抜 
第１次 2012/8/16(木) － 8/23(木) 2012/9/22(土) － 9/23(日) 2012/10/12(金) 

第２次 2012/12/13(木)－12/19(水) 2013/2/9(土) － 2/10(日) 2013/2/22(金) 

 

選抜の種類 出 願 

一般選抜 学力検査として領域別外国語科目、専攻に関する科目及び口述試験を課しま
す。 

特例措置Ⅰ（現職教員等） 学力検査に替えて、小論文（芸術教育専攻では実技）、教育研究業績等及び
口述試験を課します。 

特例措置Ⅱ（教育委員会派遣現職教員等） 学力検査を免除し、小論文（芸術教育専攻では実技）、教育研究業績等、研
究計画書、口述試験、任命権者の推薦書を総合的に勘案して選考します。 

特例措置Ⅲ（社会人） 学力検査に替えて、小論文（芸術教育専攻では実技）、教育研究業績等及び
口述試験を課します。 

 

また、静岡大学との共同大学院として2012年４月に開設した大学院教育学研究科（後期３年博士課程）の入

学者選抜について、以下のとおり実施しました。 

平成25年度大学院教育学研究科（後期３年博士課程）入学者選抜試験日程 

入試の種類 出 願 試 験 発 表 

一般選抜 2012/10/22(月)－10/31(水) 2012/11/24(土)－11/25(日) 2012/11/28(水) 

 

(3) 入学者選抜の実施状況 

大学院教育学研究科の入学者選抜に関する実施体制は、学生・連携担当理事（副学長）が実施責任者となり、

入学試験委員会及び各教育組織から選出された委員を中心に構成される大学院入学試験部会を設置し、入学試験

を実施しています。入学者選抜方法等の改善・合理化等及び合否判定原案作成については入学試験委員会におい

て審議・検討を行い、募集要項の原案作成など入学試験実施にかかる具体的、実務的な業務を大学院入学試験部

会が担当しています。入学試験を実施する準備として、大学院入学試験部会委員を中心に試験問題の出題者、点

検者を定め、問題の点検・確認作業を複数回行うなど、出題ミスのないようチェックを行っています。 

入学試験当日の実施機構として、学生・連携担当理事（副学長）を中心とした試験本部を置き、大学院入学試

験部会委員及び入試課職員等で試験の円滑な実施と各種トラブルにも対応できる体制をとっています。 

また、試験監督者や各種要員を適切に配置し、公正で静穏な試験環境の確保に努めています。 

入学試験実施後は、複数の採点者の採点と点検者の確認を経て、各教育組織での判定資料を基に合否判定原案

が作成され、入学試験委員会及び代議員会の議を経て、合格者の決定を行います。入学試験委員会では、特に外
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国人特別選抜の出願資格等について検討を行い、日本語能力試験（５レベル N1：難しい → N5：やさしい）

の認定資格の取扱いについて「平成25年度入学者選抜」よりN2レベルを出願資格としました。 

なお、「平成25年度入学者選抜」の実施状況は、下表のとおりです。 

 

(4) 広報活動の取組 

修士課程の広報は、現職教員派遣の手続きを早期に進めるため、募集要項の公表日以前に学生募集の概要を定

め、愛知県教育委員会にその内容を通知するとともに、本学ウェブサイトにも掲載しています。 

また、現職教員の受験生を確保するために、募集要項の公表日以後に愛知県及び名古屋市、近隣他県の教育委

員会にチラシと募集要項を一斉送付し、学生募集の周知徹底を依頼しています。その他、学部直進者等の受験生

確保に向けては、愛知県内及び近隣他県の国公私立大学の就職担当部署にチラシと募集要項を一斉送付し、学生

募集の案内を行っています。 

博士課程の広報は、修士課程と同様に募集要項の公表日以前に募集概要を本学ウェブサイトに掲載し、募集要

項を愛知、岐阜、三重の大学院設置の国公私立大学、愛知県内各市町村教育委員会、教育事務所に一斉送付し、

博士課程の紹介と学生募集の周知を依頼しています。 

平成25年度大学院教育学研究科入学者選抜実施状況＜2012年度実施＞             （単位：人） 

 
入学 
定員 

志願者 
 

合格者 入学者 
 

倍率 男 女 充足率 

教育学研究科 104 (7) 184 1.77 (5) 95 (5) 80 (1) 42 (4) 38 81.7 % 
修士課程 100 (7) 176 1.76 (5) 91 (5) 76 (1) 41 (4) 35 81.0 % 
発達教育科学専攻 20 (4) 30 1.50 (2) 15 (2) 12  8 (2) 4 70.0 % 

教育学領域 － (1) 8 － (1) 5 (1) 5  4 (1) 1 － 

教育心理学領域 － 7 － 3 2  1 1 － 

幼児教育領域 － (1) 5 － 2 2  1 1 － 

生活科教育領域 － 1 － 1 0  0 0 － 

日本語教育領域 － 5 － 3 2  1 1 － 

情報教育領域 － (2) 4 － (1) 1 (1) 1  1 (1) 0 － 

特別支援教育科学専攻 5 8 1.60 4 3  1 2 60.0 % 

養護教育専攻 3 1 0.33 1 1  0 1 33.3 % 

学校教育臨床専攻 8 39 4.88 10 9  2 7 112.5 % 

国語教育専攻 5 (1) 7 1.40 (1) 3 (1) 2  1 (1) 1 60.0 % 

英語教育専攻 4 6 1.50 4 2  0 2 50.0 % 

社会科教育専攻 9 (1) 15 1.67 (1) 9 (1) 8 (1) 5 3 100.0 % 

数学教育専攻 7 5 0.71 4 4  3 1 57.1 % 

理科教育専攻 13 33 2.54 15 13  10 3 100.0 % 

芸術教育専攻 14 15 1.07 12 11  4 7 78.6 % 

音楽分野 － 8 － 5 5  2 3 － 

美術分野 － 7 － 7 6  2 4 － 

保健体育専攻 6 10 1.67 8 7  4 3 116.7 % 

家政教育専攻 3 (1) 2 0.67 (1) 2 (1) 2  1 (1) 1 100.0 % 

技術教育専攻 3 5 1.67 4 2  2 0 66.7 % 

後期３年博士課程 4 8 2.00 4 4  1 3 100.0 % 

共同教科開発学専攻 4 8 2.00 4 4  1 3 100.0 % 

* 共同教科開発学専攻には、静岡大学分を含まない。 
* ( )は外国人留学生を示し、外数。 
* 志願者倍率 (倍) ＝ 志願者 ÷ 入学定員（志願者に外国人留学生を含まない。） 
* 入学定員充足率（%） ＝ 入学者 ÷ 入学定員（入学者に外国人留学生を含む。） 
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２ 学生数 

(1) 入学定員、収容定員 

2012年度の入学定員は104人、収容定員は204人で、専攻ごとの内訳は下表のとおりです。 

なお、教育学研究科は、2008年度の教育実践研究科（教職大学院）の設置に伴い、入学定員を150人から現

在の100人に変更し、学校教育専攻を発達教育科学専攻に、障害児教育専攻を特別支援教育科学専攻に改組して

います。 

大学院教育学研究科入学定員・収容定員                           （単位：人） 

 
入学定員 収容定員 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

教育学研究科 100 100 100 100 104 250 200 200 200 204 

修士課程 100 100 100 100 100 250 200 200 200 200 

発達教育科学専攻 20 20 20 20 20 20 40 40 40 40 

学校教育専攻（旧） － － － － － 27 － － － － 

特別支援教育科学専攻 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 

障害児教育専攻（旧） － － － － － 12 － － － － 

養護教育専攻 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 

学校教育臨床専攻 8 8 8 8 8 17 16 16 16 16 

国語教育専攻 5 5 5 5 5 12 10 10 10 10 

英語教育専攻 4 4 4 4 4 13 8 8 8 8 

社会科教育専攻 9 9 9 9 9 23 18 18 18 18 

数学教育専攻 7 7 7 7 7 18 14 14 14 14 

理科教育専攻 13 13 13 13 13 30 26 26 26 26 

芸術教育専攻 14 14 14 14 14 33 28 28 28 28 

保健体育専攻 6 6 6 6 6 14 12 12 12 12 

家政教育専攻 3 3 3 3 3 12 6 6 6 6 

技術教育専攻 3 3 3 3 3 8 6 6 6 6 

後期３年博士課程 － － － － 4 － － － － 4 

共同教科開発学専攻 － － － － 4 － － － － 4 

(2) 在籍者数 

 1) 全学集計表 

2012年度の在籍者は、288人であり、2009年度の大学院教育実践研究科（教職大学院）設置後、最も収容定

員に近い人数となっています。 

また、全体の男女比は、男子 51％、女子 49%となっています。 

 2) 社会人学生数 

2012年度に在籍している社会人は46人（うち現職教員は24人）、在籍者288人対する比率は16％で、2011

年度と比較して、社会人は12人増加（現職教員は２人減）しています。 

なお、現職教員や社会人に対する修学環境の配慮として、昼夜開講制による授業開講体制や長期履修学生制度

を導入しており、学務ネットを活用して授業情報や連絡手段等を提供しています。 

 3) 外国人留学生数 

2012年度、大学院教育学研究科に在籍した外国人留学生は、発達教育科学専攻10人、国語教育専攻１人、社

会科教育専攻23人、数学教育専攻２人、芸術教育専攻１人の計37人、国別では、中国29人、インドネシア２人、

ミャンマー４人、韓国１人、カンボジア１人でした。在籍する外国人留学生のほとんどが、１年から２年の間、

教育学部において研究生として在籍し、研究テーマに関わる分野を継続して研究する意志をもって進学した者で

す。 

大学院教育学研究科においても、複数の専攻を募集単位として、一般の入学者選抜方法とは異なり、外国人学

生を対象とした特別選抜を実施していますが、語学力の問題等もあり、特定の分野に限られているのが現状です。 
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大学院教育学研究科在籍者数                         各年度 5/1 現在（単位：人） 

 2008 2009 2010 2011 2012 
内 訳 

社会人 
うち 

１年 ２年 男 女 教員 

教育学研究科 305 309 304 301 288 122 166 147 141 46 24 

修士課程 305 309 304 301 284 118 166 146 138 42 22 

発達教育科学専攻 27 54 52 55 62 29 33 34 28 12 5 

学校教育専攻（旧） 45 17 3 2 － 0 0 0 0 0 0 

特別支援教育科学専攻 3 7 8 5 5 3 2 2 3 4 0 

障害児教育専攻（旧） 7 5 3 0 － 0 0 0 0 0 0 

養護教育専攻 10 10 10 12 10 2 8 0 10 6 6 

学校教育臨床専攻 34 31 35 39 30 12 18 8 22 3 0 

国語教育専攻 7 10 11 12 11 3 8 6 5 2 1 

英語教育専攻 7 6 12 11 10 3 7 2 8 4 2 

社会科教育専攻 30 37 40 48 53 19 34 36 17 2 1 

数学教育専攻 20 21 26 23 17 6 11 13 4 2 1 

理科教育専攻 40 33 36 21 25 16 9 15 10 0 0 

芸術教育専攻 30 31 39 42 34 15 19 11 23 4 4 

保健体育専攻 31 35 30 23 18 7 11 15 3 1 1 

家政教育専攻 6 5 3 3 5 2 3 0 5 1 0 

技術教育専攻 6 7 6 5 4 1 3 4 0 1 1 

後期３年博士課程 － － － － 4 4 － 1 3 4 2 

共同教科開発学専攻 － － － － 4 4 － 1 3 4 2 

 

大学院教育学研究科外国人留学生在籍者数                   2012/5/1 現在（単位：人） 

 １年 ２年 
合 計 

男 女  

教育学研究科 (0) 12 (1) 25 (0) 20 (1) 17 (1) 37 

修士課程 (0) 12 (1) 25 (0) 20 (1) 17 (1) 37 

発達教育科学専攻  2  8  7  3  10 

特別支援教育科学専攻           

養護教育専攻           

学校教育臨床専攻           

国語教育専攻  1      1  1 

英語教育専攻           

社会科教育専攻  9  14  12  11  23 

数学教育専攻    2  1  1  2 

理科教育専攻           

芸術教育専攻   (1) 1   (1) 1 (1) 1 

保健体育専攻           

家政教育専攻           

技術教育専攻           

後期３年博士課程 (0) 0 (－) － (0) 0 (0) 0 (0) 0 

共同教科開発学専攻           

* ( )は国費留学生を内数で示す。 

* 正規学生のみ計上。 

* 後期３年博士課程は2012年度設置。 
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(3) 定員未充足 
平均入学定員充足率、2012年度の収容定員充足率とも、国立大学法人評価の基準値90％以上を満たしていま

す。 

なお、各専攻の収容定員充足率に若干のばらつきが見られるため、この点への配慮が必要です。 

大学院教育学研究科定員充足率                           各年度 5/1 現在（単位：％） 

 
入学定員充足率（過去５年間） 

収容定員 
充足率 

2008 2009 2010 2011 2012 平均 2012 

教育学研究科 118.0 132.0 119.0 128.0 117.3 122.9 141.2 

修士課程 118.0 132.0 119.0 128.0 118.0 123.0 142.0 

発達教育科学専攻 135.0 135.0 80.0 120.0 145.0 123.0 155.0 

特別支援教育科学専攻 60.0 80.0 60.0 0.0 60.0 52.0 50.0 

養護教育専攻 166.7 166.7 133.3 133.3 66.7 133.3 166.7 

学校教育臨床専攻 125.0 162.5 225.0 200.0 150.0 172.5 187.5 

国語教育専攻 60.0 120.0 80.0 140.0 60.0 92.0 110.0 

英語教育専攻 25.0 75.0 150.0 75.0 75.0 80.0 125.0 

社会科教育専攻 133.3 200.0 177.8 300.0 211.1 204.4 294.4 

数学教育専攻 114.3 128.6 157.1 114.3 85.7 120.0 121.4 

理科教育専攻 115.4 84.6 76.9 69.2 123.1 93.8 96.2 

芸術教育専攻 107.1 92.9 150.0 121.4 107.1 115.7 121.4 

保健体育専攻 200.0 316.7 116.7 166.7 116.7 186.7 150.0 

家政教育専攻 133.3 33.3 33.3 66.7 66.7 60.0 83.3 

技術教育専攻 100.0 100.0 66.7 33.3 33.3 73.3 66.7 

後期３年博士課程 － － － － 100.0 100.0 100.0 

共同教科開発学専攻 － － － － 100.0 100.0 100.0 

* 入学定員充足率（%）= 入学者 ÷ 入学定員 
* 収容定員充足率（%）= 在籍者 ÷ 収容定員 
* 平均入学定員充足率（%）= 各年度の入学定員充足率の計 ÷ ５年（発達教育科学専攻、特別支援教育科学専攻は４年） 

 

(4) 定員超過 

修士課程については、収容定員200人のところ在籍者数は284人であり、平成20年２月14日付け文部科学省

高等教育局長通知（19文科高第715号）「国立大学の学部における定員超過の抑制について(通知)」に基づき算

出した収容定員超過率は128％となっています。これは、同通知の基準定員超過率110％は超えていますが、国

立大学法人評価の定員超過率の上限値130％は下回っています。 

特に、第一期中期目標期間終了の2009年度に修士課程の定員超過率が143.5%であったことから、国立大学

法人評価委員会より改善を求められており、定員超過の適正化に向けた計画的な管理、改善に取り組む必要があ

ります。 

なお、2012年度に設置した後期3年博士課程については、収容定員４人のところ在籍者数も４人であり、収

容定員超過率は100％となっています。 

第一期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（国立大学法人評価委員会） 

（Ⅳ）定員超過の状況 

○ 平成21年度において教育学研究科の定員超過率が130％を上回っていることから、今後、入学定員の見直しを含

め定員超過の改善を行うことが求められる。 
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大学院教育学研究科定員超過率                        各年度 5/1 現在（単位：人） 

履修形態（履修年限） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 
収容定員 

 
 

在学者数 
 
 

長期履修 
算定人数 

 

外国人 
留学生 

(国費等) 

休学者 
 
 

留年者 
２年以内 

 

超過率 
算定人数 

 

収容定員 
超過率 
（％） 

教育学研究科 204 288 274 1 10 7 260 127.5 % 

修士課程 200 284 274 1 10 7 256 128.0 % 

通常（２年） － 217 217.00 － － 7 － － 

小学校教員免許取得（３年） － 44 44.00 － － 0 － － 

長期履修（３年） － 8 5.33 － － 0 － － 

長期履修（４年） － 15 7.50 － － 0 － － 

後期３年博士課程 4 4 4 0 0 0 4 100.0 % 

通常（３年） 4 4 4 0 0 0 4 － 

* ③長期履修算定人数は、長期履修３年 = 在籍者×2/3、長期履修４年 = 在籍者×2/4、左記以外は②在学者数と同じ人数。 
* ④外国人留学生(国費等)は、国費留学生、外国人政府派遣留学生、大学間交流協定等に基づく私費留学生の合計人数。 
* ⑥留年生２年以内は、単位不足による履修年限超過者のうち、修業年限を超える在籍期間が２年以内の者の人数。 
* ⑦超過率算定人数は、③長期履修算定人数 - (④外国人＋⑤休学者＋⑥留年者）の人数。 
* ⑧収容定員超過率は、⑦超過率算定人数 ÷ ①収容定員。 

 

(5) 休学者数、退学者数、除籍者数、留年者数 

2011年度比較で、休学、退学、除籍者が減少している傾向が見受けられます。 

留年者41人の内訳は、在学期間不足３人、単位不足８人（履修年限超過２年以内10人、３年以上１人）で、

2011年度よりいずれも減少しています。そのほかの30人は、長期履修制度等による在籍３年以上の学生です。 

大学院・専攻科休学者・退学者・除籍者・留年者およびその理由                （単位：人） 

 
当該年度 5/1 現在 当該年度 4/1 ～ 3/31 累計 

在学者 留年者 休学者 休学者 退学者 除籍者 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
修士課程 301 284 55 41 16 8 20 11 8 7 1 0 

１年 128 118   2 0 5 0 2 6 1 0 

２年 173 166 55 41 14 8 15 11 6 1 0 0 

後期3年博士課程 - 4 - - - 0 - 0 - 0 - 0 

１年  - 4 - - - 0 - 0 - 0 - 0 

教育実践研究科 89 83 9 16 3 3 3 3 3 4 0 0 

１年 35 33   1 0 1 0 1 2 0 0 

２年 54 50 9 16 2 3 2 3 2 2 0 0 

専攻科 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

休学・退学・除籍の理由 経済事情 3 2 2    

   家庭の事情 ４   １   

   一身上の都合 13 11 2 6   

   私費留学       

   傷病 3 1     

   方針変更   ７ 4   

   授業料未納       

   死亡又は行方不明       

   その他     1  

* 本表は、休学・退学・除籍の理由を記載していることを考慮し、大学院と専攻科をまとめて表示している。 
なお、専攻科は、特別支援教育特別専攻科のこと。 

* 留年者は、修士課程の場合は２年、博士課程の場合は３年、専攻科の場合は１年を超えて在籍している者を単に計上してい
る。このため、大学院の留年者には長期履修３年、４年が含まれた人数となっている。 

* 後期３年博士課程は2012年度設置。 
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(6) 修了者数 

2012年度の修了者数は128人で、過去５年の推移からは、大きな増減はありません。 

なお、2012年度の修了延期者は、休学による在学期間不足を含め、計38人で、2011年度より４人減少して

います。 

 

大学院教育学研究科修了者・修了延期者                           （単位：人） 

 2008 2009 2010 2011 2012 

 

修了月 延期者 (修了判定時) 

９月 ３月 
期間 
不足 

単位 
不足 

合計 

教育学研究科 115 116 126 126 128 0 128 30 8 38 

修士課程 115 116 126 126 128 0 128 30 8 38 

発達教育科学専攻  16 20 20 25  25 5 3 8 

学校教育専攻（旧） 27 13 1 2       

特別支援教育科学専攻  2 2 2    2  2 

障害児教育専攻（旧） 2 1 3        

養護教育専攻 4 4 2 4 6  6 2  2 

学校教育臨床専攻 14 12 12 21 18  18    

国語教育専攻 3 3 6 4 8  8    

英語教育専攻 4 0 4 4 3  3 2 1 3 

社会科教育専攻 9 13 19 13 23  23 10 2 13 

数学教育専攻 6 6 10 11 8  8 2 1 3 

理科教育専攻 17 15 13 10 8  8 1  1 

芸術教育専攻 11 13 14 22 14  14 5  5 

保健体育専攻 13 12 17 11 11  11    

家政教育専攻 3 3 2  2  2 1  1 

技術教育専攻 2 3 1 2 2  2  1 1 

後期３年博士課程 － － － － － － － － － － 

共同教科開発学専攻 － － － － － － － － － － 

* 後期３年博士課程は2012年度設置。 
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３ 教育課程 

(1) カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針） 

教育学研究科（修士課程）は、研究能力を有する教員の育成、現代的課題の探究に取り組む学芸諸分野の有為

な人材の育成及び現職教員・社会人の更なる向上を図る場としており、課程を修了した者には「修士（教育

学）」の学位を授与しています。本課程には、教育学及び教育心理学並びにその周辺領域の教育・研究を遂行す

る発達教育科学専攻、教育実践分野の教育・研究に取り組む特別支援教育科学専攻と養護教育専攻及び学校教育

臨床専攻、教科の内容及び教科教育学の教育・研究を実施する国語教育専攻等９専攻を加えた13の専攻と各領

域を設置しており、大学院の教育目標の達成に十分な教育・研究領域を展開しています。 

教育学研究科（後期３年博士課程）における教育は、授業科目の履修と学位論文の作成に関する指導によって

行います。学生の希望等を踏まえて決定した本籍を置く大学の研究指導教員を主指導教員とし、主指導教員の他

に、両方の大学から少なくとも１人以上の副指導教員を配置し、３人以上の教員で指導します。このように共同

大学院の特色を活かした指導体制を整え、様々な研究分野を包含する指導体制の充実を図っています。 

 (2) カリキュラムの編成と内容 

1) 授業科目の開設状況、履修モデル 

教育学研究科（修士課程）のそれぞれの専攻・領域では、当該専攻・領域が目標とする教育・研究の達成に適

切な授業科目を開設しています。本課程では、教員としての資質・能力の更なる向上に必要な科目として、専攻

内で開設する授業科目から10単位以上（学校教育臨床専攻では14単位以上）、「発達教育科学専攻科目」の教育

学領域科目、教育心理学領域科目及び幼児教育領域科目・生活科教育領域科目・日本語教育領域科目・情報教育

領域科目からそれぞれ２単位、計６単位以上、「教科教育専攻科目」の教科教育学に関する科目から４単位以上

（学校教育臨床専攻は除く）を選択履修することが義務付けられるとともに、専門分野における知識・技能を高

めるために必要な科目の単位も履修するよう指定しています。 

また、本課程の全ての専攻には主として現職教員、教育関係者及び社会人等を対象に夜間等に授業を行う「昼

夜開講コース」を設置しているほか、２年間分の授業料で最長４年間履修することができる長期履修学生制度も

導入しており、学業と職業の両立ができる体制をとっています。 

これらのことから、教育課程を体系的に編成しており、目的とする学問分野や職業分野における期待に応える

ものになっていると判断します。 

大学院教育学研究科（後期３年博士課程）では、主指導教員は学位論文の指導のみならず、履修指導も行い、

共同教科開発学専攻の学生は、主指導教員の指導の下に科目の履修方針を決めます。 

共同教科開発学専攻の教育課程は、科目群として「教科開発学」に関する「基礎科目」、各分野の専門的な

「分野科目」、各分野の総合的な「応用科目」の三つの科目で構成しています。 

 基礎科目の「教科開発学原論（２単位）」では、「教科開発学」の原理的諸課題や「教科開発学」の研究方法論

を習得し、「教科開発学実践論（１単位）」では、大学教員としての教育実践力、教員FD等、実践的諸課題を探

究します。これら２科目は、必修です。その他も含めて基礎科目群からは、必修科目の２科目３単位を含め選択

科目のうちから３単位以上、計６単位を選定して履修しています。 

分野科目は、「教育環境学」と「教科学」の先進的かつ多様な知見を習得するとともに各教員の研究活動に基

づく最先端の科目を「教科開発学」の分野科目として開講します。 

なお、分野科目は選択科目から10単位以上を修得する必要がありますが、「教育環境学」の分野科目のうちか

ら２単位及び教育環境学分野以外の３分野の選択科目のうちから２単位の計４単位は必ず履修します。教育環境

学分野ではマネジメント領域、教育方法領域、環境領域から科目を構成し、学校を取り巻く諸環境や利点を把握

し、これらの知見を教科の開発研究に活用することを追究します。 
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「教科学」は、「人文社会系」、「自然系」、「創造系」という三つの分野に分類し、「教育論」、「教育内容論」、

「教材論」の三つの基本軸から科目を構成します。 

 「教科学」では、教科内容を構成する学問の構成をめざし、教科のあり方・枠組そのものを検討し、人文社

会系教科学、自然系教科学、創造系教科学の各分野の先端的な知識を修得します。 

人文社会系教科学分野では、言語・多文化領域、歴史領域、風土領域から科目を構成し、教育方法・教材開発

を行います。 

自然系教科学では、先端科学と教科内容領域、教材開発と学習支援領域、教育方法の開発領域から科目を構成

し、先端科学技術と関連した自然系教科のカリキュラムを構築し、教育の情報化に対応した教育方法・教材開発

を行います。 

創造系教育科学分野では、生活力領域、身体領域、表現力領域から科目を構成し、基礎的な生活力や健康・体

力を備え、豊かな表現力を発揮できるような教育方法・教材開発を行います。 

応用科目では、全教員と全学生が一堂に会し、（１）教員がぞれぞれの研究課題を提示し、学生と討議する、

（２）学生自身が、「教科開発学」とは何か」、「その研究方法論課題」について問いながら自己の研究課題を追

究し、その成果をまとめて発表します。 

「教科開発学セミナーⅠ（２単位）」と「教科開発学セミナーⅡ（２単位）は、必修です。応用科目群では、

必修科目の２科目４単位以上を選定して履修しています。 

 

開設科目と修了必要単位数（修士課程）                        （数値：単位数） 

 
開設科目 

 
 
 
 
 
 
 
 

所属専攻・領域 

発達教育科学専攻科目 
 

特 
別 
支 
援 
教 
育 
科 
学 
専 
攻 
科 
目 

 
養 
護 
教 
育 
専 
攻 
科 
目 

 
学 
校 
教 
育 
臨 
床 
専 
攻 
科 
目 

教科教育 
専攻科目 

 
特 
別 
研 
究 
科 
目 

 
自 
由 
選 
択 
科 
目 

合 
計 
 

 
教 
育 
学 
領 
域 
科 
目 

 
教 
育 
心 
理 
学 
領 
域 
科 
目 

 
幼 
児 
教 
育 
領 
域 
科 
目 

 
生 
活 
科 
教 
育 
領 
域 
科 
目 

 
日 
本 
語 
教 
育 
領 
域 
科 
目 

 
情 
報 
教 
育 
領 
域 
科 
目 

 
他 
領 
域 
科 
目 

 
教 
科 
教 
育 
学 
に 
関 
す 
る 
科 
目 

 
教 
科 
内 
容 
学 
に 
関 
す 
る 
科 
目 

発達教育
科学専攻 

教育学領域 12 2     * 2    4  4 6 30 

教育心理学領域 2 12     * 2    4  4 6 30 

幼児教育領域 2 2 10    * 2    4  4 6 30 

生活科教育領域 2 2  10   * 2    4  4 6 30 

日本語教育領域 2 2   10  * 2    4  4 6 30 

情報教育領域 2 2    10 * 2    4  4 6 30 

特別支援教育科学専攻 2 2 * 2  10   4  4 6 30 

養護教育専攻 2 2 * 2   10  4  4 6 30 

学校教育臨床専攻 2 2 * 2    14   4 6 30 

教育科学
専攻 

教科教育学領域 2 2 * 2     **10 4 4 6 30 

教科内容学領域 2 2 * 2     ** 6 8 4 6 30 

*  発達教育科学専攻に所属する場合は、自領域以外の同専攻領域から選択して２単位を履修する。それ以外の専攻に所属す
る場合は、発達教育科学専攻の教育学・教育心理学の２領域を除く４領域から選択して２単位を履修する。 

** 教科教育専攻の教科教育学に関する科目のうち２単位は、各教科教育専攻が指定する「教材論」を主題とする専攻内共
通科目を履修する。 
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開設科目と修了必要単位数（後期３年博士課程）                     （数値：単位数） 

科目 

 

 

専攻 

共同専攻 

基礎科目 

共同専攻分野科目 
共同専攻 

応用科目 合計 
教育環境学 
分野科目 

人文社会系教 
科学分野科目 

自然系教科学 
分野科目 

創造系教科学 
分野科目 

必修 選択 選択 選択 選択 選択 必修 

共同教科 
開発学専攻 

3 3 10 4 20 

 

2) 授業形態の組合せ・バランス 

教育学研究科（修士課程）の各専攻別の講義、演習、実験・実習・実技の授業形態の割合は、全開設授業数の

うち、講義が53.1％、演習が44.8％、実験・実習・実技が2.1％となっています。各教員は原則として講義と

演習を併用した授業を行っています。本課程においては、学士課程以上に少人数教育が行なわれており、2012

年度の開講状況では、受講人数が10人以下の授業の割合は、前期81.8％、後期85.6％、前・後期合計83.6％で

あり、１授業当たりの平均受講者数も、前期6.8人、後期5.4人、前・後期合計6.1人となっています。 

教育学研究科（修士課程）開設授業科目 

 

 

 

2012年度教育学研究科（修士課程）開講状況 

開設形態別 
前 期 後 期 合 計 

開講数 未開講 開設数 開講数 未開講 開設数 開講数 未開講 開設数 

通 常 138 40 178 152 32 184 290 72 362 

土 曜 9 1 10 8 1 9 17 2 19 

夜 間 45 29 74 30 28 58 75 57 132 

集 中 33 7 40 19 6 25 52 13 65 

合 計 225 77 302 209 67 276 434 144 578 

          

受講者数別 開講数 比 率 開講数 比 率 開講数 比 率 

11人以上 41 18.2% 30 14.3% 71 16.4% 

10人以下 184 81.8% 179 85.6% 363 83.6% 

合 計 225  209  434  

          

受講者数 総人数 平均受講者数 総人数 平均受講者数 総人数 平均受講者数 

受講者のべ人数 1,542 人 6.8 人  1,128 人 5.4 人  2,652 人 6.1 人  

 

3) シラバス 

シラバスは教育課程の編成の趣旨を踏まえた上で、「授業目標」「授業計画（内容・方法）」「使用する教科書・

参考書」「評価基準・方法」等について記載しています。特に15回分の授業の内容・方法と授業外学習指示を示

して、予習復習を含め単位修得に必要な学修を実施しやすくしています。 

また、「備考」として履修条件等の特殊要件やオフィスアワーの設定時間等を記載し、より分かりやすく、見

授業形態 開設科目数 比率 

講義 516 53.1% 

演習 435 44.8% 

実験・実習・実技 20 2.1% 

合計 971  
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やすくすることに留意し作成しています。 

シラバス検索（修士課程）  http://syllabus.aichi-edu.ac.jp/ 

参照『第10章 施設・設備／２ 学生・留学生支援のための施設・設備／6) シラバス閲覧』 

4) 研究指導、学位論文に係る指導体制 

学位論文及び修学その他の学生生活上の指導・助言を行うため、専攻又は領域別に属する専任教員より指導教

員を定めており、学位論文指導計画書で１年間の研究指導計画を示した上で、修士論文の作成等に対する指導が

行われています。 

修士論文作成に直接関わる授業として「特別研究」（４単位）が必修科目として設定されており、修士論文指

導は１年次より、定められた指導教員の下で継続的に指導を得ることになっています。 

研究指導に当たっては、指導教員による直接指導が行われているほか、必要がある場合には、副指導教員を定

め、手厚い指導が実施できるようになっています。 

また、定期的に修士論文研究発表会が実施され、授業内及び学会等の授業外の活動を通じて、複数の教員が指

導に関わる体制がとられている専攻又は領域もあります。 

 

(3) 多様なニーズ、社会的動向等への取組 

 1) 授業科目等への反映 

大学院担当教員の資格審査において、担当予定科目と研究内容の整合性が審査されています。 

また、自らの研究成果をまとめた著書や論文等をテキストや参考文献として使用している授業例を見ると、授

業の内容が、教育の目的を達成するための基礎となる研究活動の成果を反映したものになっています。 

 2) ６年一貫教員養成コース 

学部４年間と大学院２年間を一貫させた「６年一貫教員養成コース」を2006年度に全国で初めて設置し、実

践的指導力を持った教員としての力量向上につながる授業を充実し、海外研修や企業研修を単位化する等、特色

ある授業を多く取り入れ、質の高い教員を養成するための取組を続けています。 

ただし、過去５年間の６年一貫教員養成コースからの大学院進学者数の推移では、進学辞退者が毎年出ており、

必ずしも順調な運営を継続しているとはいえない状況にあります。これらを踏まえ、2011年度からカリキュラ

ム改善の検討を行っています。 

６年一貫教員養成コース学部から大学院への進学者一覧              （単位：人） 

年 度 教育学研究科進学者 教育実践研究科進学者 ※ 大学院進学辞退者 

2008  16 ------- 4 

2009 12 ------- 5 

2010 7 ------- 2 

2011 4 ------- 1 

2012 6 0 6 

※ 2012年度大学院進学者から６年一貫教員養成コースと教育実践研究科の接続を開始 

3) 小学校教員免許取得コース 

小学校教員免許の取得は、教員養成大学・学部以外では、かなり困難な状況にあります。 

本学では、小学校教員免許取得希望者のニーズに応えるため、2005年度から、小学校教員免許を持たない大

学卒業者が、大学院で小学校教員免許取得に必要な学部の科目を履修することができるよう、新たに「小学校教

員免許取得コース」を大学院教育学研究科（修士課程）に設置しました。 
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本コースでは、通常の大学院教育学研究科（修士課程）の履修とともに、小学校教員免許状の取得に必要な学

部の科目を履修する必要から修業年限を３年とし、単位修得上支障がないように配慮しています。 

教員免許を全く取得していない場合の単位修得例          （数値：単位数） 

学 年 教育学研究科 学   部 合 計 

１年次 4 41 45 

２年次 18 20 38 

３年次 8 － 8 

計 30 61 91 

なお、小学校教員免許取得への要請は高く、過去３年間の入学者データからも、毎年10数人近くの学生が教

員養成系以外の様々な他大学から本コースに入学しています。 

また、本コースは、2008年度に新設された大学院教育実践研究科（教職大学院）においても開設されていま

す。 

小学校教員免許取得コース入学者数                   （単位：人） 

年 度 
教育学研究科 

入学者数 

内 訳 

他大学 
（教員養成系以外） 

本学卒業者 
（主に現代学芸課程） 

2010 13 9 4 

2011 16 14 2 

2012 13 12 1 

 

 4) 単位認定の実施状況 

大学院教育学研究科（修士課程）における単位認定の制度としては、ア）本学学則（2004年学則第１号）第

85条に定める他の大学院における授業科目の履修によるもの、イ）同第86条に定める入学前既修得単位による

ものの２つが設けられています。 

なお、2012年度は、上記単位認定に該当するものはありませんでした。 

他の大学院における授業科目の履修等、入学前の既修得単位の認定 

学則（抜粋） 

（他の大学院における授業科目の履修等） 
第８５条 修士課程及び教職大学院の課程において、教育上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基づき、学生が

他の大学院における授業科目を履修することを認めることができる。 
２ 前項により修得した単位は、修士課程に所属する学生にあっては10単位を超えない範囲で、教職大学院の課程に所属

する学生にあっては修了要件として定める所定の単位数の２分の１を超えない範囲で、当該研究科において修得したも
のとみなすことができる。 

３ 前２項の規定は、第49条の規定による留学の場合に準用する。 
（入学前の既修得単位の認定） 

第８６条 大学院（外国の大学院を含む。）を修了又は中途退学し、新たに教育学研究科又は教育実践研究科の第１年次に
入学した学生の既修得単位について教育上有益と認めるときは、当該課程において修得したものとして認定することが
できる。ただし、修業年限を短縮することはできない。 

２ 前項により修得した単位は、教育学研究科に所属する学生にあっては10単位を超えない範囲で、教職大学院の課程に
所属する学生にあっては修了要件として定める所定の単位数の２分の１を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、既修得単位の認定に関し、必要な事項は、別に定める。 

 

 5) ダブル・ディグリー制度の検討状況 

参照『第４章 教育活動／第１節 教育学部／３ 教育課程／(3)多様なニーズ、社会的動向等への取組／ 

6) ダブル・ディグリー制度の検討状況』 
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(4) 単位の実質化への配慮 

 1) 授業期間の確保、年間授業スケジュール 

大学院教育学研究科（修士課程）では、前期週数として16回以上、また後期週数も16回以上確保するように

年間スケジュールを適切に組んでいます。 

また、現職教員や社会人が在籍する昼夜開講コースの学生（2010年度入学者９人、2011年度入学者６人）

に対しては、就業先での勤務終了後に受講できるよう、授業開講を以下のとおり設定しています。 

昼夜開講コース授業開講状況 

・火・水・金曜日 18:20～19:50  20:00～21:30  前期15コマ  後期10コマ 

・土曜日      9:10～16:30  前期９コマ  後期８コマ 

・集中講義    夏季休業期間 33コマ  冬季休業期間19コマ 

これらのことから、昼間及び夜間において授業を実施している課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の

設定等がなされていると判断します。 
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2012（平成24)年度 教育学研究科（修士課程)授業予定

月 週 日 摘 要

入 学 式 ……………………４月４日(水)

４月 新入生ガイダンス ………………４月５日(木)

１ ６～７ 授 業 開 始 …………………４月６日(金) (休日)

２ ９～14 ４月30日(月) 振替休日

３ 16～21 ５月３日(木) 憲法記念日

４ 23～28 ５月４日(金) みどりの日

５月 ５ １～２ ５月５日(土) こどもの日大学祭 ５月１６日（水）～５月２０日（日 「学部は休講、大学院は授業担当教員）

に確認してください 」６ ７～12 。

14～19 学位論文題目申告書提出期限………５月２１日(月)７ ９月修了予定者

21～26８

９ 28～２

６月 10 ４～９

11 11～16

12 18～23

13 25～30

７月 14 ２～７

15 ９ 14～

16 17 21 ７月1６日(月) 海の日～

【 】17 23～27 ７月２８日・２９日はオープンキャンパス

18 30～４ 学位論文提出期限………８月１日(月) 正午９月修了予定者

８月 19 ○ 夏 季 休 業………８月７日(火)～９月２８日(金)６

前期 月 火 水 木 金 土※前期分成績提出期限…………………………８月２４日(金)

週数 16 16 1617 17 17

前 期 成 績 公 開………………………９月２４日(月)①

② ●水・木・金は16回で終了して９ 月 ９月修了式（予定）………………………９月２８日(金)

③ ださい。学位論文題目申告書提出期限……………１０月１日(月)

後 期 授 業 開 始………………………………１０月１日(月)

10月 20 １～６

21 ９～13 10月８日(月) 体育の日

22 15～20

23 22～27

24 29～２ 11月３日(土) 文化の日

11月 25 ５～10

26 12～17 11月23日(金) 勤労感謝の日

27 19～24

28 26～１

３～８12月 29

30 10～15 12月24日(月) 振替休日注意：１２月２５日(火)は月曜日の授業日，１２月２６日(水)は金曜日の授業日

31 17～22 ○ 冬 季 休 業………１２月２８日(金)～１月４日(金)

32 25～27

注意：１月８日（火）は月曜日の授業日，１月９日（水）は金曜日の授業日

１月 ○ 臨 時 休 講………１月１７日(木)～１月２１日(月) １月14日(月) 成人の日

33 ７～12

34 15～16

35 22～26 ○ 学 期 末 休 業…………２月７日(木)～３月２９日(金)

36 28～２ ２月11日(月) 建国記念の日学位論文提出期限…………２月１２日(火)正午

２月 37 ４～６ ※学位論文審査及び最終試験結果報告……２月２８日(木) 月20日(水) 春分の日３

後期 月 火 水 木 金 土２年生分 ………２月１５日(金)

週数 16 16 16 16 16 14※後期分成績提出期限

３月 １年生分 ………３月２２日(金)

●土曜の不足回数は土曜の時限修 了 式……………………………………３月２２日(金)

の中（例えば４限目等）で

適宜開講してください。

(注)１．※の成績提出期限は教員が教務課へ提出する締切日であり，成績通知は別途行う。

なお，その間の成績に関する問い合わせについては一切応じない。

２．補講が必要な場合は，夏季及び冬季休業の期間又は第５限に適宜実施する。
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は授業開講日 は補講期間および集中授業開講日

４月 ５月 ６月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

  

７月 ８月 ９月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

１０月 １１月 １２月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

１月 ２月 ３月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 1 2 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30

31

2012(平成24)年度　　大学院教育学研究科（博士課程）授業予定

●４月8日合同ガイダンス
●授業開始４月１４日

●１０月１３日授業開始
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2) 履修登録単位数の制限（キャップ制） 

大学院教育学研究科は、キャップ制を適用していません。 

 3) 授業時間外の学習を促す工夫 

大学院生には、専攻又は領域別に院生室が設けられており、授業時間外における学内での研究環境が整えられ

ています。職業等を有している者に対しては、長期履修学生制度が設けられており、学習時間の確保が図られて

います。また「小学校教員免許取得コース」の学生に対しては３年間の修業年限が課されており、十分な学習時

間を確保するような工夫がされています。 

(5) 教育活動に係る管理運営 

 1) 教務企画委員会 

大学の学部、大学院及び専攻科の教育内容、実施体制及び教育課程に関する企画立案を行う組織として、教務

企画委員会を設置しています。委員会は、教育担当理事を委員長として、学長が指名した学系長、各学系選出の

教育研究評議会評議員、代議員会代議員、各センターから選出された教員、教務課職員で構成しています。さら

に、その下に、共通科目、教育実習の改善・点検・円滑な運営に関する事項、時間割編成・シラバスの作成等授

業運営に関する事項及びカリキュラムの立案・検討・評価・改善等に関する専門的事項を検討するため、各種の

専門委員会を設置しており、教育における本学の取組を不断に点検するとともに、その具体化を図っています。 

２）愛知教育大学・静岡大学共同教科開発学専攻連絡協議会 

大学院設置基準第31条第１項に基づき、静岡大学大学院教育学研究科との共同教育課程として2012年４月に

設置された共同教科開発学専攻（後期３年博士課程）では、同条第２項に基づく構成大学院の協議の場として、

愛知教育大学・鈴岡大学共同教科開発学専攻連絡協議会を設けています。 

この連絡協議会が共同専攻の管理運営に係る案件の審議を担い、本学教授会及び静岡大学大学院教育学研究科

委員会から権限の一部委譲を受けて、議決・実施しています。同連絡協議会は、各構成大学の共同専攻を担当す

る専任教員等を構成員とし、月１回程度の頻度で遠隔テレビ会議システムを用いて開催しています。2012年度

は、計13回開催しました。 
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愛知教育大学と静岡大学の共同教科開発学専攻連絡協議会規程 
２０１１年１２月１４日 
規 程 第 １４２ 号 

（目的） 
第１条 この規程は、愛知教育大学学則（２００４年学則第１号）第２５条第３項及 び静岡大学大学院規則（昭和３９

年４月２７日）第５条に定める共同教科開発学専攻（以下「共同専攻」という。）に係る教育、研究等に関する重要な
事項を協 議し、円滑な管理運営を行うため設置する共同教科開発学専攻連絡協議会（以下「連絡協議会」という。）の
組織及び運営に関し、必要な事項を定める。 
（連絡協議会） 

第２条 連絡協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 
(1) 愛知教育大学及び静岡大学（以下「構成大学」という。）の共同専攻の専任教員 
(2) 構成大学の研究科長が特に必要と認めた者若干名 

２ 連絡協議会に議長を置き、連絡協議会の業務を掌理する。 
３ 議長は、連絡協議会を招集し、その議長となる。 
４ 議長の任期は、１年とし、委員の互選により選出し、構成大学間で隔年交代とする。 
５ 連絡協議会に副議長を置き、副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。 
６ 副議長の任期は、１年とし、議長が所属する大学と異なる大学の委員のうちから委員の互選により選出する。 

（協議事項） 
第３条 連絡協議会は、共同専攻に係る次の各号に掲げる事項を協議する。 

(1) 構成大学において開設する授業科目及びこれに係る教員の配置などカリキュラムの編成及び実施に関する基本的事
項 

(2) 研究指導教員の選定に関する事項 
(3) 入学者選抜の方針及び実施計画に関する事項 
(4) 学生の身分取扱及び厚生補導に関する事項 
(5) 成績評価の方針に関する事項 
(6) 学位審査委員会の設置に関する事項 
(7) 学位の授与及び課程修了の認定に関する事項 
(8) 教育研究活動等の状況の評価に関する事項 
(9) 予算に関する事項 
(10)  広報に関する事項 
(11)  自己点検・評価に関する事項 
(12)  ＦＤ推進に関する事項 
(13)  共同専攻の設置に関する協定書の改正及び廃止並びに運用に関する事項 
(14)  その他構成大学が必要と認めた事項 

２ 協議内容は、構成大学の教授会若しくは研究科委員会又は教育研究評議会（以下「会議等」という。）に報告し、必
要に応じて承認を得るものとする。 

３ 前項の承認を得るものについては、同項の会議等の議を経て、連絡協議会が別に定める。 
（専門委員会） 

第４条 連絡協議会の円滑な運営を図るため、連絡協議会の下に次の各号に掲げる専門委員会を置く。 
(1) 運営委員会 
(2) 学務委員会 
(3) 入試委員会 
(4) 学位審査委員会 
(5) 教員人事選考委員会 
(6) 紀要編集委員会 
(7) その他連絡協議会が必要と認めた委員会 

２ 専門委員会に関する事項は、別に定める。 
（議事及び運営） 

第５条 連絡協議会は、構成委員の３分の２以上の出席をもって成立する。 
２ 連絡協議会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。 
３ 連絡協議会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 
４ この規程に定めるもののほか、連絡協議会の議事及び運営について必要な事項は、連絡協議会が定める。 

（事務局） 
第６条 この規程に定める事務を取り扱うために事務局を置く。 
２ 事務局は、愛知教育大学事務局及び静岡大学教育学部事務部が担当する。 

  
附 則 

この規程は、２０１２年４月１日から施行する。 
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４ 学位授与 

(1) ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

学位授与は、本学大学院教育学研究科（修士課程）に２年以上在学し、30単位以上を修得した上、学位論文

審査及び最終試験に合格した者に授与します。 

(2) 成績評価 

 1) 成績評価基準、成績評価方法 

成績評価基準について、授業の出欠状況、レポート、中間テスト最終試験の組み合わせにより、成績（Ｓ、Ａ、

Ｂ、Ｃ、D）を判定しています。 

 2) 成績評価基準の学生への周知方法 

学生に対しては、教育学研究科学生便覧、シラバスへの掲載等の方法により周知を図っています。 

 3) 成績評価分布による検証 

成績評価分布による検証はしていません。 

 4) 学生からの成績評価の申立て手続き 

成績の内容に疑義がある場合は成績公開日から10日以内に授業担当教員へ学生自身が直接申し出ることを規

定しています。ただし、担当教員との連絡が困難である場合は、教務課へ学生自身が「成績確認依頼書（様式

１）」を用いて申し出ることができます。 

2012年度は１件申し出がありましたが（2011年度なし）、当事者、担当教員、それ以外の第三者を含めて協

議し、解決しています。 

(3) 修了認定（学位論文に係る評価基準） 

1) 修士認定基準と実施方法 

学位論文の提出に当たっては、学生は指導教員の指導を得て論文題目を決めており、修了予定年度の９月末

までに学位論文題目申請書を提出し、修了予定年度の２月10日までに論文を提出することとなっています。 

学位論文審査及び最終試験委員は指導教員を含め３人以上を選定して、発表及び口述又は筆記により審査 

します。 

各専攻又は領域では、修士論文審査方法等基準が2008年度に策定され、2009年度から運用し、毎年度見

直しを行っています。 

2) 学生への周知方法 

修士論文審査方法等基準は、学位論文題目申請書を提出した学生に対し、改めて大学院修了時における諸手

続の連絡とともに周知しているほか、専攻又は領域ごとのガイダンス等でも適宜周知しています。 

 

 



第４章 教育活動  第２節 大学院教育学研究科 

108 

５ 各専攻 取組状況 

(1) 発達教育科学専攻（修士課程） 

① 教育目標 

本専攻は、教育に係る理論と実践を融合することにより、現代の教育の諸課題に科学的・総合的に対応するこ

とのできる学生を育成することを目的としています。具体的には、教育学、教育心理学、幼児教育、生活科教育、

日本語教育、情報教育等の諸領域を構成する様々な学問的成果、専攻する領域の成果を中心に相互補完的に履修

し、教育学・心理学全般の研究成果を土台に各領域の教育研究上の目的を更に深化させるよう努めることを目標

としています。 

② 専攻・領域 

発達教育科学専攻   ■教育学領域 
  

   ■教育心理学領域 
   
   ■幼児教育領域 
   
   ■生活科教育領域 
   
   ■日本語教育領域 
   
   ■情報教育領域 
   

■教育学領域 

① 教育目標 

本領域は、教育哲学、教育史、教育社会学、教育方法学、教育制度学、社会教育学、進路指導等の諸学問分野

を基礎としながら、誕生から死に至る間の、家庭、地域、学校、社会等のあらゆる場所における「人を育てる」

営みについての原理的・理論的・実証的・実践的な研究を進めます。その上で、これらについての深い洞察を持

った、学校教育、社会教育、教育行政、司法福祉、キャリア支援等に関わる高度な職業人の養成を目的とします。 

② 指導体制 

本領域では、大学院生の研究関心を研究テーマへと発展させるために、指導教員を定め、ゼミを定期的に開催

しています。 

また、広い視野から検討する機会として、領域全体でのテーマ発表会と修士論文中間発表会を教員・大学院生

全体で開催し、踏み込んだ議論を行うようにしています。こうした中でまとめられる修士論文は、そのエッセン

スを修士論文抄として広く公開しています。このような研究活動を通じて、専門学会で発表することになる大学

院生、更に研究を続けるため教師となる者や進学する大学院生もいます。 

 

■教育心理学領域 

① 教育目標 

本領域は、教育心理学（学習や教育評価）、発達心理学、社会心理学、臨床心理学等の心理学の研究視点から、

教育という多面的で重層的な活動や実態を、実験や調査に基づき実証的に捉えることのできる人材を育成するこ

とを目的としています。 

② 指導体制 

社会人用に設定された夜間の講義を始めとして、幅広く講義・演習が組まれており、教育心理学、発達心理学、

社会心理学、臨床心理学の各分野にわたり、学部で学んだ内容をより専門的な視点から問題意識を持って取り組

めるように、幅広いスタッフが揃って対応しています。論文の指導については、担当教員による定期的な指導を

始めとして、大学院生は１年次、２年次にそれぞれ年に数回の共同演習（修士論文の計画、途中経過報告の発表

を全教員の出席の中で実施）に参加し、各教員から種々の意見をもらい、更に論文の内容を深める作業を繰り返
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すなど、大学院生一人一人に十分に対応した教育指導を展開しています。 

また、学部で心理学を専攻していなかった学生に対しては、（単位にはならないが）学部の心理学方法論・統

計学を受講させ、知識・技能を習得させています。物理的環境面においても、大学院生室にパソコン・プリンタ

ーを完備し、また、調査や論文執筆で必要な物品購入、文献複写などを運営費交付金（大学院教育費）からサポ

ートしています。これらの成果として、全国規模の学会において半数近くの学生が研究成果を発表するに至りま

した。 

授業面では、全専攻共通履修科目を開講しており、多様な学生に対応するため、導入として初歩的な専門書の

講読・発表を行ったうえでの専門的議論の展開、具体的事例についてのグループワークなどを導入しています。 

 

■幼児教育領域 

① 教育目標 

人間形成の基礎を培う乳幼児期の発達と教育を研究対象とする幼児教育領域は、幼児教育学、幼児心理学、保

育内容学、児童福祉などの専門分野から構成されています。これらの幅広い学問的な知識を習得するとともに、

理論と実践との有機的連携を図り、幼児教育の創造開発に寄与できる高い専門性を有した保育者や研究者の育成、

とりわけ保育者養成に携わる研究者や、幼児に関わる様々な分野で中核的な立場で活躍する人材を育成したいと

考えています。 

また、現職の保育者を積極的に受け入れ、現職としての経験による実践的な課題を省察し、幼児教育の現場に

添った実践的な課題解決能力と指導力が発揮できるような資質を養います。 

② 指導体制 

本領域では、幼児教育の意義を認識するとともに、基盤としての専門的な深い知識と広い見識とを併せ持つよ

うに、幼児教育諸分野の授業を全般的に履修することを推奨しています。同時に、それぞれの大学院生の関心を

研究テーマへと焦点化させるために、専攻する分野の教員を指導教員として、専門的な力量を高め、修士論文の

作成につなげる研究を進めていきます。研究成果を学会や講座紀要『幼児教育研究』などを通して発表し、研究

交流を促しています。これらの成果は、特に保育現場経験を持つ大学院生の修了後の進路として、愛知県を中心

に保育者養成校（大学、短大、専門学校）の教員となり、研究活動を継続している者が多いことに示されていま

す。もちろん、優れた保育能力を有する保育者として、大学院で培った力を生かして公立の幼稚園や保育所にお

いて活躍する者、さらには修了後に園長などの要職に就く者もいます。 

 

■生活科教育領域 

① 教育目標 

「生活科」や「総合的な学習」は“子どもたちの「生きる力」を培う創造的な教育活動”であり、その実践では、

子どもの興味・関心や身近な生活課題、教科横断的な課題などに基づく体験的な学習、調査活動的な学習、問題

解決的な学習などを重視しています。これは、子どもたちが自分の願いや目当て、課題などを見つけ、自ら学び、

考え、主体的に判断し、これらをより良く成就・解決したり、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組

み、自分の生きがいや生き方を考えたりする学習を求めているからです。本領域は、このような「生活科」や

「総合的な学習」の理論を学び、実践に必要な感性や情性、知性などが豊かで高度な構想力や指導力、分析力な

どを発揮できる力量豊かな教師の養成を目指します。 

② 指導体制 

本領域は、幼児・児童の自然教育に関する研究、カリキュラム論・教育思潮論、幼児・児童の社会認識形成に

関する研究等を中心に生活科教育と総合的学習を専門とする３人の専任教員により構成されています。「生活

科」と「総合的な学習」の理論と実践についての研究を深め、理論に裏付けられた実践的力量を身に付けるため
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に、大学内での講義、演習のほかに、県内外の先進校や研究指定校の視察あるいは近隣学校のボランティアをし

ながら、研究を進めることを基本にしています。 

また、本学附属学校の主催する研究協議会への参加、本学と愛知県教育センターとの連携による５年経験者研

修、10年経験者研修への参加を積極的に行っています。修士論文の作成においては、毎年、本領域で発行して

いる紀要の論文・研究ノートの執筆、生活科と総合的学習に関連する学会での自由研究発表を義務付け、広く外

部からのコメントを求めることも重視しています。 

 

■日本語教育領域 

① 教育目標 

本領域は、教育の現代的課題である日本語教育に関する諸問題について、社会、文化、言語、教育などの広い

視野から研究を深めるとともに、学校をはじめとする様々な教育機関で日本語教育に従事する人材の育成を目指

します。 

また、近年日本国内で増加している外国人児童生徒の教育についても、重点的な教育研究を行います。 

② 指導体制 

2012年度、本領域では、以下の専門科目が開講されました。 

異文化教育方法研究Ⅰ、言語政策特論Ⅰ、対照言語学研究Ⅰ、日本語教育特別研究、日本語学特論、現代日本

語研究Ⅰ、現代日本語研究Ⅱ、言語文化史特論 

隔年開講により、２年間で全ての科目を履修できるようにしています。 

また、毎年、全ての教員が必ず１科目は夜間大学院向けの授業を担当し、昼夜開講の大学院生がスムーズな履

修を行えるよう配慮しています。 

研究に関する個別相談は、指導教員を中心に随時行っていますが、その他、定期的に行われる大学院生主体の

勉強会には、ほぼ毎回全ての教員が参加し、大学院生全員がお互いの研究の進展状況を報告し合い、ともに疑問

点などを議論し合う機会を設けています。2012年度は５月、７月、10月、11月の水曜日の午後に勉強会が開

催されました。 

学外での他大学との合同の大規模な勉強会としては、毎年開かれる中部地区院生セミナーで、ほぼ全員が発表

を行い、地域の日本語教育に関係する大学関係者及び大学院生同士の交流を深めています。およそ３年に一度、

会場校としてもセミナー活動に協力しています。 

大学での授業や研究活動と並行して、大学周辺の小・中学校に在籍する外国人児童生徒に対する日本語支援活

動とともに、外国人児童生徒がスムーズに学習に取り組めるようにするための教材開発と学習支援活動を行って

います。学部生のボランティアとともに、本領域の多くの大学院生が中心的立場となって、地域社会に対する実

践的支援活動に取り組んでおり、その経験が研究においても有意義なものとして最大限に生かされています。 

 

■情報教育領域 

① 教育目標 

本領域は、情報教育の在り方を含め、学校教育現場における情報教育に関する諸問題の研究を行うとともに、

広く情報技術を活用した教育支援の在り方、新しい指導法の開発を研究します。さらに、学校現場で必要とされ

る、サーバの管理運営やメディア教材開発などの実践技術の習得も可能です。 

本領域では、こうした情報教育関係の知識・研究態度を身に付け、学校教育現場や教育関連分野で情報教育の

指導者・研究者となり得る人材の育成を目指します。 

② 指導体制 

本領域では、教育工学、メディア教材開発、情報リテラシー教育、認知科学等、情報教育に関連する幅広い分
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野を専門とする教員を配し、授業及び修士論文指導を行っています。修士論文指導では、教員と学生が全員参加

する合同ゼミを毎月１回開催することで、直属の指導教員以外の指導も受けやすい体制を作っています。 

 

(2) 特別支援教育科学専攻（修士課程） 

① 教育目標 

本専攻は、主として聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者についての教育の領域と、障害者の生涯

にわたる支援という視点に立つ障害者福祉の領域とで構成されています。これらの領域に関する専門的知識・理

論を修得し、対人援助における実践力を身に付けること、さらに、医療等の隣接領域との連携を重視し、障害者

個々のニーズに応じた支援について、優れた研究能力と資質を兼ね備えた人材を養成することを目的としていま

す。 

② 専攻・領域 

特別支援教育科学専攻   ■特別支援教育科学領域 
  

 

③ 指導体制 

特別支援教育科学専攻の学生指導にあたる教員は、特別支援教育と障害者福祉学、さらに、その近隣の学術分

野（発達臨床心理学など）を専門としています。学生達の多くは修了後、特別支援教育に携わる教員や福祉領域

における対人援助職を希望しますので、当然のことながら、幅広い知識と実践力を養成することが求められてい

ます。教育学、心理学、生理・病理学、福祉学など多岐にわたる学修を通して、高度な専門性を有する人材を育

成しています。 

上記に加えて、夜間大学院では愛知県内の現職教員や福祉施設職員等が在学しています。長期履修制度を活用

し、３年～４年間の中で問題意識を段階的に深め、質の高い研究（修士論文）に取り組めるように指導体制が組

まれています。 

今後は、時代や社会のニーズにあった研究が更に求められると考えています。昨今の教育現場において、重複

障害のある児童生徒の教育支援、通常の学校に在籍する発達障害児の支援等については喫緊の課題とされていま

す。また、「障害」という概念が大きく変貌を遂げている現況を踏まえ、「障害を科学する」という理念の下、特

別支援教育科学専攻の指導体制を運営しています。 

 

(3) 養護教育専攻（修士課程） 

① 教育目標 

本専攻は、これからの時代を担っていくに足り得る高度な専門的能力を持ち、実践的研究能力を有する養護教

諭の養成を目指しています。 

また、現職養護教諭の再教育の場として、学校での保健管理と保健教育を担当する高度な能力を備えた養護教

諭の養成を目的としています。 

② 専攻・領域 

養護教育専攻   ■養護教育学領域 
  

 

③ 指導体制 

修士論文の作成指導には、主指導教員１人・副指導教員２人の体制で指導に当たっています。養護教育講座の

全教員参加の下で、入学年次の９月に研究計画発表会を、修了予定年次の９月に修士論文中間発表会を開催し、

２月には養護教育講座の全教員参加の下で、修士論文発表会を開催し、評価・指導を行っています。 
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また、指導教員以外の教員も、大学院生から要望がある場合は、担当授業時間中だけでなく随時、助言や指導

にあたっています。 

 

(4) 学校教育臨床専攻（修士課程） 

① 教育目標 

本専攻は、「ハートのある現場志向の臨床家育成」を理念に掲げ、教育臨床心理学の探究を通して子どもたち

を巡る心理的な諸問題、それらを取り巻く家庭・地域・社会の諸問題について適切に対応することのできる臨床

心理学の専門家を志す人物の育成を目指しています。特に、臨床心理学コースでは、臨床心理士等の資格やその

専門的知識を生かしてスクールカウンセラーをはじめとする学校臨床の専門家を志す人物や、医療、福祉、司法、

産業、その他の領域における臨床家の育成を目指しています。 

② 専攻・領域・コース 

学校教育臨床専攻  ■学校教育臨床領域  臨床心理学コース 
  

③ 指導体制 

大学院学校教育臨床専攻（臨床心理学コース）の教育活動としては、臨床心理士養成の業務が主たるものとな

ります。 

指導体制として、修士論文指導については指導教員を中心に行われ、臨床心理士受験資格に必要な単位につい

ては、講座教員や専攻教員の合同の授業が多く用意され、共同の指導体制というスタイルをとっています。 

教育内容は、多様な分野で活躍できる教育臨床の専門家育成を基盤としながら、教員養成大学に設置された大

学院としての特色を出すべく、スクールカウンセラーをはじめとする教育臨床の専門家育成についての教育課程

の整備に力を入れています。学校臨床実習Ⅰ・Ⅱは「こころの相談員」として附属学校や豊明市の小学校で１年

間の実習を行うものであり、これは他の教員養成大学院には見られない独自の取組となっています。また、教育

臨床総合センターにある心理教育相談室では、豊富な実習機会を用意するとともに、臨床心理士の資格を持つ教

員によるケースカンファレンスやグループスーパーヴィジョンなどの指導体制も充実させています。加えて、卒

後教育の一環として事例検討会を定期的に開催するなど、修了後の心理教育相談室での臨床活動のフォローアッ

プにも力を入れています。 

 

(5) 国語教育専攻（修士課程） 

① 教育目標 

本専攻の目的は、日本並びに中国の言語・文学・思想・書道等の広い視野に立つ学識を修め、国語科教育の専

門分野及び教育実践における理論と応用の研究能力を高め、教育研究を推進し得る資質能力を組織的に養うこと

にあります。 

「国語科教育学領域」では、今日的な教育課題の根幹を国語科学習の内容や目的・方法・歴史等の面から考察

します。今後ますます重視される国語学力の重要性や意義、実践的な授業研究・評価論等も扱い、理論と実践の

両面にわたる力を系統的に育成します。 

「国語科内容学領域」では、国語科教育学の基盤となる諸分野、すなわち日本語・日本文学とその歴史的文化

的背景、源流としての中国や近代以降の西洋の文化・思想等について、基礎的素養を体得させつつ、高度な研究

能力を育成します。 

② 専攻・領域 

国語教育専攻   ■国語科教育学領域 
  

   ■国語科内容学領域 
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③ 指導体制 

本専攻は、国語科教育学・国語科内容学の多様な教育研究分野の教員12人によって構成されています。国語

科教育学は、それぞれが専門とする立場から、言語教育理論、古典文学教育論、文学教育の歴史・理論、書写書

道教育論、教材研究、授業研究に係る指導を行っています。国語科内容学は、国語学、国文学、漢文学のそれぞ

れに専門の教員を配し、研究指導を行う体制を取っています。修士論文の指導は、指導教員による個別指導のほ

か、教員・大学院生が参加する研究会（ガイダンス・修士論文中間発表会・最終発表会）を年間スケジュールに

組み込んで相互に研究を深化させる機会としています。研究会への参加のほか、学会発表・学会誌等の論文執筆

を積極的に促し、その支援・指導も広く行っています。 

 

(6) 英語教育専攻（修士課程） 

① 教育目標 

本専攻の目的は、学部教育を基礎に、学校教育に求められる教科専門並びに教育実践に関わる研究能力を有す

る教員の養成を目指します。その目的を達成するために、本専攻は「英語科教育学」と「英語科内容学」の２領

域に分かれます。 

「英語科教育学」は、小学校・中学校・高等学校における英語教育が抱える課題に取り組みながら、理論と応

用能力を備えた英語教師の資質能力の向上を図ります。 

「英語科内容学」は、「英語科教育学」の基盤を形成する「英米文学」と「英語学」を深く追究し、教科の専

門性を高め、理論と応用能力を備えた教員の資質能力の向上を図ります。 

② 専攻・領域 

英語教育専攻   ■英語科教育学領域 
  

   ■英語科内容学領域 
   

③ 指導体制 

教科専門及び教育実践に関わる研究能力を有する教員の養成のために、英語科教育学及び英語科内容学の両領

域において、それぞれの専門科目を少人数で受講します。 

また、修士論文作成を目標として、英語科教育学・英語科内容学ともに、専門領域が細分化された課題に従っ

て、指導教員、副指導教員の二本立ての指導を受けることになります。 

 

(7) 社会科教育専攻（修士課程） 

① 教育目標 

社会科教育の目的は、将来の社会の主人公となる児童・生徒の公民的資質を育み、憲法に示された国民主権、

基本的人権、平和主義の普遍的理念の担い手として、それらを社会で実現する主体となるように育成することに

あります。このような社会科教育の意義は、国際社会が緊密に結びつき、異なる文化が接触する機会が増大する

のに伴い、ますます大きくなっています。 

そうした社会科教育の意義をより深く学び、児童・生徒への優れた指導能力を有する教員を育てることが、本

専攻の目的です。そのために本専攻は、「社会科教育学領域」と「社会科内容学領域」から構成されています。

前者では教科としての社会科とその教授方法について研究し、後者では社会科教育の基礎を形成する諸分野の研

究を行います。 

② 専攻・領域 

社会科教育専攻   ■社会科教育学領域 
  

   ■社会科内容学領域 
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③ 指導体制 

本専攻は社会科教育学と社会科内容学の領域に分かれ、また、内容学領域は人文・社会科学に関わる諸分野に

分かれています。大学院生はその専攻する分野の教員を指導教員として、専門的な力量を高め、修士論文の作成

につなげるための研究を進めていきます。同時に、将来の社会科教育に携わる教員としての能力を培うためにも、

興味関心と必要に応じて、広く諸領域・分野の授業を履修し、力を伸ばすことができます。 

社会科教育学領域では社会科とその教授方法について、理論的・実践的・歴史的な研究を指導するために、公

民教育を中心としたドイツの教科教育と、日本・イギリスの歴史教育とをそれぞれ専門とする教員がいます。 

社会科内容学領域では、大きく分けて、哲学・倫理学、歴史学・民俗学、地理学・地誌学、社会科学、国際文

化の各分野があります。それらの専門分野の研究を指導するためのスタッフとして、多様な教員が配置されてい

ます。まず、哲学・倫理学の分野では、ヨーロッパ近世の哲学史と、日本近世の思想史を専門とする教員がいま

す。歴史学・民俗学の分野では、日本古代史・中世史、西洋宗教史、日本民俗学の研究指導を行う教員がいます。

地理学・地誌学の分野では、都市と農業・農村の地理学をそれぞれ専門とする教員がいます。社会科学の分野で

は、ドイツなどの政治、政治学・政治思想史、民法、憲法、社会学など様々な専門領域で研究を進める教員がい

ます。最後に国際文化の分野では、日本の社会文化、中国の近代思想、英米の現代思想、フランスとドイツの文

化・社会など、広く日本や世界の諸側面について研究指導するための教員がいます。 

こうした多様なスタッフが、大学院生各自の専攻分野に応じて指導教員となり、他の教員と連携することによ

って、社会科教育専攻としての指導体制を作っています。それは社会科教育の意義を認識するとともに、教科の

基盤としての専門的な深い理解と広い見識とを併せ持った、優れた指導能力を有する教員を育てることを目指し

た体制であり、その成果は、多くの大学院生が修士課程修了後には教員となり、大学院で培った力を生かして活

躍していることに示されています。 

 

(8) 数学教育専攻（修士課程） 

① 教育目標 

 数学教育専攻の教育目標は、数学に対する興味に加え、将来を担う子どもたちに算数・数学の面白さを伝える

ことができる高度な知識や能力を持った教員を育てることです。この目標のために、数学教育専攻は数学科教育

学領域と数学科内容学領域の二つの大きな柱によって構成されています。数学科教育学領域では、数学教育学の

高度な知識を深めるとともに、実践的な能力も身につけるよう指導しています。数学科内容学領域では、専門的

な数学の知識を深めるとともに、それを学校教育に生かせるよう指導しています。 

② 専攻・領域 

数学教育専攻 

  

＜分野＞ ■数学科教育学領域 ■数学科内容学領域（数学分野） 

■数学科内容学領域（情報分野） 

③ 指導体制 

本専攻の2012年度担当教員の内訳は、数学教育学４人、数学内容学８人、情報科学４人です。このうち、数

学教育学と数学内容学の12人が数学教育講座所属、情報科学の４人が情報教育講座所属です。数学教育学の教

育内容の豊富さは日本でトップクラスです。数学内容学は、代数学、幾何学、解析学、確率論、情報科学から成

る豊富な専門家を擁しています。小学校・中学校はもちろん、高等学校の教員にもふさわしい教育内容を用意し

ています。 

本専攻では、毎年９月に新城市の小中学校で実施される合宿形式の授業研究会を必修授業として課しています。 
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また、数学教育学領域では数学教育学の研究会（火曜会）、数学内容学領域では数学内容学の研究会（金曜

会）への出席を義務付けています。それぞれの研究会では、修士論文の中間発表会も実施しており、専攻として

のまとまりを保つことに役立っています。 

 

(9) 理科教育専攻（修士課程） 

本専攻は、「理科教育学領域」と「理科内容学領域」に分かれます。 

「理科教育学領域」では、理科教育の理念・歴史・外国の事情などを通した教育目的の研究、理科学習の心

理・認知の研究などによる子ども理解、理科の教材研究及び理科授業の実践的研究等を通して、小・中学校及び

高等学校の理科教育の在り方を構築することを目指します。 

「理科内容学領域」では、理科という教科を構成する物理、化学、生物、地学の各分野について、その背景に

ある基礎物理学、応用物理学、無機物理化学、有機化学、分類形態学、生理生態学、天文地球物理学、地質鉱物

学など自然科学の諸分野の研究を推進し、それぞれの分野が持つ課題の解明を目指します。 

以上のような各領域の研究活動を基礎として、高度な能力を持った教員の養成と、自然科学諸分野や理科教育

についての深い知識や高い研究能力を持った人材を育成することを教育上の目標としています。加えて、両領域

の連携により、理科教育に対する深い知識や興味を基礎的素養として持った人材の育成を目指しています。 

② 専攻・領域 

理科教育専攻   ■理科教育学領域 
  

   ■理科内容学領域 
   

③ 指導体制 

理科教育講座に所属する29人の多人数で多岐にわたる専門分野の教員が、大学院の教育にあたっており、大

学院教育に関するFDも行われます。多様な学術雑誌や学術書への論文掲載のほか、特許の申請を行うなど、創

造的で活発な教育研究活動が展開されています。本専攻においては、夜間大学院や14条特例など現職教員も視

野に入れた充実した教育・研究体制を構築し、理科教育学領域と理科内容学領域の協力の下、本学学部卒業生だ

けではなく、他大学の教員養成系学部、その他の理科系学部卒業生及び小・中学校及び高等学校教員を受け入れ、

理科教育における高度な職能を持つ教員の養成と現職教員の資質向上を図っています。 

 

(10) 芸術教育専攻（修士課程） 

■専攻・分野・領域 

芸術教育専攻   音楽分野   ■音楽科教育学領域 
    

       ■音楽科内容学領域 
       
        
    美術分野   ■美術科教育学領域 
      
       ■美術科内容学領域 
       

 

■音楽分野 

① 教育目標 

本分野は、音楽科教育学と音楽科内容学の二つの専門領域からなり、両領域とも音楽教育に関わる知識や研究

手法を獲得することにより、研究的な視点や思考を身に付けさせることを目標にしています。さらに、多様な音

楽に対応できる表現能力や、創作活動や鑑賞活動、楽曲分析といった音楽活動に必要とされる様々な知識や技術

の獲得を通して、包括的に音楽性を育てることを目標にしています。 

本分野が基本とするのは、芸術をコアとした教育と研究です。音楽教育全般に関わる諸問題へ分析的にアプロ

ーチするだけでなく、様々な音楽実技や創作活動を基本にしながら多様な芸術へ応用的にアプローチできるよう
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にし、そのことによって「教育や社会と音楽との関わり」、さらに「人間と音楽との関わり」などの芸術が有す

る機能的な側面にも発展できるような指導を目指しています。 

② 指導体制 

本分野を担当する音楽教育講座の全教員は、上記に掲げた教育目標を基盤として、音楽が持つ教育的な機能に

も発展し得るような専門教育の確立を目指しています。各領域の特色としては、音楽科教育学領域では音楽科教

育分野の研究方法を習得し研究を遂行していくことに重点が置かれており、音楽科内容学領域の学生の演奏技能

は、音楽大学の大学院修了生と比べても遜色ないほど高いことが挙げられます。両領域とも修了生は、小中学校

の教員として活躍するだけではなく、研究や演奏活動を継続している人も多くおり、包括的な音楽性が高く評価

されている証左だといえます。 

また、日常的な授業やレッスンに加えて、次のような機会を設けて大学院生が日頃の学修成果を定期的に学内

外へ披露できるよう便宜を図るとともに、授業やレッスンだけでは経験できない貴重な学修の機会を提供してい

ます。５月の「大学祭企画」と12月の「学内演奏会」では、学部学生と合同で演奏会を企画し、独奏やアンサ

ンブルの演奏発表に加えて教員との共演を通じて演奏表現の幅を拡げています。附属図書館で開催される「ラン

チタイムコンサート」のうち11月のコンサートを大学院生が企画担当し、積み上げてきた研鑽の真価を主に学

内へ向けて問うています。年度末に学外で開催される「卒業・修了演奏会」では、学部卒業生と大学院修了生の

中から成績優秀者が選抜されて演奏を披露しますが、ここでの演奏は在学生の目標にもなっています。さらに、

各種コンクールや演奏会へ参加することで、冷静に自らを省みることのできる客観的視点を身に付けるように指

導しています。 

 

■美術分野 

① 教育目標 

本分野は、美術に関する専門的な知識と技能及び実践的な指導力を備えた学校教員の養成を目指すとともに、

美術工芸に関わる生涯教育の分野で専門的かつ広範な知識や技能を有する指導者の育成を目指しています。 

以上の目的にかなった知識と技能を習得するため、美術や工芸における創造性及びそれらの教育的な意味と価

値について、幅広い作品制作と思索の積み重ねを通じて総合的に探究することを目的としています。 

② 指導体制 

大学院教育学研究科芸術教育専攻美術分野には、2012年度は大学院生24人が在籍しており、そのうち12人

について修了研究（修士論文・修了制作）の指導がなされました。本学学部からの直進者や他大学からの進学者

に対して指導を行ってきています。 

 

(11) 保健体育専攻（修士課程） 

① 教育目標 

本専攻の目的は、保健体育科教育における理論と実践の研究能力を高めるとともに、体育学、運動学、学校保

健の分野における基本的学識と技能を体系的に修め、教育研究を推進し得る資質能力を組織的に養うことです。 

② 専攻・領域 

保健体育専攻   ■保健体育科教育学領域 
  

   ■保健体育科内容学領域 
   

 

「保健体育科教育学領域」は、現代的課題について、保健体育科学習における目的、方法、内容、評価等の観

点から考察し、運動文化や健康文化の主体者としての教養と実践力を系統的に育成します。 

「保健体育科内容学領域」は、保健体育教育学の基盤となる体育原論、体育史、体育社会学、体育心理学、余

暇社会学、生理学、バイオメカニクス、運動方法学、学校保健、健康管理学、精神保健学などについて、基礎的



第４章 教育活動  第２節 大学院教育学研究科 

117 

素養を体得させつつ、高度な研究能力を育成します。 

③ 指導体制 

修士課程の２年間で、(1) 教育学研究科（修士課程）共通の「発達教育科学専攻科目」群、(2) 保健体育の専

攻科目については、「保健体育教育学に関する科目」群・「保健体育内容学に関する科目」群から、それぞれ自

分の専攻領域に重点を置いた内容とバランスで授業科目を履修し、そして、(3) 修士論文（特別研究科目）に取

り組むことを基本的な履修モデルとしています。2012年度の本専攻の授業については、16人の有資格者が担当

しました。教員らの研究分野は、保健科教育、体育科教育・教師教育、身体教育、運動学、体育哲学、運動学習、

スポーツ心理学、体育社会学・余暇教育、運動処方、運動生理学、環境生理学、運動制御、バイオメカニクス、

運動方法学・陸上競技、運動表現学、身体組成・発育発達、学校衛生史、学校安全衛生学・産業保健、環境保健

学であり、こうした専門の立場から、それぞれ特徴ある授業を開講しました。 

2012年度の本専攻の研究指導については、まず、２年生では「教育学領域」５人、「内容学領域」６人、計

11人の修士論文を指導してきました。修士論文口頭発表、審査会を実施するとともに「修士論文要旨」は、

『愛知教育大学保健体育講座研究紀要』の37号2012年３月（ISSN 1346-8359）に掲載しました。同誌は、

本学附属図書館ウェブサイト「愛知教育大学学術情報リポジトリ」を通じて閲覧できます

（http://repository.aichi-edu.ac.jp/dspace/kiyo/han2594）。 

特徴ある１例をあげると、中野弘幸さんは、次の①②に示すような、すぐれた陸上競技の実績を上げながら、

「走運動の遊脚の「流れ動作」に関する研究」の修士論文を完成させました。実理の備わった学究の支援・指導

の成果だと考えられます。 

① ロンドンオリンピック 男子1600mリレー 出場   

 ② 2012 岐阜国体 男子400メートル   優勝  

また、１年次では、「教育学領域」４人、「内容学領域」３人、計７人の専攻生に対して研究指導を行いまし

た。特色ある指導例を挙げると、授業実践場面のVTRを用いて理論と実践の融合を果した検討（指導者：森勇

示教授）、「超音波を用いた筋の定性および定量評価方法の検討」（同：寺本圭輔准教授）が挙げられます。 

 

(12) 家政教育専攻（修士課程） 

① 教育目標 

本専攻は、「生活」を科学的に見つめ、消費生活、少子・高齢社会における生活の在り方や人・環境との共生、

そのための学びの在り方を追究することにより、生活を主体的で真に豊かなものに変えていく力の育成とともに、

そのための家庭科教育研究の推進と教育実践の創造を目的としています。 

② 専攻・領域 

家政教育専攻   ■家庭科教育学領域 
  

   ■家庭科内容学領域 
   

③ 指導体制 

本専攻では、教育目標に基づき、「家庭科教育学領域」と「家庭科内容学領域」の２領域を設定し、相互に関

連付けて学び、研究を進めることができるように、両領域における学びと研究をつなぐ必修科目として、「家庭

科教材研究特論」（家庭科教育学領域）を開設しています。 

「家庭科教育学領域」では、家庭科教育方法論や家庭科授業研究などの授業や、家庭科教育に関連する現代的

課題を取り上げて検討する授業を通して、家庭科教育の理論と実践を検討し、家庭科の豊かな学びの創造や実践

力の形成を試みました。一方、「家庭科内容学領域」では、食物学、被服学、住居学、家庭管理学、消費生活科

学など生活に関わる様々な分野について学び、幅広い専門分野での授業を通して、現代の生活に関わる諸問題に

ついて、生活の持つ多様な側面の相互の関連性という総合的視点とそれぞれの側面の専門的視点から研究に取り
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組みました。 

修士論文の指導としては、「特別研究」の授業を開講し、指導教員が論文のテーマに即した指導を行いました。

また、講座全体による修士論文作成の支援として、５月に大学院構想発表会（修了年次の大学院生が対象）を開

催して今後の研究計画を発表させ、大学院生が指導教員以外からも助言等を得る機会を設けました。さらに10

月には中間発表会を開催し、論文作成の進捗状況を全講座教員が把握できるようにしました。そして、２月に修

士論文発表会を開催し、最終的な評価及び指導を行いました。その研究成果は、愛知教育大学家政教育講座研究

紀要 第42号（2013年３月31日発行）に抄録として掲載し、ウェブサイトから「愛知教育大学学術情報リポ

ジトリ」を通じて広く閲覧可能なものとしました。 

 

(13) 技術教育専攻（修士課程） 

① 教育目標 

現代社会を主体的に健全に生きるためには、国民の一人ひとりが技術的素養を身に付けることが必要不可欠で

す。本専攻は、このような観点に立ち、コンピュータ・情報通信技術、エネルギーの制御・利用技術、製品の設

計・加工技術及び作物等の生産技術など、生活及び生産活動の基盤となる技術を教育・研究の対象とするととも

に、成長期にある子どもの全人格的な発達を促す上で有効な学習課題としての技術教育の在り方及び効果的な展

開法などを、重要な教育・研究課題としています。学部で習得した技術教育の実践的素養を基に、一層高度な理

論的・教育的基盤を身に付け、豊かな研究能力と教育実践力を有した有為な技術教員を養成しています。 

② 専攻・領域 

技術教育専攻   ■技術科教育学領域 
  

   ■技術科内容学領域 
   

 

③ 指導体制 

技術教育講座は、学部における技術専攻及び大学院教育学研究科（修士課程）における技術教育専攻の各分野

の担当教員で構成されています。技術教育は、木材加工、金属加工、電気、機械、栽培、情報及び技術科教育法

と広範囲にわたるものづくりに関連する領域から構成されており、各領域は、それぞれに対応する専門的学問分

野を基礎にして、それぞれの立場から教育研究を担当する教員が、幅広く実践的な教育と研究を統一して遂行す

る体制をとっています。大学院では、各領域の科目の授業を各教員が担当するとともに、修士論文に向けての研

究が中心となるため、上記いずれかの専門領域の研究室へ配属する形で指導を行っています。学生は、そこで専

門的な学問分野に関する研究とゼミナール活動を行い、それに基づく論文作成を行います。なお、2012年度は

金属加工の授業は非常勤講師が担当しました。 

 

(14) 共同教科開発学専攻（後期３年博士課程） 

① 教育目標 

共同教科開発学専攻は、以下のような能力を身につけさせることによって、今日の学校教育が抱える諸課題に

対応可能な現場教員を育てる教員養成系大学・学部の教員として、広く教育界に貢献する大学教員を養成するこ

とを目標としています。 

○ 教科開発学による教育研究を通して、子どもたちを取り巻く環境を視野に入れ、教科との関わりの中で学校

教育が抱える複雑、多様化した諸課題に対応した研究を遂行する能力（教育事象の因果関係を把握する能力） 

○ 教育論、教科内容の構成原理や教育方法の研究、教材を開発する能力（学術的な専門的知見を教科内容とし

て構成できる能力） 

○ 修士課程修了者、教職大学院修了者、教育現場を熟知した現職教員、短大・大学の教員など、多様な経験を
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持つ学生が交流することにより学校教育の実践を理論化し、その理論を指導に生かす能力（理論と実践の検証

能力） 

② 専攻・領域 

教科開発学とは、教科専門・教科教育・教職専門の専門性の枠を超えて、子どもたちを取り巻く環境を視野に

入れ、教科との関わりの中で学校教育が抱える複雑・多様化した諸課題に対応した研究を遂行していくものであ

り、教職専門を発展させた教育環境学と、教科専門、教科教育を融合・発展させた教科学から構成されています。 

（１）教育環境学 

これからの研究は、子どもたちが主体的に働きかけ、働きかけられる自然・社会・文化・日常生活等のあらゆ

る過程を子どもの発達の視座から教育環境を捉え、家庭、学校、地域、社会といった学校を取り巻く環境との関

連を常に視野に入れていく必要があります。教育環境学は、従来の教職専門領域で扱ってきた内容を発展させ、

子ども、学校、地域、社会を含めた幅広い学校教育を取り巻く多様な環境を体系的に研究し、教科の土台や基盤

を追究します。 

（２）教科学 

従来の教科専門と教科教育を融合し、教科がどのような構成原理で成り立っているのか等を中心に教科内容の

構成原理を探求します。教科を「人文社会系」、「自然系」、「創造系」という三つの分野に分類し、教科における

学習内容の構成がいかなる原理からなっているか、その編成の仕方はどうあるべきか等を探究します。 

③ 指導体制 

本共同専攻の学生は、本籍を置く大学の主指導教員の指導の下に科目の履修方針を決定します。主指導教員の

他に、両大学から少なくとも１人以上の副指導教員を配置し、両大学の教員から研究指導を受けられる体制の下

にきめ細かな指導が展開されています。さらに、主指導教員と副指導教員が、学生の学位論文題目に即した研究

指導を共同で行い、学位論文を計画的に指導するなど、必要に応じて３人の教員から随時、指導が受けられる体

制をとっています。 

「教科開発学セミナー」における研究成果の発表会は、28人の担当教員が浜松にて一堂に会して行い、教員

と学生の研究上の相互交流を図っています。 

また、平日の夜間等に、学生向けのオフィスアワー等も設けています。 

＜１年次＞ 

基礎科目の必修及び選択必修となっている科目及び分野科目の中から少なくとも１科目以上を履修します。 

主指導教員は、副指導教員と連携しながら学生の学位論文作成に向けたコースワークの設定を行い、最新の学

術論文などから情報を収集し、研究の立案から研究成果のまとめ方等の一連の研究方法を指導します。その研究

成果の一部は、「教科開発学セミナーⅠ」において口頭発表されます。 

講義履修に関して、基礎科目は、６単位の修得を必要としていますが、いずれも遠隔教育システムを取り入れ、

教員及び学生が大学間を移動しなくても良いように配慮しています。 

学生は、主指導教員の所属する大学に所属することから、研究指導に際しても、特に移動の必要はありません

が、副指導教員と学生が個別に会合する必要がある場合は、遠隔教育システムを用いて行います。 

本共同専攻の教育指導体制として、教員は、両大学で定期的な合同研究打合せを行い、学生への適切な指導体

制の確保及び個別の研究指導を行うとともに、公開研究発表会等も企画・開催しています。 
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６ 学習成果 

(1) 教育職員免許状及び保育士の資格取得状況 

2012年度修了者（９月修了者を含む）の教育職員免許状及び保育士資格取得状況（一括申請分）は下表のと

おりです。 

2012年度 教育職員免許状・保育士資格取得状況                     （単位：人） 

 
修 
了 
者 

取 
得 
者 

教育職員免許状 取得状況 保 
育 
士 

小学校 中学校 高等学校 幼稚園 特別支援 養護教諭 

専修 専修 専修 専修 専修 専修 

教育学研究科     (%)   34.4 39.8 39.8 1.6 0.0 1.6 0.0 

 128 63 44 51 51 2 0 2 0 

発達教育科学専攻 25 13 11 9 9 1    
特別支援教育科学専攻 0 0        
養護教育専攻 6 2  1 1   2  
学校教育臨床専攻 18 1 1   1    
国語教育専攻 8 6 6 6 6     
英語教育専攻 3 2  2 2     
社会科教育専攻 23 10 6 6 8     
数学教育専攻 8 5 3 3 4     
理科教育専攻 8 6 4 6 6     
芸術教育専攻 14 5 5 5 4     
保健体育専攻 11 10 7 10 10     
家政教育専攻 2 2 1 2 1     
技術教育専攻 2 1  1      

* 取得者は、小・中・高・幼・特支・養護のいずれかの教育職員免許状取得者の実人数を示す（保育士は除く）。 
* 学校教育専攻（旧）修了者は、発達教育科学専攻に計上。 

 

(2) 休学者、退学者、除籍者、留年者による分析 

大学院教育学研究科（修士課程）における休学者等の状況に、2011年度からの大きな数値の変動は見られま

せんでしたが、事由としては、留学等の積極的な活動によるものではなく、私事都合による方針変更がほとんど

であり、在学中の修学指導・支援相談の在り方を検証していくことが必要であると分析しています。 

なお、大学院教育学研究科（後期３年博士課程）では、休学者等はいませんでした。 

参照『本節／２ 学生数／(5) 休学者数、退学者数、除籍者数、留年者数』 

(3)学生授業アンケートによる分析 

学生授業アンケートは行っていません。 

 

(4) 修了後の追跡調査による分析 

修了後の追跡調査は、教育学部、教育学研究科、教育実践研究科及び６年一貫教員養成コースの様々な教員養

成キャリアの差異と教員としての資質能力との関係を調査することをテーマとして行っています。2012年度は、

運営費交付金（特別経費）による３年間の計画で採択され、「教員養成キャリアと教員の資質能力の関係に関す

る調査研究」として、インタビュー調査及びアンケート調査を実施し、結果の一部を報告書にまとめました。 

参照『第４章 教育活動／第１節 教育学部／６ 学習成果／(4) 卒業後の追跡調査による分析』 
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(5) 学位論文一覧 

2012年度 大学院教育学研究科（修士課程） 学位論文一覧     

学位：修士（教育学） 学位授与年月：2013年３月  合計128人              

学位論文名 又は 演奏・作品 及び 関連論文名 

発達教育科学専攻 教育学領域   

中国における大学生のキャリア発達に関する調査研究 

看護基礎教育におけるキャリア成熟に関する調査研究 

北東アジア地域における平和教育実践 －北東アジアこども自然体験交流事業「Kids' Asian Union Camp」の質的研究－ 

発達教育科学専攻 教育心理学領域 

朗読聴取が児童に及ぼす影響 

発達教育科学専攻 幼児教育領域 

日常保育における幼児同士の人間関係を育む試み －ソーシャルスキルトレーニング（SST）の技法を用いて－ 

「気になる」子どもに対する行政的支援に関する研究 －５歳児健診とサポートブックを中心にして－ 

発達教育科学専攻 生活科教育領域 

「空間認識」を育成する生活科学習の在り方に関する研究 

生活科での人との交流を通した食育の価値に関する研究 

生活科における言語活動の充実に関する研究 

生活科における「共感性」の育成課程に関する研究 

生活科「自然遊び」単元の視点を取り入れたインドネシア幼児教育カリキュラムの開発 

初等教育における生活科と昭和16 年『自然の観察』との比較研究 

習得的な学習活動と探究的な学習活動を接続する「活用」に関する研究 

中国における小学校低学年カリキュラムの開発に関する研究 

多文化教育の理論と実践に関する研究 

「言語活動の充実」による学びとは何か 

愛知県三河・岡崎地域における生活科実践史に関する研究 

クルト・マイスナーによる俘虜収容所での日本語教育 

「理論知識」から「運用能力」への橋渡し －中国の大学日本語教育方法（会話と聴解を中心に）の再構築－ 

日本語の間接受身文について －日本語母語話者と学習者の視点から 

外国人散在地区における「日本語指導が必要な児童・生徒」への支援の在り方について －実践のあゆみと課題・可能性－ 

外国人児童生徒の在籍学級における教科支援 －理科指導に関する考察－ 

発達教育科学専攻 情報教育領域 

S-P 表を用いたオンライン自動試験システムの開発 

日本語と中国語の四字熟語のAndroid 携帯向けの練習辞書開発 

行為・観察・教授の違いが学習に与える影響 

養護教育専攻 養護教育学領域 

歩数計を活用した身体活動推進のための介入研究 －学校と家庭が共に取り組む実践を通して－ 

学校行事が中学生の自己効力感や学校適応感に及ぼす影響についての検討 

チーム援助を生かした健康相談に関する研究 

中学校区の幼児・児童・生徒と保護者の歯科口腔の保健に関する研究 

養護教諭志望学生に対するタッチング指導プログラムの検討 －身体接触への抵抗感に着目して－ 

保護者の養育態度や家族機能が子どものレジリエンスとセルフエスティームに与える影響についての検討 
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学位論文名 又は 演奏・作品 及び 関連論文名 

学校教育臨床専攻 学校教育臨床領域 

幼児期の子どもを持つ母親の子どもに対するイメージの心的変容過程 

アイデンティティにおける「個」と「関係性」からみた青年期の対人関係についての一考察 －箱庭表現を用いて－ 

青年期における適応感と自己認知の関係 －ロールシャッハ・テストからの接近－ 

成人女性の母についての語りの一考察 －母親イメージと関係性の変容に着目して－ 

心理臨床面接における家族関係単純図式投影法の有効性に関する研究 

適応指導教室の卒業生が捉える不登校経験の意味 －解釈学的現象学的分析を用いて－ 

小学校高学年における学校適応感と統合型HTPの描画特徴について 

学校教育臨床専攻 学校教育臨床領域 

大学生における、養育態度認知とIWMが親準備性に及ぼす影響についての検討 

大学生における共感と精神的健康の関連について 

怒りの表出およびその認知の変容過程について 

大学生の「ひとりぼっち回避規範」と被異質視不安が居場所感に及ぼす影響に関する研究 

現代青年の友人関係が深まっていくプロセスの検討 －友人観と適応感の視点からの考察－ 

幼少期の父子関係が青年期の友人関係に及ぼす影響 

青年期の自己愛的脆弱性と自己対象の関連について 

子どもの頃の家庭の食卓状況が青年期の食行動に及ぼす影響 －食卓の雰囲気と会話に着目して－ 

自己形成過程における本来感について －喪失と獲得の視点から－ 

TAT（主題統覚検査）図版16 の物語の検討 

在伯日本人の異文化受容と適応へのプロセス －修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチによる分析－ 

国語教育専攻 国語科教育学領域 

教材としての金子みすゞの詩の可能性 －「わたしと小鳥とすずと」を中心に－ 

高等学校国語教科書における坂口安吾の研究 －『文学のふるさと』『ラムネ氏のこと』を中心に－ 

コミュニケーション行為としての音声言語教育 －中学校国語科を中心に－ 

談話における発話者間の心的距離に関する研究 

文学の読みの教育におけるナラトロジーの研究 －「走れメロス」を中心に－ 

読みの授業における＜語り＞の研究 

詩的機能に着目した詩教育の方法 

国語教育専攻 国語科内容学領域 

よしもとばなな研究 

英語教育専攻 英語科教育学領域 

θ-marking and the structure of noun phrases in English 

An analysis of demotivation among Junior High English learners 

The relationship of students' vocabulary learning strategies to their success in acquiring and retaining new 
vocabulary 

社会科教育専攻 社会科教育学領域 

多文化共生社会におけるJSLカリキュラムをいかした社会科授業の開発  
－外国人児童と日本人児童がともに学べる授業づくり－ 

中国の歴史教育における言語活動の充実 －中国の素質教育の方向性－ 

倒叙的導入による小学校社会科歴史学習 

中国の小学校社会科教育における社会実践力の育成 －内モンゴルの「品徳と社会」を通して－ 

モノから情報を読み取る高校日本史授業の基本的学習活動 
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学位論文名 又は 演奏・作品 及び 関連論文名 

上田薫の教育哲学 －社会科の初志とは何か－ 

社会科における国際理解教材の開発 －中国の残留孤児「鳥雲先生」を通して－ 

社会科における法教育の研究 －法を批判的に考察する学習に着目して－ 

中国小学校社会科教育における地球市民としての問題解決力を育成する授業 

中国社会科における環境教育 －グローバル社会におけるESDの視点を通して－ 

社会科教育における地域問題と地域学習 －日本と内モンゴルの小学校社会科農業学習を例に－ 

知的障害児童の社会性の発達 －ドイツ教育学の研究成果および附属養護学校での観察をもとにして－ 

中日の小学社会科教材の比較研究 ～両国の３年と４年の教科書の分析にもとづいて～ 

社会科教育専攻 社会科内容学領域 

愛知県におけるスーパーマーケットの立地・特性と購買行動の変化 

日本の「民芸」研究から見た中国民芸論 －中国東北部における「剪紙」を中心に－ 

平安時代初期における衛府制度と儀式整備政策 

内モンゴル自治区・通遼市の観光業の現状と展望 －孝荘園文化地区を例として－ 

モンゴルラマ教の成立 －チベット仏教受容期におけるダライラマ３／４世について－ 

現代市民社会における倫理について 日本と中国の倫理教育の比較 

路面電車のある都市景観の特性と住民意識に関する考察 －豊橋市を事例として－ 

J.-B.A.ゴダンのファミリステールにおける子どもの教育 

愛知県田原市における加工･業務用キャベツ栽培の発達とその要因 

陶行知の「小先生」に関する一考察 －山海工学団と新安小学校での実践をもとに－ 

数学教育専攻 数学科教育学領域 

初等段階における確立指導に関する一考察 

高校数学におけるiPadの利用可能性に関する研究 

三角比の指導に関する研究 

子どもの主体性を高める算数的活動についての考察 －課題設定を中心として－ 

算数教育における意味的理解のための個別指導の研究 

数学教育専攻 数学科内容学領域 

Ideas in mathematical Analysis from Standpoints of High School Mathematics 

基本群とガロア理論 

ファジィ積分を用いたファジィデータ検索の考察 

理科教育専攻 理科教育学領域 

言語活動の充実を図る理科学習指導の実践的研究 

理科教育専攻 理科内容学領域 

デングウィルス感染を阻害するガラクトサミン４、６－二硫酸の合成 

溶液中および固体状態における，ヒドラゾン－Pd（Ⅱ）錯体の光や熱による配位様式の変換 

平均場近似に基づく磁気双極子フェルミ気体の静的性質の解析 

細胞膜透過性を有するGalNAｃ誘導体の合成 

本州北部の第四期後期小型哺乳類化石群集 

可逆的なプロトンの付加解離が可能な単核および二核のヒドラゾン－Pd（Ⅱ）、Pt（Ⅱ）錯体の合成とクロミック挙動 

マイクロサテライト解析による低地性２倍体タンポポの遺伝的特徴 

芸術教育専攻（音楽分野） 音楽科教育学領域 

自己の演奏と客観的に向き合い、音や音楽を分析的に聴くことのできる生徒の育成をめざした実践的研究 
～中学校音楽科における「聴き取る力」を伸ばす自己評価カードの開発と試行、およびその検証～ 
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学位論文名 又は 演奏・作品 及び 関連論文名 

芸術教育専攻（音楽分野） 音楽科内容学領域 
(演奏) 團伊玖磨 作曲 抒情歌 Ⅰ花季 Ⅱ路地の子 Ⅲ藤の花  オペラ「夕鶴」より ”さようなら” 
(論文) 学校教育における子どもの音楽的自立を育む授業案の開発 

－合唱団Ｎの対面調査に基づく音楽的学びの考察と、指導上の言語についての再考－ 

芸術教育専攻（美術分野） 美術科教育学領域 

図画工作科における表現活動と鑑賞活動の一体化を意識した指導 

芸術教育専攻（美術分野） 美術科内容学領域 

(作品) 恵－megumu－ 
(論文) 和紙糸を使ったあかりの装飾方法の研究と制作 
(作品) みんなでトマト 
(論文) ストーリー絵本における余白の使用法 －片山健作品と松成真理子作品からの考察－ 
(作品) フルーツタルト 
(論文) 積層技法を利用した小物入れの制作と研究 

フィンランドにおけるナショナルロマンティシズム建築について －ヘルシンキを中心に－ 

(作品) 静かな夜のこと 
(論文) 日本における薄物について 
(作品) 免疫 
(論文) 八木一夫について 
(作品) 暮らしの中のゆめ 
(論文) アートコミュニケーションと版画 
(作品) Works13-A  Works13-B 
(論文) 図画工作科教育における彫塑領域の研究 －空想の生物シリーズ－ 

＜スラヴ叙事詩＞ －ミュシャの理想－ 

(作品) みつめる 
(論文) 小・中学校におけるリトグラフの活用 
(作品) うつりゆく１ うつりゆく２ うつりゆく３ 
(論文) 日本の近代ガラス史と岩田藤七について 

保健体育専攻 保健体育科教育学領域 

「運動の二極化」の生成機序に関する事例検討 －Ａ中学校の体育授業から－ 

ゴール型ボールゲームにおける学習内容の系統性に関する検討 －サッカー型ボールゲームの観点から－ 

「多様な動きをつくる運動」の促発指導に関する研究 －新体操のピボット指導の教材化への試み－ 

中学校における長距離走の実践的研究 －「競争の学習」によるイメージの形成－ 

体育理論における演習的学習活動の実践研究 

保健体育専攻 保健体育科内容学領域 

短距離走における疾走速度と減速との関係 －身体の起こし回転運動に着目して－ 

時間切迫が送球動作に及ぼす影響 

発達段階に応じた投運動学習課題を探る 

姿勢教育におけるバランスボールの有用性の検討 

短距離走における遊脚の「流れ動作」に関する研究 

３ボールジャグリング学習過程における時空間的変数の変化 

家政教育専攻 家庭科内容学領域 

レース組み込みを活かした涼しいスカート 

落語表現に見る家族像の変遷 

技術教育専攻 技術科内容学領域 

Ti-Ni 形状記憶合金の姿勢保持具への応用 

色素増感太陽電池を用いたエネルギー変換教材の研究と教育実践による検証 
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第３節 大学院教育実践研究科＜教職大学院＞ 

 

１ 学生の受入 

(1) アドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

大学院教育実践研究科（教職大学院）の教育上の目標は、学部直進者、社会人、現職教員全てに対して教師の

各ライフ・ステージで求められる「確かな学力」を身に付けさせることのできる高い授業力、「豊かな人間性」

を育成できるしっかりとした生徒指導・学級経営力を備え、学校において中核となって学校全体の活性化を図っ

ていくことができるリーダーシップを修得した教師を学校現場に送り出すことにあります。 

この目標を理解し、積極的に取り組むことができる資質能力があるか否かを入学者選抜において問うています。

具体的には次のような学生を入学させ、教育していきたいと考えており、学生募集要項及び本学ウェブサイトに

掲載し、公表・周知に努めています。 

大学院教育実践研究科（教職大学院）のアドミッション・ポリシー（全文） 

本学教職大学院の教育上の目標は、学部直進者、社会人、現職教員すべてに対して教師の各ライフ・ステージで求められ
る「確かな学力」を身につけさせることのできる高い授業力、「豊かな人間性」を育成できるしっかりとした生徒指導・学
級経営力を備え、学校において中核となって学校全体の活性化を図っていくことができるリーダーシップを修得した教師を
学校現場に送り出すことにある。 
この目標を理解し、積極的に取り組むことができる資質能力があるか否かを入学者選抜において問う。具体的には次のよう
な学生を入学させ、教育していきたいと考える。 

① 教職への熱意 
教育者としての使命感と責任感を持ち、教育という営みと人間の発達・成長について深く理解し、その上で教師とい

う職業に強い熱意をもっていなければ、多くの課題を抱える教育現場において、その職責を果すことができない。 

② 高い人権意識を持っていること 
ひとりひとりの子どもを理解し、その個性を大切に伸ばし、また、互いに生かし合い、尊重する集団を創るためには、

欠くべからざる資質である。 

③ バランスが取れた反省的思考とポジティブ思考ができること 
教職は自律した専門職である。そのため、自らの行為に対して反省的に思考し、自らの次なる課題を見いだすことが

できなければ成長できない。しかしそれと同時に、常に前向きにものごとに取り組む姿勢がなければ日々子どもと向き
合うことができない。 

④ (新人) 教職・教科・学級経営についての確かな基礎的知識 
教職大学院における学修は、専門職性を高めるため高いレベルの密度の濃い学修がもとめられる。そうした学修を行

うためには十分なレディネスが必要である。 
(現職教員) 豊富な実践経験 

より高い実践力を修得するためには、学校現場で実際に何が求められているのかを経験から考える必要がある。その
ためには、自らの経験を相対化して分析し、そこから一般化しなければならない。 

(2) 入学者選抜の種類と目的、入試日程 

大学院教育実践研究科（教職大学院）の入学者選抜においては、推薦選抜（学部直進者のみ）と一般選抜を行

っており、受験者及び受験科目を区分しています。さらに、教職実践基礎領域については、大学卒業後５年以上

経過した社会人を対象とした特例措置選抜も行っています。入学者選抜の種類を問わず、「入学者受入方針」「求

める学生像」を満たす者を選抜する目的は同一ですが、入学に際し必要な基礎学力及び入学後に推し進めようと

する研究計画の内容を具体的に量るため、学部直進者（教職実践基礎領域）と現職教員（教職実践応用領域）は

異なる受験科目、受験内容を課しています。 

また、学部直進者のうち推薦入試受験者と現職教員受験者は学力検査、社会人の特例措置受験者は学力検査の

一部を免除し、教育上の目標を達成することが可能な資質能力を入学者選抜において問うています。 
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平成25 年度大学院教育実践研究科（教職大学院）入学者選抜試験種類と日程 

入試の種類 出 願 試 験 発 表 

第１次 
前 期 2012/8/8(水)  － 8/17(金) 2012/9/8(土)  －  9/9(日) 2012/9/14(金) 

後 期 2012/11/1(木) － 11/8(木) 2012/12/8(土) － 12/9(日) 2012/12/14(金) 

第２次  2013/1/21(月) － 2/1(金) 2013/2/9(土) 2013/2/22(金) 

*前期試験日／（基礎領域）学部直進者推薦選抜、社会人特例措置選抜は、9/8(土)、（応用領域）現職教員は、9/9(日)のみ。 
*後期試験日／（基礎領域）学部直進者推薦選抜、社会人特例措置選抜、（応用領域）現職教員は、12/8（土）のみ。 

(3) 入学者選抜の実施状況 

大学院教育実践研究科（教職大学院）の入学者選抜に関する実施体制は、学生・連携担当理事（副学長）が実

施責任者となり、入学試験委員会及び教育実践研究科会議において選出された委員を中心に構成される教職大学

院入学試験部会を設置し、入学試験を実施しています。入学者選抜方法等の改善・合理化等及び合否判定原案作

成については、入学試験委員会において審議・検討を行い、募集要項の原案作成など入学試験実施に係る具体的、

実務的な業務を教職大学院入学試験部会が担当しています。入学試験を実施する準備として、教育実践研究科会

議で試験問題の出題者を定め、問題の点検・確認作業は教育実践研究科会議の構成員全員で複数回行うなど、出

題ミスのないようチェックを行っています。 

入学試験当日の実施機構として、学生・連携担当理事（副学長）を中心とした試験本部を置き、教職大学院入

学試験部会委員及び入試課職員等で試験の円滑な実施と各種トラブルにも対応できる体制をとっています。 

また、試験監督者や各種要員を適切に配置し、公正で静穏な試験環境の確保に努めています。 

入学試験実施後は、複数の採点者の採点と点検者の確認を経て、教育実践研究科会議での判定資料を基に合否

判定原案が作成され、入学試験委員会及び代議員会の議を経て合格者の決定を行います。 

なお、「平成25年度入学者選抜」の実施状況は、下表のとおりです。 

平成25年度大学院教育実践研究科（教職大学院）入学者選抜 ＜2012年度実施＞       （単位：人） 

教育実践研究科 
入学 
定員 

志願者  合格者 入学者    

 倍率   男 女 充足率 

教職実践専攻 50 70 1.40 57 50 32 18 100.0 % 
教職実践応用領域 － 18  18 18 14 4 － 

第１次 前期 － 17  17 17 13 4 － 

第１次 後期 － 1  1 1 1 0 － 

第２次 － 0  0 0 0 0 － 

教職実践基礎領域 － 52  39 32 18 14 － 

第１次 前期 － 24  19 12 8 4 － 

第１次 後期 － 23  19 19 10 9 － 

第２次 － 5  1 1 0 1 － 

* 志願者倍率 (倍)  ＝ 志願者 ÷ 入学定員 
* 入学定員充足率（%）＝ 入学者 ÷ 入学定員 

(4) 広報活動の取組 

現職教員派遣の手続きを早期に進めるため、募集要項の公表日以前に学生募集の概要を作成し、愛知県教育委

員会にその内容を通知するとともに、本学ウェブサイトでも公開しています。 

また、現職教員の受験生を確保するために、募集要項の公表日以後に愛知県及び名古屋市、近隣他県の教育委

員会にチラシと募集要項を一斉送付し、学生募集の周知徹底を依頼しています。その他、学部直進者等の受験生

確保に向けては、愛知県内及び近隣他県の国公私立大学の就職担当部署にチラシと募集要項を一斉送付したほか、

愛知県内の教職課程を有する私立大学で推薦入試導入についての広報活動を行っています。
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２ 学生数 

(1) 入学定員、収容定員 

入学定員は50人、収容定員は100人です。 

大学院教育実践研究科（教職大学院）入学定員・収容定員                   （単位：人） 

教育実践研究科 
入学定員 収容定員 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

教職実践専攻 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 

(2) 在籍者数 

 1) 全学集計表 

2012年度の在籍者は83人で、2011年度に比べて６人減となっています。 

教職志望の学部直進者や社会人を対象とした教職実践基礎領域と、現職教員を対象とした教職実践応用領域の

比率は、教職実践基礎領域63.9％（2011年度61.8％）、教職実践応用領域36.1％（2011年度38.2％）となっ

ています。 

また、全体の男女比は、男子65.1％（2011年度67.4％）、女子34.9％（2011年度32.6％）となっています。 

 2) 社会人学生数 

2012年度に在籍した社会人は36人（うち現職教員は30人）で、在籍者83人に対する比率は43.4％です。 

2011年度と比較して、長期履修学生の修了等により６人減（うち現職教員は４人）となっています。 

なお、本研究科の履修形態、カリキュラム構成の特徴として１年次は、火、金、土曜日に開講する毎週の授業

と学校現場が夏季等の休業中に開講する集中講義を履修し、２年次は、学校現場（現職教員学生にあっては所属

先学校）での実習と課題実践研究を主体に履修することとしており、特に、現職教員学生が学校現場を離れずに

学修できる期間の確保を図るとともに、所属先学校の負担軽減にも資するように配慮しています。 

大学院教育実践研究科（教職大学院）在籍者数                 各年度 5/1 現在（単位：人） 

教育実践研究科 
2008 2009 2010 2011 2012 内 訳 

社会人 
うち 

     1年 2年 男 女 教員 

教職実践専攻 23 56 82 89 83 33 50 54 29 36 30 

教職実践応用領域 16 34 36 34 30 14 16 27 3 30 30 

教職実践基礎領域 7 22 46 55 53 19 34 27 26 6 0 

(3) 定員未充足 

平均入学定員充足率、2012年度の収容定員充足率とも、国立大学法人評価の基準値90％未満となっています。

収容定員充足率が90％未満となっていることから、国立大学法人評価委員会より指摘を受けており、定員充足に

向けて、以下のとおり要因分析を行い、状況改善に取り組んでいます。 

大学院教育実践研究科（教職大学院）定員充足率                各年度 5/1 現在（単位：％） 

教育実践研究科 
入学定員充足率（過去５年間） 

収容定員 

充足率 

2008 2009 2010 2011 2012 平均 2012 

教職実践専攻 46.0 66.0 90.0 70.0 66.0 67.6 83.0 

* 入学定員充足率（%）= 入学者 ÷ 入学定員 
* 収容定員充足率（%）= 在籍者 ÷ 収容定員 
* 平均入学定員充足率（%）= 各年度の入学定員充足率の計 ÷ ５年 
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定員未充足の要因分析 

・ 学部新卒の志願者が減少（△５人・△16.6％）したが、愛知県内では教員需要（募集人員）の高い状況が近年の傾向と
して続いており、このことが学部新卒者の教員就職志向に影響（※）していると思われること。 

  ※1 教員志望者の進路選択肢の一つとして、（教職大学院）進学が念頭に置かれていない（採用試験が合格に至らなかっ
た場合も、講師をしながら正規採用を目指している）可能性。 

  ※2 進学と就職の両方で取り組んでいた者も、昨今の雇用情勢や経済的な事由から、最終的に就職を選択した可能性。 
・ 教育委員会の派遣推薦によらない現職教員の志願者にも、伸びが見られないこと。 
・ 大前提として、入学者選抜では、志願・受験者の多寡にかかわらず、教育の質保証の観点から、本学の教育課程を履修

していくための資質、教職への意欲等を厳正に審査の上、合否を判定しており、このことも結果として定員未充足に繋が
る一因であると考えられること。 

定員充足に向けた改善取組 

・ 従前から行っている、志願予定者及び教職課程を有する近隣大学、教育委員会・学校現場の各方面に対する学生募集・
教育内容等の広報活動（体験授業・入試説明会、訪問による説明等）は、引き続き実施する。 

・ これまで講じてきた方策のうち、新しいもの（学部新卒・既卒者に係る入試区分である「推薦」や、各地の教員採用試
験において措置されつつある「大学院進学・在学者特例」）の実態状況を検証し、実効度を高めるよう取り組む。 

・ 内部進学者の増加を図るため、キャリアガイダンスと一体化した説明・広報の場を設定する等、新たな展開を図る。 
・ 入学辞退者を減らす方策として、在学生の参加する教職大学院の事例研究会を、合格者に対する入学前指導の場として

も位置付け、2011年度に実施したが（対象者の入学年度は2012年度）、効果を検証しつつ、これを継続実施する。 
・ 現行の現職教員派遣推薦とは別に、本学と各種連携協定を締結している近隣市に対して、当該市の独自事業による現職

教員派遣推薦の実施について、要望を行っていく。 
・ 教職大学院入学に当たり、休業又は離職し、無収入となった者に対する学納金減免措置（社会人学生を対象とした経済

的支援の充実による入学者拡大方策）の実施に着手する。 

・入学定員の適正化については、中央教育審議会答申（2012年８月）『教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な
向上方策について』において示された、改革の方向性である「教員養成の修士レベル化」において、教職大学院は中心的
な役割を担うことが企図されていることから、今後の展開を考慮して入学定員については現行どおりとし、上述の定員充
足に向けた改善策の実施と達成に主眼を置くこととする。 

(4) 定員超過 

平成20年２月14日19文科高第715号通知「国立大学の学部における定員超過の抑制について（通知）」に基

づき算出した収容定員超過率は、国立大学法人評価の上限値130％以下となっています。 

大学院教育実践研究科（教職大学院）定員超過率                各年度 5/1 現在（単位：人） 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

教育実践研究科 
収容定員 

 
 

在学者数 
 
 

長期履修 
算定人数 

 

外国人 
留学生 

(国費等) 

休学者 
 
 

留年者 
２年以内 

 

超過率 
算定人数 

 

収容定員 
超過率 
（％） 

2011 100 89 87 0 3 0 84 84.0 

2012 100 83 82 0 3 2 77 77.0 

* ③長期履修算定人数は、長期履修３年 = 在籍者×2/3、長期履修４年 = 在籍者×2/4、左記以外は②在学者数と同じ人数。 
* ④外国人留学生（国費等）は、国費留学生、外国人政府派遣留学生、大学間交流協定等に基づく私費留学生の合計人数。 
* ⑥留年生２年以内は、単位不足による履修年限超過者のうち、修業年限を超える在籍期間が２年以内の者の人数。 
* ⑦超過率算定人数は、③長期履修算定人数 -（④外国人＋⑤休学者＋⑥留年者）の人数。 
* ⑧収容定員超過率は、⑦超過率算定人数 ÷ ①収容定員。 

平成2３年度に係る業務の実績に関する評価結果（国立大学法人評価委員会） 

平成20年度から平成22年度評価結果において評価委員会が課題として指摘した、大学院専門職学位課程について、学生

収容定員の充足率が平成20年度から平成23年度においては90％を満たさなかったことから、今後、速やかに、学長のリー

ターシップの下、定員の充足に向け、入学定員の適正化に努めることや、入学者の学力水準に留意しつつ充足に努めること

が求められる。 
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(5) 休学者数、退学者数、除籍者数、留年者数 

休学、退学、除籍者とも例年とほぼ同じ傾向が見受けられます。 

なお、留年者16人の内訳は、長期履修又は小学校教員免許状取得のための長期在学の適用により所定の修業年

限が３年以上である学生が14人、単位不足が２人となっており、また、休学者３人のうち２人は、２年を超えて

在籍する学生（留年者相当の学生）でした。 

大学院教育実践研究科（教職大学院）休学者・退学者・除籍者・留年者             （単位：人） 

教育実践研究科 

当該年度 5/1 現在 当該年度 4/1 ～ 3/31 累計 

在学者 留年者 休学者 休学者 退学者 除籍者 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

教職実践専攻 89 83 9 16 3 3 3 3 3 4 0 0 

１年 35 33   1  1  1 2   

２年 54 50 9 16 2 3 2 3 2 2   

* 留年者は２年を超えて在籍している者を単に計上しているため、長期履修者、長期在学者が含まれた人数となっています。 

(6) 修了者数 

2012年度の修了者数は38人でした。2012年度の修了が延期となった者は２人で、2011年度の４人より２人

減少しました。 

なお、長期履修又は長期在学の適用により、２年を超えて2013年度も在籍することがあらかじめ決まってい

た2012年度末時点の在籍者は、10人でした。 

大学院教育実践研究科（教職大学院）修了者・修了延期者                   （単位：人） 

教育実践研究科 2008 2009 2010 2011 2012 

 

修了月 延期者 (修了判定時) 

９月 ３月 期間 
不足 

単位 
不足 合計 

教職実践専攻 － 18 27 36 38 0 38 2 0 2 

教職実践応用領域 － 15 16 18 16  16    

教職実践基礎領域 － 3 11 18 22  22 2  2 
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３ 教育課程 

(1) カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針） 

教職実践専攻（教職大学院）では、現職教員を対象とする「教職実践応用領域」と、学部直進者や社会人等を

対象とする「教職実践基礎領域」の二つの履修上の区分を設け、それぞれに応じた教育課程を「理論と実践の融

合」を図る基本的理念の下、共通科目、専門科目、実習科目の三つの科目区分により、体系的に編成しています。 

現職教員を対象とする教職実践応用領域の教育課程は、これまでの教職経験の中で培ってきた実践的資質・力

量を基に、更に個の専門性を高めるとともに、ミドル・リーダーとして学校の課題を的確に把握し、その解決に

向けて自ら力量を発揮するとともに、教員集団の力量を向上・集中させる指導力を獲得することを目的としてい

ます。 

学部直進者や社会人等を対象とする教職実践基礎領域の教育課程は、教科指導及び学級経営の双方について初

任時に必要とされる力量を自律的に実践できるレベルにまで向上させ、併せて、教員組織の一員としての役割が

果たせるよう、学校づくりの基礎を学ぶことを目的としています。 

 (2) カリキュラムの編成と内容 

 1) 授業科目の開設状況、履修モデル 

授業科目の開設状況は、下表のとおりです。 

大学院教育実践研究科（教職大学院）開設授業科目・単位数一覧 

教職実践専攻 

開 設 科 目  

共通科目 専門科目 学校における実習科目 多様なフィールド実習 合計 

科目数 単位数 科目数 単位数 科目数 単位数 科目数 単位数 科目数 単位数 

教職実践応用領域 10 20 19 36 4 10 1 1 34 67 
教職実践基礎領域 10 20 8 16 5 11 1 1 24 48 
 

共通科目及び専門科目にあっては、ア）教育課程の編成・実施、イ）教科等の実践的な指導方法、ウ）生徒指

導・教育相談、エ）学級経営・学校経営、オ）学校教育と教員の在り方の、五つの領域にわたって開設し、実習

科目にあっては、学校における実習に加え、社会体験に係る多様なフィールド実習を開設しています。このよう

に開設された授業科目のうち、双方の領域とも、共通科目20 単位、専門科目16 単位、学校における実習10 単

位、多様なフィールド実習１単位の、合計47 単位が履修基準（修了要件）として定められています。 

なお、教職実践応用領域では、自らの課題や現任校の課題に即して、「授業づくり（カリキュラム開発・教科指

導）」、「学級づくり（学級経営、生徒指導、進路指導、教育相談、道徳教育）」、「学校づくり（学校経営）」の三つ

の履修モデルに分かれ、専門科目や実習科目の履修において、履修モデルごとに、より専門的・実践的・具体的

な解決方法の企画・立案や、それらを校内で指導するために必要な理論化の力量獲得を目指しています。 

 2) 授業形態の組合せ・バランス 

授業内容・方法については、「基礎理論」の修得のための授業であっても、模擬授業、ロールプレーイングとい

った形態を取り入れ、具体事例の中で理論の修得に努め、理論や技術の必要性及び意味付けを行うこととしてお

り、一方、「応用的内容」の授業にあっては、現職教員の現任校の実態や、学校・授業参観を基に、事例研究、分

析などを行うこととしています。 

また、実習科目においては、「理論と実践の融合」を図るために、研究者と実務家教員によるTT（ティーム・

ティーチング）方式で授業を行っています。 
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 3) シラバス 

シラバスは教育課程の編成の趣旨を踏まえた上で、「授業目標」「授業計画（内容・方法）」「使用する教科書・

参考書」「評価基準・方法」等について記載しています。特に15回分の授業の内容・方法と授業外学習指示を示

して、予習復習を含め単位修得に必要な学修を実施しやすくしています。 

また、「備考」として履修条件等の特殊要件やオフィスアワーの設定時間など、より分かりやすく、見やすくす

ることに留意し作成しています。 

教職大学院ウェブサイト http://www.aichi-edu.ac.jp/kyoshoku/ 

 4) 学校実習の実施状況 

教職実践専攻の開設する学校における実習科目は、教職実践応用領域及び教職実践基礎領域ともに、10単位を

修了要件としていますが、それぞれの領域が目指す人材像や、各学生の実務経験を踏まえた領域別の内容設定と

なっています。 

実施に際しては、実習実施要項を定め、各実習の目的、課題、指導と評価、評価観点と方法を明示して、学生

及び連携協力校へ配布し、実習についての理解を図っています。また、実習履修要件（事前の単位修得等の要件）

を設け、各実習のための準備時間を担保し、資質・能力の修得目標が達成できるように留意しています。 

学校における実習科目の一覧及び実施状況は、下表のとおりです。 

2012年度大学院教育実践研究科（教職大学院）実習実施状況 

科目名称 
単 
位 
数 

配
当
年 
次 

受講者 
(人) 

実習実施（配当）先 実施時期等 
基 
礎 

応 
用 

特別課題実習(基礎) 1 1 22 － 豊田市立東保見小学校 ①10/16(火)・10/19(金)・10/23(火)・10/26(金) 
②10/30(火)・11/ 2(金)・11/ 6(火)・11/ 9(金) 

※ ①②のいずれかで受講 特別課題実習(応用Ａ) 1 1 － 14 豊田市立西保見小学校 

特別課題実習(応用Ｂ) 1 1 13 － 豊田市立東保見小学校 ①10/30(火)・11/ 2(金)・11/ 6(火)・11/ 9(金) 
※ 特別課題実習(基礎) ①日程受講者が受講 

他校種実習 1 1 － 7 
名古屋市立御園小学校 始め 

連携協力校7校 
（小２校、中５校） 

①10/16(火)・10/19(金)・10/23(火)・10/26(金) 

教師力向上実習Ⅰ 4 2 21 － 
名古屋市立御園小学校 始め 

連携協力校21校 
（小15校、中６校） 

① 4/23(月) ～  5/18(金) 
② 5/14(月) ～  6/ 8(金) 
③ 6/ 4(月) ～  6/29(金) 

※ ①②③のいずれかで受講（４週） 

教師力向上実習Ⅱ 4 2 22 － 
名古屋市立御園小学校 始め 

連携協力校22校 
（小15校、中７校） 

① 9/10(月) ～ 10/ 5(金) 
②10/ 1(月) ～ 10/26(金) 
③10/ 9(火) ～ 11/ 2(金) 

※ ①②③のいずれかで受講（４週） 

教師力向上実習Ⅲ 1 2 22 － 
応用領域学生の現任校16校 
（小９校、中６校、高１校） 

①11/12(月) ～ 11/22(木) 
②11/19(月) ～ 11/30(金) 

※ ①②のいずれかで受講（２週） 
※ 向上実習Ⅲの１週は、ボランティア活動 メンター実習 2 2 － 16 

課題実践実習 6 2 － 16 応用領域学生の現任校16校 
（小９校、中６校、高１校） 前期を通じて実施 

多様なフィールド実習 1 2 19 1 

刈谷市中央図書館 始め 
連携協力(社会教育系)機関 
３機関（７人配当） 

三重県立国児学園 始め 
連携協力(社会福祉系)機関 
７機関（13人配当） 

前期の７～８月において１週間実施 

開講 10科目 
のべ数 119 54 117 機関  

実数 44 29 53 機関  
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愛知教育大学大学院教育実践研究科実習実施要項 ＜記載項目（目次）＞ 

[Ⅰ] 教育実践研究科における実習の意義 
[Ⅱ] 実習の種類、単位数・期間、実習先 

Ⅰ 実習の種類、単位数・期間、Ⅱ 実習先 ～１．学校における実習、２．多様なフィールド実習～ 
[Ⅲ] 実習関連科目 

１．課題実践計画の研究、２．課題実践研究Ⅰ・Ⅱ 
[Ⅳ] 年間の実習実施時期 
[Ⅴ] 教職実践応用領域で行う実習の目的と共通課題 

Ⅰ 他校種実習、Ⅱ 特別課題実習（応用Ａ）、Ⅲ メンター実習、Ⅳ 課題実践実習、Ⅴ 多様なフィールド実習 
（Ⅰ～Ⅴの共通記載内容） 

１．目的、２．共通課題、３．実施要項、４．指導と評価 ～(1)指導内容と方法、(2)評価観点と方法～ 
[Ⅵ] 教職実践基礎領域で行う実習の目的と共通課題 

Ⅰ 特別課題実習（基礎）、Ⅱ 教師力向上実習Ⅰ、Ⅲ 教師力向上実習Ⅱ、Ⅳ 教師力向上実習Ⅲ、 
Ⅴ 多様なフィールド実習、Ⅵ 選択実習 ～特別課題実習（応用Ｂ）～ 

（Ⅰ～Ⅵの共通記載内容） 
１．目的、２．共通課題、３．実施要項、４．指導と評価 ～(1)指導内容と方法、(2)評価観点と方法～ 

○その他の活動 
１．学校サポーター活動の目的、２．学校サポーター活動の教育的効果 

[Ⅶ] 実習の免除基準 
Ⅰ 実習免除に関する考え ～１．特別課題実習、２．他校種実習、３．多様なフィールド実習～ 
Ⅱ 免除要件 ～教職実践応用領域、教職実践基礎領域～ 

[Ⅷ] 実習に向けての授業科目等の要件 ～教職実践応用領域、教職実践基礎領域～ 
[Ⅸ] 学修支援体制 

Ⅰ 教職実践応用領域、Ⅱ 教職実践基礎領域 

(3) 多様なニーズ、社会的動向等への取組 

 1) 授業科目等への反映 

教職実践専攻の開設する授業科目は、具体事例の考察を通じた理論の修得や実践的力量の獲得を主眼としてお

り、特に、教職実践応用領域にあっては、自ら、あるいは現任校の現状課題に応じた専門科目や実習科目を学修

し、課題解決に取り組む仕組みとなっています。専門科目は、少人数の授業形態によって、密なコミュニケーシ

ョンを取り、ニーズ等の把握に努めています。 

また、教職実践基礎領域の学生にあっても、教職実践応用領域の学生と共に学ぶ科目においては、理論を学ぶ

と同時に、現職教員（学校現場）の多様な実践事例・経験を併せて学ぶこととなり、理論を実践的な視点から理

解することができる仕組みとなっています。さらに、全学生必修の実習科目として、学校において今日的課題と

なっている事柄の、専門的知識の基礎を修得し、先進的な取組などを行っている学校を、定期的に訪問見学・授

業参加することにより、課題への取組方法・方策を理解し、自らの実践力を高めることを目的とする「特別課題

実習」を開設しています。2012年度は、愛知県における「外国人児童・生徒指導に関する学習」を課題として

実施しています。 

 2) ６年一貫教員養成コース 

学部４年間と大学院２年間を一貫させた「６年一貫教員養成コース」を2006年度に全国で初めて設置し、実

践的指導力を持った教員としての力量向上につながる授業を充実し、海外研修や企業研修を単位化する等、特色

ある授業を多く取り入れ、質の高い教員を養成するための取組を続けています。 

ただし、過去５年間の６年一貫教員養成コースからの大学院進学者数の推移では、進学辞退者が毎年出ており、

必ずしも順調な運営を継続しているとはいえない状況にあります。これらを踏まえ、2011年度からカリキュラ

ム改善の検討を続けています。教職実践専攻は、６年間の養成プログラムに、教職大学院における実践の蓄積を

生かし、先進的に取り組むべく、教職大学院専任教員が、当該コースの学部段階の開設科目の担当者として、参

画しています。 

なお、2010年度にコース進学した６年一貫教員養成コース学生が大学院に進学する年度（2012年度）から、

教育実践研究科（教職大学院）との接続を開始していますが、2012年度においては、教職大学院学生の内、当

該コース所属の学生はいません。 
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 3) 小学校教員免許取得コース 

教職実践専攻では、小学校教員免許を持たない大学院生が、小学校教員免許取得に必要な科目を履修できるよ

う、2005年度から本学大学院教育学研究科（修士課程）において実施されているものと同様の小学校教員免許

取得コースを2008年度の設置時点から開設しています。小学校教員免許取得コースは、専門職大学院設置基準

（平成15年文部科学省令第16号）第26条第３項に基づく、標準修業年限を３年とする履修上の区分であり、教

職実践基礎領域の合格（入学）者が、別途申請の上、許可された場合に受講することができます。 

教職実践専攻の、2012年５月１日現在における小学校教員免許取得コース所属学生は、３年次生が11人、２

年次生が９人、１年次生が５人の計25人です。 

なお、この３年次生のうち10人が、小学校教員免許取得のための単位要件を満たして2012年度に本専攻を修

了しました（残る１人は、期間不足により次年度以降も在学となりました。）。 

小学校教員免許取得コース入学者数                     （単位：人） 

年 度 
教育実践研究科 

入学者数 

内 訳 
他大学 

（教員養成系以外） 
本学卒業者 

（主に現代学芸課程） 
2010 12 12 0 
2011 9 8 1 
2012 5 4 1 

4) 単位認定の実施状況 

教職実践専攻における単位認定の制度としては、ア）本学学則（2004年学則第１号）第85条に定める他の大

学院における授業科目の履修によるもの、イ）同第86条に定める入学前既修得単位によるもの、ウ）本学教育実

践研究科履修規程（2008年規程第80号）第８条に基づく実習科目の履修免除に伴うもの、の三つが設けられて

います。 

2012年度にあっては、ウ）実習科目の履修免除に伴うものについてのみ該当があり、その状況は次のとおり

です。 

・他校種実習（１単位） 

： ６人認定（いずれも教職実践応用領域１年次生） 

・多様なフィールド実習（１単位） 

： 16人認定（教職実践応用領域１年次生12人、同２年次生２人、教職実践基礎領域２年次生２人） 

他の大学院における授業科目の履修等、入学前の既修得単位の認定 

学則（抜粋） 

（他の大学院における授業科目の履修等） 
第８５条 修士課程及び教職大学院の課程において、教育上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基づき、学生が他

の大学院における授業科目を履修することを認めることができる。 
２ 前項により修得した単位は、修士課程に所属する学生にあっては10単位を超えない範囲で、教職大学院の課程に所属す

る学生にあっては修了要件として定める所定の単位数の２分の１を超えない範囲で、当該研究科において修得したものと
みなすことができる。 

３ 前２項の規定は、第49条の規定による留学の場合に準用する。 

（入学前の既修得単位の認定） 
第８６条 大学院（外国の大学院を含む。）を修了又は中途退学し、新たに教育学研究科又は教育実践研究科の第１年次に

入学した学生の既修得単位について教育上有益と認めるときは、当該課程において修得したものとして認定することがで
きる。ただし、修業年限を短縮することはできない。 

２ 前項により修得した単位は、教育学研究科に所属する学生にあっては10単位を超えない範囲で、教職大学院の課程に所
属する学生にあっては修了要件として定める所定の単位数の２分の１を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、既修得単位の認定に関し、必要な事項は、別に定める。 
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学校における実習科目の免除 

教育実践研究科履修規程（抜粋） 

（学校における実習科目の免除） 
第８条 学校における実習科目の免除要件は次のとおりとし、該当する者で免除を希望する場合は、別紙様式に必要書類を

添付の上、履修届の提出時までに申請を行う。 
 

教育実践応用領域 
実習の種類 単位数 免除要件 

特別課題実習（応用Ａ） 1 
特別課題となっている課題に関する１年以上それにかかる実践経験がある者が、
レポートでその能力を示した場合。 

他校種実習 1 
これまでに小・中学校両方で勤務経験がある者が、教育実践（授業）記録又は
それに代わるレポート等でその能力を示した場合。 

メンター実習 2 免除しない。 
課題実践実習 6 免除しない。 

多様なフィールド実習 1 
初任者研修、10年経験者研修等において、社会体験研修（介護体験研修、企
業体験研修等）等を終了し、レポート等でその能力を示した場合。 

教育実践基礎領域 

実習の種類 単位数 免除要件 

特別課題実習（基礎） 1 
特別課題となっている課題に関する１年以上それにかかる実践経験がある者が、
レポートでその能力を示した場合。 

教師力向上実習Ⅰ 4 免除しない。 

教師力向上実習Ⅱ 4 免除しない。 
教師力向上実習Ⅲ 1 免除しない。 

多様なフィールド実習 1 
申請日を基準に６か月以上の期間にわたり20日以上、社会教育、社会福祉等
の機関でボランティア活動に参加し、レポート等でその能力を示した場合。 

 

(4) 単位の実質化への配慮 

 1) 授業期間の確保、年間授業スケジュール 

教職実践専攻の教育課程編成・開講形態は、共通科目、専門科目の授業は、１年次に配当を基本とし、火曜日、

金曜日及び長期履修学生向けに土曜日に開講（このほか休業期間中に集中講義を実施）し、実習科目は、主とし

て２年次に配当する、という特色を持っています。年間の授業期間や各授業科目の授業回数・時間は、専門職大

学院設置基準等の関係法令の規定に添って適切に設定し、学生に対しては便覧やガイダンス等により周知してい

ます。 

2) 履修登録単位数の制限（キャップ制） 

教職実践専攻における年間履修単位の登録上限は、両領域の学生に共通して、実習及び集中講義による科目の

単位を除いて「34単位」とする旨、教育実践研究科履修規程第11条において定め、一日当たりの登録上限を、

４科目として運用しています。 

なお、履修基準上、１年次に修得するものとして制限している実習科目以外の単位数は、教職実践応用領域に

あっては34単位、教職実践基礎領域にあっては36単位です。 

履修科目登録の制限 

教育実践研究科履修規程（抜粋） 

（履修科目登録の制限） 
第１１条 履修科目の登録は、実習及び集中講義を除き、年間34単位を上限とする。 
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平成24年度 教育実践研究科（教職大学院）授業予定 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
入学式

5 6 7 1
③

2 3 4 5 1
⑦

2
⑦

8 9 10
ガイダン
ス

11 12 13
①

14
①

6 7 8
④

9 10 11
④

12
④

3 4 5
⑧

6 7 8
⑧

9
⑧

15 16 17
①

18 19 20
②

21
②

13 14 15
⑤

16 17 18
⑤

19
⑤

10 11 12
⑨

13 14 15
⑨

16
⑨

22 23 24
②

25 26 27
③

28
③

20 21 22
⑥

23 24 25
⑥

26
⑥

17 18 19
⑩

20 21 22
⑩

23
⑩

29 30 27 28 29
⑦

30 31 24 25 26
⑪

27 28 29
⑪

30
⑪

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
⑫

4 5 6
⑫

7
⑫

1
集中１

2
集中１

3
⑮

4
試験

1

8 9 10
⑬

11 12 13
⑬

14
⑬

5 6
集中１

7
集中２

8
集中２

9
集中２

10
集中２

11 2 3 4
①

5 6 7
①

8
①

15 16 17
⑭

18 19 20 21
⑭

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11
②

12 13 14
②

15
②

22 23 24
⑮

25 26 27
⑭

28
⑮

19 20 21 22 23 24
事前指導

25 16 17 18
③

19 20 21
③

22

23

30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2
⑤

3 4 5
⑤

6
④

1 2
実習

3 1
⑧

7 8 9
⑥

10 11 12
⑥

13
⑤

4 5 6
実習

7 8 9
実習

10 2 3 4
⑩

5 6 7
⑨

8
⑨

14 15 16
実習

17 18 19
実習

20 11 12 13
⑦

14 15 16
⑦

17
⑥

9 10 11
⑪

12 13 14
⑩

15
⑩

21 22 23
実習

24 25 26
実習

27 18 19 20
⑧

21 22 23 24
⑦

16 17 18
⑫

19 20 21 22
集中３

28 29 30
実習

31 25 26 27
⑨

28 29 30
⑧

23
集中３

24
集中３

25
集中３
事後指導

26 27 28 29

30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1
⑬

2
⑬

1 2

6 7 8 9 10 11
⑪

12
⑪

3 4 5
試験

6 7 8
⑭

9
⑭

3 4 5 6 7 8 9

13 14 15
⑬

16 17 18 19 10 11 12
金⑮

13 14 15
試験

16
⑮

10 11 12 13 14 15 16

20 21 22
⑭

23 24 25
⑫

26
⑫

17 18 19
報告会

20 21 22
発表会

23
試験

17 18 19 20 21 22 23

24

31

※８月２４日は他校種実習、特別課題実習の事前指導、１２月２５日の３限，４限は事後指導。

※集中３は、２２日１～５限、２３日１～４限、２４日１～４限、２５日１～２限で実施。

７月 ８月 ９月　≪後期≫

４月≪前期≫ ５月 ６月

１０月 １１月

※４月１０日ガイダンス

※集中１は、３１日３～６限、１日３～６限、２日４～６限、６日３～６限で実施。
※集中２は、１～４限で実施

１月 ２月 ３月

3024 2528

29 30 31
試験
集中１

26 27 28 29 30 31 24 25
④

26 27 28
④

29
③

25 26 27 28 29

１２月

27 26 27 28313029
⑮
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 3) 授業時間外の学習を促す工夫 

教職実践専攻では、現職教員（教職実践応用領域）と学部新卒者、社会人等（教職実践基礎領域）の学生が、

共同して学ぶ科目（共通科目）として10科目20単位を開設しており、同一の授業を共に学んでいます。このこ

とが、当該授業での場だけでなく、授業外の事前事後学習においても、共に学ぶことへの繋がりを見せています。

この共学方式は、「同僚性（collegiality）の構築」の重要性を認識するためにも、有益であると考えています。 

このほか、学生支援方策としての趣旨も併せて、双方の領域において、担当教員を配置して、週１回の頻度で

領域ミーティングを実施しており、その際にも、授業時間外の学習について指導・助言を行っています。 

 

(5) 教育活動に係る管理運営 

 1) 教職大学院運営協議会 

教育実践研究科（教職大学院）における教育研究及び組織運営について協議し、教職大学院の目標達成に資す

ることを目的として、教職大学院運営協議会を設置しています。教職大学院運営協議会は、研究科長（学長）を

始めとする学内委員28人に加えて愛知県教育委員会３人、名古屋市教育委員会１人及び協力校の校長３人の学外

委員で構成されており、2012年度においては、２回開催しました。 

なお、教職大学院に係る案件の本学としての意志決定は、各分野の全学委員会、教育研究評議会及び教授会等

の審議機関を経て、役員会において行われることとなります。 

教職大学院運営協議会規程  https://www.aue-kitei.jp/doc/auekitei/rule/19.html 

 2) 教育実践研究科会議 

教育実践研究科（教職大学院）の人事、教学、入試等の実務案件を発議するための機関として、教職大学院運

営協議会の下に教育実践研究科会議を置いています。研究科会議の運営は、教育実践研究科会議内規を根拠とし、

あらかじめ定める事項については、運営協議会から審議を委託され、かつ、研究科会議の議決をもって運営協議

会の議決とすることができる旨が定められており、実質的な管理運営の中枢として機能しています。2012年度

においては、20回開催しました。 

なお、教育実践研究科会議の下には、カリキュラム・授業運営、実習、入試・広報の各部会が置かれ、それぞ

れの所掌に応じて、研究科会議に諮る案件の原案作成等を担っています。 

 3) 教育委員会及び学校等との連携 

教職大学院運営協議会委員として、愛知県教育委員会２人、愛知県総合教育センター１人、名古屋市教育委員

会１人の計４人の教育委員会関係者及び連携協力協定校からの代表者（校長）２人、現職教員現任校からの代表

者（校長）１人の計３人の学校関係者を委嘱しており、運営協議会が、連携協議の場として機能する体制を整備

しています。 

また、教職実践専攻の授業実施に係る連携のほか、教職大学院専任教員が関わるものとして、愛知県総合教育

センターの主催研修や連携協力校等の校内研修に講師として参画（2012年度実績：８件・16回）、教職大学院学

生が関わるものとして、愛知県総合教育センターの主催研修を参観（2012年度実績：小学校初任者研修・11月

14日・教職実践基礎領域２年次生23人）など、多様な相互連携を実施しています。 
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４ 学位授与 

(1) ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

教職実践専攻の修了者に授与する学位「教職修士（専門職）」と、その授与（修了）要件「２年以上在学し、所

定の単位を修得した上で、修了報告書の審査に合格」は、学位規程において定めています。 

学生便覧等に示す「これまでの教職経験の中で培ってきた実践的資質・力量を基に、さらに個の専門性を高め

るとともに、学校を変える推進者、さらにはミドル・リーダーとなるための資質・力量を育成（教職実践応用領

域）」、「学部レベルで修得したことを基に、教師に求められる全ての分野にわたって総合的に修学し、もって、多

様な学校環境に応じた実践ができる教師を育成（教職実践基礎領域）」という教育研究上の目的・目標への到達度

合いが、修了認定の目安となります。 

学位規程（抜粋） 

（学位の種類） 
第２条 本学において授与する学位は、次のとおりとする。 

(1) ～ (2)  略 
(3) 教職修士 
（学位授与の要件） 

第５条 第２条第３号に定める教職修士の学位は、本学大学院教育実践研究科（以下「教職大学院」という。）に２年以上
在学し、所定の単位を修得した上、修了報告書の審査に合格した者に授与する。 
（学位論文又は修了報告書の審査及び最終試験） 

第６条 第４条及び第５条に定める学位論文又は修了報告書の審査及び最終試験に関する事項は、教育研究評議会が別に定
める。 

 

(2) 成績評価 

 1) 成績評価基準、成績評価方法 

成績評価の採点基準（観点）や方法は、授業科目ごとに定めています。採点の基準（観点）については、各科

目の到達目標（教職大学院のカリキュラム体系の中での当該科目の位置付け）を踏まえたものであり、また、成

績評価の方法については、授業への取組姿勢、授業の過程において課すレポート等の学修成果物、定期試験や臨

時試験の組み合わせにより、成績を判定しています。 

なお、成績の評価は、100点満点による素点に基づく評語Ｓ（90点以上）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

Ｃ（69～60点）、Ｄ（59点以下）により判定し、C以上を合格としています。 

 2) 成績評価基準の学生への周知方法 

教職実践専攻の授業科目に関する成績評価の方法と採点基準は、それぞれのシラバスに明示して、履修前の段

階で、学生が確認できるようにしています。 

 3) 成績評価分布による検証 

教職実践専攻の開設する授業科目に関する成績評価の分布は、学期ごとに集計の上、教職大学院運営協議会に

諮り、専攻外、学外の立場からの視点も交えて、留意するべき傾向等の確認を行っています。 

 4) 学生からの成績評価の申立て手続き 

学生への成績通知は、学期ごとに指定された公開日に、ウェブサイト上の教務システムにより通知（公開）す

ることとしています。この際、成績の内容に疑義がある場合は、成績公開日から10日以内に授業担当教員へ学生

自身が直接申し出る（担当教員との連絡が困難である場合は、教務課へ学生自身が所定の方法により申し出る）

ことができるようにしています。 

2012年度は、前年度に続いて申立てはありませんでした。 
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(3) 修了認定に係る評価基準 

1) 修了認定基準と実施方法  

 教職実践専攻では、学生が学びの最終段階として作成する「修了報告書」の審査を、修了認定の方法として位

置付けています。（「修了報告書」は単位化していません。） 

教職実践応用領域にあっては、課題実践計画の研究（１年次後期）、課題実践研究Ⅰ及び課題実践実習（２年次

前期）、課題実践研究Ⅱ（２年次後期）による科目体系の中で取り組んだテーマ（現任校の課題）について、これ

を研究にフィードバックし、より広汎に用いることのできる実践的理論としてまとめた「課題実践報告」を審査

します。 

教職実践基礎領域にあっては、実習の成果を中心とする、学生個々の膨大な学びの履歴を意識的に繋げ、自己

の課題と現代的教育課題の双方の観点から考察し、継続的、発展的に追究することを目的として作成した「実習

ポートフォリオ報告」を審査します。 

学位授与方針の項で述べたように、本専攻の教育研究上の目的・目標への到達度合を目安とし、審査の方法や

手続きなどを定めた、教育実践研究科修了報告書審査要領及び教育実践研究科修了報告書審査手続要領に従い、

合議制により厳格に審査を行っています。 

2) 学生への周知方法 

修了認定の基準や、これを踏まえての学修への取組み方は、普段の指導や課題実践研究中間報告会（教職実践

応用領域学生）の機会に、随時説明しています。 
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５ 教職実践専攻 取組状況 

(1) 教職実践専攻 

■専攻・領域・履修モデル 

教職実践専攻   ■教職実践応用領域   ■授業づくり履修モデル 
    

       ■学級づくり履修モデル 
       
       ■学校づくり履修モデル 
       
        
    ■教職実践基礎領域    
       

 

■教職実践応用領域 

① 教育目標 

現職教員を対象とし、これまでの教職経験の中で培ってきた実践的資質・力量を基に、更に個の専門性を高め

るともに、学校を変える推進者、更にはミドル・リーダーとなるための資質・力量を育成することを目的として

います。 

教職実践応用領域は、三つの履修モデルに区分されます。 

＜授業づくり履修モデル＞ 

現代の教育諸課題に対応できる優れた実践的指導力を、具体的な授業と教材・評価と改善・カリキュラム検証

と開発提案などの事例研究・模擬授業・討論・ワークショップなどによって段階的に、実践的に育成・評価する

ことを目的としています。 

＜学級づくり履修モデル＞ 

学級経営分野、生徒指導分野、キャリア教育分野において、学校におけるリーダーシップを発揮し、様々な企

画・運営を行えるレベルに到達することを目的としています。 

＜学校づくり履修モデル＞ 

学校で既に各種主任などの立場に立ってメンターとしての役割を果たしている教師を、日本の学校経営におい

て適した経営パターンであると言われているミドル・アップ・ダウンの役割を果たすことができる、真のミドル・

リーダーを育成することを目的としています。 

② 指導体制 

教員構成については、「理論と実践の融合」、「実践的力量の育成」を図る基本的理念から、「専門職大学院

設置基準」を上回る数の実務家教員を配置し、研究者８人（兼任を含む）と実務家教員９人の合計17人で指導に

あたっています。 

また、開設している授業のうち共通科目では、全て実践的な演習形態をとり、指導には研究者と実務家教員が

TT（ティーム・ティーチング）であたることで、「理論と実践の融合」、「実践的力量の育成」を図っています。 

履修形態、カリキュラム構成については、デマンドサイドの要望を踏まえ、「授業は原則、火、金、土曜日に開

講、夏季休業期間中に集中講義実施、２年次は学校現場で実習及び課題実践研究に集中」という特色を持ってい

ます。それによって、①教職実践応用領域の学生（現職教員）が職務に従事したまま、地元及び学校現場を離れ

ずに学修することが可能となり、②教職実践基礎領域の学生（新人）は、月、木曜日にサポーターとして学校現

場に入り、授業の事前自習として必要な実践や学校現場についての情報を得ることができ、また、授業後の学習

として、理論と実践をより融合させて理解することができます。 

教職実践応用領域の学生は、履修モデルを選択し、研究課題として取り組んでいます。 

１年次前期には、月に２回程度の教職実践応用領域学生ミーティングを時間割に位置付け、愛知県・名古屋市
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との交流人事による実務家教員が、学生の指導・相談にあたっています。１年次後期に、実習関連科目の「課題

実践計画の研究」において、実習として現任校で取り組む課題を計画します。２年次前期の「課題実践実習」で

は、大学教員による、概ね２週に１回の巡回指導を受け、「課題実践研究Ⅰ」では、実習の整理と理論的な指導を

主として巡回指導を受けます。２年次後期の「課題実践研究Ⅱ」では、大学において個別指導を受け、実習の成

果と課題を研究にフィードバックして、より広汎に用いることのできる実践的理論を構築し、修了要件である「課

題実践研究」をまとめています。 

また、実習にあたっては、職務に埋没しないように、研究記録とは別に、取り組んだ日時と内容を「実習記録」

に明記するとともに、現任校と申し合わせを行い、週に１日（午後）を利用して、巡回指導や大学での指導・学

習の時間とするように指導しています。 

なお、学生が大学での指導を受ける年間16回について、出張扱いとすることを現任校より認められています。 

■教職実践基礎領域 

① 教育目標 

学部直進者や社会人といった新人で教職に就こうとする者を対象とし、学部レベルで修得したことを基に、多

様な学校環境に応じた実践ができる教師の育成を目指し、教師に求められる全ての分野にわたって、総合的に修

学することを目的にしています。 

② 指導体制 

教員構成については「理論と実践の融合」、「実践的力量の育成」を図る基本的理念から、「専門職大学院設

置基準」を上回る数の実務家教員を配置し、研究者８人（兼任を含む）と実務家教員９人の合計17人が所属、ま

た開設している授業は、全て実践的な演習形態をとり、全共通科目と多くの専門科目では研究者と実務家教員が、

TT（ティーム・ティーチング）で当たることで「理論と実践の融合」、「実践的力量の育成」を図っています。 

履修形態、カリキュラム構成においては、デマンドサイドの要望を踏まえ、「授業は原則、火、金、土曜日に開

講、夏季休業期間中に集中講義実施、２年次は学校現場で実習及び課題実践研究に集中」という特色を持ってい

ます。これによって、①教職実践応用領域の学生（現職教員）が職務に従事したまま、地元及び学校現場を離れ

ずに学修することが可能となり、②教職実践基礎領域の学生（新人）は、月、木曜日にサポーターとして学校現

場に入り、授業の事前自習として必要な実践や学校現場についての情報を得ることができ、授業後の学習として

理論と実践をより融合させて理解することができます。 

教職実践基礎領域学生の履修・生活、授業・実習、教員採用試験対策等に責任を持つ代表教員を設置、さらに

１教員３人程度の学生を担当し、年間を通じて「基礎学生ゼミナール（全体と個別）」を実施する等、講座全体で

入学から修了まで、丁寧で責任ある指導体制を取っています。授業では教育目標を達成するために、きめ細かな

対応とともに、愛知県・名古屋市教育委員会から派遣されている現職教員との協働的な授業研究、学級経営等に

ついての授業を行うとともに、多様な学部、経歴を持つ教職実践基礎領域に即した授業も行い、教職実践基礎領

域学生だけの授業科目を、授業づくり関連授業で実施しています。 

実習は、現代的な教育課題に対応するために「特別課題実習」（外国人児童生徒への学習指導・支援体制）の他、

１年次後期から「学校サポーター」として週２回実習校で教職全般について体験し学ぶとともに、２年次での「教

師力向上実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」に滑らかに接続しながら、より実践的な実習による「生きた実践的力量」、「理論と実

践の融合」を体得できるような体制を組んでいます。 
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６ 学習成果 

(1) 教育職員免許状及び保育士の資格取得状況 

2012年度修了者の教育職員免許状等の取得状況（一括申請分）は下表のとおりです。 

なお、現職教員学生（教職実践応用領域）の各免許状及び小学校教員免許取得コース所属学生（2012年度の

教職実践基礎領域修了者は10人）の小学校専修免許状については、教育委員会の定める規則等に基づき個人申請

となるため、大学からの一括申請の対象ではありません。 

2012年度教育職員免許状・保育士資格取得状況                       （単位：人） 

教育実践研究科 
修 
了 
者 

取 
得 
者 

教育職員免許状 取得状況 保 
育 
士 

小学校 中学校 高等学校 幼稚園 特別支援 養護教諭 

専修 専修 専修 専修 専修 専修 

 教職実践専攻 (%)   21.1 47.4 71.1 
〔認定課程ではありません。〕 

 38 22 8 18  27 

教職実践応用領域 16 〔個人申請によります。〕  

教職実践基礎領域 22 22 8 18 27  

* 取得者は、小・中・高のいずれかの教育職員免許状取得者の実人数を示す。 

(2) 休学者、退学者、除籍者、留年者による分析 

2012年度において、休学者は３人、退学者は４人、除籍者は０人（以上は当該年度累計）、留年者（長期履修

又は長期在学者を除く。）は２人でした。 

参照『本節／２ 学生数／(5) 学者数、退学者数、除籍者数、留年者数』 

休学者の理由は、いずれも傷病や経済的事情ではなく、修学面での諸事情によるものでした。このことから、

授業以外の場での指導や入学前履修カウンセリングの入念な実施手段の確立を懸案として認識しています。 

退学者のうち、３人は方針変更（在学途中（修了前）での教員就職を選択したこと）によるもの、１人は家庭

事情によるものでした。近年、愛知県や名古屋市を始めとする各県等の公立学校教員採用試験においては、大学

院修了年次前に受験・合格した場合でも、修学の継続が可能な種々の特例措置が講じられてきており、本学の学

生募集においても、このことと関連付けて入試広報等を行っているところです。一方で、特例措置がない県等で

の合格や、特例措置の適用外である補欠合格となった場合には、教員への就職を選択する流れになっています。

結果として、「教員になる」という目標には達したものの、教職大学院での学びは中途となってしまった者に対し、

本学として行い得る事後対応について、その検討の必要性を懸案として認識しています。 

(3) 学生授業アンケートによる分析 

教職実践専攻では、2008年度の開設以降、継続して実施している学生授業アンケートを、2012年度も各学期

における開講科目（一部の実習を除く、計33科目）について実施しました。 

このアンケートでは、「学習成果」に係わって、「専門職としての高度な実践力や知識が身についたと思います

か」、「教育理論や教師像に関する高度な知識が身についたと思いますか」、「授業内容が、自分の実践や研究を進

めるために役立ったと思いますか」の３つの質問を設け、「そう思う」「ややそう思う」「あまりそう思わない」「そ

う思わない」の４つの選択肢から回答することとしています。 

結果は、「そう思う」「ややそう思う」と回答した割合が、いずれの設問でも80％～90％あり、概ね良好と判

断できますが、「あまりそう思わない」「そう思わない」の回答に至った要因を、自由記述などから分析して、授

業改善に資するよう、取り組んでいます。 
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共通科目

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

（領域）

そう思う ややそう思う
あまりそう思わない そう思わない
未読（シラバス） 未回答

専門科目

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

（領域）

そう思う ややそう思う
あまりそう思わない そう思わない
未読（シラバス） 未回答

実習科目

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

全体

基礎

応用

（領域）

そう思う ややそう思う
あまりそう思わない 思わない
未読（シラバス） 未回答

大学院教育実践研究科 学生授業アンケート 集計結果（2012年度） 

質問① 授業に満足しましたか？ 
質問② 授業に積極的に取り組みましたか？ 
質問③ 専門職としての高度な実践力や知識が身についたと思いますか？ 
質問④ 教育理論や教師像に関する高度な知識が身についたと思いますか？ 
質問⑤ 授業内容が自分の実践や研究を進めるために役立ったと思いますか？ 
質問⑥ シラバスは参考になりましたか？ 
質問⑦ シラバスに書かれた目標は達成されたと思いますか？ 

 

 

 ① 

 

 ② 

 

 ③ 

 

 ④ 

 

 ⑤ 

 

 ⑥ 

 

 ⑦ 

 

(4) 修了後の追跡調査による分析 

教職実践専攻は、2009年度から2012年度の４期で、119人の修了生を送り出しており、このうち、教職実践

応用領域（現職教員）が65人、教職実践基礎領域で初等中等教育諸学校の教員（臨時的任用等を含む）となった

者が51人となっています。 

修了後の追跡調査として2012年度は、教員養成キャリアの差異と教員としての資質能力との関係を調査する

ことをテーマとした「教員養成キャリアと教員の資質能力の関係に関する調査研究」により、修了生８人にイン

タビュー調査を行いました。このインタビュー調査は、教職３年目までの若手教師のうち、全国の小・中学校に

勤務する者を対象者として行ったもので、インタビューの内容をまとめた「教師が語るⅠ」は、学校現場の理解

等につながる基礎資料として期待されます。これを基に、引き続き、調査・分析に取り組んでいきます。（参照『本

章／第１節 教育学部／６ 学習成果／(4) 卒業後の追跡調査による分析』） 

また、修了後の支援（フォローアップ）を充実させるという考えの下、教職大学院修了生同士が自身の問題意

識を持って交流することにより、子どもに根ざした教職に対する希望を共有し、大学院での２年間の学びを学校

現場で活用していくことを目的として、2012年11月に、「修了生のためのフォローアップ研修会」を初めて開催

しました。研修会は、１期から３期までの修了生32人のほか、在学中の教職大学院生、教職員を合わせて62人

が参加し、学外講師による基調講演、修了生３人による現在それぞれが取り組んでいる教育実践の報告、参加者

がグループに別れての交流会というブログラムにより行われました。研修会後のアンケートでは、「これからの教

職の在り方について新しい視点を学ぶことができた。」、「仲間の頑張っている姿をみて、大きな刺激を受けた。」、

「学校での悩みを相談できた。」など、充実した内容についての感想が寄せられました。 
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(5) 課題研究等一覧 

教職実践専攻（教職大学院）の2012年度修了生38人（教職実践応用領域（現職教員）16人、教職実践基礎領

域22人）の修了報告書題目は下表のとおりです。 

 

教職実践基礎領域（実習ポートフォリオ報告）                                22 人 

数学的な思考力を高める指導方法の工夫 －ノートづくりの工夫を通した算数の実践を通して－ 

「学び合い活動」を取り入れ、問題解決能力を育む授業の工夫 ～小学校低学年からのキャリア教育を踏まえて～ 

一人ひとりの可能性を引き出す指導の工夫 ～子どもが自信を持ち、達成感を味わう活動を通して～ 

健全な自尊感情を育み、学び合う学級集団づくり －構成的グループエンカウンターと協同学習の実践を主として－ 

思考力・判断力・表現力を育む社会科授業づくり ～主体的に学習に取り組む生徒像を目指して～ 

豊かな表現力の育成を図る授業づくり －道徳と音楽の授業実践を通して－ 

学習意欲を高める授業づくり －教科書研究を通して－ 

教職実践応用領域（課題実践報告）                              16 人 履修モデル 

数学的思考力・表現力を育てる活用の指導 －一斉指導における算数的活動を工夫して－ 授業づくり 

「理科の学力を高めるための高校生物授業の工夫」 －高大連携による授業実践を含めて－ 〃 

科学を学び合いたくなる理科授業の創造（小学校） －「推論する力」を育成するための工夫を通して－ 〃 

「思考・判断・表現力（活用力）」を育てる英語科授業開発（中学校） 

 －新教材（伝記・記録）による「生きる力」の育成－ 
〃 

基礎的な技能・基本的な技の習得を積み上げながら発展技の完成をめざす体育学習 

 －中学校２年生「仲間とのかかわりを重視したマット運動の学習」の実践を通して－ 
〃 

資料の活用を通して「思考力・判断力・表現力」を育てる社会科学習 

 －名古屋市博物館との教育連携を取り入れて－ 
〃 

体育学習においてフィードバックを効果的に行う指導の工夫 〃 

伝統文化を学ぶ保健体育科（剣道）の授業開発 ～武道必修化を踏まえた授業活用の可能性～ 〃 

将来を自ら切り拓いていくことができる児童・生徒の育成 

 ～児童・生徒の自己効力感を高めるキャリア教育の推進を通して～ 
学級づくり 

相互理解を基盤に、よりよい人間関係を築く学級集団の育成 －生活ノート・学級通信の活用を通して－ 〃 

教員の資質能力向上を目指した校内研修に関する研究 

 －小規模校における同僚性を重視した授業研究の在り方－ 
学校づくり 

協働的な教員研修の研究 ～コアシステムの活用を通じて～ 〃 

子どもを支えるネットワークの充実に関する研究 ～組織的な協働による生徒理解をめざして～ 〃 

研究授業のシステム改善 ～きづき、たかめ合い、可能性をのばそうとする子の育成をはかるために～ 〃 

授業力向上のための校内研修体制の構築 －メンターの育成と活用を通して－ 〃 

自らの行動の好ましさについて考え、実行できる子の育成 〃 
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子どもが意欲的に学習に取り組める授業の研究 －学ぶ意欲を高める教材の開発を通して－ 

学習意欲を引き出す授業方法 －中学生という年代の視点から－ 

学ぶ意欲と自信をもって生活できる児童の育成 －学校生活におけるキャリア教育の在り方－ 

互いが認め合う豊かな学級づくり ～学級通信・学級活動の実践を通して～ 

対話的・対等的立場で話せる学級環境と教材の活用 －特別なニーズをもつ子どもと集団の関わりを中心に－ 

社会的な思考力・判断力を育成する社会科学習指導 

 －「とらえる」「考える」「予想する」の３段階で構成する「食料生産」単元を中心に－ 

学習意欲を高める算数科授業の研究 

「できる喜び」を実感し、自己有用感を育む体育学習 －フラッグフットボールなどのボールゲームの実践を通して－ 

主体的に学び、豊かに表現する力を育む学習 －NIEの実践を通して－ 

児童の「規範意識」を高める学級づくり －日常的な指導をベースとした授業づくりを通して－ 

思考力と表現力を育む社会科授業づくり －考えを深める課題とパフォーマンス課題を通して－ 

目的意識を高める理科授業の研究 －４QSと概念マップの実践を通して－ 

科学的思考力を育てる授業を目指して 

学ぶ意欲を高める国語科授業づくり －共に学び合うグループ活動を通して－ 

互いに認め合い支え合う「学級・授業」の創造 －体育科教育での『言語力向上』を中心に－ 
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第４節 特別支援教育特別専攻科 

１ 学生の受入 

(1) アドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

特別支援教育特別専攻科では、子どもたちの能力や個性に応じた高度の教育的支援が実践できる教員の養成を

目指しており、主に教員免許状等を取得済みの学生や現職教員を対象に、知的障害、肢体不自由、病弱に関する

充実した専門教育を行い、実践的な指導力のある教員を養成することを目的としています。 

具体的には以下のとおり「求める学生像」を定めており、学生募集要項及び本学ウェブサイトに掲載し、公表・

周知に努めています。 

特別支援教育特別専攻科のアドミッションポリシー（全文） 
１．基本理念・目標 

特別支援教育の現場では、子どもたちの障害の多様化、重度化、重複化が進んでいます。特別支援教育特別専攻科では、
子どもたちの能力や個性に応じた高度の教育的支援が実践できる教員の養成を目指します。 

本専攻科では、特別支援教育の充実に資するために、主に教員免許等を取得済の学生や現職教員を対象に、知的障害、
肢体不自由、病弱に関する充実した専門教育を行い、実践的な指導力のある教員を養成します。 

２．求める学生像 
・特別支援教育教員をめざすために必要な基礎学力があり、十分な教育実践力を身につけようとする意欲にあふれる人 
・特別支援教育の教職に就くことを強く希望し、その意志を持ち続けることのできる人 
・障害のある子どもたちの成長にかかわることにやりがいと使命を感じることができる人 
・礼節を重んじ、コミュニケーションスキルに長けている人 
・これまでの生活体験をとおして、学校や教育への親しみや関心を強く抱いている人 

(2) 入学者選抜の種類と目的、入試日程 

本専攻科の入学者選抜においては、「入学者受入方針」「求める学生像」を満たす者を選抜する目的で学力検査

と小論文にて選抜を行っています。 

平成25年度特別支援教育特別専攻科入学者選抜試験日程 

入試の種類 出 願 試 験 発 表 

第１次 2012/10/30(火) － 11/6(火) 2012/11/22(木) 2012/12/14(金) 

(3) 入学者選抜の実施状況 

本専攻科の入学者選抜に関する実施体制は、学生・連携担当理事（副学長）が実施責任者となり、入学試験委

員会及び障害児教育講座から選出された委員を中心に構成される特別支援教育特別専攻科入学試験部会を設置し、

試験を実施しています。入学者選抜方法等の改善・合理化等及び合否判定原案作成については入学試験委員会に

おいて審議・検討を行い、募集要項の原案作成など入学試験実施に係る具体的、実務的な業務を同部会が担当し

ています。同部会の原案をもとに入学試験委員会で審議を行い、平成25年度入試より新たに、教育委員会派遣の

現職教員等を対象とした特例措置選抜を行い、受験者及び受験科目を区分しました。入学試験を実施する準備と

して、同部会委員を中心に試験問題の出題者、点検者を定め、問題の点検・確認作業を複数回行うなど、出題ミ

スのないようチェック体制を整えています。 

入学試験当日の実施機構として、学生・連携担当理事（副学長）を中心とした試験本部を置き、同部会委員及

び入試課職員等で試験の円滑な実施と各種トラブルにも対応できる体制をとっており、試験監督者や各種要員を

適切に配置し、公正で静穏な試験環境の確保に努めています。 

入学試験実施後は、複数の採点者の採点と点検者の確認を経て、同部会での判定資料を基に合否判定原案が作

成され、入学試験委員会及び代議員会の議を経て、合格者の決定を行います。 

なお、「平成25年度入学者選抜」の実施状況は、下表（次頁）のとおりです。 
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平成25年度特別支援教育特別専攻科入学者選抜 ＜2012年度実施＞           （単位：人） 

特別支援教育特別専攻科 入学 
定員 

志願者  合格者 入学者    

 倍率   男 女 充足率 

特別支援教育専攻 30 38 1.27 36 29 5 24 96.7 % 

第１次 － 38  36 29 5 24 － 

* 志願者倍率 (倍)   ＝ 志願者 ÷ 入学定員 
* 入学定員充足率（%） ＝ 入学者 ÷ 入学定員 

 

(4) 広報活動の取組 

現職教員派遣の手続きを早期に進めるため、募集要項の公表日以前に学生募集の概要を定め、愛知県教育委員

会及び名古屋市教育委員会にその内容を通知するとともに、本学ウェブサイトでも公表しています。 

また、現職教員の受験生を確保するために、募集要項の公表日以降に愛知県、名古屋市及び近隣他県の教育委

員会にチラシと募集要項を一斉送付し、学生募集の周知徹底を依頼しています。その他、一般選抜の受験生確保

に向けては、愛知県内及び近隣他県の国公私立大学の就職担当部署にチラシと募集要項を一斉送付し、学生募集

の案内を行っています。 

 

 

２ 学生数 

(1) 入学定員、収容定員 

入学定員、収容定員とも30人です。 

特別支援教育特別専攻科入学定員・収容定員                         （単位：人） 

特別支援教育特別専攻科 
入学定員 収容定員 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

特別支援教育専攻 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

(2) 在籍者数 

 1) 全学集計表 

2012年度の在籍者は23人で、収容定員30人より少ない人数となっています。 

また、全体の男女比は、男子17.4％、女子82.6％となっています。 

 2) 社会人学生数 

2012年度に在籍している社会人は９人（うち６人が現職教員）で、在籍者23人に対する比率は39.1％です。

2011年度と比較して社会人は２人増加しています。 

なお、現職教員や社会人に対する修学環境の配慮として、指導教員の指導の下、継続的に特別支援学校訪問の

機会を得られるように工夫しています。 

特別支援教育特別専攻科在籍者数                       各年度 5/1 現在（単位：人） 

特別支援教育特別専攻科 
2008 2009 2010 2011 2012 内 訳 

     男 女 社会人 うち教員 

特別支援教育専攻 17 28 30 25 23 4 19 9 6 
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(3) 定員未充足 

平均入学定員充足率、2012年度の収容定員充足率とも、国立大学法人評価の基準値90％未満となっているこ

とから、第２次募集を実施するなど、定員充足に向けた対策に取り組んでいます。 

特別支援教育特別専攻科定員充足率                      各年度 5/1 現在（単位：％） 

特別支援教育特別専攻科 
入学定員充足率（過去５年間） 

収容定員 
充足率 

2008 2009 2010 2011 2012 平均 2012 

特別支援教育専攻 56.7 93.3 100.0 83.3 76.7 82.0 76.7 

* 入学定員充足率（%）= 入学者 ÷ 入学定員 
* 収容定員充足率（%）= 在籍者 ÷ 収容定員 
* 平均入学定員充足率（%）= 各年度の入学定員充足率の計 ÷ ５年 

 

(4) 定員超過 

定員超過については、「国立大学の学部における定員超過の抑制について（通知）（平成20年２月14日19文科

高第715号通知）」に基づき算出した収容定員超過率は、国立大学法人評価の上限値130％以下となっています。 

特別支援教育特別専攻科定員超過率                       各年度 5/1 現在（単位：人） 

特別支援教育特別専攻科 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

収容定員 
 
 

在学者数 
 
 

長期履修 
算定人数 

 

外国人 
留学生 

(国費等) 

休学者 
 
 

留年者 
２年以内 

 

超過率 
算定人数 

 

収容定員 
超過率 
（％） 

2011 30 25 25 0 0 0 25 83.3 

2012 30 23 23 0 0 0 23 76.7 

* 収容定員超過率(%) = 超過率算人数 ÷ 収容定員 

 

(5) 休学者数、退学者数、除籍者数、留年者数 

2012年度の休学、退学、除籍はありませんでした。 

特別支援教育特別専攻科休学者・退学者・除籍者・留年者                   （単位：人） 

特別支援教育
特別専攻科 

当該年度 5/1 現在 当該年度 4/1 ～ 3/31 累計 

在学者 留年者 休学者 休学者 退学者 除籍者 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

特別支援教
育専攻 

25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

(6) 修了者数 

2012年度の修了者数は22人で、修了延期者は１人です。 

特別支援教育特別専攻科修了者・修了延期者                         （単位：人） 

特別支援教育特別専攻科 2008 2009 2010 2011 2012 

 

修了月 延期者 (修了判定時) 

９月 ３月 期間 
不足 

単位 
不足 合計 

特別支援教育専攻 16 28 29 25 23 0 22 0 1 1 
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３ 教育課程 

(1) カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針） 

本専攻科の教育課程は、特別支援学校教諭一種免許状が取得できるように編成しています。 

特別支援教育特別専攻科規程 https://www.aue-kitei.jp/doc/auekitei/rule/270.html 

特別支援教育特別専攻科規程（抜粋） 

（目的） 
第２条 特別専攻科は、特別支援教育の充実に資するため、大学教育の基礎の上に精深な程度において特別支援教育に関す

る専門の事項を教授し、特別支援教育の分野における資質の優れた教員を養成することを目的とする。 
（教育職員免許） 

第９条の２ 特別専攻科において、教育職員免許法（昭和24年法律第147号）に定める所定の単位を修得した者は、知的障
害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状授与の所要資格を取得できる。 

 

(2) カリキュラムの編成と内容 

 1) 授業科目の開設状況、履修モデル 

特別支援教育特別専攻科（特別支援教育専攻）履修課程表 

免 許 法 上 の 科 目 
（特別支援教育に関する科目） 授 業 科 目 授業形態 

単位数 

必修科目 選択科目 

特別支援教育の基礎理論に関する科目 障害者教育概論 講義 2  

特別支援教育領域に関する科目     

 

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の
心理、生理及び病理に関する科目 

知的障害者心理・生理概論 講義 2  

 肢体不自由者心理・生理概論 講義 2  

 肢体不自由者心理演習 演習Ｂ 2  

 病弱者心理・生理概論 講義 2  

 知的障害者心理演習 演習Ｂ  2 

 知的障害者病理概論 講義  2 

 

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の
教育課程及び指導法に関する科目 

知的障害者教育概論 講義 2  

 知的障害者教育特論 講義 2  

 肢体不自由者教育概論 講義 2  

 病弱者教育概論 講義 2  

 知的障害者教育演習 演習Ｂ  2 

 肢体不自由者教育演習 演習Ｂ  2 

免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目    

 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の
心理、生理及び病理に関する科目 及び 
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の
教育課程及び指導法に関する科目 

聴覚障害者教育総論 講義 2  

 視覚障害者教育総論 講義 1  

 発達障害者教育総論 講義 1  

 重複障害者教育総論 講義 1  

 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の
心理、生理及び病理に関する科目 

特別支援心理演習 演習Ｂ  2 

 情緒障害者心理演習 演習Ｂ  2 

 

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の
教育課程及び指導法に関する科目 

特別支援教育特論 講義  1 

 特別支援教育演習 演習Ｂ  2 

 発達障害者指導法演習 演習Ｂ  2 

 重複障害者指導法演習 演習Ｂ  2 

心身に障害のある幼児、児童又は生徒につい
ての教育実習 

教育実地研究 
(事前及び事後の指導１単位含む) 実習Ａ 3  

合 計 26 ４単位以上 

* 必修科目は、全ての授業科目について修得する。選択科目は、４単位以上を履修する。 
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 2) 授業形態の組合せ・バランス 

授業形態は、講義、演習、実習からなり、本専攻科の教育目的に応じて、バランスに配慮した構成となってい

ます。 

 3) シラバス 

シラバスは教育課程の編成の趣旨を踏まえた上で、「授業目標」「授業計画（内容・方法）」「使用する教科書・

参考書」「評価基準・方法」等について記載しています。特に15回分の授業の内容・方法と授業外学習指示を示

して、予習復習を含め単位修得に必要な学修を実施しやすくしています。また、「備考」として履修条件等の特殊

要件やオフィスアワーの設定時間など、より分かりやすく、見やすくなるように留意し作成しています。 

シラバス検索  http://syllabus.aichi-edu.ac.jp/ 

 

 4) 教育実地研究（教育実習）の実施状況 

本専攻科では、障害児の理解と指導資質向上を目的とした特別支援教育実習が必修科目として設定されており、

２週間の日程で実施されます。2012年度は、在籍者23人全員が、下表のとおり実習を行いました。 

2012年度特別支援教育実習実施状況 

実習校種 実習校数 実習生数 

養護学校   

愛知県協力学校 10 校 16 人 

附属特別支援学校 1 校  7 人 

合 計 11 校 23 人 

* 実施期間２週間： 2012.10.1(月) ～ 10.12(金) 
 

(3) 多様なニーズ、社会的動向等への取組 

近年、障害の範囲や概念が変化してきた中で、LD・ADHD・高機能自閉症により学習や生活の面で特別な教育

的支援を必要としている児童生徒が一定の割合で存在する可能性が示されており、これらの児童生徒に対する適

切な指導及び必要な支援は、学校教育における喫緊の課題となっています。また、養護学校や特殊学級に在籍し

ている児童生徒も増加する傾向にあります。 

本専攻科では、これらの状況を踏まえ、学校現場の要請に応えるため、2012年度においては愛知県教育委員

会から４人、名古屋市教育委員会から２人の現職教員を受け入れ、担当教員の専門性向上のため特別支援教育に

関する専門の事項を教授しています。 

(4) 単位の実質化への配慮 

 1) 授業期間の確保、年間授業スケジュール 

本学では、１年間の授業期間を、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを定めています。学期を前期（４

月１日～９月30日）、後期（10月１日～翌年３月31日）の２学期に区分（セメスター制）し、「学部授業予定」

のとおり各科目の授業は、原則として15週にわたる期間（試験日を除く）を単位としています。 

また、短期に集中して開講する集中講義も実施しています。 

各学期の授業期間は概ね次のとおりです。 

前 期  ４月10日 ～ ７月31日 

後 期  10月１日 ～ 翌年２月10日 

 2) 授業時間外の学習を促す工夫 

１年間で特別支援教育の理論と実践を修得し、特別支援教育関連分野で社会的に貢献できるようになるために
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は、授業時間内のみの学修では量的にも質的にも不十分になりがちです。そのために、不断に通常の授業を振り

返り、授業時間外の学修をきめ細かく指導することにも努めています。 

(5) 成績評価 

 1) 成績評価基準、成績評価方法 

成績評価基準について、授業の出欠状況、レポート、中間テスト最終試験の組み合わせにより、成績（Ｓ、Ａ、

Ｂ、Ｃ、D）を判定しています。 

2) 成績評価基準の学生への周知方法 

学生に対しては、履修の手引き、シラバスへの掲載等の方法により周知を図っています。 

 3) 成績評価分布による検証 

成績評価分布による検証は行っていません。 

 4) 学生からの成績評価の申立て手続き 

成績の内容に疑義がある場合は、成績公開日から10日以内に授業担当教員へ学生自身が直接申し出ることを定

めています。ただし、担当教員との連絡が困難である場合は、教務課へ学生自身が「成績確認依頼書」を用いて

申し出ることができます。 

2012年度は、2011年度同様に申立てはありませんでした。 

(6) 教育活動に係る管理運営 

 1) 教務企画委員会 

大学の学部、大学院及び専攻科の教育内容、実施体制及び教育課程に関する企画立案を行う組織として、教務

企画委員会を設置しています。委員会は、教育担当理事を委員長として、学長が指名した学系長、各学系選出の

教育研究評議会評議員、代議員会代議員、各センターから選出された教員、教務課職員で構成しています。さら

に、その下に、共通科目、教育実習の改善・点検・円滑な運営に関する事項、時間割編成・シラバスの作成等授

業運営に関する事項及びカリキュラムの立案・検討・評価・改善等に関する専門的事項を検討するため、各種の

専門委員会を設置しており、教育における本学の取組を不断に点検するとともに、その具体化を図っています。 
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４ 特別支援教育専攻 取組状況 

① 教育目標 

本専攻科では、特別支援学校の教員あるいは特別支援学級の担当教員として、子どもの特性に対応した配慮を

工夫していける発達支援能力を磨きます。本専攻科では、知的障害教育、肢体不自由教育、病弱教育を中心に学

修します。 

② 履修モデル 

特別支援教育特別専攻科 

  
 

 ■知的障害教育領域  ■肢体不自由教育領域  ■病弱教育領域  
    

■知的障害教育領域 

特別支援学校教諭免許（知的障害者に関する教育の領域）の取得に必要なカリキュラムを学修していきます。

特に、知的障害児や自閉症児など知的障害養護学校に在籍する児童の教育を中心にしています。主なカリキュラ

ムとして「知的障害者教育概論」「知的障害者心理・生理概論」「知的障害者心理演習」などがあります。 

■肢体不自由教育領域 

特別支援学校教諭免許（肢体不自由者に関する教育の領域）の取得に必要なカリキュラムを学修していきます。

特に、肢体不自由養護学校に在籍する脳性まひ児などの児童への教育を中心にしています。主なカリキュラムと

して「肢体不自由者教育概論」「肢体不自由者心理・生理概論」「肢体不自由者心理演習」などがあります。 

■病弱教育領域 

特別支援学校教諭免許（病弱者に関する教育の領域）の取得に必要なカリキュラムを学修していきます。特に、

慢性疾患のある児童への教育を中心にしています。主なカリキュラムとして「病弱者心理・生理概論」「病弱者教

育概論」などがあります。 

③ 指導体制 

本専攻科の学生指導にあたる教員は、特別支援教育とその近隣の学術分野（臨床心理学、発達臨床心理学など）

を専門としています。学生達の多くは特別支援教育に携わる教員を希望していますので、当然のことながら、幅

広い知識と実践力を養成することが求められています。教育課程、指導法、心理学、生理・病理学など障害種別

に多岐にわたる学修を通して、高度な専門性を有する教員を育成しています。 

上記に加えて本専攻科では、愛知県内の現職教員が１年間の内地留学という形で在籍し、特別支援教育に関す

る専門性向上の場としての指導も行っています。 

本専攻科では、特別支援教育を担う人材の育成という観点から、学生指導においても体験的・実践的な活動が

重視されています。肢体不自由児や知的障害児への臨床動作法を用いた支援や発達障害児のプレイセラピーやグ

ループ療育などは、学生達の教育実践力を向上させる指導機会となっています。 

 

 

５ 学習成果 

(1) 教育職員免許状の資格取得状況 

2012年度修了者の教育職員免許状取得状況は下表のとおりです。 

2012年度 教育職員免許状 取得状況             （単位：人） 

  修了者 取得者 特別支援学校 １種 

特別支援教育特別専攻科   22 22 22 100.0% 

特別支援教育専攻 22 22 22  
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第５節 各教育課程 共通事項 

 

１ 学生支援 

(1) 学習支援 

 1) 履修指導ガイダンス等の実施状況 

年度当初に学年別に教務課職員による教務ガイダンスと授業担当教員による選修・専攻・コース別ガイダンス

を行っています。 

教務ガイダンスでは、学年別履修方法の内容について詳しく説明をしています。選修・専攻・コース別ガイダ

ンスでは、専攻科目の詳細について説明をしています。 

なお、学部１年次生向け教務ガイダンスについては、よりきめ細かな履修指導が行えるよう、講堂で一斉に実

施してきたことを見直し、2013 年度から五つの講義室に分けて実施することとしました。 

2012年度履修指導ガイダンス等の実施状況 

教育学部 

実施日（対象者） ガイダンス名称（説明者） ガイダンスの内容 

2012/3/28 (水) 
（教員養成課程４年） 

教務ガイダンス 
（教務課職員） 

・４年次の履修方法を説明 
・卒業要件の確認方法と卒業研究について説明 
・教育職員免許状の資格要件確認方法について説明 

2012/3/28 (水) 
（現代学芸課程４年） 

教務ガイダンス 
（教務課職員） 

・４年次の履修方法を説明 
・卒業要件の確認方法と卒業研究について説明 
・教育職員免許状の資格要件確認方法について説明 

2012/3/28 (水) 
（４年 各専攻コース別） 

専攻コース別ガイダンス 
（各専攻コース教員） 

・専攻コースの授業及び履修について説明 

2012/3/29 (木) 
（教員養成課程３年） 

教務ガイダンス 
（教務課職員） 

・３年次の履修方法を説明 
・卒業要件の確認方法について説明 
・教育職員免許状の資格要件単位取得について説明 

2012/3/29 (木) 
（現代学芸課程３年） 

教務ガイダンス 
（教務課職員） 

・３年次の履修方法を説明 
・卒業要件の確認方法について説明 

2012/3/29 (木) 
（３年 各専攻コース別） 

専攻コース別ガイダンス 
（各専攻コース教員） 

・専攻コースの授業及び履修について説明 

2012/3/30 (金) 
（２年） 

教務ガイダンス 
（教務課職員） 

・２年次の履修方法を説明 
・卒業要件の確認方法について説明 
・教育職員免許状の資格要件単位取得について説明 

2012/3/30 (金) 
（２年 各専攻コース別） 

専攻コース別ガイダンス 
（各専攻コース教員） 

・専攻コースの授業及び履修について説明 

2012/4/5 (木) 
（１年） 

教務ガイダンス 
（教務課職員） 

・授業、履修、成績及び単位について説明 
・１年次の履修方法を説明 
・卒業要件について説明 

2012/4/5 (木) 
（１年 各専攻コース別） 

専攻コース別ガイダンス 
（専攻コース教員） 

・専攻コース教員の紹介 
・専攻コースの特色について説明 
・専攻コースの授業及び履修について説明 

大学院教育学研究科 

実施日（対象者） ガイダンス名称（説明者） ガイダンスの内容 

2012/4/4 (水) 夜 
（１年 昼夜開講コース） 

教務ガイダンス 
（教務課職員） 

・授業、履修、成績及び単位について説明 
・修了要件、専修免許状について説明 

2012/4/5 (木) 
（１年） 

教務ガイダンス 
（教務課職員） 

・授業、履修、成績及び単位について説明 
・修了要件、専修免許状について説明 

2012/4/5 (木) 
（１年） 

専攻別ガイダンス 
（専攻・領域教員） 

・専攻、領域教員の紹介 
・専攻、領域の特色について説明 
・専攻、領域の授業及び履修について説明 
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大学院教育実践研究科（教職大学院） 

実施日（対象者） ガイダンス名称（説明者） ガイダンスの内容 

2012/4/5 (木) 
（１年） 

教務ガイダンス 
（教務課職員） 

・授業、履修、成績及び単位について説明 
・修了要件、専修免許状について説明 

2012/4/10(火) 
（１年） 

領域・履修モデル別ガイダンス 
（教職大学院担当教員） 

・履修内容について説明 

特別支援教育特別専攻科 

実施日（対象者） ガイダンス名称（説明者） ガイダンスの内容 

2012/4/5 (木) 
（全員） 

専攻科ガイダンス 
（専攻科担当教員） 

・履修内容について説明 

2012/4/5 (木) 
（全員） 

教務ガイダンス 
（教務課職員） 

・授業、履修、成績及び単位について説明 
・修了要件、専修免許状について説明 
・教育実習について説明 

 2) 指導教員制及びオフィスアワー 

指導教員制の趣旨は、指導教員がそれぞれ担当する学生の学生生活や修学上の相談相手として指導助言を与え、

その資質、能力と人格の十全たる育成を図るとともに、学生自身が豊かな大学生活を送ることができるようにす

ることです。 

また、授業上・研究上の相談については、専任教員全員がオフィスアワーを設定し、各教員が相談に応じる曜

日・時間帯・場所を、あらかじめ学務ネットの教員時間割表に公開して、学生が相談しやすい環境を作っていま

す。 

 3) 基礎学力不足学生への学習支援の状況 

全般として補習授業や能力別クラス編成は実施していないものの、学期ごとに学生個々のGPA値を計算し、そ

の数値が1.5ポイント以下の場合は、各教育単位に対して、指導教員から当該学生に面談による修学指導を行な

っています。教務課は、その状況についての報告を受け、成績不振者の状況及び原因等について把握することに

努めています。 

なお、英語については１年次に２回のTOEIC試験の受験を義務付け、授業の成績に加味するとともに、一定の

点数以下の場合はeラーニング教材による補習授業を行い、その後実施するテストがクリアできるまで学習を続

ける取組を2011年度から導入しています。 
 4) 学びのためのTIPS 集の作成・配付 

2012年度、これまで３年がかりで学生と協働して作成してきた「学びのためのTIPS集」の原稿を教員が加筆・

修正し、ウェブ版原稿を完成させました。ただし、掲載予定のウェブサーバの不具合で2012年度中の公開には

至りませんでした。 

また、ウェブ版とは別にパンフレット用のダイジェストの作成に着手しましたが、ウェブサーバの調整を優先

させたため、完成には至りませんでした。 

 

(2) 生活支援 

 1) 学生生活実態調査 

学生生活の充実と改善を目的として全学生を対象に学生生活実態調査を定期的に実施しています。 

直近で実施した2011年度の調査の際には、学生生活に関する学生の意識や希望を適切に把握するため、調査

項目の検討や回収率を上げる工夫などに努めました。 

なお、調査結果は報告書としてまとめ、本学ウェブサイトにも公表しています。 

学生生活実態調査報告書  http://www.aichi-edu.ac.jp/campus/support/gakusei_jittai.html 
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2011年度学生生活実態調査 主な調査項目（抜粋） 

Ⅰ 所属等、基本的な事項 

①所属 〔課程等〕〔学年〕 

②家庭の状況 
〔あなたの現住所〕〔住居〕 
〔家族の住所〕〔家族の人数〕〔主な家計支持者は〕〔家庭の１年間総収入〕〔主な収入形態〕 

Ⅱ 学生生活 

①経済状況 〔家庭からの支援状況(月額)〕〔奨学金を受領していますか(月額)〕〔授業料免除を申請していますか〕 

②アルバイト 
〔アルバイトの就労状況〕〔アルバイトの職種〕〔アルバイトによる年間収入〕 
〔アルバイト収入の主な使途〕〔アルバイトにより学習時間の減少等がありましたか〕 

③学生支援体制 

〔指導教員を知っていますか〕〔オフィスアワーを知っていますか〕 
〔本学の教員と話をする機会はありますか〕〔学生生活や家庭のことを話せる人は誰ですか〕 
〔本学には学生さんが様々な相談ができるところがあります。知っていますか〕 
〔現在抱えている心配事や悩みはありますか〕 
〔入学時、各種の入学ガイダンスや交流会等により大学生活を順調に開始できましたか〕 

④通学状況 〔通学方法は〕〔大学に来る際に下車する駅は〕〔通学距離は〕〔通学時間は〕 

Ⅲ 将来の進路 

①将来の進路について 
考えていますか 

〔いつ頃から考えましたか〕〔考えている進路は〕 
教員と答えた方 〔第一志望は〕〔校種の希望は〕 

教員以外を答えた方 〔就職する場合、地域の希望は〕 

②就職活動の支援 

〔本学ではキャリア支援課が就職活動の支援を行っていますが知っていますか〕 
〔就職ガイダンスや就職相談を利用したことがありますか〕 

利用したことがある方へ 〔どんなことで利用しましたか〕 
利用したことがない方へ 〔その理由は〕 

Ⅳ 課外活動全般 

①課外活動団体への参加 

〔本学の課外活動団体に所属していますか。〕 
所属していると答えた方 

〔所属している団体の区分は〕〔活動状況は〕〔所属したきっかけ〕 
かつて所属、所属したことがないと答えた方 

〔所属していない理由は〕〔学外の活動に参加していますか〕 

②大学祭、子どもまつり 〔大学祭に参加しましたか〕〔子どもまつりに参加しましたか〕 

Ⅴ キャンパス全般について 

 
〔屋外の環境について〕〔駐車場、駐輪場について〕〔共通講義棟（講義室・トイレ等）について〕 
〔体育施設（体育館・グラウンド等）について〕〔共通講義棟・体育施設以外の施設について〕 
〔キャンパス内の安全性について〕〔キャンパス内の全面禁煙について〕 

Ⅵ 大学に期待することは 

 
〔今後、愛知教育大学に優先的に取り組んでほしいことは何でしょうか〕 
〔学生生活全般について、大学への要望や期待することがあればご意見をお聞かせください〕 

2) 学生相談体制 

学生相談業務は、相談全般に関する総合窓口を保健環境センターが担当しており、相談内容に応じて学内の担

当部門や学外の機関と連携を取りながら、問題解決に向けた支援を適切に実施しています。他に、「指導教員制度」

や「オフィスアワー」を設けて、各種の相談を受け、助言する体制を整備しています。 

参照『本節／１ 学生支援／（１）学習支援／2) 指導教員制及びオフィスアワー』 

相談業務の主なものとしては、保健環境センターの医師、保健師、看護師、臨床心理士による健康相談や、専

門教員による危険有害物質の取扱に関する安全衛生や環境保全に関する相談があります。 

また、ハラスメント相談、就職・進路相談や修学相談、経済・生活相談、留学・国際交流相談など、多種多様

な相談には、それぞれの担当部門が対応する体制を整備しています。 



第４章 教育活動  第５節 各教育課程 共通事項 

162 

なお、学生相談に関する周知は、新入生ガイダンス等での説明や本学ウェブサイトへの掲載により行っていま

す。 

学生サポート体制（相談窓口） http://www.aichi-edu.ac.jp/campus/support/support.html 

相談内容 担 当 係 

修学相談 教務課 

授業・成績関係  学部、専攻科 修学指導担当 

授業・成績関係  大学院 大学院担当、教職大学院担当 

休学・退学・転学関係 修学指導担当 

教育実習関係 教育実習担当 

介護等体験関係 介護等体験担当 

経済・生活相談 学生支援課 

授業料免除・徴収猶予関係 厚生担当 

奨学金関係 奨学担当 

学生寮・住居関係 厚生担当 

課外活動・ボランティア活動関係 課外教育担当 

学生生活全般 学生企画担当 

留学・国際交流相談 国際交流センター 

海外留学関係 国際交流センター 

国際交流関係 国際交流センター 

就職・進路相談 キャリア支援課（事務職員、キャリアカウンセラー） 

健康相談 保健環境センター（医師、保健師、看護師、臨床心理士） 

ハラスメント相談 学内ハラスメント相談員 

学生相談（何でも相談） 保健環境センター（事務職員、保健師、看護師） 

 3) 健康管理･健康相談 

保健環境センターにおいて全学生を対象に一般定期健康診断を実施しているほか、留学生健康診断、生活習慣

病、薬物乱用、飲酒、喫煙、インフルエンザ等感染症対策などの保健指導を行っています。 

放射性物質を用いる研究者や学生に対しては、放射線従事者特定健診を行い、危険有害物質を取り扱う学生や

研究者に対しては、これらの健康診断以外に安全・健康調査や作業環境測定を行い、健康管理や安全教育を行っ

ています。 

また、健康相談に関しては、身体的相談やメンタルヘルス相談を随時行い、必要に応じて応急処置や医療機関

の紹介を行っています。 

なお、2012 年度における保健環境センターの利用状況は、以下のとおりです。 

保健環境センター 

① 利用時間 月～金曜日 8:30 ～ 17:00 

② スタッフ・職員構成 

センター長（教授・兼任１人） 医師（特別教授１人、教授１人） 環境安全学専門教員（講師１人） 

看護師・保健師（常勤１人、非常勤１人） 臨床心理士（非常勤１人） 

事務係長（事務１人） センター業務兼務者（事務・兼任６人） 

③ 延床面積 465 ㎡ 
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④ 利用者数                           2012/4/1～2013/3/31 累計（単位：人） 

区 分 

傷 
病 

   休 
養 
室 
利 
用 

健 
康 
相 
談 

   健 
康 
診 
断 

  医 
療 
機 
関 
紹 
介 

診 
断 
書 
発 
行 

そ 
の 
他 
来 
所 
者 

計 

内 
 

科 

外 
 

科 

そ 
の 
他 

身 
体 
的 

精 
神 
的 

そ 
の 
他 

定 
期 
健 
診 

ク 
ラ 
ブ 
健 
診 

学生 398 154 233 11 82 621 335 195 91 4,208 4,158 50 58 25 4,801 10,193 

男 169 57 106 6 23 222 160 17 45 1,828 1,828 0 36 10 2,132 4,420 

女 229 97 127 5 59 399 175 178 46 2,380 2,330 50 22 15 2,669 5,773 

大学職員 64 45 17 2 14 415 143 120 152  0 0 0 11 20 977 1,501 

その他 34 14 19 1 4 122 50 3 69 0 0 0 1 0 506 667 

合計 496 213 269 14 100 1,158 528 318 312 4,208 4,158 50 70 45 6,284 12,361 

* 学生は、正規学生（学部、大学院、専攻科）及び非正規学生（研究生、科目等履修生等）の合計。 
* 大学職員は、理事等、大学教員、附属学校教員、事務職員、非常勤講師、非常勤職員の合計。 
* その他は、保護者、学外者等の合計。 
* クラブ健診は、競技会参加のための事前健康健診をクラブ・サークルの依頼で行った場合などが該当。 

 

4) 障害のある学生に対する支援 

入学願書に特記事項の記載がある生徒について、様々な支援を行っています。特に、聴覚障害のある学生に対

しては、新入生ガイダンスの時点から、パソコンテイク・ノートテイク（学生ボランティアが担当）を配置する

などの支援を行っています。 

また、近年増加傾向にある、障害のある学生に対応するため、「学生サポート体制検討WG」を2011年度に設

置し、2012年度に５回に及ぶ検討の結果、「就学特別支援プログラム」を完成させました。 

5) 入学者へのアパートの紹介 

大学周辺のアパートの提供者を登録し、アパート物件一覧により、入学手続時等に希望者へ物件の紹介を行っ

ています。 

6) アルバイト紹介 

アルバイトは、経済的に安定した学生生活を送ることはもちろんのこと、アルバイトに従事することで社会を

知り、自己の適性を知る機会でもあります。これらのことから、本学では学業に影響のない範囲で学生にふさわ

しいアルバイトの紹介を行っています。 

本学ウェブサイトに学生アルバイトに関する項目を掲載し、学生が自宅のパソコンや携帯電話を利用して求人

情報の閲覧ができる学生アルバイト情報ネットワークシステムを導入して学生への便宜を図っています。また、

本学の学生を要望する家庭教師の求人については、学生支援課にて受付後、学生に掲示で示し、希望学生に紹介

をしています。 

学生アルバイトについて http://www.aichi-edu.ac.jp/campus/support/arbeit.html 
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(3) 経済支援 

本学では、学生への経済支援を適切に行うため、以下の取組を行っています。 

入学料・授業料の免除、奨学金の貸与等については、授業料等免除及び徴収猶予に関する規程及び独立行政法

人日本学生支援機構の制度に基づき、学生支援委員会経済支援専門委員会による厳正な選考を行い、対象者を決

定しています。 

また、入学料・授業料の免除については、全額免除、半額免除のほかに一部免除を設けて、少しでも多くの学

生の申請に応えられるようにしています。2012年度は、入学料免除では一部免除を行い、授業料免除は全額免

除、半額免除、一部免除を実施しました。 

また、東日本大震災被災者支援として、従来の入学料・授業料免除制度とは別枠の基準・予算を設け、入学料・

授業料免除制度を実施しました。 

なお、奨学金貸与については、貸与基準に適合する希望者全員に貸与が行われています。 

これらの経済支援に関する情報は、本学ウェブサイト及び学務ネット（授業・修学・学生生活をサポートする

システム）等により学生に周知しています。 

授業料等免除及び徴収猶予に関する規程  https://www.aue-kitei.jp/doc/auekitei/rule/265.html 

学生支援委員会経済支援専門委員会規程  https://www.aue-kitei.jp/doc/auekitei/rule/46.html 

キャンパスライフ 学生支援関係     http://www.aichi-edu.ac.jp/campus/index.html 

 1) 入学料免除 

学部・大学院・特別専攻科の学生及び附属学校（幼稚園、高等学校、特別支援学校高等部）の幼児・生徒に対

し、入学料免除を行っています。 

2012年度入学料免除実施状況                               （単位：人） 

所 属 
入 
学 
者 

申 
請 
者 

免除許可者 
免除金額 
合 計 
（円） 

全 
免 

半 
免 

一 
部 

内訳 

計 免除金額 (千円) 

200 150 100 80 60 49 40 12.4 

教育学部 957 11 0 0 8 5 1 2 0 0 0 0 0 8 1,350,000 

１年次 入学者 955 11 0 0 8 5 1 2 0 0 0 0 0 8 1,350,000 

３年次 編入学 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

教育学研究科（修士課程）118 32 0 0 23 0 0 0 2 20 0 1 0 23 1,400,000 

普通入学 112 32 0 0 23 0 0 0 2 20 0 1 0 23 1,400,000 

教育学研究科（博士課程） 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

愛知教育大学 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

教育実践研究科 33 6 0 0 5 0 0 0 0 4 0 1 0 5 280,000 

普通入学 33 6 0 0 5 0 0 0 0 4 0 1 0 5 280,000 

特別支援教育特別専攻科 23 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12,400 

附属学校 271 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 98,000 

幼稚園 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

高等学校 200 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 98,000 

特別支援学校高等部 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* 東日本大震災等の特別措置による免除者なし。 
* ６年一貫教員養成コース進学者（教育学研究科（修士課程）：６人、教育実践研究科：０人）は、入学料不要のため除く。
   

 2012年度 入学料 

教育学部 282,000 円  附属幼稚園 31,300 円  

大学院 282,000 円  附属高等学校 56,400 円  

特別支援教育特別専攻科 58,400 円  附属特別支援学校高等部 2,000 円  
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 2) 授業料免除 

学部・大学院・特別専攻科の学生及び附属学校（幼稚園、高等学校、特別支援学校高等部）の幼児・生徒に対
し、授業料免除を行っています。 

2012年度授業料免除実施状況                               （単位：人） 

所 属 
在 
学 
者 

前 期 後 期 合計  
免除金額 
合 計 

 
  （円） 

申 
請 
者 

免除許可  申 
請 
者 

免除許可  申 
請 
者 

免除許可  

全 
免 

半 
免 

一 
部 

計 
全 
免 

半 
免 

一 
部 

計 
全 
免 

半 
免 

一 
部 

計 

教育学部 
3,976 

 
359 
(2) 

235 
(2) 

86 
 

0 
 

321 
(2) 

364 
(2) 

260 
(2) 

79 
 

0 
 

339 
(2) 

723 
(4) 

495 
(4) 

165 
 

0 
 

660 
(4) 

154,712,250 

(1,071,600) 

１年 
955 

 
72 46 

 
14 

 
0 
 

60 
 

71 
 

50 
 

13 
 

0 
 

63 
 

143 
 

96 
 

27 
 

0 
 

123 
 

29,335,050 

 

２年 
989 

 
83 

 
53 

 
23 

 
0 
 

76 
 

91 
 

65 
 

24 
 

0 
 

89 
 

174 
 

118 
 

47 
 

0 
 

165 
 

37,907,850 

 

３年 
949 

 
104 
(1) 

69 
(1) 

27 
 

0 
 

96 
(1) 

106 
(1) 

75 
(1) 

24 
 

0 
 

99 
(1) 

210 
(2) 

144 
(2) 

51 
 

0 
 

195 
(2) 

45,409,050 

(535,800) 

４年 
1,083 

 
100 
(1) 

67 
(1) 

22 
 

0 
 

89 
(1) 

96 
(1) 

70 
(1) 

18 
 

0 
 

88 
(1) 

196 
(2) 

137 
(2) 

40 
 

0 
 

177 
(2) 

42,060,300 

(535,800) 

教育学研 
究科(修士) 

284 
 

82 
(1) 

1 
(1) 

58 
 

15 
 

74 
(1) 

75 
(1) 

1 
(1) 

56 
 

15 
 

72 
(1) 

157 
(2) 

2 
(2) 

114 
 

30 
 

146 
(2) 

18,355,800 

(535,800) 

１年 
118 

 
38 

 
0 
 

26 
 

7 
 

33 
 

33 
 

0 
 

25 
 

7 
 

32 
 

71 
 

0 
 

51 
 

14 
 

65 
 

8,120,000 

 

２年 
166 

 
44 
(1) 

1 
(1) 

32 
 

8 
 

41 
(1) 

42 
(1) 

1 
(1) 

31 
 

8 
 

40 
(1) 

86 
(2) 

2 
(2) 

63 
 

16 
 

81 
(2) 

10,235,800 

(535,800) 

教育学研 
究科(博士) 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

１年 
4 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

教育実践 
研究科 

83 
 

11 
(1) 

1 
(1) 

4 
 

2 
 

7 
(1) 

10 
(1) 

1 
(1) 

5 
 

2 
 

8 
(1) 

21 
(2) 

2 
(2) 

9 
 

4 
 

15 
(2) 

2,075,800 

(535,800) 

１年 
33 

 
8 
 

0 
 

4 
 

2 
 

6 
 

6 
 

0 
 

4 
 

2 
 

6 
 

14 
 

0 
 

8 
 

4 
 

12 
 

1,400,000 

 

２年 
50 

 
3 

(1) 
1 

(1) 
0 
 

0 
 

1 
(1) 

4 
(1) 

1 
(1) 

1 
 

0 
 

2 
(1) 

7 
(2) 

2 
(2) 

1 
 

0 
 

3 
(2) 

675,800 

(535,800) 

専攻科 * 
23 

 
1 
 

0 
 

1 
 

0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

1 
 

0 
 

1 
 

2 
 

0 
 

2 
 

0 
 

2 
 

140,000 

 

附属 
幼稚園 

148 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

３歳児 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

４歳児 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

５歳児 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* 下段 ( ) は、東日本大震災等の特別措置による免除者数・免除金額で、内数。 
* 専攻科は、特別支援教育特別専攻科の略。 * 教育学研究科（博士）は、2012年度開設。 
* 附属学校については、高等学校、特別支援学校高等部は2010 年度より授業料が無償化のため、授業料免除制度に該当する
のは幼稚園のみ。 
 

2012年度 授業料 半期分 年 額  半期分 年 額 
教育学部 267,900 円  535,800 円  附属幼稚園 36,600 円  73,200 円  

特別支援教育特別専攻科 136,950 円  273,900 円   

大学院 

通常の課程 267,900 円  535,800 円  長期履修３年 178,600 円  357,200 円  

小免コース 2009年度以降 入学 267,900 円  535,800 円  長期履修４年 133,950 円  267,900 円  

 2008年度以前 入学 178,600 円  357,200 円   
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3) 奨学金貸与 

学部・大学院及び特別専攻科の学生に対し、独立行政法人日本学生支援機構の制度に基づいて奨学金を貸与し

ています。 

2012 年度（独）日本学生支援機構 奨学金採用者／貸与者 状況      在学者：2012/5/1 現在（単位：人） 

所 属 
在 
学 
者 

2012/4/1 ～ 2013/3/31の実績 2013年３月更新時 

採 用 者 貸 与 者 

第一種（無利息） 第二種（利息付） 

合 
計 

 

（
無
利
息
） 

 

第
一
種 

うち  

（
利
息
付
） 

 

第
二
種 

合 
計 

予 
約 
採 
用 

在 
学 
採 
用 

返 
還 
免 
除 

緊 
急 
採 
用 計 

予 
約 
採 
用 

在 
学 
採 
用 

応 
急 
採 
用 計 

返 
還 
免 
除 

教育学部 3,967 31 97 － 0 128 139 54 0 193 321 532 － 660 1,192 
１年 951 31 90 － 0 121 139 38 0 177 298 121 － 173 294 
２年 987 － 1 － 0 1 － 11 0 11 12 128 － 174 302 
３年 947 － 4 － 0 4 － 4 0 4 8 158 － 154 312 
４年 1,082 － 2 － 0 2 － 1 0 1 3 125 － 159 284 

教育学研究科 
(修士) 247 8 23 10 0 41 0 6 0 6 47 61 10 11 72 

１年 106 8 20 － 0 28 0 6 0 6 34 30 － 6 36 
２年 141 － 3 10 0 13 － 0 0 0 13 31 10 5 36 

教育学研究科 
(博士) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

１年 4 0 0 － 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 
教育実践研究科 83 1 5 2 0 8 0 3 0 3 11 16 2 6 22 

１年 33 1 4 － 0 5 0 2 0 2 7 5 － 2 7 
２年 50 － 1 2 0 3 － 1 0 1 4 11 2 4 15 

* 本表は、奨学金の対象とならない外国人留学生を除いた人数。 
* 併用貸与者（第一種と第二種の両方を貸与）は、第一種、第二種のそれぞれに計上。 
* 教育学研究科（博士）は、2012年度開設。 
 

第一種 (無利息)  貸与月額 貸与期間 (緊急採用の場合を除く) 

大 学 
自宅通学者は、30,000円、45,000 円から選択可 
自宅外通学者は、30,000円、51,000 円から選択可 

48 か月 

大学院 
修士は50,000 円、88,000円から選択可 
博士は80,000 円、122,000円から選択可 

修士24か月 
博士36か月 

第二種 (利息付)  貸与月額 貸与期間 (応急採用の場合を除く) 

大 学 ３万円、５万円、８万円、10 万円、12万円から選択可 48 か月 

大学院 ５万円、８万円、10万円、13万円、15万円から選択可 修士24か月、博士36か月 

 

予約採用 入学前の申込で、進学前の在学校にて奨学金申請を行うもの。 

在学採用 入学後に大学を通じて奨学金申請を行うもの。 

緊急採用 
応急採用 

家計の急変（家計支持者が失職・病気・事故・会社倒産・死別又は離別・災害等）で奨学金を緊急に
必要とする場合のもの。 緊急採用は第一種、応急採用は、第二種。 

返還免除 
大学院第一種貸与者であって、在学中に特に優れた業績をあげた者として機構が認定した場合に奨学
金の全部又は一部の返還が免除される制度。なお、申請にあたっては大学からの推薦が必要となる。 

4) 自然災害被災者支援 

2011年度に引き続き、東日本大震災被災者支援として従来の入学料・授業料免除制度とは別に基準・予算を

設けた入学料・授業料免除制度を継続して実施し、8人の学生に授業料免除を適用しました。 

参照『本節／１ 学生支援／（３）経済支援／1) 入学料免除 2) 授業料免除』 
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２ 学生生活 

(1) 課外活動の状況 

本学には、2012年５月１日現在、体育系57団体と文化系40団体の計97の課外活動団体があり、学生の68.1％

が何らかの課外活動団体に所属しています。2011年度に実施した学生生活実態調査によれば、毎週課外活動に

参加している学生は55％であり、さらに、体育系団体の学生では35%という結果が出ています。このことは、

広大なキャンパスと教育学部という二つの特色を持った本学の特徴であり、各種の体育大会において陸上競技を

はじめ各種の運動競技でその成果が発揮されています。 

大学としては、毎年、公認団体に対し、大学経費及び後援会経費・同窓会経費等から、物品補助、全国大会参

加のための旅費や上位成績者への褒賞金について、申請内容を確認のうえ、運営資金を支援しています。2012

年度においては、2011年度に引き続き防犯・安全対策として残りの体育系部室改修工事及び野球場ネット改修

工事を実施しました。 

また、課外活動等のための貸出物品は、スポーツ用品をはじめ、AED（自動体外式除細動器）なども準備して

います。貸出状況は毎年増加傾向にあり、一般学生への貸出も増加しています。しかし、近年、物品の老朽化や

破損、紛失が多いため、少しずつ物品の補充及び更新を行っています。 

2012年１月末には、課外活動団体を統轄する組織として、学生が自主的に運営する「愛知教育大学体育会」

及び「愛知教育大学文化会」が発足しました。両会は、体育系及び文化系の各課外活動団体間における意見の調

整・集約等を行うことにより、各団体間の相互理解と発展を図ることを目的としています。両会の発足により、

これまで個別に行われてきた課外活動支援に対する学生からの要求等は、両会を窓口として意見が集約されるこ

とになりました。これまでに寄せられている学生からの要望には、活動利用施設の増設及び老朽化に伴う改修、

体育館等への冷暖房の設置、グランド地面（芝面及び土面）の整地などがあり、2013年９月には武道場改修工

事を行う予定です。今後も、大学として予算を確保しつつ、優先順位の高いものから対応していきます。 

 

① 課外活動団体数と加入者数          団体数・加入者数・在学者とも 2012/5/1 現在 

   体育系団体 文化系団体 計 

団体数（未公認を含む） 57 40 97 
加入数（人） 男  927 431 1,358 
 女  858 758 1,616 
 計 (a) 1,785 1,189 2,974 
加入率 (a) ÷ (b) 40.8 % 27.2 % 68.1 % 
在学者（人） (b)   4,370 

* 加入者数、在学者数は、学部・大学院・専攻科の総計。 

② 第61回東海地区国立大学体育大会成績一覧表       2012年度 幹事大学：愛知教育大学 

順 位 男子団体 女子団体 

１ 位 陸上競技   ソフトテニス 
少林寺拳法   

陸上競技   水泳 
剣道   アーチェリー 

２ 位 ハンドボール   アーチェリー バレーボール 

３ 位 卓球   柔道 
馬術   空手道 バスケットボール   空手道 

* 第３位までを記載。 
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③ 第57 回東海地区国立大学文化祭 参加団体（2012 年度当番大学：本学） 

音楽部門：軽音楽部、フォークソング部、音楽サークルSPOON、アカペラサークルPremier、混声合唱団、 

     オカリナサークルTOTORO 

美術部門：手芸サークルCRAFT 

演劇部門：能楽部、劇団把°夢 

④ クラブサークル代表者セミナー・説明会 

目  的： 課外活動団体のリーダーとしての責任・役割を再認識し、自団体の部（会）員に対して適正な

情報を伝達し、健全な心身を育成していくことを指導する。 

日  時： 2013 年３月18 日（月） 

場  所： 愛知教育大学 大学会館大集会室 

参加団体： 87 団体 88 人 

講 演 会： 演題 「部活動における関係性をどうとらえ、どう育てるか」について 

講師 愛知教育大学副学長（総務担当理事） 折出健二 

事務連絡： エコプロジェクト 文化系クラブ・サークルボックスの緑化についてのお願い 

保健環境センター講師 榊原洋子、研究員 中村美紀 

指導講話： 「課外活動に関する指導講話」 

講師 愛知教育大学学生支援委員会委員（課外活動担当） 情報教育講座教授 佐々木守寿 

事務連絡： 課外活動に関する各種説明 

学生支援課課外教育担当係長 

(2) 大学祭、子どもまつり 

大学祭は、学生組織である大学祭実行委員会が中心となって、クラブ・サークルの発表、ステージ、出店企画、

スポーツの祭典、大学紹介等多くの催し物を企画し実施しています。 

また、例年、大学祭の前週の日曜日に子どもまつりを実施しています。近隣の幼稚園児や小学生を対象として、

ゲームやものづくりなど、1 日中、学生と子どもが一緒になって遊びまわる催し物です。毎年多数の子どもたち

が家族とともに訪れ、楽しい日曜日を過ごしています。 

12 月には、冬の子どもまつりも開催しています。 

いずれの企画も地域社会との交流の意味から、より活発に継続的に実施することを目指しています。 

2012年度の内容は、次のとおりです。 

① 第43回大学際  テーマ「環～みんなでひとつに～」 

日時：2012年５月16日（水）～５月20日（日）  参加：学生 約4,000人 

企画名 実施日 企画名 実施日 

スポーツの祭典 ５/16（水）～５/18 (金) ステージ ５/19（土）～５/20（日） 

ミニゲーム ５/19（土）～５/20（日） 大学紹介 ５/19（土）～５/20（日） 

献血 ５/19（土） 放送 ５/19（土）～５/20（日） 

お笑い ５/20（日） 模擬店 ５/19（土）～５/20（日） 

夜祭り ５/19（土） フリーマーケット ５/19（土）～５/20（日） 
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② 第43回子どもまつり 

日時：2012年５月13日（日）  参加：学生 約160人、子ども 約1,150人 

企画名 企画名 企画名 

迷路ゲーム 血圧測定 人形劇 

お化け屋敷 恐竜探し 算数パズル 

シャボン玉 トリックアート プレゼント抽選会 

人間知恵の輪 オカリナ教室  

③ 秋祭 テーマ「天まで轟け 秋祭音頭」 

日時：2012年11月10日（土）～11月11日（日） 

企画名 実施日 企画名 実施日 

スポーツの祭典 11/10（土）～11/11（日） ミニゲーム 11/10（土）～11/11（日） 

ステージ 11/10（土）～11/11（日） 出店 11/10（土）～11/11（日） 

④ 第36回冬の子どもまつり 

日時：2012年12月16日（日）  参加：学生 約140人、子ども 約700人 

企画名 企画名 企画名 

クリスマスミニゲーム 人形劇 オカリナ教室 

宇宙探検ミニゲーム 紙芝居 キャンドル作り 

色パネルめくりゲーム 算数のおもちゃ箱  

社会科学生によるミニゲーム クリスマスおりがみ工作  

(3) 学内交通対策及び交通指導 

学内交通対策 

2011年度に引き続き、シルバー人材センターの交通巡視員による学内駐車場等の巡視を実施しています。毎

日の巡視結果を基に、違反者に対して警告及びタイヤロック等のペナルティを科し、学内交通環境の維持に努め

ています。今後も引き続き実施していく予定です。 

設備の整備については、2012年度は、入構許可証発行手数料を原資として、正門夜間用ゲート及び駐車場案

内サインを設置しました。今後も、駐車場等維持環境整備を進める予定です。 

交通指導 

毎年新入生を迎える時期に、名鉄知立駅バス停付近で、混雑防止と学生の乗車マナー等の向上を図るため、理

事以下の役員等によりバス乗車整理及び指導を行っています。 

2012年度は、４月６日から４月13日の期間、実施しました。 
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３ 卒業者・修了者の進路・就職の状況 

(1) キャリア支援の実施状況 

キャリア形成・就職支援として、２年次対象の進路別の就職状況、就職活動内容、スケジュールの理解を目的

とした２年次就職ガイダンス、３年次からの教員、企業及び公務員と進路別ガイダンス、セミナー、講座等を年

間313回実施しました。 

教員就職対策としては、校長経験者等を指導講師として招き、小論文や面接の概要説明を行った後、対面式に

よる小論文の添削指導や面接試験種別指導を行っています。 

企業就職対策としては、ガイダンス実施後、概念理解にとどまらないようにエントリーシート講座や模擬面接

指導会を行い、実践的理解を深めています。 

公務員就職対策についても同様に、ガイダンス実施後、集団討議、個人面接等の試験種別指導や、実技又は演

習形式の支援策を実施しています。 

また、本学学生の主体的なキャリア設計に資すること及び就職活動等に関する基本方針の策定等を行うことを

目的として、2011年度に、キャリア支援センターを設置しました。同センターの主な業務は、①キャリア教育

の基本方針の策定、②就職支援の基本方針の策定、③キャリアに関わる調査分析に関すること、等であり、大学

設置基準第42条の２で求められた「大学は学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うための体

制を整えること」に対応したものとなっています。 

キャリア支援センターウェブサイト http://www.aichi-edu.ac.jp/auecareer/ 

キャリア支援センター規程 http://www.aichi-edu.ac.jp/intro/files/kyosyoku_jiko_hyoka.pdf 

(2) 進路・就職状況 

2012年度卒業生・修了生の進路状況は、本節p.173【2012年度 卒業・修了生 進路状況】の表のとおりで、

学部卒業生の就職率は84.6％と全国平均67.3％（平成25年学校基本調査速報値）を上回りました。2011年度と

の比較では、教員就職においては、正規教員就職者数が増加したことから教員就職者数が増加しました。同様に

官公庁就職者が更に増加し、法人化以後最多になりました。企業就職者数は前年度とほぼ同数でしたが、教員及

び官公庁への就職者数が増加したことから、学部学生の就職率は約４ポイント上昇しました。 

なお、就職状況が好調であったことから進学者は減少しました。 

また、教員就職率については、卒業後に非常勤講師となった学生のこれまでの状況等から推測すると、2013

年度実施の教員養成学部調査（調査対象：2013年３月卒業・修了者、調査日：2013年９月30日現在）では、前

年度を上回る教員就職率になるものとみています。 

大学院修了生の就職率は、教育学研究科は教員及び企業で微減、官公庁で微増しましたが、「その他」の学生

が増加したことを受け2011年度を下回りました。 

また、教育実践研究科（教職大学院）では、企業へ就職した１人を除く全員が教員となったことから、就職率

100％を達成しました。 

なお、過去５年間の就職状況、進学状況、就職率については、本節p.174【就職状況・進学状況・就職率 ５

年推移】の表のとおりです。 

(3) 教員就職の状況 

本学教育学部教員養成課程の学生は、毎年度多くが正規教員として採用され、臨時教員を含む教員就職率は、

全国国立教員養成大学・学部で毎年度上位にあります。 

2013年３月卒業生の教員就職率は、正規教員就職者が増加したことなどから、平成25年度教員養成学部調査

（調査日：2013年９月30日現在）においては、前年度を上回り70％台を維持する見込みです。 

今後も、教員就職率70％～75％を目指し、大規模教員養成系大学１位の教員就職率を維持することができる

よう、学生への支援を強化していく予定です。 
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【就職教員就職ランキング（３月卒・修のみ） ５年推移（2008～2012年度）】 

2012年度就職活動支援策一覧 

※ 大学院学生の進路及び就職活動への取組は、学部学生と一体的に実施している。 

開 
催 
月 
 

対象職種 開 
催 
回 
数 

就職活動支援 対応内容 

対象学年 
教 
 

員 

公 
務 
員 

企 
 

業 

１ 
年 

２ 
年 

３ 
年 

４ 
年 

合計 37 23 25 313 事業名称 15 17 51 39 

４月 教   ２ 教員採用試験ガイダンス(願書の書き方)    ４ 

 教   ３ 教員採用試験模擬試験    ４ 

 教   10 教員就職相談(願書の書き方対面指導)    ４ 

  公  ２ 公務員採用試験模擬試験    ４ 

   企 ３ 企業就職相談 １ ２ ３ ４ 

５月 教   ３ 他県教員採用試験学内説明会    ４ 

 教   1 教員就職ガイダンス（募集要項説明会）    4 

 教   1 教員就職ガイダンス（模擬面接）    4 

 教   ５ 教員就職相談(願書の書き方対面指導)    ４ 

 教   ２ 教員採用試験模擬試験    4 

 教   5 教員採用試験直前総まとめ講座    4 

  公  2 公務員採用試験模擬試験    4 

  公  5 公務員採用試験直前対策講座    4 

   企 １ 企業就職ガイダンス（就職活動の概要）   ３  

   企 ４ 企業就職相談 1 2 3 4 

６月 教 公 企 1 キャリアガイダンス（キャリア設計や職業観の醸成、職業意識の確立） 1 2   

 教   1 教員就職ガイダンス（教員を目指す者への心構え）   3  

 教   ２ 教員採用試験セミナー    ４ 

 教   15 教員就職相談    4 

 教   ４ 愛知県教員採用試験直前対策講座    4 

 教   ４ 名古屋市教員採用試験直前対策講座    4 

 教   1 教員採用試験直前アドバイスセミナー    4 

 教   ２ 教員採用試験模擬試験    4 

  公  １ 公務員就職ガイダンス（試験の仕組みと心構え）   ３  

  公  ２ 公務員採用試験模擬試験    ４ 

   企 1 企業就職ガイダンス（自己分析）   3  

   企 １ 就職情報サイト活用ガイダンス   ３  

   企 ３ 企業就職相談 1 2 3 4 

７月 教   1５ 教員就職相談    4 

 教   １ 教員啓発セミナー  ２   

  公  ４ 個人面接、集団面接及び集団討論練習    4 

  公  １ 警察官学内説明会   ３ ４ 

   企 1 企業就職ガイダンス（就職市場の現状、就職活動体験報告）   3  

８月 教   12 教員就職相談    4 

  公  14 個人面接、集団面接及び集団討論練習    4 

９月  公  4 個人面接、集団面接及び集団討論練習    4 

10 月 教   1 教採再チャレンジガイダンス    4 

 教   １ 高校教職セミナー  ２ ３  
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2012年度就職活動支援策一覧 

※ 大学院学生の進路及び就職活動への取組は、学部学生と一体的に実施している。 

開 
催 
月 

対象職種 開 
催 
回 
数 

就職活動支援 対応内容 

対象学年 

教 
 

員 

公 
務 
員 

企 
 

業 

１ 
年 

２ 
年 

３ 
年 

４ 
年 

10 月   企 ２ 学内合同企業説明会    ４ 

   企 1 企業就職ガイダンス（エントリー、企業情報収集の仕方）   3  

   企 １ 就職情報サイト活用ガイダンス 1 2 3  

   企 9 企業就職相談 1 2 3 4 

11 月 教 公 企 １ 就職ガイダンス(就職活動の心構え・基礎知識) １ ２   

 教   1 教員就職ガイダンス（体験報告）   3  

 教   ２ 他県教員採用試験学内説明会   ３  

  公  14 公務員採用試験対策講座   3  

   企 ９ 企業就職相談 1 2 3 4 

   企 １ 企業就職ガイダンス（エントリーシート講座）   3  

12 月 教   1 他県教員採用試験学内説明会   3  

 教   １ 教員就職啓発セミナー １ ２ ３  

  公  1 公務員就職ガイダンス（試験の概要説明）   3  

  公  1 公務員就職ガイダンス（試験準備・体験報告）   3  

  公  1４ 公務員採用試験対策講座   3  

   企 1 企業就職ガイダンス（模擬面接等）   3  

   企 ８ 企業就職相談 1 2 3 4 

   企 3 エントリーシート講座   3  

１月 教   １ 教員就職啓発セミナー １ ２ ３  

 教   ２ 教員採用試験小学校全科講座   3  

  公  1 公務員採用試験模擬テスト   3  

  公  ９ 公務員採用試験対策講座   3  

  公  1 公務員試験学内説明会（名古屋市役所）   3  

   企 ５ 企業就職相談 1 2 3 4 

   企 2 集団面接（集団討議）練習及びエントリーシート指導会   3  

   企 2 企業研究セミナー（２日間）   3  

２月  公  １ 公務員セミナー(刈谷市長講演会) １ ２ ３  

 教   1 教員就職ガイダンス（教員採用試験に向けて今やるべきこと）   3  

 教   ４ 教員採用試験セミナー   ３  
 

 教   ２ 他県教員採用試験学内説明会   ３  

 教   ６ 教員採用試験小学校全科講座   3  

 教   1 教員採用試験模擬テスト   3  

  公  2 公務員採用試験模擬テスト   3  

  公  ９ 公務員採用試験対策講座   3  

   企 7 企業就職相談 1 2 3 4 

   企 11 集団面接（集団討議）練習及びエントリーシート指導会   3  

３月 教   ３ 教員採用試験セミナー   3  

 教   15 教員採用試験学内集中講座   3  

 教   1 教員採用試験模擬テスト   3  

  公  ６ 公務員採用試験対策講座   3  

  公  ７ 公務員採用試験模擬テスト   3  

   企 ２ 企業就職相談 1 2 3 4 
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2012年度卒業・修了生進路状況                             2013/5/1 現在 

課程等 

卒
業
・
修
了
者
数 

就職   その他 

教員 企業等      

正
規
教
員 

臨
時
教
員 

合
計 

建
設
業 

製
造
業 

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給 

卸
売
・
小
売 

保
険
・
金
融 

不
動
産
業 

運
輸
・
通
信 

医
療
・
福
祉 

宿
泊
業
・
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業 

マ
ス
コ
ミ 

教
育
・
学
習
支
援 

サ
ー
ビ
ス
業 

左
記
以
外 

合
計 

官
公
庁 

合
計 

進
学
者 

そ
の
他 

合
計 

教育学部 923 361 191 552 9 24 1 19 18 0 26 16  1 21 14 3 152 77 781 79 63 142 

教員養成課程 683 327 178 505 1 5  8 5  2 6  1 9 4 2 43 44 592 52 39 91 

現代学芸課程 240 34 13 47 8 19 1 11 13  24 10   12 10 1 109 33 189 27 24 51 

教育学研究科 128 49 18 67              18 8 93  35 35 

教育実践研究科 38 31 7 38              0 0 38   0 

* 本表は、2012年９月卒業・修了者を含む。 
* 保育士は教員として計上。 
* 大学院修了生で、現職教員等すでに就業している社会人も就職者として職種別に計上。 
* その他は、無職（アルバイト・パート・未定)のほか、大学院・専攻科以外の学校種への進学、海外留学者が該当する。 

 

 

 

    
 

 

 

        

教育学部 現代学芸課程 240 人 教育学部 教員養成課程 683 人 

大学院 教育学研究科 128 人 大学院 教育実践研究科 38 人 
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就職状況・進学状況・就職率 ５年推移（2008～2012年度）          各年度 5/1 現在（単位：人） 

教育課程 卒業年度 卒業者 進学者 就職希望者 就職者 就職率 

 修了年度 修了者    
進学者を除く 
就職希望者 

全ての 
卒業・修了者 

  a B C = a - b d d/c d/a 

教育学部 2008 918 83 835 759 90.9 % 82.7 % 
 2009 951 91 860 768 89.3 % 80.8 % 
 2010 903 78 825 741 89.8 % 82.1 % 
 2011 910 93 817 736 90.1 % 80.9 % 
 2012 923 79 844 781 92.5% 84.6% 

教員養成課程 2008 509 52 457 424 92.8 % 83.3 % 
 2009 671 60 611 560 91.7 % 83.5 % 
 2010 669 49 620 569 91.8 % 85.1 % 
 2011 666 63 603 555 92.0 % 83.3 % 
 2012 683 52 631 592 93.8% 86.7% 

現代学芸課程 2008 409 31 378 335 88.6 % 81.9 % 
 2009 280 31 249 208 83.5 % 74.3 % 
 2010 234 29 205 172 83.9 % 73.5 % 
 2011 244 30 214 181 84.6 % 74.2 % 
 2012 240 27 213 189 88.7% 78.8% 
教育学研究科 2008 115 2 113 95 84.1 % 82.6 % 
 2009 116 1 115 95 82.6 % 81.9 % 
  2010 126 3 123 95 77.2 % 75.4 % 
 2011 126 4 122 96 78.7 % 76.2 % 
 2012 128 0 128 93 72.7% 72.7% 
教育実践研究科 2008 － － － － － － 
（教職大学院） 2009 18 0 18 18 100.0 % 100.0 % 
 2010 27 0 27 26 96.3 % 96.3 % 
2009年度より 2011 36 0 36 35 97.2 % 97.2 % 
修了生を輩出 2012 38 0 38 38 100.0% 100.0% 

* 本表は「大学概要2013」の内容によるものであり、９月卒業・修了者及び外国人留学生を含む。 
* 大学院修了生で、現職教員等すでに就業している社会人も就職者として計上。 
* 進学者は、教育学部は大学院又は専攻科への進学、大学院は大学院博士課程への進学についてのみ計上。
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教員就職ランキング（３月卒・修のみ） ５年推移（2008～2012年度）   卒業次年度 9/30 現在（単位：人） 

教育課程 卒業年度 卒業者     就職者 進学者 未就職 教員  

 修了年度 修了者   
教員 
合計 

教員 
以外    就職率 全国

順位 
  a 正規 臨時 b C d e f b/a 

教育学部 2008 899 317 163 480 290 770 83 46 53.4 % － 
 2009 937 381 189 570 236 806 90 41 60.8 % － 
 2010 886 352 172 524 220 744 82 60 59.1 % － 
 2011 897 313 199 512 220 732 97 68 57.1 % － 
 2012 923 361 191 552 229 781 79 63 59.8 % － 

教員養成課程 2008 502 241 113 354 84 438 52 12 70.5 % ３位 

 2009 668 336 160 496 91 587 59 22 74.3 % ４位 

 2010 664 324 153 477 97 574 52 38 71.8 % ３位 

 2011 659 281 183 464 91 555 67 37 70.4 % ６位 

 2012 683 327 178 505 87 592 52 39 73.9% － 
現代学芸課程 2008 397 76 50 126 206 332 31 34 31.7 % － 

 2009 269 45 29 74 145 219 31 19 27.5 % － 
 2010 222 28 19 47 123 170 30 22 21.2 % － 
 2011 238 32 16 48 129 177 30 31 20.1 % － 
 2012 240 34 13 47 142 189 27 24 19.6 % － 
教育学研究科 2008 101 45 18 63 31 94 1 6 62.4 % － 
 2009 105 41 25 66 29 95 2 8 62.9 % － 
 2010 112 55 25 80 20 100 2 10 71.4 % － 
 2011 121 38 30 68 24 92 4 25 56.2 % － 
 2012 128 49 18 67 26 93 0 35 52.3 % － 
教育実践研究科 2008 － － － － － － － － － － 
（教職大学院） 2009 18 18 0 18 0 18 0 0 100.0 % － 
 2010 27 25 1 26 0 26 0 1 96.3 % － 
2009年度より 2011 36 29 6 35 0 35 0 1 97.2 % － 
修了生を輩出 2012 38 31 7 38 0 38 0 0 100.0 % － 

* 人数、全国順位は、文部科学省「教員養成学部調査」の内容であり、９月卒業・修了者及び外国人留学生は含まない。 
ただし、2012年度については上記調査結果公表前であるため、「大学概要2013」の人数（９月卒、外国人留学生を含む。）

を計上した。 
* 教員は、幼、小、中、中等、高、特別支援学校の教員のみとし、大学教員や保育士等は教員以外に計上。 
* 大学院修了生で、現職教員等すでに就業している社会人も就職者として計上した。 
* 進学者は、教育学部は大学院又は専攻科への進学者を、大学院は大学院博士課程への進学者を計上した。 
 
 



第４章 教育活動  第５節 各教育課程 共通事項 

176 

４ ファカルティ・ディベロップメント活動（FD活動） 

(1) 新採用教員研修 

本研修は、新採用教員が本学の教員養成の理解を深め、学生の教育実習の支援・指導に生かすとともに大学

での授業力向上にとって有益な機会とするために、本学の附属学校及び近隣の公立学校の教育実践、学校運営

を参観するもので、2012年度の対象教員は新採用された15人でした。 

なお、新採用教員は研修実施後、以下①～③について教育実践参観FDレポートを提出します。 

① 附属学校での実施時期及び実施内容 

２グループに分かれて実施。 

・附属名古屋小学校（2012/5/2）と附属名古屋中学校（2012/5/2） 

・附属学校長講話、授業参観、意見交換会 13:30～15:30 

② 公立学校での実施時期及び実施内容 

２グループに分かれて実施。 

・刈谷市立小高原小学校（2012/5/16）と刈谷市立刈谷南中学校（2012/5/16） 

・学校長講話、授業参観、給食、意見交換会 8:30-13:30 

③ 新任教員FDワークショップ（副題：愛教大で教えるに当たって） 

日 時：2012年５月17日（木） 13:30～16:30 

場 所：愛知教育大学本部棟 第五会議室 

・趣旨説明（愛知教育大学の授業とFD活動） 

・学生教職員参加型FD組織「あいこね」学生代表の意見（新任の先生に望むこと） 

・グループに分かれて、ワークショップ形式で実施 14:30～16:30  

  ・学期はじめからの授業の反省や要望などを書き出し合い、模造紙にまとめる。 

  ・グループ代表が発表し、質問を受ける。 

 (2) 各種FD活動の実施状況 

  教育創造開発機構大学教育研究センターが主催（又は共催）したFDは以下のとおりです。この他に教職大学

院でFD活動を６回、教育学部で授業公開等が４回行いました。 

また、大学院教育学研究科では大学院教育学研究科運営専門委員会の主催で開催しました。 

① 第１回新教養科目FD 

テーマ：科学リテラシーと多文化リテラシーの教育内容および方法について 

日 時：2012年７月13日（金）16:40～17:40 

場 所：愛知教育大学本部棟 第五会議室 

② 第２回新教養科目FD 

テーマ：市民リテラシーとものづくりリテラシーの教育内容および方法について 

日 時：2012年11月５日（月）16:40～17:40 

場 所：愛知教育大学本部棟 第五会議室 

③ 全学FD 

テーマ：新教養科目の理念と授業内容 

日 時：2013年３月14日（木）13:30～15:30 

場 所：愛知教育大学本部棟 第一会議室 

④ 学生参加型FD活動（大学教育研究センター支援団体「あいこね」の主な活動） 

① 新入生を交えた教育改善のための「しゃべり場（新入生ATF）」を開催（2012/4/13） 

② 新任教員研修FD での「新任の先生への要望」（2012/5/17） 
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③ 大学教育学会（北海道大）での「学生FD に関するラウンド・テーブル」に参加（2012/5/26-27） 

④ 大学教育改革地域フォーラム 2012」（愛知県立大学）に参加（2012/7/4） 

⑤ あいこね独自の「学生意見アンケート」の実施（2012/7/17） 

⑥ 学生FD サミット2012 夏（立命館大）に参加（2012/8/25-26） 

⑦ 岡山大学教育改善学生交流フォーラムへの参加（2012/9/8-9） 

⑧ 主体的学びのための「読書カフェ」開催（2012/11/1） 

⑨ 教員を交えた教育改善のための「しゃべり場（ATFsp）」を開催（2012/12/13） 

⑩ 学生FD サミット2013 春（岡山大）に参加（2012/3/5-6） 

⑤ 大学院教育学研究科FD 

テーマ：多様な学習歴をもつ院生への対応を工夫した取組事例について 

日 時：2013年２月27日（水）13:30～15:00 

場 所：愛知教育大学第二共通棟 412 講義室 

 

 

５ 授業評価及び授業改善の状況 

(1) 学生授業アンケートの分析 

「学士課程教育の構築に向けて」（中央教育審議会答申2008年）で、授業計画の明確化、教育方法の改善等が

提起され、これを受けて本学では、以前から行ってきた学生による授業評価を生かしつつ、各教員の授業改善に

取り組んできています。 

(2) 教育の質の向上及び授業改善の状況 

全学的に、双方向型の学習の展開に努める傾向が見られ、授業のテーマや規模によってはグループ活動の活用

等に積極的です。また、大学院生によるティーチング・アシスタント（TA）の導入、少人数指導の推進、さらに

は、学生のプレゼンテーションの活用など、授業改善の工夫は個々には見られますが、それらの工夫により、全

体として学生が何をどう学ぶことができたかなどの学習成果の把握については、まだ課題があります。その点を、

学生による授業アンケートの分析で検証しながら取り組んでいます。 
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６ 教育研究基金を活用した活動 

本学では、国の運営費交付金や学生の授業料等に依存するのみでなく、新たな財政的基盤を確立し、教育研究

の一層の充実と様々な活動を通じて、「教員養成を主軸に教養教育を重視」する本学の存在感を一段と高めていく

ため、2005年10月に「国立大学法人愛知教育大学教育研究基金」を設立しました。 

実施事業は、1) 国際交流の推進に関する支援事業、2) 学生支援事業、3) その他、に分けられ、主に、1) で

は、国際学術交流協定締結校からの留学生受入れや国際学術交流協定締結校への派遣留学生への支援、学生同士

の交流支援を、2) では、学生の課外活動支援や学生表彰を行っています。 

(1) 教育研究基金による実施事業 

1) 国際交流の推進に関する支援事業 
① 国際学術交流協定締結校からの留学生受入れ事業 
② 国際学術交流協定締結校への留学希望学生に対する留学支援事業 
③ 木全満雄・實子基金による留学生受入れ事業 
④ 国際学術交流協定締結校との学生交流支援事業 

2) 学生支援事業 
① 課外活動等支援 
② 愛知教育大学学生表彰規程第２条（表彰の基準）該当学生等への報奨金 
③ 学業成績優秀者に対する学長表彰 

3) その他特に必要と認める事業 
① 国内外への支援を必要とする事業の補助 
② 法人に対して多大な功績のあった教職員への表彰の補助 

 

(2) 収支・活動実績 

収入額           （単位：円）  支出額（主な事業内容）                （単位：円） 

前年度繰越  50,102,441  国際学術交流協定締結校からの留学生受入れ 4 件 2,920,000 

基金受入額  6,152,500 
 国際学術交流協定締結校への留学希望学生に対

する留学支援 3 件 1,450,000 
企業団体 4 件 650,000 

個人会員 343件 5,370,500  国際学術交流協定締結校との学生交流支援 13 件 130,000 

運 用 益  132,000  学生支援、課外活動等支援 2 件 1,050,000 

    学生支援、学生表彰等（図書カード） 2 件 15,000 

    その他事業（感謝状・バス借り上げ等） 4 件 626,775 

    振込手数料、印刷費、消耗品費等  523,509 

 合計 56,254,941   合計 6,715,284 

 

なお、年間を通じて、新入生、在学生、卒業生、保護者、役員、教職員等にも定期的に基金への募金について

依頼文書を発送するなど案内を行っており、今後も国際交流や学生支援のための本基金の充実を目指し、広く理

解と協力を呼びかけていく予定です。個人からの寄附については、本学ウェブサイトに掲載しています。 

教育研究基金について http://www.aichi-edu.ac.jp/intro/kikin/about.html 
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